
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

電波法施行規則　抄

電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）第四条（無線局の開設）、第九条（工事設計の変更）、第十三条（免許の有効期間）、第十七条

（変更等の許可）、第二十五条（無線局の公示）、第三十条（安全施設）、第三十一条（周波数測定装置の備えつけ）、第三十二条（計器及び

予備品の備えつけ）、第三十四条（船舶の義務無線電信の条件）、第三十五条（船舶の義務無線電信の条件）、第三十七条（無線設備の機器

の検定）、第三十九条（無線設備の操作）、第四十条（無線従事者の従事範囲）、第五十条（通信長の配置等）、第五十二条（目的外使用の禁

止等）、第六十条（報告）、第百条（高周波利用設備）及び附則第十項（この法律の施行前になした処分等）の規定の委任に基き、且つ電波

法を実施するため、電波監理委員会設置法（昭和二十五年法律第百三十三号）第十七条の規定により電波法施行規則の全部を改正する規則

を次のように定める。

電波法施行規則（電波監理委員会規則第三号）の全部を次のように改正する。
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附則

第一章　総則

（目的）

第一条　この規則は、別に命令で規定せられるものの外、電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）の規定を施行するために必要とする事

項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。

（定義等）

第二条　電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。

一　「通信憲章」とは、国際電気通信連合憲章をいう。

二　「通信条約」とは、国際電気通信連合条約をいう。

三　「無線通信規則」とは、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則をいう。

四　「法」とは、電波法をいう。

五　「手数料令」とは、電波法関係手数料令をいう。

六　「施行規則」とは、電波法施行規則をいう。

七　「免許規則」とは、無線局免許手続規則をいう。

八　「無線局根本基準」とは、無線局（基幹放送局を除く。）の開設の根本的基準をいう。

八の二　「特定無線局根本基準」とは、特定無線局の開設の根本的基準をいう。

九　「基幹放送局根本基準」とは、基幹放送局の開設の根本的基準をいう。

十　「設備規則」とは、無線設備規則をいう。

十一　「運用規則」とは、無線局運用規則をいう。

十二　「従事者規則」とは、無線従事者規則をいう。

十二の二　「検定規則」とは、無線機器型式検定規則をいう。

十二の三　「証明規則」とは、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則をいう。

十三　「登録検査等規則」とは、登録検査等事業者等規則をいう。

十三の二　「
こう

較正規則」とは、測定器等の較正に関する規則をいう。

十四　「審理等規則」とは、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則をいう。

十五　「無線通信」とは、電波を使用して行うすべての種類の記号、信号、文言、影像、音響又は情報の送信、発射又は受信をいう。
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十五の二　「宇宙無線通信」とは、宇宙局若しくは受動衛星（人工衛星であつて、当該衛星による電波の反射を利用して通信を行うため

に使用されるものをいう。以下同じ。）その他宇宙にある物体へ送り、又は宇宙局若しくはこれらの物体から受ける無線通信をいう。

十五の三　「衛星通信」とは、人工衛星局の中継により行う無線通信をいう。

十六　「単向通信方式」とは、単一の通信の相手方に対し、送信のみを行なう通信方式をいう。

十七　「単信方式」とは、相対する方向で送信が交互に行なわれる通信方式をいう。

十八　「複信方式」とは、相対する方向で送信が同時に行なわれる通信方式をいう。

十九　「半複信方式」とは、通信路の一端においては単信方式であり、他の一端においては複信方式である通信方式をいう。

二十　「同報通信方式」とは、特定の二以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行なう通信方式をいう。

二十一　「テレメーター」とは、電波を利用して、遠隔地点における測定器の測定結果を自動的に表示し、又は記録するための通信設備

をいう。

二十二　「テレビジヨン」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。

二十三　「フアクシミリ」とは、電波を利用して、永久的な形に受信するために静止影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。

二十四　「中波放送」とは、五二六・五ｋＨｚから一、六〇六・五ｋＨｚまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送を

いう。

二十四の二　「短波放送」とは、三ＭＨｚから三〇ＭＨｚまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。

二十五　「超短波放送」とは、三〇ＭＨｚを超える周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送（文字、図形その他の影像又は

信号を併せ送るものを含む。）であつて、テレビジヨン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。

二十六　「ステレオホニツク放送」とは、中波放送、超短波放送又はテレビジョン放送であつて、その聴取者に音響の立体感を与えるた

め、左側信号及び右側信号を一の放送局（放送をする無線局をいう。）から同時に一の周波数の電波により伝送して行うものをいう。

二十七　「モノホニツク放送」とは、次に掲げるものをいう。

（１）　中波放送であつて、音声信号のみにより直接搬送波を変調して行うもの

（２）　超短波放送であつて、音声信号のみにより直接主搬送波を変調して行うもの

二十八　「テレビジヨン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送（文字、図形

その他の影像（音声その他の音響を伴うものを含む。）又は信号を併せ送るものを含む。）をいう。

二十八の二　「標準テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送

以外のものをいう。

二十八の三　「高精細度テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、次に掲げるものをいう。

（１）　走査方式が一本おきであつて、一の映像の有効走査線数（走査線のうち映像信号が含まれている走査線数をいう。）（以下「有効

走査線数」という。）が一、〇八〇本以上二、一六〇本未満のもの

（２）　走査方式が順次であつて、有効走査線数が七二〇本以上二、一六〇本未満のもの

二十八の三の二　「超高精細度テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、走査方式にかかわらず有効走査線数が二、一六〇

本以上のものをいう。

二十八の四　「データ放送」とは、二値のデジタル情報を送る放送であって、超短波放送及びテレビジヨン放送に該当せず、かつ、他の

放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。

二十八の四の二　「マルチメディア放送」とは、二値のデジタル情報を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放

送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。

二十八の五　「超短波音声多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、音声その他の音響を送る放送であつて、超短波放送に該当し

ないものをいう。

二十八の六　「超短波文字多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、文字、図形又は信号を送る放送であつて、超短波放送に該当

しないものをいう。

二十八の七　「超短波データ多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、二値のデジタル情報を送る放送であつて、超短波放送に該

当しないものをいう。

二十八の八　「デジタル放送」とは、デジタル方式の無線局により行われる放送をいう。

二十八の九　「補完放送」とは、次に掲げるものをいう。

（１）　超短波放送であつて、主音声（超短波放送又はテレビジヨン放送において送られる主たる音声その他の音響をいう。以下この号

において同じ。）に伴う音声その他の音響を送るもの、又は主音声に併せて文字、図形その他の影像若しくは信号を送るもの

（２）　テレビジヨン放送であつて、静止し、若しくは移動する事物の瞬間的影像に伴う音声その他の音響（主音声を除く。）を送るも

の、又は静止し、若しくは移動する事物の瞬間的影像に併せて文字、図形その他の影像（音声その他の音響を伴うものを含む。）若

しくは信号を送るもの

二十九　「無線測位」とは、電波の伝搬特性を用いてする位置の決定又は位置に関する情報の取得をいう。

三十　「無線航行」とは、航行のための無線測位（障害物の探知を含む。）をいう。

三十一　「無線標定」とは、無線航行以外の無線測位をいう。

三十二　「レーダー」とは、決定しようとする位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準信号との比較を基礎とする無線測位

の設備をいう。

三十三　「無線方向探知」とは、無線局又は物体の方向を決定するために電波を受信して行なう無線測位をいう。

三十四　「一般海岸局」とは、電気通信業務を取り扱う海岸局をいう。

三十五　「送信設備」とは、送信装置と送信空中線系とから成る電波を送る設備をいう。

三十六　「送信装置」とは、無線通信の送信のための高周波エネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置をいう。

三十七　「送信空中線系」とは、送信装置の発生する高周波エネルギーを空間へ
ふく

輻射する装置をいう。

三十七の二　「双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶若しくは他の船舶（救命いかだを誘

導し、又はえい航する艇を含む。）と生存艇（救命艇及び救命いかだをいう。以下同じ。）若しくは救助艇（船舶救命設備規則（昭和四

十年運輸省令第三十六号）第二条第一号のニの一般救助艇及び高速救助艇をいう。以下同じ。）との間、生存艇と救助艇との間、生存

艇相互間又は救助艇相互間で人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。

三十七の三　「船舶航空機間双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶又は他の船舶と航空機

との間で当該船舶の捜索及び人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。

三十七の四　「船舶自動識別装置」とは、次に掲げるものをいう。

（１）　船舶局、海岸局又は船舶地球局の無線設備であつて、船舶の船名その他の船舶を識別する情報、位置、針路、速度その他の自動

的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報及び目的地、目的地への到着予定時刻その他の手動で更新される情報であつて
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運航に関する情報を船舶局相互間、船舶局と海岸局との間、船舶局と人工衛星局との間又は船舶地球局と人工衛星局との間において

自動的に送受信する機能を有するもの

（２）　海岸局の無線設備であつて、航路標識（航路標識法（昭和二十四年法律第九十九号）第一条第二項の航路標識をいう。以下同

じ。）の種別、名称、位置その他情報を自動的に送信する機能を有するもの

三十七の五　「簡易型船舶自動識別装置」とは、船舶局又は船舶地球局の無線設備であつて、船舶の船名その他船舶を識別する情報及び

位置、針路、速度その他の自動的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報のみを船舶局相互間、船舶局と海岸局との間、船

舶局と人工衛星局との間又は船舶地球局と人工衛星局との間において自動的に送受信する機能を有するものをいう。

三十七の六　「ＶＨＦデータ交換装置」とは、船舶局又は海岸局の無線設備であつて、無線通信規則付録第十八の表に掲げる周波数の電

波を使用し、船舶局相互間又は船舶局と海岸局との間においてデジタル変調方式によるデータ交換を行うもの（デジタル選択呼出装

置、船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及び捜索救助用位置指示送信装置を除く。）をいう。

三十七の七　「衛星位置指示無線標識」とは、人工衛星局の中継により、並びに船舶局及び航空機局に対して、電波の送信の地点を探知

させるための信号を送信する無線設備をいう。

三十七の八　「携帯用位置指示無線標識」とは、人工衛星局の中継により、及び航空機局に対して、電波の送信の地点を探知させるため

の信号を送信する遭難自動通報設備であつて、携帯して使用するものをいう。

三十八　「衛星非常用位置指示無線標識」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、人工衛星局の中継により、並びに

船舶局及び航空機局に対して、当該遭難自動通報設備の送信の地点を探知させるための信号を送信するものをいう。

三十九　「捜索救助用レーダートランスポンダ」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、レーダーから発射された電

波を受信したとき、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものをいう。

三十九の二　「捜索救助用位置指示送信装置」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、船舶自動識別装置又は簡易型

船舶自動識別装置の指示器上にその位置を表示させるための情報を送信するものをいう。

四十　「航空機用救命無線機」とは、航空機が遭難した場合に、その送信の地点を探知させるための信号を自動的に送信するもの（Ａ三

Ｅ電波を使用する無線電話を附置するもの又は人工衛星の中継によりその送信の地点を探知させるための信号を併せて送信するものを

含む。）をいう。

四十の二　「航空機用携帯無線機」とは、専ら航空機の遭難に係る通信を行うため携帯して使用する航空機局の無線設備であつて、航空

機用救命無線機以外のものをいう。

四十の三　「船上通信設備」とは、次の（１）、（２）、（３）又は（４）に掲げる通信のみを行うための単一通信路の無線設備であつて、

第十三条の三の三に規定する電波の型式、周波数及び空中線電力の電波を使用するものをいう。

（１）　操船、荷役その他の船舶の運航上必要な作業のための通信で当該船舶内において行われるもの

（２）　救助又は救助訓練のための通信で船舶とその生存艇又は救命浮機との間において行われるもの

（３）　操船援助のための通信で引き船と引かれる船舶又は押し船と押される船舶との間において行われるもの

（４）　船舶を接岸させ又は係留させるための通信で船舶相互間又は船舶とさん橋若しくは
ふ

埠頭との間において行われるもの

四十一　「ラジオ・ブイ」とは、浮標の用に供するための無線設備であつて、無線測位業務に使用するものをいう。

四十二　「ラジオゾンデ」とは、航空機、自由気球、たこ又は落下
さん

傘に通常装置する気象援助業務用の自動送信設備であつて、気象資料

を送信するものをいう。

四十三　「気象用ラジオ・ロボツト」とは、陸上又は海上に設置する気象援助業務用の無線設備であつて、気象資料を自動的に送信し、

又は中継するものをいう。

四十四　「無給電中継装置」とは、送信機、受信機その他の電源を必要とする機器を使用しないで電波の伝搬方向を変える中継装置をい

う。

四十五　「無人方式の無線設備」とは、自動的に動作する無線設備であつて、通常の状態においては技術操作を直接必要としないものを

いう。

四十六　「周波数偏位電信」とは、周波数変調による無線電信であつて、搬送波の周波数を所定の値の間で偏位させるものをいう。

四十七　「四周波ダイプレツクス」とは、二電信通信路に対応する四個の信号の組合せのそれぞれが別の周波数で表わされる周波数偏位

電信をいう。

四十八　「音声周波多重電信」とは、音声周波数帯域内において二以上の周波数偏位電信の通信路を構成する多重電信であつて、副搬送

波のそれぞれが独立して特定の通信路を構成するものをいう。

四十九　「ＩＬＳ」とは、計器着陸方式（航空機に対し、その着陸降下直前又は着陸降下中に、水平及び垂直の誘導を与え、かつ、定点

において着陸基準点までの距離を示すことにより、着陸のための一の固定した進入の経路を設定する無線航行方式）をいう。

四十九の二　「ＭＬＳ」とは、マイクロ波着陸方式（航空機に対し、その着陸降下直前又は着陸降下中に、水平及び垂直の誘導を与え、

かつ、着陸基準点までの距離を示すことにより、着陸のための複数の進入の経路を設定する無線航行方式をいい、航空機に対し、その

離陸中又は着陸復行を行うための上昇中に水平の誘導を与えるものを含む。）をいう。

四十九の三　「ＭＬＳ角度系」とは、ＭＬＳの無線局の無線設備のうち、水平又は垂直の誘導を与えるための無線航行業務を行う設備を

いう。

四十九の四　「ＡＴＣＲＢＳ」とは、地表の定点において、位置、識別、高度その他航空機に関する情報（飛行場内を移動する車両に関

するものを含む。）を取得するための航空交通管制の用に供する通信の方式をいう。

四十九の五　「ＡＣＡＳ」とは、航空機局の無線設備であつて、他の航空機の位置、高度その他の情報を取得し、他の航空機との衝突を

防止するための情報を自動的に表示するものをいう。

五十　「ＶＯＲ」とは、一〇八ＭＨｚから一一八ＭＨｚまでの周波数の電波を全方向に発射する回転式の無線標識業務を行なう設備をい

う。

五十一　「航空用ＤＭＥ」とは、九六〇ＭＨｚから一、二一五ＭＨｚまでの周波数の電波を使用し、航空機において、当該航空機から地

表の定点までの見通し距離を測定するための無線航行業務を行う設備をいう。

五十一の二　「タカン」とは、九六〇ＭＨｚから一、二一五ＭＨｚまでの周波数の電波を使用し、航空機において、当該航空機から地表

の定点までの見通し距離及び方位を測定するための無線航行業務を行う設備をいう。

五十一の三　「ＧＢＡＳ」とは、地上から航空機に対し、無線測位衛星からの測位情報の精度及び安全性を向上させる補強信号並びに進

入降下経路情報を送信し、航空機を安全に滑走路へ誘導する無線航行方式をいう。

五十二　「ｋＨｚ」とは、キロ（１０３）ヘルツをいう。

五十三　「ＭＨｚ」とは、メガ（１０６）ヘルツをいう。
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五十四　「ＧＨｚ」とは、ギガ（１０９）ヘルツをいう。

五十五　「ＴＨｚ」とは、テラ（１０１２）ヘルツをいう。

五十六　「割当周波数」とは、無線局に割り当てられた周波数帯の中央の周波数をいう。

五十七　「特性周波数」とは、与えられた発射において容易に識別し、かつ、測定することのできる周波数をいう。

五十八　「基準周波数」とは、割当周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置にある周波数をいう。この場合において、この周波数

の割当周波数に対する偏位は、特性周波数が発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数に対してもつ偏位と同一の絶対値及び同一

の符号をもつものとする。

五十九　「周波数の許容偏差」とは、発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる 大の偏

差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる 大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表わす。

六十　「指定周波数帯」とは、その周波数帯の中央の周波数が割当周波数と一致し、かつ、その周波数帯幅が占有周波数帯幅の許容値と

周波数の許容偏差の絶対値の二倍との和に等しい周波数帯をいう。

六十一　「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数をこえて
ふく

輻射され、及びその下限の周波数未満において
ふく

輻射される平均電力がそれ

ぞれ与えられた発射によつて
ふく

輻射される全平均電力の〇・五パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。ただし、周波数分

割多重方式の場合、テレビジヨン伝送の場合等〇・五パーセントの比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用する

ことが困難な場合においては、異なる比率によることができる。

六十二　「必要周波数帯幅」とは、与えられた発射の種別について、特定の条件のもとにおいて、使用される方式に必要な速度及び質で

情報の伝送を確保するためにじゆうぶんな占有周波数帯幅の 小値をいう。この場合、低減搬送波方式の搬送波に相当する発射等受信

装置の良好な動作に有用な発射は、これに含まれるものとする。

六十三　「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における一又は二以上の周波数の電波の発射であつて、そのレベルを情報の伝送に影

響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まない

ものとする。

六十三の二　「帯域外発射」とは、必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものを

いう。

六十三の三　「不要発射」とは、スプリアス発射及び帯域外発射をいう。

六十三の四　「スプリアス領域」とは、帯域外領域の外側のスプリアス発射が支配的な周波数帯をいう。

六十三の五　「帯域外領域」とは、必要周波数帯の外側の帯域外発射が支配的な周波数帯をいう。

六十四　「混信」とは、他の無線局の正常な業務の運行を妨害する電波の発射、
ふく

輻射又は誘導をいう。

六十五　「抑圧搬送波」とは、受信側において利用しないため搬送波を抑圧して送出する電波をいう。

六十六　「低減搬送波」とは、受信側において局部周波数の制御等に利用するため一定のレベルまで搬送波を低減して送出する電波をい

う。

六十七　「全搬送波」とは、両側波帯用の受信機で受信可能となるよう搬送波を一定のレベルで送出する電波をいう。

六十八　「空中線電力」とは、
せん

尖頭電力、平均電力、搬送波電力又は規格電力をいう。

六十九　「
せん

尖頭電力」とは、通常の動作状態において、変調包絡線の 高
せん

尖頭における無線周波数一サイクルの間に送信機から空中線系

の給電線に供給される平均の電力をいう。

七十　「平均電力」とは、通常の動作中の送信機から空中線系の給電線に供給される電力であつて、変調において用いられる 低周波数

の周期に比較してじゆうぶん長い時間（通常、平均の電力が 大である約十分の一秒間）にわたつて平均されたものをいう。

七十一　「搬送波電力」とは、変調のない状態における無線周波数一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電

力をいう。ただし、この定義は、パルス変調の発射には適用しない。

七十二　「規格電力」とは、終段真空管の使用状態における出力規格の値をいう。

七十三　「終段陽極入力」とは、無変調時における終段の真空管に供給される直流陽極電圧と直流陽極電流との積の値をいう。

七十四　「空中線の利得」とは、与えられた空中線の入力部に供給される電力に対する、与えられた方向において、同一の距離で同一の

電界を生ずるために、基準空中線の入力部で必要とする電力の比をいう。この場合において、別段の定めがないときは、空中線の利得

を表わす数値は、主
ふく

輻射の方向における利得を示す。

注　散乱伝搬を使用する業務においては、空中線の全利得は、実際上得られるとは限らず、また、見かけの利得は、時間によつて変化

することがある。

七十五　「空中線の絶対利得」とは、基準空中線が空間に隔離された等方性空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得を

いう。

七十六　「空中線の相対利得」とは、基準空中線が空間に隔離され、かつ、その垂直二等分面が与えられた方向を含む半波無損失ダイポ

ールであるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。

七十七　「短小垂直空中線に対する利得」とは、基準空中線が、完全導体平面の上に置かれた、四分の一波長よりも非常に短い完全垂直

空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。

七十八　「実効
ふく

輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の相対利得を乗じたものをいう。

七十八の二　「等価等方
ふく

輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じたものをいう。

七十九　「水平面の主
ふく

輻射の角度の幅」とは、その方向における
ふく

輻射電力と 大
ふく

輻射の方向における
ふく

輻射電力との差が 大三デシベルで

あるすべての方向を含む全角度をいい、度でこれを示す。

八十　「走査」とは、画面を構成する絵素の輝度又は色（輝度、色相及び彩度をいう。）に従つて、一定の方法により、画面を逐次分析し

て行くことをいう。

八十一　「映像信号」とは、走査に従つて生ずる直接的の電気的変化であつて、静止し、又は移動する事物の瞬間的映像を伝送するため

のものをいう。

八十二　「同期信号」とは、映像を同期させるために伝送する信号をいう。

八十二の二　「文字信号」とは、文字、図形又は信号を二値のデイジタル情報に変換して得られる電気的変化であつて、文字、図形又は

信号を伝送するためのものをいう。

八十二の三　「フアクシミリ信号」とは、静止影像を二値のデイジタル情報に変換して得られる電気的変化であつて、永久的な形に受信

されることを目的として静止影像を伝送するためのものをいう。

八十三　「音声信号」とは、音声その他の音響に従つて生ずる直接的の電気的変化であつて、音声その他の音響を伝送するためのものを

いう。
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八十四　「左側信号」又は「右側信号」とは、放送の聴取者の位置から向かつて左右両側に拡声器を配置する一の受信機により聴取者に

その聴取する音響の立体感を与えるため、その左側（左側信号の場合に限る。）又は右側（右側信号の場合に限る。）の拡声器によつて

再現するように収音された音響を伝送するための音声信号をいう。

八十四の二　「緊急警報信号」とは、災害に関する放送の受信の補助のために伝送する信号であつて、第一種開始信号、第二種開始信号

又は終了信号をいう。

八十四の三　「第一種開始信号」とは、待受状態にあるすべての受信機を作動させるために伝送する信号をいう。

八十四の四　「第二種開始信号」とは、特別の待受状態にある受信機のみを作動させるために伝送する信号をいう。

八十四の五　「終了信号」とは、第一種開始信号又は第二種開始信号の受信によつて動作状態にある受信機を当該緊急警報信号を受信す

る前の状態に復させるために伝送する信号をいう。

八十五　「クロツク周波数」とは、文字信号を一定の速度で伝送するための時刻の基準となるパルスの基本周波数をいう。

八十六　削除

八十七　「プレエンフアシス」とは、正常の信号波をその周波数帯のある部分について、他の部分に比し、特に強めることをいう。

八十八　「デイエンフアシス」とは、プレエンフアシスを行なつた信号波を正常の信号波にもどすことをいう。

八十九　「感度抑圧効果」とは、希望波信号を受信しているときにおいて、妨害波のために受信機の感度が抑圧される現象をいう。

九十　「受信機の相互変調」とは、希望波信号を受信しているときにおいて、二以上の強力な妨害波が到来し、それが、受信機の非直線

性により、受信機内部に希望波信号周波数又は受信機の中間周波数と等しい周波数を発生させ、希望波信号の受信を妨害する現象をい

う。

九十一　「受信機入力電圧」とは、受信機の入力端子における信号源の開放電圧をいう。

九十二　「航空無線電話通信網」とは、一定の区域において、航空機局及び二以上の航空局が共通の周波数の電波により運用され、一体

となつて形成する無線電話通信の系統をいう。

九十三　「船舶保安警報」とは、船舶に危害を及ぼす行為が発生した場合に送信する通報であつて、当該行為によつて当該船舶の安全が

脅かされていることを示す情報その他の情報からなるものをいう。

２　Ａ二Ａ電波、Ａ二Ｂ電波、Ａ二Ｄ電波又はＡ二Ｘ電波を使用する無線局（変調波を電
けん

鍵操作する送信設備に係るものに限る。）に対す

る法に基づく命令及びこれに基づく告示の適用に関しては、別段の定めがある場合を除くほか、空中線電力のワツト数は、当該命令又は

告示において規定するワツト数に十五分の四十を乗じて得たワツト数とする。

（業務の分類及び定義）

第三条　宇宙無線通信の業務以外の無線通信業務を次のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。

一　固定業務　一定の固定地点の間の無線通信業務（陸上移動中継局との間のものを除く。）をいう。

二　削除

三　放送業務　一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジヨン、データ伝送又はフアクシミリによる無線通信業務をい

う。

四　放送試験業務　放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため試験的に行なう放送業務をいう。

五　移動業務　移動局（陸上（河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む。次条第一項第六号、第七号の三、第十二号及び第十三号に

おいて同じ。）を移動中又はその特定しない地点に停止中に使用する受信設備（無線局のものを除く。第八号及び第八号の三において

「陸上移動受信設備」という。）を含む。）と陸上局との間又は移動局相互間の無線通信業務（陸上移動中継局の中継によるものを含む

。）をいう。

六　海上移動業務　船舶局と海岸局との間、船舶局相互間、船舶局と船上通信局との間、船上通信局相互間又は遭難自動通報局と船舶局

若しくは海岸局との間の無線通信業務をいう。

七　航空移動業務　航空機局と航空局との間又は航空機局相互間の無線通信業務をいう。

七の二　航空移動（Ｒ）業務　主として国内民間航空路又は国際民間航空路において安全及び正常な飛行に関する通信のために確保され

た航空移動業務をいう。

七の三　航空移動（ＯＲ）業務　主として国内民間航空路又は国際民間航空路以外の飛行の調整に関するものを含む通信を目的とする航

空移動業務をいう。

八　陸上移動業務　基地局と陸上移動局（陸上移動受信設備（第八号の三の携帯受信設備を除く。）を含む。次条第一項第六号において

同じ。）との間又は陸上移動局相互間の無線通信業務（陸上移動中継局の中継によるものを含む。）をいう。

八の二　携帯移動業務　携帯局と携帯基地局との間又は携帯局相互間の無線通信業務をいう。

八の三　無線呼出業務　携帯受信設備（陸上移動受信設備であつて、その携帯者に対する呼出し（これに付随する通報を含む。以下この

号において同じ。）を受けるためのものをいう。）の携帯者に対する呼出しを行う無線通信業務をいう。

九　無線測位業務　無線測位のための無線通信業務をいう。

十　無線航行業務　無線航行のための無線測位業務をいう。

十一　海上無線航行業務　船舶のための無線航行業務をいう。

十二　航空無線航行業務　航空機のための無線航行業務をいう。

十二の二　無線標定業務　無線航行業務以外の無線測位業務をいう。

十三　無線標識業務　移動局に対して電波を発射し、その電波発射の位置からの方向又は方位をその移動局に決定させることができるた

めの無線航行業務をいう。

十四　非常通信業務　地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し又は発生するおそれがある場合において、

人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行う無線通信業務をいう。

十五　アマチュア業務　金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究その

他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務をいう。

十六　簡易無線業務　簡易な業務のために行われる無線通信業務をいう。

十七　構内無線業務　一の構内において行われる無線通信業務をいう。

十八　気象援助業務　水象を含む気象上の観測及び調査のための無線通信業務をいう。

十九　標準周波数業務　科学、技術その他のために利用されることを目的として、一般的に受信されるように、明示された高い精度の特

定の周波数の電波の発射を行なう無線通信業務をいう。

二十　特別業務　前各号に規定する業務及び電気通信業務（不特定多数の者に同時に送信するものを除く。）のいずれにも該当しない無

線通信業務であつて、一定の公共の利益のために行われるものをいう。

２　宇宙無線通信の業務のうち、次の各号に掲げる業務を当該各号に定めるとおり定義する。
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一　海上移動衛星業務　船舶地球局と海岸地球局との間又は船舶地球局相互間の衛星通信の業務をいう。

二　航空移動衛星業務　航空機地球局と航空地球局との間又は航空機地球局相互間の衛星通信の業務をいう。

三　携帯移動衛星業務　携帯移動地球局と携帯基地地球局との間又は携帯移動地球局相互間の衛星通信の業務をいう。

３　前二項各号に規定するもののほか、無線局の行う業務の分類を別に定めることがある。

（無線局の種別及び定義）

第四条　無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。

一　固定局　固定業務を行う無線局をいう。

二　基幹放送局　基幹放送（法第五条第四項の基幹放送をいう。以下同じ。）を行う無線局（当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線

通信の送信をするものを含む。）であつて、基幹放送を行う実用化試験局以外のものをいう。

二の二　地上基幹放送局　地上基幹放送（放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）第二条第十五号の地上基幹放送をいう。以下同じ。）

又は移動受信用地上基幹放送（同法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。）を行う基幹放送局（放送

試験業務を行うものを除く。）をいう。

二の三　特定地上基幹放送局　基幹放送局のうち法第六条第二項第七号に規定する特定地上基幹放送局（放送試験業務を行うものを除

く。）をいう。

三　地上基幹放送試験局　地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局（放送試験業務を行うものに限る。）をいう。

三の二　特定地上基幹放送試験局　基幹放送局のうち法第六条第二項第七号に規定する特定地上基幹放送局（放送試験業務を行うものに

限る。）をいう。

三の三　地上一般放送局　地上一般放送（放送法施行規則（昭和二十五年電波監理委員会規則第十号）第二条第四号の二に規定する地上

一般放送をいう。以下同じ。）を行う無線局であつて、地上一般放送を行う実用化試験局以外のものをいう。

四　海岸局　船舶局、遭難自動通報局又は航路標識に開設する海岸局（船舶自動識別装置により通信を行うものに限る。）と通信を行う

ため陸上に開設する移動しない無線局（航路標識に開設するものを含む。）をいう。

五　航空局　航空機局と通信を行なうため陸上に開設する移動中の運用を目的としない無線局（船舶に開設するものを含む。）をいう。

六　基地局　陸上移動局との通信（陸上移動中継局の中継によるものを含む。）を行うため陸上に開設する移動しない無線局（陸上移動

中継局を除く。）をいう。

七　携帯基地局　携帯局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

七の二　無線呼出局　無線呼出業務を行う陸上に開設する無線局をいう。

七の三　陸上移動中継局　基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信を中継するため陸上に開設する移動しない無線局をい

う。

八　陸上局　海岸局、航空局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局その他移動中の運用を目的としない移動業務を行う無

線局をいう。

九　船舶局　船舶の無線局（人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。）のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレ

ーダーのみのもの以外のものをいう。

十　遭難自動通報局　遭難自動通報設備のみを使用して無線通信業務を行なう無線局をいう。

十の二　船上通信局　船上通信設備のみを使用して無線通信業務を行う移動する無線局をいう。

十一　航空機局　航空機の無線局（人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。）のうち、無線設備がレーダーのみのも

の以外のものをいう。

十二　陸上移動局　陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局（船上通信局を除く。）をいう。

十三　携帯局　陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局

（船上通信局及び陸上移動局を除く。）をいう。

十四　移動局　船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局、携帯局その他移動中又は特定しない地点に停止中運用す

る無線局をいう。

十五　無線測位局　無線測位業務を行う無線局をいう。

十六　無線航行局　無線航行業務を行う無線局をいう。

十七　無線航行陸上局　移動しない無線航行局をいう。

十八　無線航行移動局　移動する無線航行局をいう。

十八の二　無線標定陸上局　無線標定業務を行なう移動しない無線局をいう。

十九　無線標定移動局　無線標定業務を行なう移動する無線局をいう。

二十　無線標識局　無線標識業務を行う無線局をいう。

二十の二　地球局　宇宙局と通信を行ない、又は受動衛星その他の宇宙にある物体を利用して通信（宇宙局とのものを除く。）を行なう

ため、地表又は地球の大気圏の主要部分に開設する無線局をいう。

二十の三　海岸地球局　法第六十三条に規定する海岸地球局をいう。

二十の四　航空地球局　法第七十条の三第二項に規定する航空地球局をいう。

二十の五　携帯基地地球局　人工衛星局の中継により携帯移動地球局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。

二十の六　船舶地球局　法第六条第一項第四号ロに規定する船舶地球局をいう。

二十の七　航空機地球局　法第六条第一項第四号ロに規定する航空機地球局をいう。

二十の八　携帯移動地球局　自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯

して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの（船舶地球局及び航空機地球局を除く。）

をいう。

二十の九　宇宙局　地球の大気圏の主要部分の外にある物体（その主要部分の外に出ることを目的とし、又はその主要部分の外から入つ

たものを含む。以下「宇宙物体」という。）に開設する無線局をいう。

二十の十　人工衛星局　法第六条第一項第四号イに規定する人工衛星局をいう。

二十の十一　衛星基幹放送局　衛星基幹放送（放送法第二条第十三号の衛星基幹放送をいう。以下同じ。）を行う基幹放送局（衛星基幹

放送試験局を除く。）をいう。

二十の十二　衛星基幹放送試験局　衛星基幹放送を行う基幹放送局（放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、

一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を試験的に行うも

のに限る。）をいう。

二十一　非常局　非常通信業務のみを行うことを目的として開設する無線局をいう。
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二十二　実験試験局　科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査を行

うために開設する無線局であつて、実用に供しないもの（放送をするものを除く。）をいう。

二十三　実用化試験局　当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局をいう。

二十四　アマチュア局　アマチュア業務を行う無線局をいう。

二十五　簡易無線局　簡易無線業務を行う無線局をいう。

二十六　構内無線局　構内無線業務を行う無線局をいう。

二十七　気象援助局　気象援助業務を行う無線局をいう。

二十八　標準周波数局　標準周波数業務を行う無線局をいう。

二十九　特別業務の局　特別業務を行う無線局をいう。

２　前項各号に規定するもののほか、無線局の種別を別に定めることがある。

（電波の型式の表示）

第四条の二　電波の主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式は、次の各号に掲げるように分類し、それ

ぞれ当該各号に掲げる記号をもつて表示する。ただし、主搬送波を変調する信号の性質を表示する記号は、対応する算用数字をもつて表

示することがあるものとする。

一　主搬送波の変調の型式 　　　記号

（１）　無変調 　　　Ｎ

（２）　振幅変調 　　　　

（一）　両側波帯 　　　Ａ

（二）　全搬送波による単側波帯 　　　Ｈ

（三）　低減搬送波による単側波帯 　　　Ｒ

（四）　抑圧搬送波による単側波帯 　　　Ｊ

（五）　独立側波帯 　　　Ｂ

（六）　残留側波帯 　　　Ｃ

（３）　角度変調 　　　　

（一）　周波数変調 　　　Ｆ

（二）　位相変調 　　　Ｇ

（４）　同時に、又は一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うもの 　　　Ｄ

（５）　パルス変調 　　　　

（一）　無変調パルス列 　　　Ｐ

（二）　変調パルス列 　　　　

ア　振幅変調 　　　Ｋ

イ　幅変調又は時間変調 　　　Ｌ

ウ　位置変調又は位相変調 　　　Ｍ

エ　パルスの期間中に搬送波を角度変調するもの 　　　Ｑ

オ　アからエまでの各変調の組合せ又は他の方法によつて変調するもの 　　　Ｖ

（６）　（１）から（５）までに該当しないものであつて、同時に、又は一定の順序で振幅変調、角度変調又はパルス変調のうち

の二以上を組み合わせて行うもの

　　　Ｗ

（７）　その他のもの 　　　Ｘ

二　主搬送波を変調する信号の性質 　　　記号

（１）　変調信号のないもの 　　　〇

（２）　デイジタル信号である単一チヤネルのもの 　　　　

（一）　変調のための副搬送波を使用しないもの 　　　一

（二）　変調のための副搬送波を使用するもの 　　　二

（３）　アナログ信号である単一チヤネルのもの 　　　三

（４）　デイジタル信号である二以上のチヤネルのもの 　　　七

（５）　アナログ信号である二以上のチヤネルのもの 　　　八

（６）　デイジタル信号の一又は二以上のチヤネルとアナログ信号の一又は二以上のチヤネルを複合したもの 　　　九

（７）　その他のもの 　　　Ｘ

三　伝送情報の型式 　　　記号

（１）　無情報 　　　Ｎ

（２）　電信 　　　　

（一）　聴覚受信を目的とするもの 　　　Ａ

（二）　自動受信を目的とするもの 　　　Ｂ

（３）　フアクシミリ 　　　Ｃ

（４）　データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 　　　Ｄ

（５）　電話（音響の放送を含む。） 　　　Ｅ

（６）　テレビジヨン（映像に限る。） 　　　Ｆ

（７）　（１）から（６）までの型式の組合せのもの 　　　Ｗ

（８）　その他のもの 　　　Ｘ

２　この規則その他法に基づく省令、告示等において電波の型式は、前項に規定する主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性

質及び伝送情報の型式を同項に規定する記号をもつて、かつ、その順序に従つて表記する。

３　この規則その他法に基づく省令、告示等においては、電波は、電波の型式、「電波」の文字、周波数の順序に従つて表示することを例

とする。

（周波数の表示）

第四条の三　電波の周波数は、三、〇〇〇ｋＨｚ以下のものはｋＨｚ、三、〇〇〇ｋＨｚをこえ三、〇〇〇ＭＨｚ以下のものはＭＨｚ、

三、〇〇〇ＭＨｚをこえ三、〇〇〇ＧＨｚ以下のものはＧＨｚで表示する。ただし、周波数の使用上特に必要がある場合は、この表示方

法によらないことができる。
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２　電波のスペクトルは、その周波数の範囲に応じ、次の表に掲げるように九の周波数帯に区分する。

周波数帯の周波数の範囲 周波数帯の番号 周波数帯の略称 メートルによる区分

三ｋＨｚをこえ、三〇ｋＨｚ以下 ４ ＶＬＦ ミリアメートル波

三〇ｋＨｚをこえ、三〇〇ｋＨｚ以下 ５ ＬＦ キロメートル波

三〇〇ｋＨｚをこえ、三、〇〇〇ｋＨｚ以下 ６ ＭＦ ヘクトメートル波

三ＭＨｚをこえ、三〇ＭＨｚ以下 ７ ＨＦ デカメートル波

三〇ＭＨｚをこえ、三〇〇ＭＨｚ以下 ８ ＶＨＦ メートル波

三〇〇ＭＨｚをこえ、三、〇〇〇ＭＨｚ以下 ９ ＵＨＦ デシメートル波

三ＧＨｚをこえ、三〇ＧＨｚ以下 １０ ＳＨＦ センチメートル波

三〇ＧＨｚをこえ、三〇〇ＧＨｚ以下 １１ ＥＨＦ ミリメートル波

三〇〇ＧＨｚをこえ、三、〇〇〇ＧＨｚ（又は三ＴＨｚ）以下 １２ 　 デシミリメートル波

第四条の三の二　放送業務、海上移動業務、航空移動業務又は海上無線航行業務においてＨ二Ａ電波、Ｈ二Ｂ電波、Ｈ二Ｄ電波、Ｈ三Ｅ電

波、Ｊ二Ｃ電波、Ｊ二Ｄ電波（航空移動（Ｒ）業務に限る。）、Ｊ三Ｃ電波、Ｊ三Ｅ電波又はＲ三Ｅ電波を使用する場合は、その搬送周波

数をもつて当該電波を示す周波数とする。

２　前項の規定により搬送周波数をもつて示す電波の割当周波数は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄のとおりとす

る。

区分 割当周波数

Ｈ二Ａ、Ｈ二Ｂ又はＨ二Ｄ （１）　選択呼出装置に係るもの 搬送周波数から一、一〇〇ヘルツ高い周波数

（２）　（１）以外のもの 搬送周波数から五〇〇ヘルツ高い周波数

Ｈ三Ｅ、Ｊ二Ｃ、Ｊ三Ｃ、Ｊ三Ｅ又はＲ三Ｅ（１）　地上基幹放送局の無線設備に係るもの 搬送周波数から二、五〇〇ヘルツ高い周波数

（２）　（１）以外のもの 搬送周波数から一、四〇〇ヘルツ高い周波数

Ｊ二Ｄ 搬送周波数から一、四〇〇ヘルツ高い周波数

（空中線電力の表示）

第四条の四　空中線電力は、電波の型式のうち主搬送波の変調の型式及び主搬送波を変調する信号の性質が次の上欄に掲げる記号で表され

る電波を使用する送信設備について、それぞれ同表の下欄に掲げる電力をもつて表示する。

記号 空中線電力

主 搬 送

波 の 変

調 の 型

式

主搬送波

を変調す

る信号の

性質

Ａ 一
せん

尖頭電力（ｐＸ）

二 （１）　主搬送波を断続するものにあつては
せん

尖頭電力（ｐＸ）

（２）　その他のものにあつては平均電力（ｐＹ）

三 （１）　地上基幹放送局（地上基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。以下この表において同じ。）の設

備にあつては搬送波電力（ｐＺ）

（２）　携帯用位置指示無線標識、衛星非常用位置指示無線標識、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備、航

空機用救命無線機又は航空機用携帯無線機であつて、伝送情報の型式の記号がＸであるものにあつては
せん

尖頭電力（ｐＸ）

（３）　その他のものにあつては平均電力（ｐＹ）

七又はＸ（１）　断続しない全搬送波を使用するものにあつては平均電力（ｐＹ）

（２）　その他のものにあつては
せん

尖頭電力（ｐＸ）

八又は九 平均電力（ｐＹ）

Ｂ 　
せん

尖頭電力（ｐＸ）

Ｃ 三 （１）　地上基幹放送局の設備にあつては
せん

尖頭電力（ｐＸ）

（２）　地上基幹放送局以外の無線局の設備にあつては平均電力（ｐＹ）

七又はＸ（１）　断続しない全搬送波を使用するものにあつては平均電力（ｐＹ）

（２）　その他のものにあつては
せん

尖頭電力（ｐＸ）

八又は九 平均電力（ｐＹ）

Ｄ 　 （１）　インマルサット船舶地球局のインマルサットＦ型、航空機地球局のインマルサットＢＧＡＮ型、インマルサット

携帯移動地球局のインマルサットＦ型及びインマルサットＢＧＡＮ型並びに設備規則第五十八条の二の十二においてそ

の無線設備の条件が定められている固定局の無線設備にあつては平均電力（ｐＹ）

（２）　その他のものにあつては搬送波電力（ｐＺ）

Ｆ 　 平均電力（ｐＹ）

Ｇ 　 平均電力（ｐＹ）

Ｈ 　 （１）　地上基幹放送局の設備にあつては
せん

尖頭電力（ｐＸ）

（２）　地上基幹放送局以外の無線局の設備にあつては平均電力（ｐＹ）

Ｊ 　
せん

尖頭電力（ｐＸ）

Ｋ 　
せん

尖頭電力（ｐＸ）

Ｌ 　
せん

尖頭電力（ｐＸ）

Ｍ 　
せん

尖頭電力（ｐＸ）

Ｎ 　 平均電力（ｐＹ）

Ｐ
せん

尖頭電力（ｐＸ）

Ｑ （１）イリジウム携帯移動地球局の設備にあつては平均電力（ｐＹ）

（２）イリジウム携帯移動地球局以外の無線局の設備にあつては
せん

尖頭電力（ｐＸ）

Ｒ 　
せん

尖頭電力（ｐＸ）
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Ｖ 　
せん

尖頭電力（ｐＸ）

２　次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力（ｐＹ）をもつて表示する。

一　デジタル放送（Ｆ七Ｗ電波及びＧ七Ｗ電波を使用するものを除く。）を行う地上基幹放送局（地上基幹放送試験局及び基幹放送を行

う実用化試験局を含む。）及び地上一般放送局（地上一般放送を行う実用化試験局を含む。）並びに設備規則第三十七条の二十七の二十

一に規定する番組素材中継を行う無線局及び同令第三十七条の二十七の二十二に規定する放送番組中継を行う固定局（いずれもＧ七Ｗ

電波を使用するものを除く。）の送信設備

二　超広帯域無線システムの無線局（必要周波数帯幅が四五〇ＭＨｚ以上であつて、次に掲げるものをいう。以下同じ。）の送信設備

（１）　空中線電力が〇・〇〇一ワット以下の無線局であつて、次に掲げるもの

（一）　屋内において主としてデータ伝送を行う無線局であつて、三・四ＧＨｚ以上四・八ＧＨｚ未満又は七・二五ＧＨｚ以上一〇・

二五ＧＨｚ未満の周波数の電波を使用するもの

（二）　無線標定業務を行うことを目的として自動車その他の陸上を移動するものに開設する無線局であつて、二四・二五ＧＨｚ以上

二九ＧＨｚ未満の周波数の電波を使用するもの

（２）　空中線電力が一ワット以下の無線局（上空で運用するものを除く。）であつて、七・二五ＧＨｚ以上九ＧＨｚ未満の周波数の電

波を使用するもの（（１）（一）に掲げるものを除く。）

三　二〇〇ＭＨｚ帯広帯域移動無線通信（一七〇ＭＨｚを超え二〇二・五ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用し、通信方式に直交周波数分

割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる無線通信を

いう。）を行う無線局の送信設備

四　実数零点単側波帯変調方式の無線局の送信設備

五　七〇〇ＭＨｚ帯高度道路交通システム（七五五・五ＭＨｚを超え七六四・五ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用し、主として道路交通

に関するデータ伝送のために基地局相互間の通信路を構成する固定局相互間、基地局と陸上移動局の間又は陸上移動局相互間で行う無

線通信をいう。以下同じ。）の固定局、基地局及び陸上移動局の送信設備

六　無線標定業務を行う無線局であつて、七七ＧＨｚを超え八一ＧＨｚ以下の周波数の電波を使用するものの送信設備

七　設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局の送信設備

八　設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の送信設備

九　設備規則第三条第十五号に規定するローカル５Ｇの無線局の送信設備

３　次に掲げる送信設備の空中線電力は、前二項の規定にかかわらず、規格電力（ｐＲ）をもつて表示する。

一　五〇〇ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用する送信設備であつて、一ワツト以下の出力規格の真空管を使用するもの（遭難自動通報設

備、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備及びラジオ・ブイの送信設備並びに航空移動業務又は航空無線航行業務の局の送

信設備を除く。）

二　実験試験局の送信設備（第五項に掲げるものを除く。）

三　前各号に掲げるもののほか、
せん

尖頭電力、平均電力又は搬送波電力を測定することが困難であるか又は必要がない送信設備

４　第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局であつて、五七ＧＨｚを超え六四ＧＨｚ以下の周波数の電波を使用するもの（設備規

則第四十九条の十四第十二号に規定するものに限る。）の送信設備の空中線電力は、前三項の規定にかかわらず、尖頭電力（ｐＸ）をも

って表示する。

５　実験試験局の送信設備（法第四条第二号の適合表示無線設備（以下「適合表示無線設備」という。）を使用するものに限る。）の空中線

電力は、当該送信設備が技術基準適合証明又は工事設計認証を受け、若しくは技術基準適合自己確認が行われた電力をもつて表示する。

第二章　無線局

第一節　通則

（無線局の限界）

第五条　法第二条第五号ただし書の受信のみを目的とするものには、中央集中方式、二重通信方式等の方式により通信を行なう場合に設置

する受信設備等自己の使用する送信設備に機能上直結する受信設備は含まれない。

（無線局の運用の限界）

第五条の二　免許人等（法第六条第一項第九号に規定する免許人等をいう。以下同じ。）の事業又は業務の遂行上必要な事項についてその

免許人等以外の者が行う無線局の運用であつて、総務大臣が告示するものの場合は、当該免許人等がする無線局の運用とする。

（免許を要しない無線局）

第六条　法第四条第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。

一　当該無線局の無線設備から三メートルの距離において、その電界強度（総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用さ

れる無線設備については当該試験設備の外部における電界強度を当該無線設備からの距離に応じて補正して得たものとし、人の生体内

に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態においてのみ使用される無線設備については当該生体の外部におけるものとする。）

が、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であるもの

周波数帯 電界強度

三二二ＭＨｚ以下 毎メートル五〇〇マイクロボルト

三二二ＭＨｚを超え一〇ＧＨｚ以下 毎メートル三五マイクロボルト

一〇ＧＨｚを超え一五〇ＧＨｚ以下 次式で求められる値（毎メートル五〇〇マイクロボルトを超える場合は、毎メートル五〇〇マ

イクロボルト）

毎メートル３．５ｆマイクロボルト

ｆは、ＧＨｚを単位とする周波数とする。

一五〇ＧＨｚを超えるもの 毎メートル五〇〇マイクロボルト

二　当該無線局の無線設備から五〇〇メートルの距離において、その電界強度が毎メートル二〇〇マイクロボルト以下のものであつて、

総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示するもの

三　標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の測定用小型発振器

２　前項第一号の電界強度の測定方法については、別に告示する。

３　法第四条第二号の総務省令で定める無線局は、Ａ三Ｅ電波二六・九六八ＭＨｚ、二六・九七六ＭＨｚ、二七・〇四ＭＨｚ、二七・〇八

ＭＨｚ、二七・〇八八ＭＨｚ、二七・一一二ＭＨｚ、二七・一二ＭＨｚ又は二七・一四四ＭＨｚの周波数を使用し、かつ、空中線電力が

〇・五ワット以下であるものとする。

４　法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
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一　Ｆ一Ｄ若しくはＦ二Ｄ電波二五四・四二五ＭＨｚ若しくは二五四・九六二五ＭＨｚの周波数及びＦ一Ｄ、Ｆ二Ａ、Ｆ二Ｂ、Ｆ二Ｃ、

Ｆ二Ｄ、Ｆ二Ｎ、Ｆ二Ｘ若しくはＦ三Ｅ電波二五三・八六二五ＭＨｚ以上二五四・九五ＭＨｚ以下の周波数であつて、二五三・八六二

五ＭＨｚ及び二五三・八六二五ＭＨｚに一二・五ｋＨｚの整数倍を加えたもの（二五四・四二五ＭＨｚを除く。）を使用し、かつ、空

中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの、又はＦ一Ｄ若しくはＦ二Ｄ電波三八〇・七七五ＭＨｚ若しくは三八一・三一二五ＭＨｚの

周波数及びＦ一Ｄ、Ｆ二Ａ、Ｆ二Ｂ、Ｆ二Ｃ、Ｆ二Ｄ、Ｆ二Ｎ、Ｆ二Ｘ若しくはＦ三Ｅ電波三八〇・二一二五ＭＨｚ以上三八一・三Ｍ

Ｈｚ以下の周波数であつて、三八〇・二一二五ＭＨｚ及び三八〇・二一二五ＭＨｚに一二・五ｋＨｚの整数倍を加えたもの（三八〇・

七七五ＭＨｚを除く。）を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの（以下「コードレス電話の無線局」という。）

二　次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線電力に適合するもの（以下「特定小電力無

線局」という。）

（１）　テレメーター（（２）に規定する医療用テレメーターを除く。）用、テレコントロール（電波を利用して遠隔地点における装置の

機能を始動し、変更し、又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。）用及びデータ伝送（主に符号によつて処理される、

又は処理された情報の伝送交換をいい、（３）に規定する体内植込型医療用データ伝送及び体内植込型医療用遠隔計測並びに（４）

に規定する国際輸送用データ伝送を除く。）用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの

（一）　三一二ＭＨｚを超え三一五・二五ＭＨｚ以下の周波数

（二）　四一〇ＭＨｚを超え四三〇ＭＨｚ以下の周波数

（三）　四四〇ＭＨｚを超え四七〇ＭＨｚ以下の周波数

（四）　九一五ＭＨｚを超え九三〇ＭＨｚ以下の周波数

（五）　一、二一五ＭＨｚを超え一、二六〇ＭＨｚ以下の周波数

（２）　医療用テレメーター（病院、診療所その他の医療機関又は研究機関において、生体信号の伝送を行うテレメーターをいう。）用

で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの

（一）　四一〇ＭＨｚを超え四三〇ＭＨｚ以下の周波数

（二）　四四〇ＭＨｚを超え四七〇ＭＨｚ以下の周波数

（３）　体内植込型医療用データ伝送（体内に植え込まれた医療機器から得た情報を体内に植え込まれた無線設備と体外の無線設備との

間又は体外の無線設備相互間で行うデータ伝送をいう。）用及び体内植込型医療用遠隔計測（体内に植え込まれた医療機器から得た

情報を体外の受信設備に対して自動的に送信することをいう。）用で使用するものであつて、四〇一ＭＨｚを超え四〇六ＭＨｚ以下

の周波数の電波を使用するもの

（４）　国際輸送用データ伝送（国際輸送用貨物（設備規則第四十九条の十四第五号イに規定する国際輸送用貨物をいう。）の管理の業

務の用に供するものであつて、国際輸送用データ伝送設備（同号イに規定する国際輸送用データ伝送設備をいう。以下同じ。）と国

際輸送用データ制御設備（同号イに規定する国際輸送用データ制御設備をいう。）との間又は国際輸送用データ伝送設備相互間のデ

ータ伝送をいう。）用で使用するものであつて、四三三・六七ＭＨｚを超え四三四・一七ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用するもの

（５）　無線呼出用で使用するものであつて、四一〇ＭＨｚを超え四三〇ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用するもの

（６）　ラジオマイク（（７）に規定する補聴援助用ラジオマイクを除く。）用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用

するもの

（一）　七三・六ＭＨｚを超え七四・八ＭＨｚ以下の周波数

（二）　三二二ＭＨｚを超え三二三ＭＨｚ以下の周波数

（三）　八〇六ＭＨｚを超え八一〇ＭＨｚ以下の周波数

（７）　補聴援助用ラジオマイク（聴覚障害者の補聴を援助するための音声その他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。）用で使用

するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの

（一）　七五・二ＭＨｚを超え七六・〇ＭＨｚ以下の周波数

（二）　一六九・三九ＭＨｚを超え一六九・八一ＭＨｚ以下の周波数

（８）　無線電話（（６）に規定するラジオマイク、（７）に規定する補聴援助用ラジオマイク及び（９）に規定する音声アシスト用無線

電話を除く。）用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの

（一）　四一〇ＭＨｚを超え四三〇ＭＨｚ以下の周波数

（二）　四四〇ＭＨｚを超え四七〇ＭＨｚ以下の周波数

（９）　音声アシスト用無線電話（視覚障害者の歩行を援助するための情報を音声によつて伝達する無線電話をいう。）用で使用するも

のであつて、七五・二ＭＨｚを超え七六・〇ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用するもの

（１０）　移動体識別（設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号において同じ。）用で使用するものであ

つて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの

（一）　九一五ＭＨｚを超え九三〇ＭＨｚ以下の周波数

（二）　二、四〇〇ＭＨｚ以上二、四八三・五ＭＨｚ以下の周波数

（１１）　ミリ波レーダー（ミリメートル波帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、無線標定業務を行うもの（（１２）に規定

する移動体検知センサーを除く。）をいう。）用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの

（一）　六〇ＧＨｚを超え六一ＧＨｚ以下の周波数

（二）　七六ＧＨｚを超え七七ＧＨｚ以下の周波数

（三）　七七ＧＨｚを超え八一ＧＨｚ以下の周波数

（１２）　移動体検知センサー（主として移動する人又は物体の状況を把握するため、それに関する情報（対象物の存在、位置、動き、

大きさ等）を高精度で取得するために使用するセンサーであつて、無線標定業務を行うものをいう。）用で使用するものであつて、

次に掲げる周波数の電波を使用するもの

（一）　一〇・五ＧＨｚを超え一〇・五五ＧＨｚ以下の周波数（屋内において使用する場合に限る。）

（二）　二四・〇五ＧＨｚを超え二四・二五ＧＨｚ以下の周波数

（三）　五七ＧＨｚを超え六六ＧＨｚ以下の周波数

（１３）　人・動物検知通報システム（国内において主として人又は動物の行動及び状態に関する情報の通報又はこれに付随する制御を

するための無線通信を行う無線局の無線設備をいう。）用で使用するものであつて、一四二・九三ＭＨｚを超え一四二・九九ＭＨｚ

以下及び一四六・九三ＭＨｚを超え一四六・九九ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用するもの

三　主として火災、盗難その他非常の通報又はこれに付随する制御を行うものであつて、Ｆ一Ｄ、Ｆ二Ｄ若しくはＧ一Ｄ電波四二六・二

五ＭＨｚ以上四二六・八三七五ＭＨｚ以下の周波数のうち、四二六・二五ＭＨｚ及び四二六・二五ＭＨｚに一二・五ｋＨｚの整数倍を

加えたもの（占有周波数帯幅が八・五ｋＨｚ以下の場合に限る。）又は四二六・二六二五ＭＨｚ及び四二六・二六二五ＭＨｚに二五ｋ
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Ｈｚの整数倍を加えたもの（占有周波数帯幅が八・五ｋＨｚを超え一六ｋＨｚ以下の場合に限る。）を使用し、かつ、空中線電力が一

ワット以下であるもの（以下「小電力セキュリティシステムの無線局」という。）

四　主としてデータ伝送のために無線通信を行うもの（電気通信回線設備に接続するものを含む。）であつて、次に掲げる周波数の電波

を使用し、かつ、空中線電力が〇・五八ワット以下であるもの（第十一号に規定する五・二ＧＨｚ帯高出力データ通信システムの無線

局を除く。）（以下「小電力データ通信システムの無線局」という。）

（１）　二、四〇〇ＭＨｚ以上二、四八三・五ＭＨｚ以下の周波数（無線標定業務を行うものにあつては、総務大臣が別に告示する条件

に適合するものに限る。）

（２）　二、四七一ＭＨｚ以上二、四九七ＭＨｚ以下の周波数

（３）　五、一五〇ＭＨｚを超え五、三五〇ＭＨｚ以下又は五、四七〇ＭＨｚを超え五、七三〇ＭＨｚ以下の周波数（複数の電波を同時

に使用する場合は、総務大臣が別に告示する周波数に限る。）（総務大臣が別に告示する場所において使用するものを除く。）

（４）　五、九二五ＭＨｚを超え六、四二五ＭＨｚ以下の周波数（総務大臣が別に告示する条件に適合するものに限る。）

（５）　二四・七七ＧＨｚ以上二五・二三ＧＨｚ以下の周波数であつて二四・七七ＧＨｚ又は二四・七七ＧＨｚに一〇ＭＨｚの整数倍を

加えたもの

（６）　五七ＧＨｚを超え六六ＧＨｚ以下の周波数

五　一、八九三・六五ＭＨｚ以上一、九〇五・九五ＭＨｚ以下の周波数の電波であつて、一、八九三・六五ＭＨｚ及び一、八九三・六五

ＭＨｚに三〇〇ｋＨｚの整数倍を加えたもの、一、八八五・二四八ＭＨｚ以上一、九〇四・二五六ＭＨｚ以下の周波数の電波であつ

て、一、八八五・二四八ＭＨｚ及び一、八八五・二四八ＭＨｚに一、七二八ｋＨｚの整数倍を加えたもの又は一、八九一ＭＨｚ、一、

八九七・四ＭＨｚ、一、八九九・一ＭＨｚ、一、八九九・二ＭＨｚ、一、九〇一ＭＨｚ、一、九〇九・一ＭＨｚ、一、九一一・六ＭＨ

ｚ若しくは一、九一四・一ＭＨｚの周波数の電波を使用し、空中線電力が二四〇ミリワット以下であつて、総務大臣が別に告示する電

波の型式及び用途に適合するもの（以下「デジタルコードレス電話の無線局」という。）

六　一、八八四・六五ＭＨｚ以上一、九一五・五五ＭＨｚ以下の周波数であつて一、八八四・六五ＭＨｚ及び一、八八四・六五ＭＨｚに

三〇〇ｋＨｚの整数倍を加えたもの（総務大臣が別に告示する周波数を除く。）を使用し、空中線電力が〇・〇一ワット以下であつて

総務大臣が別に告示する電波の型式及び用途に適合するもの（無線通信を中継する機能を備えるものを除く。以下「ＰＨＳの陸上移動

局」という。）

七　狭域通信システムの陸上移動局（Ａ一Ｄ又はＧ一Ｄ電波による五・八一五ＧＨｚ、五・八二〇ＧＨｚ、五・八二五ＧＨｚ、五・八三

〇ＧＨｚ、五・八三五ＧＨｚ、五・八四〇ＧＨｚ又は五・八四五ＧＨｚの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下で

ある陸上移動局をいう。以下同じ。）及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局（狭域通信シス

テムの陸上移動局の無線設備の試験若しくは調整を行うための無線通信を行う無線局であつて、Ａ一Ｄ又はＧ一Ｄ電波による五・七七

五ＧＨｚ、五・七八〇ＧＨｚ、五・七八五ＧＨｚ、五・七九〇ＧＨｚ、五・七九五ＧＨｚ、五・八〇〇ＧＨｚ又は五・八〇五ＧＨｚの

周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇〇一ワット以下であるものをいう。）

八　五ＧＨｚ帯無線アクセスシステム（四、九〇〇ＭＨｚを超え五、〇〇〇ＭＨｚ以下のうち総務大臣が別に告示する周波数の電波を使

用し、主としてデータ伝送のために基地局と陸上移動局との間若しくは陸上移動局相互間で行う無線通信（陸上移動中継局の中継によ

るものを含む。）又は携帯基地局と携帯局（上空での運用を除く。）との間若しくは携帯局（上空での運用を除く。）相互間で行う無線

通信をいう。）の陸上移動局又は携帯局であつて、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの

九　超広帯域無線システムの無線局

十　七〇〇ＭＨｚ帯高度道路交通システムの陸上移動局

十一　五・二ＧＨｚ帯高出力データ通信システム（五、一五〇ＭＨｚを超え五、二五〇ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用し、主としてデ

ータ伝送のために基地局（屋外で利用するもの又は 大等価等方輻射電力が二〇〇ミリワットを超えるものに限る。）と陸上移動局と

の間（基地局と当該周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局との間を含む。）で行う無線通信（陸上移動中継局の

中継によるもの及び電気通信回線設備に接続するものを含む。）をいう。以下同じ。）の陸上移動局であつて、かつ、空中線電力が〇・

二ワット以下であるもの

第六条の二　法第四条第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。

一　通信の相手方である無線局からの呼出符号又は呼出名称を受信した場合に限り、通話チャネルの設定を行うもの

二　電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第五号に規定する電気通信事業者その他総務大臣が別に告示する者が管理す

る識別符号（通信の相手方を識別するための符号であつて、法第八条第一項第三号に規定する識別信号以外のものをいう。以下この条

において同じ。）を自動的に送信し、又は受信するもの

三　主として同一の構内において使用される無線局の無線設備であつて、識別符号を自動的に送信し、又は受信するもの

四　電気通信回線に接続しない無線局の無線設備であつて、利用者による周波数の切替え又は電波の発射の停止が容易に行うことができ

るもの

五　受信した電波の変調方式その他の特性を識別することにより、自局が送信した電波の反射波と他の無線局が送信した電波を判別でき

るもの

第六条の二の二　法第四条第三号又は第四号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符

号又は呼出名称の指定を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。

２　総務大臣は、前項の申請について、呼出符号又は呼出名称の指定を行つたときは、別表第一号の二に定める様式の呼出符号又は呼出名

称指定書をもつて申請者に通知する。

第六条の二の三　法第四条の二第一項の総務省令で定める無線局は、小電力データ通信システムの無線局（第六条第四項第四号（１）、（３）

及び（４）に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。）及び五・二ＧＨｚ帯高出力データ通信システムの陸上移動局であつて、総務

大臣が別に告示する条件に適合するもの（実験試験局を除く。）とする。

第六条の二の四　法第四条の二第二項の総務省令で定める無線局は、次に掲げる無線局であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合する

ものとする。

一　特定小電力無線局のうち、次に掲げるもの

（１）　第六条第四項第二号（１）に規定するもの（同号（１）（四）に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。）

（２）　第六条第四項第二号（１０）に規定するもの（同号（１０）（一）に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。）

（３）　第六条第四項第二号（１１）に規定するもの

（４）　第六条第四項第二号（１２）に規定するもの（同号（１２）（三）に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。）

二　小電力データ通信システムの無線局（第六条第四項第四号（１）、（３）及び（６）に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。）

三　デジタルコードレス電話の無線局であつて、一、八八五・二四八ＭＨｚ以上一、九〇四・二五六ＭＨｚ以下の周波数のうち、一、八

八五・二四八ＭＨｚ及び一、八八五・二四八ＭＨｚに一、七二八ｋＨｚの整数倍を加えたもの並びに一、八九七・四ＭＨｚ、一、八九
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九・二ＭＨｚ及び一、九〇一ＭＨｚの周波数の電波を使用するもの（その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇ｋＨｚのも

のに限る。）、一、八九一ＭＨｚ、一、八九九・一ＭＨｚ、一、九〇九・一ＭＨｚ及び一、九一四・一ＭＨｚの周波数の電波を使用する

もの（その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇ｋＨｚのものに限る。）並びに一、九一一・六ＭＨｚの周波数の電波を使

用するもの（その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一〇ＭＨｚのものに限る。）

四　五・二ＧＨｚ帯高出力データ通信システムの陸上移動局

第六条の三　法第四条の二第一項の総務省令で定める期間は、九十日とする。

２　法第四条の二第三項の総務省令で定める期間は、百八十日とする。

（間接に占められる議決権の割合）

第六条の三の二　法第五条第四項第三号に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、一の同号イに掲げる者

（以下この条において「外国法人等」という。）について、地上基幹放送を行う基幹放送局の免許人（免許を受けようとする者を含む。以

下この条において「地上基幹放送局免許人等」という。）の議決権の割合の十分の一以上を占める同号ロに掲げる者（当該放送免許人等

をその子会社とする認定放送持株会社（放送法第二条第二十七号に規定する認定放送持株会社をいう。以下同じ。）を除く。以下この条

において「外資系日本法人」という。）が直接占める地上基幹放送局免許人等の議決権の割合に、当該外国法人等が占める外資系日本法

人の議決権の割合（十分の一以上である場合における当該割合をいう。）を乗じて計算した割合とする。ただし、一の外国法人等が占め

る外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、当該外資系日本法人に係る間接に占められる議決権の割合は、当該外資系

日本法人が占める地上基幹放送局免許人等の議決権の割合とする。

２　前項の場合において、一の外資系日本法人につき外国法人等が二以上ある場合であつて、そのうち一の外国法人等が占める当該外資系

日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、他の外国法人等について当該一の外資系日本法人に係る計算をすることを要しな

い。

３　一の外国法人等が地上基幹放送局免許人等の議決権を有する二以上の法人（当該地上基幹放送局免許人等をその子会社とする認定放送

持株会社を除く。）又は団体の議決権を有する場合であつて、これらの議決権の割合の全部又は一部が十分の一未満であるために前二項

の規定による間接に占められる議決権の割合がないときに、当該一の外国法人等について、これらの議決権の割合（当該法人又は団体が

占める地上基幹放送局免許人等の議決権の割合が千分の一以上であるものに限る。）を用いて前二項の規定により計算し、これらを合算

した割合が十分の一以上となるときは、前二項の規定にかかわらず、当該合算した割合を間接に占められる議決権の割合とする。

４　地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体をその子会社等（議決権の二分の一を超える割

合を一の法人又は団体に占められる法人又は団体をいう。以下この項において同じ。）とする一の外国法人等がある場合（当該一の外国

法人等の子会社等が、地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体でない場合であつて、当該

子会社等が子会社等である他の法人又は団体を通じて当該地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有するとき

を含む。）は、当該地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体を当該一の外国法人等とみな

して前三項の規定を適用する。

５　放送法第百十六条第一項に規定する基幹放送事業者（同法第二条第二十三号の基幹放送事業者をいう。以下同じ。）（特定地上基幹放送

事業者に限る。）である地上基幹放送局免許人等が、同法第百十六条第一項若しくは第二項に規定する請求若しくは通知を受けた場合に

おいて第一項及び第二項の規定により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は同条第四項に規定する株式会社である特

定地上基幹放送事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、地上基幹放送局免許人等の議決権

を有する法人又は団体（地上基幹放送局免許人等の議決権の十分の一以上を占める者（当該地上基幹放送局免許人等をその子会社とする

認定放送持株会社を除く。）に限る。次項において同じ。）に対し、書面又は電子情報処理組織（地上基幹放送局免許人等の使用に係る電

子計算機と照会を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。）の使用

により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を

受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの地上基幹放送局免許人等の議決

権の全てを間接に占められる議決権の割合として第一項の計算をする。

６　放送法第百二十五条第一項第三号に規定する地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者（同法第二条第二十四号

の基幹放送局提供事業者をいう。以下同じ。）である地上基幹放送局免許人等が、同法第百二十五条第一項若しくは第二項において準用

する同法第百十六条第二項に規定する請求若しくは通知を受けた場合において第一項及び第二項の規定により算出される間接に占められ

る議決権の割合を確認し、又は同法第百二十五条第二項において準用する同法第百十六条第四項に規定する株式会社である地上基幹放送

をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、地上

基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体に対し、書面又は電子情報処理組織の使用により、その者に占める一の外国法人等の

議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその

回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの地上基幹放送局免許人等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合

として第一項の計算をする。

７　地上基幹放送局免許人等は、第三項及び第四項の規定に基づく計算をするべき事実があることを知つたときは、速やかにその旨を総務

大臣に報告するものとし、第三項及び第四項の規定に基づく計算は当該報告をした日にされたものとする。

第六条の三の三　法第五条第四項第三号ロの総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。

（事業計画の公表等）

第六条の三の四　総務大臣は、法第六条第二項の申請書（免許規則第二十条の二の規定による届出書並びに第二十条の三及び第二十条の三

の二の規定による申請書を含む。）及び同項第四号の事業計画（第四十三条の二第一項の規定に基づき届け出る書類を含む。）に記載され

た事項のうち、特に公表することが適当であるものを告示する。

２　総務大臣は、前項の規定により告示した事項について、インターネットの利用その他の方法により公表する。

（公示する期間内に申請することを要しない無線局）

第六条の四　法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。

一　日本放送協会又は放送大学学園法（平成十四年法律第百五十六号）第三条に規定する放送大学学園（以下単に「放送大学学園」とい

う。）の基幹放送局（基幹放送を行う実用化試験局を含む。第七条、第八条及び第四十一条の二の六を除き、以下同じ。）であつて、他

の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うもの以外のもの

二　受信障害対策中継放送を行う基幹放送局（前号に掲げるものを除く。）

三　内外放送を行う基幹放送局

四　多重放送を行う基幹放送局（次号及び第六号に掲げるものを除く。）

五　放送法第八条の規定による臨時かつ一時の目的のための放送（以下「臨時目的放送」という。）を専ら行う基幹放送局

六　コミュニティ放送（放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。以下同じ。）を行う基幹放送局
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七　同一人に属する他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う基幹放送局（第二号及び前三号に掲げるもの並びに

総務大臣が別に告示するもの（再免許の申請に係るものを除く。）を除く。）

八　法第六条第八項の規定により総務大臣が公示した期間内に免許の申請が行われた無線局が開設されている人工衛星（当該無線局が開

設されていたものを含む。）に開設する基幹放送局（第三号及び第五号に掲げるものを除く。）

九　電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局、地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局又は基幹放

送を行う実用化試験局（第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げるものを除く。）であつて、再免許の申請に係るもの

十　前号に掲げる無線局の申請者以外の者が開設する次に掲げる無線局

（１）　電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局であつて、その周波数が前号に掲げる人工衛星局の周波数の範囲内で

あり、かつ、その無線設備の設置場所が当該人工衛星局の無線設備の設置場所と同一であるもの

（２）　前号に掲げる基幹放送局と無線局の目的及び放送区域が同一である基幹放送局

（適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとする基準）

第六条の四の二　法第七条第二項第六号ハの適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める

基準は、次に掲げるものとする。

一　放送法第百八条に基づく災害の場合の放送その他基幹放送事業者が法律に基づき行う放送をしようとする場合において、基幹放送に

加えてする基幹放送以外の無線通信の送信（以下「基幹放送外の送信」という。）が当該放送を阻害するときには、当該基幹放送外の

送信を中断して、当該放送を行うものであること。

二　基幹放送外の送信が、基幹放送と認識されないよう適切な措置を講じていること。

三　基幹放送外の送信が、その基幹放送の受信設備に影響を与えるものではないこと。

四　基幹放送局提供事業者が基幹放送外の送信を行う場合にあつては、その実施の詳細についてその基幹放送設備を基幹放送の業務の用

に供する認定基幹放送事業者の承諾を得ているものであること。

五　前各号に掲げるもののほか、基幹放送外の送信が、基幹放送を行うべき時間又は帯域に影響を及ぼすものではないこと。

（識別信号）

第六条の五　法第八条第一項第三号の総務省令で定める識別信号は、次の各号に掲げるものとする。

一　呼出符号（標識符号を含む。以下同じ。）

二　呼出名称

三　無線通信規則第十九条に規定する海上移動業務識別、船舶局選択呼出番号及び海岸局識別番号

（免許等の有効期間）

第七条　法第十三条第一項の総務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとお

りとする。

一　地上基幹放送局（臨時目的放送を専ら行うものに限る。）　当該放送の目的を達成するために必要な期間

二　地上基幹放送試験局　二年

三　衛星基幹放送局（臨時目的放送を専ら行うものに限る。）　当該放送の目的を達成するために必要な期間

四　衛星基幹放送試験局　二年

五　特定実験試験局（総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試

験局をいう。以下同じ。）　当該周波数の使用が可能な期間

六　実用化試験局　二年

七　その他の無線局　五年

第七条の二　法第二十七条の五第三項の総務省令で定める包括免許の有効期間は、五年とする。

第七条の三　法第二十七条の二十四の総務省令で定める登録の有効期間は、五年とする。

第八条　前三条の規定は、同一の種別（地上基幹放送局については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局（当該放送の電波に重畳して

多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。）とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。）に属する

無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期（コミュニティ放送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条

第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五Ｍ

Ｈｚを超え二、五七五ＭＨｚ以下及び二、五九五ＭＨｚを超え二、六四五ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用するものにあつては、別に告

示で定める日、陸上移動業務の無線局（設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域

移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五ＭＨｚを超え二、五七五ＭＨｚ以下及び二、五九五ＭＨｚを超え二、六四五ＭＨｚ

以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。）、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移

動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日（以下この項において「一定日」という。））に免許等（法第二十五条第一項の

免許等をいう。以下同じ。）をした無線局に適用があるものとし、免許等をする時期がこれと異なる無線局の免許等の有効期間は、前三

条の規定にかかわらず、当該一定の時期（陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及

び地球局にあつては、免許等をする時期の直前の一定日）に免許等を受けた当該種別の無線局に係る免許等の有効期間の満了の日までの

期間とする。

２　前項の規定は、次の各号に掲げる無線局には適用しない。

一　地上基幹放送局（臨時目的放送を専ら行うもの及び中継国際放送を行うものに限る。）

二　地上基幹放送試験局

二の二　地上一般放送局（エリア放送（放送法施行規則第百四十二条第二号に規定するエリア放送をいう。以下同じ。）を行うものに限

る。）

三　船舶局

四　遭難自動通報局

五　航空機局

六　衛星基幹放送局（臨時目的放送を専ら行うものに限る。）

七　衛星基幹放送試験局

八　実験試験局

九　実用化試験局

十　アマチュア局

十一　簡易無線局

十二　構内無線局

13



十三　気象援助局

十四　特別業務の局（携帯無線通信等を抑止する無線局（無線局根本基準第七条の三に規定する無線局をいう。第十条の二の二第六号に

おいて同じ。）に限る。）

十五　包括免許に係る特定無線局であつて、電気通信業務を行うことを目的として開設するもの（設備規則第三条第一号に規定する携帯

無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五ＭＨｚを超え二、五七

五ＭＨｚ以下及び二、五九五ＭＨｚを超え二、六四五ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用するものを除く。）

第九条　総務大臣又は総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。）は、次に掲げる場合は、第七条から前条までに規定する

期間に満たない期間を免許等の有効期間とすることができる。

一　免許等の申請者が、第七条から前条までに規定する期間に満たない免許等の有効期間を申請しているとき。

二　周波数割当計画（法第二十六条第一項に規定する周波数割当計画をいう。以下同じ。）又は基幹放送用周波数使用計画（法第七条第

二項第二号に規定する基幹放送用周波数使用計画をいう。）により周波数を割り当てることが可能な期間が第七条から前条までに規定

する期間に満たないとき。

三　法第二十七条の二十に規定する既設電気通信業務用基地局又は当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局

の再免許を与えるとき。

四　法第五条第一項各号に掲げる者が開設するアマチュア局（本邦に永住することを許可された者が開設するものを除く。）であつて、

当該アマチュア局の免許を申請する者の本邦に在留する期間が五年に満たないとき。

（開設計画の認定の有効期間）

第九条の二　法第二十七条の十四第七項に規定する開設計画の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年（法第二十七条の十二第

三項第二号イ又はロに規定する周波数を使用する特定基地局（法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局をいう。以下同じ。）の

開設計画の認定にあつては、二十年を超えない範囲内で、総務大臣が別に告示する期間）とする。

（簡易無線局に係る無線設備の変更等）

第九条の三　総務大臣又は総合通信局長は、設備規則第五十四条第二号及び第二号の二に規定する技術基準に係る無線設備を使用する簡易

無線局に係る法第十七条第一項の規定による無線設備の変更の工事を行う場合であつて、設備規則第九条の二に規定する呼出名称記憶装

置の変更を伴うときは、新たな呼出名称を指定するものとする。

（許可を要しない工事設計の変更等）

第十条　法第九条第一項ただし書の規定により変更の許可を要しない工事設計の軽微な事項は、別表第一号の三のとおりとする。

２　前項の規定は、法第十七条第三項において法第九条第一項ただし書の規定を準用する場合に準用する。

３　法第九条第四項及び第十七条第一項の規定により変更の許可を要しない基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の軽微な変更は、別

表第一号の四のとおりとする。

（許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の変更）

第十条の二　法第九条第一項ただし書の規定により変更の許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項は、前条第

一項及び第二項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。

一　アマチュア局（人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除

く。）の無線設備の送信機に接続する附属装置（当該送信機の外部入力端子に接続するものであつて、当該接続により当該送信機に係

る無線設備の電気的特性（電波の型式に係るものを除く。）に変更を来さないものに限る。）の工事設計の全部又は一部について変更す

るもの

二　その他総務大臣が別に告示するもの

２　前項の規定は、法第十七条第三項において法第九条第一項ただし書の規定を準用する場合に準用する。

（運用開始の届出を要しない無線局）

第十条の二の二　法第十六条第一項ただし書の規定により運用開始の届出を要しない無線局は、次に掲げる無線局以外の無線局とする。

一　基幹放送局

二　海岸局であつて、電気通信業務を取り扱うもの、海上安全情報の送信を行うもの又は二、一八七・五ｋＨｚ、四、二〇七・五ｋＨ

ｚ、六、三一二ｋＨｚ、八、四一四・五ｋＨｚ、一二、五七七ｋＨｚ、一六、八〇四・五ｋＨｚ、二七、五二四ｋＨｚ、一五六・五二

五ＭＨｚ若しくは一五六・八ＭＨｚの電波を送信に使用するもの

三　航空局であつて、電気通信業務を取り扱うもの又は航空交通管制の用に供するもの

四　無線航行陸上局

四の二　海岸地球局

四の三　航空地球局（航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。）

五　標準周波数局

六　特別業務の局（携帯無線通信等を抑止する無線局、道路交通情報通信を行う無線局（設備規則第四十九条の二十二に規定する無線局

をいう。第四十一条の二の六第二十六号において同じ。）及びＡ三Ｅ電波一、六二〇ｋＨｚ又は一、六二九ｋＨｚの周波数を使用する

空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。）

（特定無線局の運用開始の届出を要しない場合）

第十条の三　法第二十七条の六第二項ただし書の規定による特定無線局の運用開始の届出を要しない場合は、その包括免許に係る特定無線

局と通信の相手方を同じくする他の特定無線局（当該包括免許に係る特定無線局の無線設備の規格と同一の無線設備及び周波数を使用す

るものに限る。）が既に運用されている場合及び当該特定無線局の再免許を受けた場合とする。

（変更検査を要しない場合）

第十条の四　法第十八条第一項ただし書の規定により、変更検査を受けることを要しない場合は、別表第二号のとおりとする。

（公表する免許状記載事項等）

第十一条　法第二十五条第一項の規定により、免許状に記載された事項若しくは法第二十七条の六第三項の規定により届け出られた事項

（法第十四条第二項各号に掲げる事項に相当する事項に限る。）又は法第二十七条の二十五第一項の登録状に記載された事項若しくは法第

二十七条の三十四の規定により届け出られた事項（法第二十七条の二十五第二項に規定する事項に相当する事項に限る。）（以下「免許状

記載事項等」という。）のうち総務大臣が公表するものは、次に掲げる事項以外のものとする。

一　免許等の番号

二　免許人等の個人の氏名（法人又は団体の名称の一部として用いられているものを除く。）及び免許人等の住所

二の二　地上基幹放送の業務の用に供する無線局に係る認定基幹放送事業者の個人の氏名（法人又は団体の名称の一部として用いられて

いるものを除く。）
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三　識別信号（通信の相手方に記載されているものを含む。）のうちの呼出名称

２　前項の規定にかかわらず、移動する無線局以外の無線局の無線設備の設置場所は、都道府県名及び市区町村名を公表する。

３　第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる無線局の周波数は、当該無線局に指定されている周波数が一ＧＨｚ以上のものについて

は、五〇〇ＭＨｚ未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇〇ＭＨｚ以上一ＧＨｚ未満の端数があるときはこれを一ＧＨｚに切り

上げて公表し、当該無線局に指定されている周波数が一ＧＨｚ未満のものについては、五〇ＭＨｚ未満の端数があるときはこれを切り捨

てて、五〇ＭＨｚ以上一〇〇ＭＨｚ未満の端数があるときはこれを一〇〇ＭＨｚに切り上げて公表する。ただし、当該無線局に指定され

ている周波数が五〇ＭＨｚ未満のものについては、当該無線局の周波数として、一〇〇ＭＨｚと公表する。

一　新聞社及び当該新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社が開設する無線局であつて、取材又は報道上必

要な無線通信を行うことを目的とするもの

二　基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が開設する無線局であつて、放送事業の円滑な遂行を図るための無線通信を行うことを目

的とするもの（次条第十六号に該当するものを除く。）

三　有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う者であつて、放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者又は有線

電気通信法（昭和二十八年法律第九十六号）第三条第一項及び第二項の届出をした者が、当該放送の業務の円滑な遂行を図るために開

設するもの

四　放送法第二条第三号に規定する一般放送の業務を行う者が、一般放送の業務の円滑な遂行を図るために開設するもの（前号に該当す

るもの、エリア放送の業務を行う者が開設するもの及び有線電気通信設備を用いてラジオ放送の業務を行う者が開設するものを除く。）

４　第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる無線局の周波数は、当該無線局に指定されている周波数が五〇〇ＭＨｚ以下のものにつ

いては、五〇ＭＨｚ未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇ＭＨｚ以上一〇〇ＭＨｚ未満の端数があるときはこれを一〇〇ＭＨ

ｚに切り上げて公表する。ただし、当該無線局に指定されている周波数が五〇ＭＨｚ未満のものについては、当該無線局の周波数とし

て、一〇〇ＭＨｚと公表する。

一　鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第三条第一項の規定により鉄道事業の許可を受けた者が開設する無線局であつて、鉄道

用の客車及び貨車の安全かつ円滑な運行を確保することを目的とするもの

二　軌道法（大正十年法律第七十六号）第三条の規定により特許を受けた軌道経営者が開設する無線局であつて、軌道用の客車及び貨車

の安全かつ円滑な運行を確保することを目的とするもの

三　電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第三条の規定により一般送配電事業の許可を受けた者、同法第二十七条の四の規定によ

り送電事業の許可を受けた者、同法第二十七条の十三第一項の規定により特定送配電事業の届出をした者又は同法第二十七条の二十七

第一項の規定により発電事業の届出をした者が開設する無線局であつて、給電指令又は電気工作物の建設工事若しくは保安の確保上必

要な無線通信を行うことを目的とするもの

四　ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第三条の規定によりガス小売事業の登録を受けた者、同法第三十五条の規定により一般

ガス導管事業の許可を受けた者、同法第七十二条第一項の規定により特定ガス導管事業の届出をした者又は同法第八十六条第一項の規

定によりガス製造事業の届出をした者が開設する無線局であつて、ガス供給指令又はガス工作物の建設工事若しくは保安の確保上必要

な無線通信を行うことを目的とするもの

五　電気通信業務を行う無線局であつて、前各号に規定する者の、それぞれ当該各号に規定する目的の遂行に必要な電気通信役務を提供

するためのもの

５　前四項の規定にかかわらず、別表第二号の二に定める無線局（第十条の二の二第二号から第五号までに掲げる無線局、非常局及び特別

業務の局を除く。以下同じ。）について総務大臣が公表する免許状記載事項等は、次に掲げるものとする。ただし、登録局については、

第三号、第一号包括免許人が開設する特定無線局（法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。）については、第四号を

除く。

一　免許人等の名称

二　無線局の種別又は無線設備の規格

三　無線局の目的

四　無線設備の設置場所、移動範囲又は無線設備を設置しようとする区域

五　周波数

６　前項の規定にかかわらず、別表第二号の二第１に掲げる無線局の前項第一号の規定の適用については、「その他の免許人等」という名

称で公表する。

７　第五項の規定にかかわらず、別表第二号の二に定める無線局の第五項第四号の規定の適用については、次の各号に掲げる免許状記載事

項等に応じて、当該各号のとおり公表する。

一　無線設備の設置場所

（１）　同表第１に掲げる無線局にあつては、都道府県名（船舶又は航空機に開設された無線局にあつては単に「船舶」又は「航空機」

若しくは「船舶又は航空機」、人工衛星に開設された無線局にあつては単に「人工衛星」とする。）

（２）　同表第２に掲げる無線局にあつては、都道府県名及び市区町村名（船舶又は航空機に開設された無線局にあつては当該船舶の名

称又は当該航空機の国籍記号及び登録記号、人工衛星に開設された無線局にあつては当該人工衛星の軌道又は位置とする。）

二　移動範囲又は無線設備を設置しようとする区域　免許状記載事項等（ただし、総務大臣が移動範囲又は無線設備を設置しようとする

区域が特定されるおそれがあると認めるものは、次の（１）又は（２）若しくは当該移動範囲又は当該無線設備を設置しようとする区

域が特定されないよう必要な措置を講じたもの。）

（１）　同表第１に掲げる無線局にあつては、都道府県名

（２）　同表第２に掲げる無線局にあつては、都道府県名及び市区町村名

８　第五項の規定にかかわらず、別表第二号の二に定める無線局の第五項第五号の規定の適用については、無線通信規則第五条に規定する

周波数の分配の区分（当該無線局に指定される周波数を含む。）を公表する。

（免許状記載事項等を公表しない無線局）

第十一条の二　法第二十五条第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

一　特定秘密の保護に関する法律（平成二十五年法律第百八号）第三条に規定する特定秘密として指定するものに係るもの

二　人工衛星、宇宙物体又はロケットの位置及び姿勢を制御するための無線通信を行うことを目的とするもの

三　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号）第五十七条の八に規定する原子力事業者

等が、事業の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの

四　別表第二号の二に定める無線局であつて免許等の有効期間が六箇月以内であるもの

五　前各号に掲げる無線局と同様の無線通信の態様を行い、かつ、同様の目的を有する無線局であつて、特に総務大臣が認めるもの
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（混信又はふくそうに関する調査を行おうとする場合）

第十一条の二の二　法第二十五条第二項の総務省令で定める場合は、免許人又は法第八条の予備免許を受けた者が、次のいずれかの工事又

は変更を行おうとする場合及び登録人（法第二十七条の二十六第一項に規定する登録人をいう。以下同じ。）が、第三号又は第六号の変

更を行おうとする場合とする。

一　工事設計の変更又は無線設備の変更の工事（第十条に規定する許可を要しない工事設計の変更等を除く。）

二　通信の相手方の変更

三　無線設備の設置場所又は無線設備を設置しようとする区域の変更

四　放送区域の変更

五　電波の型式の変更

六　空中線電力の変更

七　運用許容時間の変更

（混信若しくはふくそうに関する調査又は終了促進措置のために提供する情報）

第十一条の二の三　法第二十五条第二項の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるもののうち、混信又はふくそうに関す

る調査に係るものは別表第二号の二の二、終了促進措置に係るものは別表第二号の二の三のとおりとする。ただし、別表第二号の二第１

（２）、第１（９）、第１（１０）及び第１（１１）に規定する無線局（第十条の二の二第二号から第五号までに掲げる無線局、非常局及

び特別業務の局を除く。）のもの並びに同表第１（１３）、第２（５）及び第２（６）に規定する無線局のうち一ＧＨｚ未満の周波数を使

用する無線局のものについては、この限りでない。

（情報の提供の請求）

第十一条の二の四　法第二十五条第二項の規定による情報の提供を受けようとする者（以下「請求者」という。）は、次に掲げる事項を記

載した請求書を、混信又はふくそうに関する調査に係るものについては総合通信局長に、法第二十七条の十二第三項第七号に規定する終

了促進措置（以下「終了促進措置」という。）に係るものについては総務大臣に提出しなければならない。

一　請求者の氏名及び住所

二　請求理由

三　開設又は変更しようとする無線局の概要

四　希望する情報提供の範囲

五　希望する情報提供の実施の方法

２　前項の請求書の様式は、混信又はふくそうに関する調査に係るものについては別表第二号の二の四、終了促進措置に係るものについて

は別表第二号の二の五のとおりとする。

３　第一項の請求に係る無線局の行う無線通信の態様及び目的は、周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに記

載している事項に合致しているものでなければならない。

４　総務大臣又は総合通信局長は、第一項の請求が、法第二十五条第二項に規定する混信若しくはふくそうに関する調査又は終了促進措置

の用に供する目的以外の目的に使用することが明らかなときその他当該請求を拒むことについて正当な理由があると認めるときは、情報

を提供しないものとする。

５　第一項の請求に際し、総合通信局長は、次に掲げる書類のいずれかであつて、請求者の氏名が記載されているものの提示を求めるもの

とする。

一　運転免許証、健康保険の被保険者証、出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第十九条の三に規定する在留カ

ード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成三年法律第七十一号）第七条第一項

に規定する特別永住者証明書その他の法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて当該請求者が本人であることを

確認するに足りるもの

二　前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、当該請求者が本人であることを確認するため総合通

信局長が適当と認める書類

（請求の単位）

第十一条の二の五　混信又はふくそうに関する調査に係る前条第一項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとす

る無線局の送信設備の設置場所及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。

一　固定局

二　地上基幹放送局

三　地上基幹放送試験局

三の二　地上一般放送局

四　海岸局

五　航空局

六　基地局

七　携帯基地局

八　無線呼出局

九　陸上移動中継局

十　無線航行陸上局

十一　無線標定陸上局

十二　無線標識局

十三　海岸地球局

十四　航空地球局

十五　携帯基地地球局

十六　地球局（第十三号から第十五号に該当するものを除く。）

十七　宇宙局

十八　衛星基幹放送局

十九　衛星基幹放送試験局

二十　人工衛星局（第十七号及び第十八号に該当するものを除く。）

二十一　実験試験局

二十二　実用化試験局
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二十三　気象援助局

二十四　標準周波数局

二十五　特別業務の局

２　前項の規定にかかわらず、登録局（法第四条第四号に規定する登録局をいう。以下同じ。）に関する、混信又はふくそうに関する調査

に係る前条第一項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとする無線局の送信設備の設置場所（移動する無線局

にあつては、移動範囲）及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。

一　基地局

二　陸上移動中継局

三　陸上移動局

３　終了促進措置に係る前条第一項の請求については、一の開設指針ごとに行わなければならない。

（情報通信の技術を利用する方法）

第十一条の二の五の二　手数料令第五条の総務省令で定める方法は、電子情報処理組織を使用するものであつて次に掲げるものその他の情

報通信の技術を利用するものとする。

一　送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二　送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧

に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

（電波の有効利用の程度の基準）

第十一条の二の六　法第二十七条の十二第二項第一号の総務省令で定める基準は、電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価

に関する省令（平成十四年総務省令第百十号）第四条第二号に掲げる総合通信局の管轄区域又は同条第三号に掲げる全国の区域における

一の周波数帯（法第二十六条の二第一項第一号に規定する周波数帯をいう。）に属する周波数（当該周波数に係る法第二十七条の十五第

三項に規定する認定計画の認定の有効期間中であるものを除く。以下この条において同じ。）であつて、電気通信業務用基地局（法第六

条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局をいう。以下この条において同じ。）が使用するものに係る評価事項（法第二十六条の

三第一項に規定する評価事項をいう。）の全体の総合的な評価の結果（同条第二項に規定する方針に定める電気通信業務用基地局が使用

する周波数の電波の有効利用の程度の実績に関する評価に係る基準のうち、免許人ごとの総合的な評価に係る基準によるものに限る。）

が、二回以上連続して 下位の段階でないこととする。

（免許人に対する意見の聴取）

第十一条の二の七　法第二十七条の十二第四項の規定による意見の聴取は、総務大臣が指名する総務省の職員が議長として主宰する意見聴

取会によつて行う。

２　総務大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに開設指針を定め

ようとする理由を法第二十七条の十二第四項の既設電気通信業務用基地局の免許人に通知しなければならない。

３　前項の免許人は、意見聴取会に出席して意見を述べ、及び証拠書類を提出し、又は意見聴取会への出席に代えて意見書及び証拠書類を

提出することができる。

４　第二項の免許人の代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつて代理人であることを疎明しなければならない。

５　意見聴取会は、非公開とする。ただし、総務大臣が必要があると認める場合は、この限りでない。

（技術的及び経済的な影響の調査の方法）

第十一条の二の八　法第二十七条の十二第五項の規定による調査を行う場合には、次の各号に掲げる者に対して、それぞれ当該各号に定め

る事項を通知するものとする。

一　法第二十七条の十二第五項の既設電気通信業務用基地局の免許人　次に掲げる事項

イ　調査の対象となる無線局及びその無線局に割り当てられている周波数

ロ　当該無線局の無線設備の取得価格及び取得時期その他の調査事項

ハ　調査方法

ニ　その他調査を実施するために必要な事項

二　法第二十七条の十二第五項の規定による調査が同条第二項第二号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設指針の制定

に必要なものである場合にあつては、当該開設指針に係る申出人　次に掲げる事項

イ　調査の対象となる周波数

ロ　当該特定基地局に係る事項その他の調査事項

ハ　調査方法

ニ　その他調査を実施するために必要な事項

（申出人等に対する意見の聴取）

第十一条の二の九　第十一条の二の七の規定は、法第二十七条の十三第三項の規定による意見の聴取について準用する。この場合におい

て、第十一条の二の七第二項中「開設指針を定めようとする理由」とあるのは「法第二十七条の十三第一項の規定による申出の概要」

と、「法第二十七条の十二第四項の既設電気通信業務用基地局の免許人」とあるのは「法第二十七条の十三第三項の申出人及び既設電気

通信業務用基地局の免許人」と、同条第三項中「前項の免許人」とあるのは「前項の申出人及び免許人」と、第四項中「第二項の免許

人」とあるのは「第二項の申出人及び免許人」と読み替えるものとする。

（開設計画の認定の公示）

第十一条の二の十　法第二十七条の十四第九項の総務省令で定める公示する事項は、次のとおりとする。

一　認定を受けた者の氏名又は名称

二　当該認定計画に係る特定基地局の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局の移動範囲又は当該認定計画に係る特定基地局

により行われる移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域

２　総務大臣は、前項第一号に掲げる事項について法第二十七条の十五第五項の規定による届出があつたときは、その旨を公示する。

（開設計画の認定の取消猶予の勘案事項）

第十一条の二の十一　法第二十七条の十六第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一　法第五条第一項第四号に該当することとならないようにするために必要な期間

二　法第五条第一項第四号に該当することとなつた認定開設者において、過去に法第二十七条の十六第二項の規定により当該認定開設者

の認定を取り消さないこととされたことがあるか否かの別
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（周波数測定装置の備付け）

第十一条の三　法第三十一条の総務省令で定める送信設備は、次の各号に掲げる送信設備以外のものとする。

一　二六・一七五ＭＨｚを超える周波数の電波を利用するもの

二　空中線電力一〇ワツト以下のもの

三　法第三十一条に規定する周波数測定装置を備え付けている相手方の無線局によつてその使用電波の周波数が測定されることとなつて

いるもの

四　当該送信設備の無線局の免許人が別に備え付けた法第三十一条に規定する周波数測定装置をもつてその使用電波の周波数を随時測定

し得るもの

五　基幹放送局の送信設備であつて、空中線電力五〇ワツト以下のもの

六　標準周波数局において使用されるもの

七　アマチュア局の送信設備であつて、当該設備から発射される電波の特性周波数を〇・〇二五パーセント（九ｋＨｚを超え五二六・五

ｋＨｚ以下の周波数の電波を使用する場合は、〇・〇〇五パーセント）以内の誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数

帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの

八　その他総務大臣が別に告示するもの

（型式検定を要する機器）

第十一条の四　法第三十七条第三号の船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるものは、旅客船又は総トン数三〇

〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものに備える双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話（旅客船に限る。）、衛星非

常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ及び捜索救助用位置指示送信装置とする。

２　法第三十七条第六号の航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるものは、義務航空機局（法第十三条第二項の航空機

局をいう。以下同じ。）に設置する無線設備の機器とする。

３　前項の機器は、その機器を施設しようとする航空機が航行する場合における温度、高度等の環境の条件の区別に従い、型式検定が行わ

れたものでなければならない。

（型式検定を要しない機器）

第十一条の五　法第三十七条ただし書の総務省令で定める機器は、次のとおりとする。

一　外国において、検定規則で定める型式検定に相当するものと総務大臣が認める型式検定に合格しているもの

二　その他総務大臣が別に告示するもの

（具備すべき電波等）

第十二条　デジタル選択呼出装置により通信を行う船舶局は、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることがで

きるものでなければならない。

船舶局の区別 具備すべき電波

送る電波の型式及び周波数 受ける電波の型式及び周波数

一、六〇六・五ｋＨｚを超え三、九〇〇ｋ

Ｈｚ以下の周波数帯の電波を送信に使用す

るもの

Ｆ一Ｂ電波二、一七七ｋＨｚ及び二、一八七・

五ｋＨｚ並びに総合通信局長が指示する電波

Ｆ一Ｂ電波二、一七七ｋＨｚ及び二、一八七・五

ｋＨｚ並びに総合通信局長が指示する電波

四ＭＨｚを超え二六・一七五ＭＨｚ以下の

周波数帯の電波を送信に使用するもの

Ｆ一Ｂ電波四、二〇七・五ｋＨｚ、六、三一二

ｋＨｚ、八、四一四・五ｋＨｚ、一二、五七七

ｋＨｚ及び一六、八〇四・五ｋＨｚ並びに総合

通信局長が指示する周波数

Ｆ一Ｂ電波四、二〇七・五ｋＨｚ、六、三一二ｋ

Ｈｚ、八、四一四・五ｋＨｚ、一二、五七七ｋＨ

ｚ及び一六、八〇四・五ｋＨｚ並びに総合通信局

長が指示する周波数

一五六ＭＨｚを超え一五七・四五ＭＨｚ以

下の周波数帯の電波を送信に使用するもの

Ｆ二Ｂ電波一五六・五二五ＭＨｚ Ｆ二Ｂ電波一五六・五二五ＭＨｚ

２　前項の船舶局で無線電話により通信を行うものは、前項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及

び受けることができるものでなければならない。

船舶局の区別 具備すべき電波

送る電波の型式及び周波数 受ける電波の型式及び周波数

一、六〇六・五ｋＨｚを超え三、九〇〇ｋ

Ｈｚ以下の周波数帯の電波を送信に使用す

るもの

Ｊ三Ｅ電波二、一八二ｋＨｚ及び総合通信局長

が指示する周波数

Ｊ三Ｅ電波二、一八二ｋＨｚ及び総合通信局長が

指示する周波数

四ＭＨｚを超え二六・一七五ＭＨｚ以下の

周波数帯の電波を送信に使用するもの

Ｊ三Ｅ電波四、一二五ｋＨｚ、六、二一五ｋＨ

ｚ、八、二九一ｋＨｚ、一二、二九〇ｋＨｚ及

び一六、四二〇ｋＨｚ並びに総合通信局長が指

示する周波数

Ｊ三Ｅ電波四、一二五ｋＨｚ、六、二一五ｋＨ

ｚ、八、二九一ｋＨｚ、一二、二九〇ｋＨｚ及び

一六、四二〇ｋＨｚ並びに総合通信局長が指示す

る周波数

一五六ＭＨｚを超え一五七・四五ＭＨｚ以

下の周波数帯の電波を送信に使用するもの

Ｆ三Ｅ電波一五六・八ＭＨｚ及び総合通信局長

が指示する周波数

Ｆ三Ｅ電波一五六・八ＭＨｚ及び総合通信局長が

指示する周波数

３　第一項の船舶局で狭帯域直接印刷電信装置により通信を行うものは、同項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げ

る電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。

船舶局の区別 具備すべき電波

送る電波の型式及び周波数 受ける電波の型式及び周波数

一、六〇六・五ｋＨｚを超え三、九〇

〇ｋＨｚ以下の周波数帯の電波を送信

に使用するもの

Ｆ一Ｂ電波二、一七四・五ｋＨｚ及び総合通信局

長が指示する周波数

Ｆ一Ｂ電波二、一七四・五ｋＨｚ及び総合通信局

長が指示する周波数

四ＭＨｚを超え二六・一七五ＭＨｚ以

下の周波数帯の電波を送信に使用する

もの

Ｆ一Ｂ電波四、一七七・五ｋＨｚ、六、二六八ｋ

Ｈｚ、八、三七六・五ｋＨｚ、一二、五二〇ｋＨ

ｚ及び一六、六九五ｋＨｚ並びに総合通信局長が

指示する周波数

Ｆ一Ｂ電波四、一七七・五ｋＨｚ、六、二六八ｋ

Ｈｚ、八、三七六・五ｋＨｚ、一二、五二〇ｋＨ

ｚ及び一六、六九五ｋＨｚ並びに総合通信局長が

指示する周波数

４　デジタル選択呼出装置による通信を行わない船舶局は、その無線設備において、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けること

ができるものでなければならない。
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５　船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置を備える船舶局は、当該無線設備において、Ｆ一Ｄ電波一六一・九七五ＭＨｚ及び一六

二・〇二五ＭＨｚの電波を送り、Ｆ二Ｂ電波一五六・五二五ＭＨｚ並びにＦ一Ｄ電波一六一・九七五ＭＨｚ及び一六二・〇二五ＭＨｚの

電波を受けることができるものでなければならない。

６　船舶地球局は、次の各号に掲げる船舶地球局の区別に従い、当該各号に定める電波を送り、及び受けることができるものでなければな

らない。

一　国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局（以下「インマルサツト人工衛星局」という。）の中継により海岸地球

局と通信を行うために開設する船舶地球局（以下「インマルサツト船舶地球局」という。）　総務大臣が別に告示する電波

二　非静止衛星（対地静止衛星（地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回

転する人工衛星をいう。以下同じ。）以外の人工衛星をいう。以下同じ。）に開設する人工衛星局の中継により海岸地球局と通信を行う

船舶地球局

Ｑ七Ｗ電波一、六一八・二五ＭＨｚから一、六二六・五ＭＨｚまでの周波数帯のうち総合通信局長が指示する電波

７　双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、Ｆ三Ｅ電波一五六・八ＭＨｚ及び総合通信局長が指示する電波を送り、及

び受けることができるものでなければならない。

８　船舶航空機間双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、Ａ三Ｅ電波一二一・五ＭＨｚ及び一二三・一ＭＨｚの電波を

送り、及び受けることができるものでなければならない。

９　次の表の上欄に掲げる無線設備を備える無線局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を送ることができるもの

でなければならない。

無線設備 電波の型式及び周波数

携帯用位置指示無線標識 Ａ三Ｘ電波一二一・五ＭＨｚ及びＧ一Ｂ電波四〇六・〇二五ＭＨｚ、四〇六・〇二八ＭＨｚ、四〇六・〇三一Ｍ

Ｈｚ、四〇六・〇三七ＭＨｚ又は四〇六・〇四ＭＨｚ

衛星非常用位置指示無線

標識

一　Ａ三Ｘ電波一二一・五ＭＨｚ

二　Ｇ一Ｂ電波若しくはＧ一Ｄ電波四〇六・〇二五ＭＨｚ、四〇六・〇二八ＭＨｚ、四〇六・〇三一ＭＨｚ、四

〇六・〇三七ＭＨｚ若しくは四〇六・〇四ＭＨｚ又はＧ一Ｄ電波四〇六・〇五ＭＨｚ

三　Ｆ一Ｄ電波一六一・九七五ＭＨｚ及び一六二・〇二五ＭＨｚ

捜索救助用レーダートラ

ンスポンダ

Ｑ〇Ｎ電波九、二〇〇ＭＨｚから九、五〇〇ＭＨｚまで

捜索救助用位置指示送信

装置

Ｆ一Ｄ電波一六一・九七五ＭＨｚ及び一六二・〇二五ＭＨｚ

設備規則第四十五条の三

の五に規定する無線設備

一　Ａ三Ｘ電波一二一・五ＭＨｚ

二　Ｇ一Ｂ電波若しくはＧ一Ｄ電波四〇六・〇二八ＭＨｚ、四〇六・〇三一ＭＨｚ、四〇六・〇三七ＭＨｚ若し

くは四〇六・〇四ＭＨｚ又はＧ一Ｄ電波四〇六・〇五ＭＨｚ

三　Ｆ一Ｄ電波一六一・九七五ＭＨｚ及び一六二・〇二五ＭＨｚ

１０　次の表の上欄に掲げる無線設備を備える船舶局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を受けることができる

ものでなければならない。

無線設備 電波の型式及び周波数

ナブテックス受信機 Ｆ一Ｂ電波四二四ｋＨｚ又は五一八ｋＨｚ

高機能グループ呼出受信機 Ｇ一Ｄ電波一、五三〇ＭＨｚから一、五四五ＭＨｚまで又はＱ七Ｗ電波一、

六一八・二五ＭＨｚから一、六二六・五ＭＨｚまで

地上無線航法装置（設備規則第四十七条の二の受信設備をいう。

第二十八条において同じ。）

Ｐ〇Ｎ電波一〇〇ｋＨｚ

衛星無線航法装置（設備規則第四十七条の三の受信設備をいう。

第二十八条において同じ。）

Ｇ七Ｘ電波一、二二七・六ＭＨｚ又は一、五七五・四二ＭＨｚ

１１　航空機局は、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。

１２　海上移動業務の無線局との間に通信を行う航空機局は、前項の規定によるほか、当該通信を行うために必要な海上移動業務の電波を

送り、及び受けることができるものでなければならない。

１３　無線電信により非常通信を行う無線局は、なるべくＡ一Ａ電波四、六三〇ｋＨｚを送り、及び受けることができるものでなければな

らない。

第十三条　簡易無線局の周波数及びその空中線電力は、別に告示する。

２　航空機局の送信設備のうち、Ｈ三Ｅ電波又はＪ三Ｅ電波一、六〇六・五ｋＨｚから二八、〇〇〇ｋＨｚまでの周波数を使用するものの

空中線電力は、一〇ワツト以上とする。

３　ＡＣＡＳ、航空用ＤＭＥ、タカン又はＶＯＲを使用する無線局及びＩＬＳ、ＭＬＳ、ＡＴＣＲＢＳ又はＧＢＡＳの無線局の周波数は、

別表第二号の三に定めるとおりとする。

第十三条の二　アマチュア局が動作することを許される周波数帯は、別に告示する。

第十三条の三　ラジオ・ブイの局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。ただし、総合通信局長が特

に必要と認める場合は、この限りでない。

電波の型式及び周波数 空中線電力

Ａ一Ａ電波、Ａ一Ｂ電波又はＦ一Ｂ電波一、六〇六・五ｋＨｚを超え二、八五〇ｋＨｚ以下 三ワット以下

Ａ一Ａ電波、Ａ一Ｂ電波、Ｆ一Ｂ電波又はＶ一Ｂ電波四一ＭＨｚを超え四四ＭＨｚ以下 三ワット以下

第十三条の三の二　気象援助局（ラジオゾンデのもの及び気象用ラジオ・ロボツトのものに限る。）に指定する電波の型式及び周波数並び

に空中線電力は、別に告示するものを除き、送信設備の区別に従い、次の表のとおりとする。

送信設備の区別 電波の型式 周波数 空中線電力

一　ラジオゾン

デ

（１）　当該ラジオゾンデに

特定の動作をさせるための

電波を受ける受信設備を附

置するもの

Ｋ二Ｄ、Ｖ一Ｄ又はＶ三Ｄ 一、六七三ＭＨｚ

一、六八〇ＭＨｚ

一、六八七ＭＨｚ

一〇ワツト以

下
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（２）　（１）以外のもの Ａ一Ｄ、Ａ二Ｄ、Ｆ一Ｄ、Ｆ

二Ｄ、Ｆ三Ｄ、Ｆ七Ｄ、Ｆ八

Ｄ、Ｆ九Ｄ、Ｇ一Ｄ又はＧ七

Ｄ

四〇三・三ＭＨｚ以上四〇五・七ＭＨｚ以下の

周波数であつて、四〇三・三ＭＨｚ及び四〇

三・三ＭＨｚに一〇〇ｋＨｚの自然数倍を加え

たもの

〇・二ワット

以下

Ａ一Ｄ、Ａ二Ｄ、Ｆ一Ｄ、Ｆ

二Ｄ、Ｆ七Ｄ、Ｆ八Ｄ又はＦ

九Ｄ

一、六七三ＭＨｚ

一、六八〇ＭＨｚ

一、六八七ＭＨｚ

一ワット以下

Ｋ二Ｄ、Ｖ一Ｄ 一、六七三ＭＨｚ

一、六八〇ＭＨｚ

一、六八七ＭＨｚ

一〇ワツト以

下

二　気象用ラジオ・ロボツト Ｆ一Ｄ、Ｆ二Ｄ 四〇二ＭＨｚから四〇六ＭＨｚまで 一ワツト以下

第十三条の三の三　船上通信局又は船舶局が船上通信設備を使用して通信を行う場合の電波の型式及び周波数並びに空中線電力をそれぞれ

次の表のとおり定める。

電波の型式及び周波数 空中線電力

Ｆ三Ｅ電波一五六・七五ＭＨｚ又は一五六・八五ＭＨｚ 一ワツト以下

Ｆ一Ｄ電波及びＦ一Ｅ電波又はＦ三Ｅ電波四五〇ＭＨｚを超え四七〇ＭＨｚ以下の周波数で別に告示するもの 二ワツト以下

第十四条　構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、別に告示する。

第十五条　二八ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話の無線局に指定する電波の型式は、当該無線電話につき、次の

とおりとする。ただし、基幹放送局、アマチュア局、簡易無線局その他別に告示する無線局の無線電話については、この限りでない。

電波の型式　Ｈ三Ｅ、Ｊ三Ｅ又はＲ三Ｅ

（特定無線局の対象とする無線局）

第十五条の二　法第二十七条の二第一号の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。

一　削除

二　電気通信業務を行うことを目的とする陸上移動局

三　電気通信業務を行うことを目的とする地球局（設備規則第五十四条の三において無線設備の条件が定められている地球局（以下「Ｖ

ＳＡＴ地球局」という。）（同条第三項に規定する無線設備を使用するものにあつては、一四・四ＧＨｚを超え一四・五ＧＨｚ以下の周

波数の電波を使用するものを除く。）に限る。）

四　電気通信業務を行うことを目的とする航空機地球局

五　電気通信業務を行うことを目的とする携帯移動地球局（設備規則第四十九条の二十三の五において無線設備の条件が定められている

携帯移動地球局であつて、一四・四ＧＨｚを超え一四・五ＧＨｚ以下の周波数の電波を使用するものを除く。）

六　設備規則第三条第六号に規定するデジタルＭＣＡ陸上移動通信を行う陸上移動局

七　設備規則第三条第六号の二に規定する高度ＭＣＡ陸上移動通信を行う陸上移動局

七の二　設備規則第三条第九号の二に規定する防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局

七の三　設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち陸上移動局（電気通信業務を行うことを目的

とするものを除く。）

七の四　設備規則第三条第十五号に規定するローカル５Ｇの無線局のうち陸上移動局（電気通信業務を行うことを目的とするものを除

く。）

八　実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式（設備規則第五十七条の三の二に規定する通信方式をいう。以下同じ。）の

無線局のうち陸上移動局

九　実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式の無線局のうち携帯局

２　法第二十七条の二第二号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

一　広範囲の地域において同一の者により開設される無線局に専ら使用させることを目的として総務大臣が別に告示する周波数の電波の

みを使用する基地局（次号に掲げるものを除く。）

二　屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置する基地局

三　広範囲の地域において同一の者により開設される無線局に専ら使用させることを目的として総務大臣が別に告示する周波数の電波の

みを使用する陸上移動中継局

（特定無線局の無線設備の規格）

第十五条の三　法第二十七条の二の総務省令で定める無線設備の規格は、次の各号に掲げる無線局に応じ、それぞれ当該各号に掲げるもの

とする。

一　削除

二　電気通信業務を行うことを目的とする陸上移動局

（１）　設備規則第四十九条の六に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

（２）　設備規則第四十九条の六の四に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

（３）　設備規則第四十九条の六の五に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

（４）　設備規則第四十九条の六の六に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

（５）　設備規則第四十九条の六の七に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

（６）　設備規則第四十九条の六の八に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

（７）　設備規則第四十九条の六の九第一項及び第二項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

（８）　設備規則第四十九条の六の九第一項及び第五項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

（９）　設備規則第四十九条の六の九第一項及び第六項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

（１０）　設備規則第四十九条の六の十第一項及び第三項に規定する技術基準

（１１）　設備規則第四十九条の六の十第一項及び第四項に規定する技術基準

（１２）　設備規則第四十九条の六の十一に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

（１３）　設備規則第四十九条の六の十二第一項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

（１４）　設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

（１５）　設備規則第四十九条の六の十三に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
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（１６）　設備規則第四十九条の十五第一項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

（１７）　設備規則第四十九条の十九第一項及び第二項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

（１８）　設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

（１９）　設備規則第四十九条の二十五に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

（２０）　設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

（２１）　設備規則第四十九条の二十九第一項、第三項及び第八項並びに第一項、第四項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動

局に係るもの

（２２）　設備規則第四十九条の二十九第一項、第七項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

（２３）　設備規則第四十九条の二十九の二に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

三　電気通信業務を行うことを目的とする地球局

（１）　設備規則第五十四条の三第一項に規定する技術基準

（２）　設備規則第五十四条の三第二項に規定する技術基準

（３）　設備規則第五十四条の三第三項に規定する技術基準

（４）　設備規則第五十四条の三第四項に規定する技術基準

四　電気通信業務を行うことを目的とする航空機地球局

設備規則第四十五条の二十一に規定する技術基準のうち航空機地球局に係るもの

五　電気通信業務を行うことを目的とする携帯移動地球局

（１）　設備規則第四十九条の十八第一号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの

（２）　設備規則第四十九条の十八第二号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの

（３）　設備規則第四十九条の二十三第一号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの

（４）　設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの

（５）　設備規則第四十九条の二十三の二に規定する技術基準

（６）　設備規則第四十九条の二十三の三第一号に規定する技術基準

（７）　設備規則第四十九条の二十三の四に規定する技術基準

（８）　設備規則第四十九条の二十三の五に規定する技術基準

（９）　設備規則第四十九条の二十三の六に規定する技術基準

（１０）　設備規則第四十九条の二十四第一項に規定する技術基準

（１１）　設備規則第四十九条の二十四第二項に規定する技術基準

（１２）　設備規則第四十九条の二十四第三項第一号に規定する技術基準

（１３）　設備規則第四十九条の二十四第三項第二号に規定する技術基準

（１４）　設備規則第四十九条の二十四第四項に規定する技術基準

（１５）　設備規則第四十九条の二十四第五項に規定する技術基準

（１６）　設備規則第四十九条の二十四の二に規定する技術基準

（１７）　設備規則第四十九条の二十四の三に規定する技術基準

六　設備規則第三条第六号に規定するデジタルＭＣＡ陸上移動通信を行う陸上移動局

設備規則第四十九条の七の三に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

七　設備規則第三条第六号の二に規定する高度ＭＣＡ陸上移動通信を行う陸上移動局

設備規則第四十九条の七の四に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

七の二　設備規則第三条第九号の二に規定する防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局

設備規則第四十九条の二十四の四に規定する技術基準

七の三　設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち陸上移動局（電気通信業務を行うことを目的

とするものを除く。）

（１）　設備規則第四十九条の二十九第一項、第三項及び第八項並びに第一項、第四項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動局

に係るもの

（２）　設備規則第四十九条の二十九第一項、第七項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

（３）　設備規則第四十九条の二十九の二に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

七の四　設備規則第三条第十五号に規定するローカル５Ｇの無線局のうち陸上移動局（電気通信業務を行うことを目的とするものを除

く。）

（１）　設備規則第四十九条の六の十二第一項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

（２）　設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

八　実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式の無線局のうち陸上移動局

（１）　設備規則第五十七条の二の二第一項及び第二項に規定する技術基準

（２）　設備規則第五十七条の二の二第一項から第三項までに規定する技術基準

（３）　設備規則第五十七条の三の二第一項及び第二項に規定する技術基準

（４）　設備規則第五十七条の三の二第一項から第三項までに規定する技術基準

九　実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式の無線局のうち携帯局

前号（１）から（４）までに掲げる技術基準のうちいずれかのもの

十　前条第二項第一号に規定する基地局

（１）　設備規則第四十九条の六の四第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの（次号（１）及び（２）に掲げるものを除く。）

（２）　設備規則第四十九条の六の五第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの（次号（３）及び（４）に掲げるものを除く。）

（３）　設備規則第四十九条の六の九第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの（次号（５）及び（６）に掲げるものを除く。）

（４）　設備規則第四十九条の六の十二第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの

（５）　設備規則第四十九条の六の十三に規定する技術基準のうち基地局に係るもの

（６）　設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準のうち基地局に係るもの（次号（９）及び（１０）に掲げるものを除く。）

（７）　設備規則第四十九条の二十九に規定する技術基準のうち基地局に係るもの（次号（１１）及び（１２）に掲げるものを除く。）

（８）　設備規則第四十九条の二十九の二に規定する技術基準のうち基地局に係るもの

十一　前条第二項第二号に規定する基地局
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（１）　設備規則第四十九条の六の四第一項及び第三項に規定する技術基準

（２）　設備規則第四十九条の六の四第一項及び第四項に規定する技術基準

（３）　設備規則第四十九条の六の五第一項及び第三項に規定する技術基準

（４）　設備規則第四十九条の六の五第一項及び第四項に規定する技術基準

（５）　設備規則第四十九条の六の九第一項及び第三項に規定する技術基準

（６）　設備規則第四十九条の六の九第一項及び第四項に規定する技術基準

（７）　設備規則第四十九条の六の十第一項及び第五項に規定する技術基準

（８）　設備規則第四十九条の六の十第一項及び第六項に規定する技術基準

（９）　設備規則第四十九条の二十八第一項、第二項、第五項及び第七項に規定する技術基準

（１０）　設備規則第四十九条の二十八第一項、第二項、第六項及び第七項に規定する技術基準

（１１）　設備規則第四十九条の二十九第一項、第二項、第五項及び第八項に規定する技術基準

（１２）　設備規則第四十九条の二十九第一項、第二項、第六項及び第八項に規定する技術基準

十二　前条第二項第三号に規定する陸上移動中継局

（１）　設備規則第四十九条の六に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの

（２）　設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの

（３）　設備規則第四十九条の二十九に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの

（特定無線局の開設等の届出期間）

第十五条の四　法第二十七条の六第三項の総務省令で定める期間は、十五日とする。

（登録の対象とする無線局）

第十六条　法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

一　設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一ワット以下の基地局

一の二　設備規則第四十九条の八の三第四項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一〇ミリワット以下の陸上移

動局

二　設備規則第四十九条の九第一号に規定する技術基準に係る無線設備（同号ニただし書に該当するものを除く。）を使用する構内無線

局（専ら移動体識別用で使用するものに限る。）

三　設備規則第四十九条の九第三号に規定する技術基準に係る無線設備（同号ハの技術基準が適用されるものに限る。）を使用する構内

無線局

四　設備規則第四十九条の二十の二第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局

五　設備規則第四十九条の二十の二第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する陸上移動中継局

六　設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局

七　設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する陸上移動中継局

八　設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する陸上移動局

九　設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する携帯基地局

十　設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する携帯局

十一　設備規則第四十九条の三十四第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する陸上移動局

十一の二　設備規則第四十九条の三十四第二項に規定する技術基準に係る無線設備（同項第五号ただし書に該当するものを除く。）を使

用する陸上移動局

十二　設備規則第五十四条第二号及び同条第二号の二に規定する技術基準に係る無線設備（同条第二号チの技術基準が適用されるものに

限る。）を使用する簡易無線局

（登録局の無線設備の規格）

第十七条　法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める無線設備の規格は、次に掲げるものとする。

一　設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準のうち基地局に係るもの

一の二　設備規則第四十九条の八の三第四項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

二　設備規則第四十九条の九第一号に規定する技術基準

三　設備規則第四十九条の九第三号に規定する技術基準

四　設備規則第四十九条の二十の二第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの

五　設備規則第四十九条の二十の二第一項に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの

六　設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの

七　設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの

八　設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

九　設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準のうち携帯基地局に係るもの

十　設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準のうち携帯局に係るもの

十一　設備規則第四十九条の三十四第一項に規定する技術基準

十一の二　設備規則第四十九条の三十四第二項に規定する技術基準

十二　設備規則第五十四条第二号及び同条第二号の二に規定する技術基準

（登録局の開設区域）

第十八条　法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める区域は、次に掲げるとおりとする。

一　三五一・〇三一二五ＭＨｚ以上三五一・六三一二五ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、総務大臣が別に告示

する区域とする。

二　四、九〇〇ＭＨｚを超え五、〇〇〇ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、総務大臣が別に告示する区域とす

る。

三　五、一五〇ＭＨｚを超え五、二五〇ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、総務大臣が別に告示する区域とす

る。

２　前項に掲げる無線局以外のものの開設区域は、全国とする。

（軽微な事項）

第十九条　法第二十七条の二十六第一項ただし書の総務省令で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。
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一　前条に規定する区域内における無線設備の設置場所（移動する無線局にあつては、常置場所又は移動範囲）の変更であつて、登録を

した総合通信局長の管轄区域を越えないもの

二　周波数又は空中線電力の変更であつて、無線設備の変更の工事を伴わないもの

２　法第二十七条の三十三第一項ただし書の総務省令で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。

一　無線設備を設置しようとする区域（移動する無線局にあつては、移動範囲）の変更であつて、その変更が第十八条に規定する区域内

であり、かつ、登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの

二　周波数又は空中線電力の変更であつて、無線設備の変更の工事を伴わないもの

（無線局の開設の届出期間）

第二十条　法第二十七条の三十四の総務省令で定める期間は、十五日とする。

（あつせん等の対象となる無線局に係る業務）

第二十条の二　法第二十七条の三十八第一項の総務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。

一　電気通信業務

二　放送の業務

三　人命若しくは財産の保護又は治安の維持に係る業務

四　電気事業に係る電気の供給の業務

五　鉄道事業に係る列車の運行の業務

六　ガス事業に係るガスの供給の業務

七　設備規則第三条第六号に規定するデジタルＭＣＡ陸上移動通信又は同条第六号の二に規定する高度ＭＣＡ陸上移動通信を行う無線局

を使用する業務

（あつせん等に係る無線局に関する事項）

第二十条の三　法第二十七条の三十八第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一　通信の相手方

二　通信事項

三　無線設備の設置場所（包括登録に係る登録局にあつては、無線設備を設置しようとする区域（移動する無線局にあつては、移動範囲）

）

四　無線設備

五　放送事項

六　放送区域

七　識別信号

八　電波の型式

九　周波数

十　空中線電力

十一　運用許容時間

第二節　周波数割当計画の公開

（閲覧の場所）

第二十一条　周波数割当計画は、次の場所において公衆の閲覧に供する。

一　総務省総合通信基盤局

二　総合通信局（沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。）

第二節の二　開設指針の制定の申出の手続

（開設指針の制定の申出の手続）

第二十一条の二　法第二十七条の十三第一項の規定による申出は、別表第二号の三の二の様式の申出書を総務大臣に提出することによつて

行わなければならない。

２　法第二十七条の十三第一項ただし書の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とす

る。

一　法第二十七条の十三第一項の規定による申出をした者が、当該申出に係る開設指針の制定の要否の決定（以下この条において単に

「要否の決定」という。）がされていない間に、当該申出において開設を希望する特定基地局が使用する周波数として申し出たもの（以

下この条において「申出周波数」という。）と同一のものについて、別に同項の規定による申出をしようとする場合　当該申出をした者

二　法第二十七条の十三第一項の規定による申出をした者が、当該申出に係る開設指針が制定された場合において、第八項の規定による

報告をせず、かつ、当該開設指針に係る開設計画の認定の申請を正当な理由なく法第二十七条の十四第三項に規定する期間内に行わな

い場合であつて、当該期間が満了した日の翌日から起算して二年を経過しないとき　当該申出をした者

３　法第二十七条の十三第一項第六号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一　法第二十六条の三第一項に規定する有効利用評価の結果を踏まえた、申出人が開設を希望する特定基地局による申出周波数の電波の

有効利用の程度の見込みに関する事項

二　申出人が、電気通信事業法第九条の登録を受けている場合にあつては当該登録の年月日及び登録番号（同法第十二条の二第一項の登

録の更新を受けている場合にあつては当該登録及びその更新の年月日並びに登録番号）、同法第九条の登録を受けていない場合にあつ

ては同条の登録の申請に関する事項

三　申出人の財務に関する事項

四　申出人が開設を希望する特定基地局の通信の相手方である移動する無線局が使用する周波数

４　法第二十七条の十三第一項の規定による申出をしようとする者は、申し出ようとする周波数を現に使用している既設電気通信業務用基

地局（法第二十七条の十二第二項に規定する既設電気通信業務用基地局をいう。第六項第四号及び第十項において同じ。）に係る認定計

画の認定の有効期間が満了していない場合には、当該有効期間の満了前一年以内に限り当該申出をすることができる。

５　総務大臣は、法第二十七条の十三第二項の規定により開設指針の制定の要否を決定するに当たつて必要があると認めるときは、申出人

に対し、資料の提出及び説明を求めることができる。

６　法第二十七条の十三第二項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一　申出人の電気通信事業法第九条の登録若しくは同法第十二条の二第一項の登録の更新の状況又は同法第九条の登録の見込み

二　申出人の財務の状況
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三　申出に係る法第二十七条の十三第一項第四号に規定する特定基地局の開設時期が、申出周波数に係る認定計画の認定の有効期間の満

了日後であるか否かの別

四　既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の電波の有効利用の程度

五　電波の特性その他の事項を勘案して申出周波数の電波と同等と認められる電波の周波数について、新たな割当てが現に可能であるか

否かの別又は早期に可能となる見込み

六　申出周波数に係る認定計画がその認定を受けた日から法第二十七条の十三第一項の規定による申出があつた日までの期間

七　申出周波数に係る認定計画の認定の有効期間が満了する年度の翌年度の法第二十六条の三第四項の規定による有効利用評価の結果の

報告がされていない場合にあつては、当該認定計画

７　申出人は、当該申出人がした法第二十七条の十三第一項の規定による申出に係る要否の決定がされるまでは、当該申出を取り下げるこ

とができる。

８　申出人は、前項の申出に係る要否の決定がされた場合において、当該決定の日から当該申出に係る開設指針に係る法第二十七条の十四

第三項に規定する期間の開始の日までの間において当該申出に係る特定基地局を開設する必要がなくなつた場合には、速やかにその旨を

総務大臣に報告しなければならない。

９　総務大臣は、前項の規定による報告があつたときは、前項の開設指針を制定しないこと又は廃止することができる。

１０　総務大臣は、前項の規定により開設指針を制定しないこととしたとき、又は廃止したときは、申出人及び第七項の申出に係る要否の

決定に係る既設電気通信業務用基地局の免許人に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知し、公表するとともに、電波監理審議会に報

告しなければならない。

第三節　安全施設

（無線設備の安全性の確保）

第二十一条の三　無線設備は、破損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあつてはならない。

（電波の強度に対する安全施設）

第二十一条の四　無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度（電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。以下同

じ。）が別表第二号の三の三に定める値を超える場所（人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。）に取扱者のほか容易

に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りで

はない。

一　平均電力が二〇ミリワット以下の無線局の無線設備

二　移動する無線局の無線設備

三　地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する

無線局の無線設備

四　前三号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備

２　前項の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示する。

（高圧電気に対する安全施設）

第二十二条　高圧電気（高周波若しくは交流の電圧三〇〇ボルト又は直流の電圧七五〇ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。）を使用す

る電動発電機、変圧器、
ヽ

ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁
ヽ

し
ヽ

や
ヽ

へ
ヽ

い体又は接地された

金属
ヽ

し
ヽ

や
ヽ

へ
ヽ

い体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでな

い。

第二十三条　送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であつて高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金

属
ヽ

し
ヽ

や
ヽ

へ
ヽ

い体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでな

い。

第二十四条　送信設備の調整盤又は外箱から露出する電線に高圧電気を通ずる場合においては、その電線が絶縁されているときであつて

も、電気設備に関する技術基準を定める省令（昭和四十年通商産業省令第六十一号）の規定するところに準じて保護しなければならな

い。

第二十五条　送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであつて高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する

平面から二・五メートル以上のものでなければならない。但し、左の各号の場合は、この限りでない。

一　二・五メートルに満たない高さの部分が、人体に容易にふれない構造である場合又は人体が容易にふれない位置にある場合

二　移動局であつて、その移動体の構造上困難であり、且つ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合

（空中線等の保安施設）

第二十六条　無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。た

だし、二六・一七五ＭＨｚを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この

限りでない。

（航空機用気象レーダーの安全施設）

第二十七条　航空機用気象レーダーには、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのある場合は、必要

と認められる施設をしなければならない。

第四節　船舶局、航空機局等の特則

（義務船舶局の無線設備の機器）

第二十八条　法第三十三条の規定により船舶及び航行区域の区分に応じて義務船舶局の無線設備に備えなければならない機器は、次のとお

りとする。ただし、当該義務船舶局のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難であると総合通信局長が認

めるものについては、この限りでない。

一　Ａ一海域（Ｆ二Ｂ電波一五六・五二五ＭＨｚによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏であつて、総務大臣が別に告示する

もの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。）のみを航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器

（１）　送信設備及び受信設備の機器

超短波帯（一五六ＭＨｚを超え一五七・四五ＭＨｚ以下の周波数帯をいう。以下この条及び第三十二条の十において同じ。）の無線

設備（デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。）の機器　一台

（２）　遭難自動通報設備の機器

（一）　捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置　一台（旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であ

つて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの（国際航海に従事するものを除く。）の義務船舶

局については、二台（旅客船（国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。）で
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あつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の

台数を加えるものとする。））

（二）　衛星非常用位置指示無線標識　一台

（３）　船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器

（一）　ナブテツクス受信機（Ｆ一Ｂ電波五一八ｋＨｚを受信することができるものに限る。以下この項において同じ。）　一台

（二）　高機能グループ呼出受信機（ナブテツクス受信機のための海上安全情報を送信する無線局の通信圏として、総務大臣が別に告

示するもの及び外国の政府が定めるものを超えて航行する船舶の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。）　一台

（４）　その他の機器

（一）　双方向無線電話（生存艇に固定して使用するものを除く。次号及び第三号において同じ。）　二台（旅客船又は総トン数五〇〇

トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船（国際航海に従事するもの

を除く。）の義務船舶局については、三台）

（二）　船舶航空機間双方向無線電話（国際航海に従事する旅客船の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。）　一台

（三）　超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機　一台

（四）　船舶自動識別装置の機器（旅客船であつて国際航海に従事するもの、総トン数三〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国

際航海に従事するもの及び国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン以上の船舶の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同

じ。）　一台

（五）　地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器（旅客船であつて国際航海に従事するもの、及び国際航海に従事する旅客船以

外の船舶であつて総トン数二〇トン以上の船舶（国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン未満の船舶のうち総務大臣が別に告示

するものを除く。）の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。）　一台

二　Ａ一海域及びＡ二海域（Ｆ一Ｂ電波二、一八七・五ｋＨｚによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏（Ａ一海域を除く。）

であつて、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。）のみを航行する船舶の義務船舶局にあつて

は、次の機器

（１）　送信設備及び受信設備の機器

（一）　超短波帯の無線設備（デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。）の機器　一台

（二）　中短波帯（一、六〇六・五ｋＨｚを超え三、九〇〇ｋＨｚ以下の周波数帯をいう。以下この条及び第三十二条の十において同

じ。）の無線設備（デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。）の機器　一台

（２）　遭難自動通報設備の機器

（一）　捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置　一台（旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であ

つて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの（国際航海に従事するものを除く。）の義務船舶

局については、二台（旅客船（国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。）で

あつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の

台数を加えるものとする。））

（二）　衛星非常用位置指示無線標識　一台

（３）　船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器

（一）　ナブテツクス受信機　一台

（二）　高機能グループ呼出受信機　一台

（４）　その他の機器

（一）　双方向無線電話　二台（旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海

区域を航行区域とする旅客船（国際航海に従事するものを除く。）の義務船舶局については、三台）

（二）　船舶航空機間双方向無線電話　一台

（三）　超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機　一台

（四）　中短波帯のデジタル選択呼出専用受信機　一台

（五）　船舶自動識別装置の機器　一台

（六）　地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器　一台

三　Ａ一海域、Ａ二海域及びその他の海域を航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器

（１）　送信設備及び受信設備の機器

（一）　超短波帯の無線設備（デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。）の機器　一台

（二）　中短波帯及び短波帯（四ＭＨｚを超え二六・一七五ＭＨｚ以下の周波数帯をいう。以下この条及び第三十二条の十において同

じ。）の無線設備（デジタル選択呼出装置、無線電話及び狭帯域直接印刷電信装置による通信（国際航海に従事しない船舶の義務

船舶局の場合にあつては、デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信とする。）が可能なものに限る。）の機器　一台

（２）　遭難自動通報設備の機器

（一）　捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置　一台（旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であ

つて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの（国際航海に従事するものを除く。）の義務船舶

局については、二台（旅客船（国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。）で

あつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の

台数を加えるものとする。））

（二）　衛星非常用位置指示無線標識　一台

（３）　船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器

（一）　ナブテツクス受信機　一台

（二）　高機能グループ呼出受信機　一台

（４）　その他の機器

（一）　双方向無線電話　二台（旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海

区域を航行区域とする旅客船（国際航海に従事するものを除く。）の義務船舶局については、三台）

（二）　船舶航空機間双方向無線電話　一台

（三）　超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機　一台

（四）　中短波帯及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機　一台

（五）　船舶自動識別装置の機器　一台
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（六）　地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器　一台

２　義務船舶局の無線設備には、前項に掲げる機器のほか、当該義務船舶局のある船舶の航行する海域に応じて、当該船舶を運航するため

に必要な陸上との間の通信を行うことができる機器を備えなければならない。ただし、前項の機器又は当該義務船舶局のある船舶に開設

する他の無線局の無線設備により当該通信を行うことができる場合は、この限りでない。

３　義務船舶局のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数五〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際

航海に従事するもの（総務大臣が別に告示するものを除く。）の義務船舶局の無線設備には、前二項の機器のほか、船舶保安警報装置（海

上保安庁に対して船舶保安警報を伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。）を備えなければならない。

ただし、前二項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この限りでない。

４　国際航海に従事する次の表の上欄に掲げる船舶の義務船舶局の無線設備には、前三項の機器のほか、設備規則第四十五条の三の五に規

定する無線設備であつてそれぞれ同表の下欄に掲げる装置を備えるものを備えなければならない。

船舶の区分 装置

総トン数一五〇トン以上の旅客船 航海情報

記録装置

総トン数三、〇〇〇トン以上の旅客船以外の船舶（専ら漁労に従事する船舶を除き、平成十四年七月一日以降に建造されたもの

に限る。）

総トン数三、〇〇〇トン以上の旅客船以外の船舶（専ら漁

労に従事する船舶を除き、平成十四年六月三十日以前に建

造されたものに限る。）

船舶設備規程等の一部を改正する省令（平成十四年国土交通省令第七

十五号）附則第二条第九項に規定する簡易型航海情報記録装置を備え

ていないもの

航海情報

記録装置

船舶設備規程（昭和九年逓信省令第六号）第百四十六条の三十に規定

する航海情報記録装置又は船舶設備規程等の一部を改正する省令附則

第二条第九項に規定する簡易型航海情報記録装置（電波を使用しない

ものに限る。）を備えていないもの

簡易型航

海情報記

録装置

５　義務船舶局のある船舶に積載する高速救助艇には、当該高速救助艇ごとに、手で保持しなくても、送信を行うことができるようにする

ための附属装置を有する双方向無線電話を備えなければならない。

６　義務船舶局のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数三〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際

航海に従事するもの（総務大臣が別に告示するものを除く。）の義務船舶局の無線設備には、第一項及び第二項の機器のほか、船舶長距

離識別追跡装置（海上保安庁に対して自船の識別及び位置（その取得日時を含む。）に係る情報を自動的に伝送できることその他総務大

臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。）を備えなければならない。ただし、第一項及び第二項の機器により、当該要件を満たすこ

とができる場合は、この限りでない。

７　第一項第三号の義務船舶局であつて、その義務船舶局のある船舶にインマルサツト船舶地球局のインマルサットＣ型又は第十二条第六

項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五ＭＨｚから一、六二六・五ＭＨｚまでの周波数の電波を使用する無線設備を備え

るものは、第一項の規定にかかわらず、第一項第三号の（１）の（二）及び（４）の（四）の機器を備えることを要しない。ただし、イ

ンマルサツト船舶地球局のインマルサットＣ型の無線設備を備えるものであって、総務大臣が別に告示するインマルサツト人工衛星局の

通信圏を超えて航行する船舶の義務船舶局の場合は、この限りでない。

８　前項の場合において、その義務船舶局には、第一項第二号の（１）の（二）及び（４）の（四）の機器を備えなければならない。

９　第一項の義務船舶局であつて、その義務船舶局のある船舶に高機能グループ呼出し受信の機能を持つインマルサツト船舶地球局の無線

設備又は高機能グループ呼出し受信の機能を持つ第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五ＭＨｚから一、六

二六・五ＭＨｚまでの周波数の電波を使用する無線設備を備えるものは、第一項の規定にかかわらず、高機能グループ呼出受信機を備え

ることを要しない。この場合において、当該インマルサツト船舶地球局又は第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二

一・三五ＭＨｚから一、六二六・五ＭＨｚまでの周波数の電波を使用する無線設備は、第一項に規定する高機能グループ呼出受信機とみ

なして、義務船舶局における当該機器に係る規定を適用する。

１０　小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局は、総務大臣が別に告示するところにより、当該告示において定

める機器をもつて第一項及び第二項の規定により備えなければならない機器に代えることができる。

（義務船舶局等の無線設備の条件等）

第二十八条の二　法第三十四条本文の総務省令で定める船舶地球局は、前条第七項の規定により、同条第一項第三号の（１）の（二）及び

（４）の（四）の機器を備えることを要しないこととした場合における当該インマルサツト船舶地球局又は第十二条第六項第二号に規定

する船舶地球局のうち一、六二一・三五ＭＨｚから一、六二六・五ＭＨｚまでの周波数の電波を使用するもの及び第二十八条の五第三項

の規定により、インマルサツト船舶地球局のインマルサットＣ型の無線設備又は第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、

六二一・三五ＭＨｚから一、六二六・五ＭＨｚまでの周波数の電波を使用する無線設備を同条第一項の予備設備とした場合における当該

インマルサツト船舶地球局又は第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五ＭＨｚから一、六二六・五ＭＨｚま

での周波数の電波を使用するものとする。

２　法第三十四条ただし書の総務省令で定める無線設備は、次に掲げる義務船舶局等（法第三十四条の義務船舶局等をいう。以下同じ。）

の無線設備とする。

一　遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数一、六〇〇トン未満の船舶（旅客船を除く。）及び沿海区域又は平水区域を航行区

域とする船舶の義務船舶局等（国際航海に従事しない船舶のものに限る。）であつて、総務大臣が別に告示するもの

二　総トン数三〇〇トン未満の漁船の義務船舶局等

第二十八条の三　義務船舶局等には、遭難通信の通信方法に関する事項で総務大臣が告示するものを記載した表を備え付け、その無線設備

の通信操作を行う位置から容易にその記載事項を見ることができる箇所に掲げておかなければならない。

第二十八条の四　法第三十五条の規定により、義務船舶局等の無線設備についてとらなければならない措置は、次のとおりとする。

一　旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの（Ａ一海域のみを航行するもの並びにＡ一海域及びＡ

二海域のみを航行するものを除く。）の義務船舶局等の無線設備については、法第三十五条各号の措置のうち二の措置

二　前号以外の義務船舶局等の無線設備については、法第三十五条各号の措置のうち一の措置

第二十八条の五　法第三十五条第一号の規定により備えなければならない予備設備は、次に掲げる無線設備の機器とする。

一　第二十八条第一項第一号の義務船舶局にあつては、同号の（１）の無線設備

二　第二十八条第一項第二号の義務船舶局にあつては、同号の（１）の無線設備

三　第二十八条第一項第三号の義務船舶局にあつては、同号の（１）の無線設備及び同号の（４）の（四）の受信機

２　前項の予備設備は、専用の空中線に接続され、直ちに運用できる状態に維持されたものでなければならない。
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３　第一項の予備設備は、同項の規定による機器を備えることが困難又は不合理である場合には、総務大臣が別に告示するところにより、

インマルサツト船舶地球局のインマルサットＣ型の無線設備又は第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五Ｍ

Ｈｚから一、六二六・五ＭＨｚまでの周波数の電波を使用する無線設備の機器その他の当該告示において定める機器とすることができ

る。

４　法第三十五条第二号の規定により行わなければならない点検は、同号の措置をとることとなつた日から一年ごとの日の前後三月を超え

ない時期（総合通信局長が別に指定した場合は、その指定した時期）に、無線設備の機器に応じて総務大臣が別に告示する方法により行

うものとする。

５　法第三十五条第二号の規定により備えなければならない計器及び予備品は、総務大臣が別に告示する。

６　法第三十五条第二号の措置は、総務大臣が別に告示するところにより、他の者に委託することができる。

７　法第三十五条第三号の規定により備え付けなければならない計器及び予備品は、総務大臣が別に告示する。

第二十九条　法第三十五条ただし書の総務省令で定める無線設備は、次のとおりとする。

一　Ａ一海域のみを航行する船舶並びにＡ一海域及びＡ二海域のみを航行する船舶（旅客船を除く。）であつて、国際航海に従事しない

ものの義務船舶局等の無線設備

二　その他総務大臣が別に告示する無線設備

（計器）

第三十条　法第三十二条の規定により船舶局の送信設備に備え付けなければならない計器は、次のとおりとする。この場合において、電圧

及び電流について相互に切換測定することができる計器を共通に使用することを妨げない。

一　補助電源の電圧計

二　蓄電池の充放電電流計

三　終段電力増幅管の陽極電流計（終段電力増幅管に替えて半導体素子を使用する送信設備については、陽極電流計に相当するもの）

四　空中線電流計

五　電波の発射を表示する指示器

六　回路試験器

七　比重計（蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。）

八　温度計（蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。）

２　二六・一七五ＭＨｚを超える周波数の電波を使用する送信設備、空中線電力一〇ワツト以下の送信設備その他総務大臣が別に告示する

送信設備については、前項に掲げる計器のうち、別に告示するものを省略することができる。

（予備品）

第三十一条　法第三十二条の規定により船舶局の無線設備に備え付けなければならない予備品は、無線設備（空中線電力一〇ワツト以下の

もの、二六・一七五ＭＨｚを超える周波数の電波を使用するものその他総務大臣が別に告示するものを除く。）の各装置ごとにそれぞれ

次のとおりとする。ただし、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え付けることを要しないものとする。

一　送信用の真空管及び整流管　現用数と同数

二　送話器（コード及びプラグを含む。）（無線電話に限る。）　一個

三　ブレークインリレー　各種一個

四　空中線用線条及び空中線素子　空中線用線条にあつては現用の 長のものと同じ長さのもの一条及び空中線素子にあつては各種一個

五　空中線用
がい

碍子（固着して用いるものを除く。）　現用数の五分の一

六　蒸留水（蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。）　五リットル（義務船舶局以外は二リットルとする。）

七　修繕用器具及び材料　一式

八　ヒユーズ　現用数と同数

２　法第三十七条に規定するレーダー（沿海区域を航行区域とする船舶の船舶局及び専ら海洋生物を採捕するための漁船の船舶局及び総務

大臣が別に告示する船舶局に設置するものを除く。）に備え付けなければならない予備品は、第一項の規定にかかわらず、次のとおりと

する。ただし、二台のレーダーを備え付ける船舶局にあつては、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え

付けることを要しないものとする。

一　マグネトロン　一個

二　サイラトロン　一個

三　受信用の局部発振管及び高周波混合素子（集積回路に使用されているものを除く。）　各種一個

四　送受切換用特殊管（ＡＴＲ管を除く。）　一個

五　空中線駆動用電動機のブラシ　現用数と同数

六　ヒユーズ　現用数と同数

３　第一項に規定する無線設備であつて、送信用終段電力増幅管に替えて半導体素子を使用するものについては、同項第一号の規定にかか

わらず、予備品の備付けを要しないものとする。

４　第二項に規定するレーダーであつて、現用する同項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものについて

は、同項第一号から第四号までの規定にかかわらず、予備品の備付けを要しないものとする。

５　第一項及び第二項の場合において、総務大臣が特に備付けの必要がないと認めた予備品については、第一項及び第二項の規定にかかわ

らず、その備付けを要しないものとする。

（航空機局等の条件）

第三十一条の二　航空機局及び航空機地球局（航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。次項において同じ。）

の受信設備は、なるべく、航空機の電気的雑音によつて妨害を受けないような箇所に設置されていなければならない。

２　航空機局、航空機地球局及び航空機において使用する携帯局の無線設備は、なるべく、雨、海水、燃料、油、熱気その他これらに類す

るもの又はその航空機の積載物により損傷を受け、又は機能が低下することがないように設置されていなければならない。

（義務航空機局の有効通達距離）

第三十一条の三　法第三十六条の規定による義務航空機局の送信設備の有効通達距離は、次の各号に掲げるとおりとする。

一　Ａ三Ｅ電波一一八ＭＨｚから一四四ＭＨｚまでの周波数を使用する送信設備及びＡＴＣＲＢＳの無線局のうち航空機に開設するもの

の無線設備（以下「ＡＴＣトランスポンダ」という。）の送信設備については、三七〇・四キロメートル（当該航空機の飛行する 高

高度について、次に掲げる式により求められるＤの値が三七〇・四キロメートル未満のものにあつては、その値）以上であること。

Ｄ＝３．８√ｈキロメートル

ｈは，当該航空機の飛行する 高高度をメートルで表した数とする。
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二　航空機に設置する航空用ＤＭＥ（以下「機上ＤＭＥ」という。）及び航空機に設置するタカン（以下「機上タカン」という。）の送信

設備については、三一四・八キロメートル（当該航空機の飛行する 高高度について、前号に掲げる式により求められるＤの値が三一

四・八キロメートル未満のものにあつては、その値）以上であること。

三　航空機用気象レーダーの送信設備については、当該航空機の 大巡航速度の区別に従い、次の表のとおりとすること。

大巡航速度 有効通達距離

毎時一八五・二キロメートル以下 四六・三キロメートル以上

毎時三七〇・四キロメートル以下 九二・六キロメートル以上

毎時六四八・二キロメートル以下 一三八・九キロメートル以上

毎時九二六キロメートル以下 一八五・二キロメートル以上

毎時一、二〇三・八キロメートル以下 二三一・五キロメートル以上

毎時一、二〇三・八キロメートルを超えるもの 二七七・八キロメートル以上

四　前三号の送信設備であつて、総務大臣が前三号の規定によることが適当でないと認めたものについては、別に告示する。

第四節の二　地球局、人工衛星局等の特則

（地球局の送信空中線の 小仰角）

第三十二条　地球局（宇宙無線通信を行う実験試験局を含む。以下同じ。）の送信空中線の 大
ふく

輻射の方向の仰角の値は、次の各号に掲げ

る場合においてそれぞれ当該各号に規定する値でなければならない。

一　深宇宙（地球からの距離が二百万キロメートル以上である宇宙をいう。以下同じ。）に係る宇宙研究業務（科学又は技術に関する研

究又は調査のための宇宙無線通信の業務をいう。以下同じ。）を行うとき　一〇度以上

二　前号の宇宙研究業務以外の宇宙研究業務を行うとき　五度以上

三　宇宙研究業務以外の宇宙無線通信の業務を行うとき　三度以上

（地球局の等価等方輻射電力等）

第三十二条の二　地球局の地表線（一の地点からみた地形及び地物と空との境界線をいう。以下同じ。）に対する等価等方輻射電力の許容

値は、別表第二号の四に定めるとおりとする。

２　一、六一〇ＭＨｚを超え一、六二六・五ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用して無線測位のための宇宙無線通信を行う地球局の等価等方

輻射電力（搬送波のスペクトルのうち 大の電力密度の四ｋＨｚの帯域幅における等価等方輻射電力とする。）は、（－）三デシベル（一

ワットを〇デシベルとする。第三十二条の六から第三十二条の八までにおいて同じ。）を超えてはならない。

３　一三・七五ＧＨｚを超え一四ＧＨｚ以下の周波数の電波を使用し、かつ、直径四・五メートル未満の空中線を使用して対地静止衛星

（地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同

じ。）に開設する人工衛星局と宇宙無線通信を行う固定地点の地球局の送信空中線から輻射される一ＭＨｚの帯域幅当たりの電力は、次

の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

主輻射の方向からの離角（θ） 大輻射電力

二度以上七度以下 次に掲げる式による値以下

４３－２５ｌｏｇ１０ θ デシベル

七度を超え九・二度以下 二二デシベル以下

九・二度を超え四八度以下 次に掲げる式による値以下

４６－２５ｌｏｇ１０ θ デシベル

四八度超 四デシベル以下

（人工衛星局の送信空中線の指向方向）

第三十二条の三　対地静止衛星に開設する人工衛星局（一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又は

ファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものを除く。）の送信空中線の地球に対する 大輻射の方向は、公称されてい

る指向方向に対して、〇・三度又は主輻射の角度の幅の一〇パーセントのいずれか大きい角度の範囲内に、維持されなければならない。

２　対地静止衛星に開設する人工衛星局（一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリ

による無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。）の送信空中線の地球に対する 大輻射の方向は、公称されている指向方向に

対して〇・一度の範囲内に維持されなければならない。

（人工衛星局の位置の維持）

第三十二条の四　対地静止衛星に開設する人工衛星局（実験試験局を除く。）であつて、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行う

ものは、公称されている位置から経度の（±）〇・一度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。

２　対地静止衛星に開設する人工衛星局（一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリ

による無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。）は、公称されている位置から緯度及び経度のそれぞれ（±）〇・一度以内に

その位置を維持することができるものでなければならない。

３　対地静止衛星に開設する人工衛星局であつて、前二項の人工衛星局以外のものは、公称されている位置から経度の（±）〇・五度以内

にその位置を維持することができるものでなければならない。

（人工衛星局の設置場所変更機能の特例）

第三十二条の五　法第三十六条の二第二項ただし書の総務省令で定める人工衛星局は、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星

局とする。

（人工衛星局等の電力束密度）

第三十二条の六　人工衛星局（一、五二五ＭＨｚを超え一、五三〇ＭＨｚ以下又は二、五〇〇ＭＨｚを超え二、五三五ＭＨｚ以下の周波数

の電波を使用して移動する地球局と無線通信を行う人工衛星局を除く。）その他の宇宙局の地表面における電力束密度の許容値は、別表

第二号の五に定めるとおりとする。

２　八・〇二五ＧＨｚを超え八・四ＧＨｚ以下の周波数の電波を使用して地球の特性及び自然現象に関する情報を取得するための宇宙無線

通信を行う人工衛星局であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものの対地静止衛星の軌道における電力束密度（搬送波のス

ペクトルのうち 大の電力密度の四ｋＨｚの帯域幅における電力束密度とする。）は、一平方メートル当たり（－）一七四デシベルを超

えてはならない。

３　六・七ＧＨｚを超え七・〇七五ＧＨｚ以下の周波数の電波を使用して固定地点の地球局と無線通信を行う人工衛星局であつて、対地静

止衛星に開設する人工衛星局以外のものの対地静止衛星の軌道及びその軌道から傾斜角の（±）五度以内の軌道における電力束密度の総
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和（搬送波のスペクトルのうち、 大の電力密度の四ｋＨｚの帯域幅における電力束密度の総和とする。）は、一平方メートル当たり（－）

一六八デシベルを超えてはならない。

（固定局等の 大等価等方
ふく

輻射電力等）

第三十二条の七　一、九八〇ＭＨｚを超え二、〇一〇ＭＨｚ以下、二、〇二五ＭＨｚを超え二、一一〇ＭＨｚ以下、二、二〇〇ＭＨｚを超

え二、二九〇ＭＨｚ以下、二、六五五ＭＨｚを超え二、六九〇ＭＨｚ以下、五・六七ＧＨｚを超え五・七二五ＧＨｚ以下、五・八五ＧＨ

ｚを超え七・〇七五ＧＨｚ以下、七・一四五ＧＨｚを超え七・二三五ＧＨｚ以下又は七・九ＧＨｚを超え八・五ＧＨｚ以下の周波数の電

波を使用する固定局、陸上局及び移動局は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

一　 大等価等方輻射電力は、五五デシベル以下であること。

二　空中線電力は、二〇ワツト以下であること。

２　前項の無線局（七・一四五ＧＨｚを超え七・二三五ＧＨｚ以下の周波数の電波を使用するものを除く。）であつて、 大等価等方輻射

電力が三五デシベルを超えるものの送信空中線の 大輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から二度以上離れていなければならない。

第三十二条の八　一二・七五ＧＨｚを超え一三・二五ＧＨｚ以下、一四ＧＨｚを超え一四・八ＧＨｚ以下、一七・七ＧＨｚを超え一八・四

ＧＨｚ以下、一九・三ＧＨｚを超え一九・七ＧＨｚ以下、二二・五五ＧＨｚを超え二三・五五ＧＨｚ以下又は二四・四五ＧＨｚを超え二

九・五ＧＨｚ以下の周波数の電波を使用する固定局、陸上局及び移動局は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

一　 大等価等方輻射電力は、五五デシベル以下であること。

二　空中線電力は、一〇ワツト以下であること。

２　前項の無線局であつて、一二・七五ＧＨｚを超え一三・二五ＧＨｚ以下又は一四ＧＨｚを超え一四・八ＧＨｚ以下の周波数の電波を使

用するもののうち、 大等価等方
ふく

輻射電力が四五デシベルを超えるものの送信空中線の 大
ふく

輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から一・

五度以上離れていなければならない。

３　第一項の無線局であつて、二五・二五ＧＨｚを超え二七・五ＧＨｚ以下の周波数の電波を使用するもののうち、等価等方輻射電力（搬

送波のスペクトルのうち 大の電力密度の一ＭＨｚの帯域幅における等価等方輻射電力とする。）が二四デシベルを超えるものの送信空

中線の 大輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から一・五度以上離れていなければならない。

（携帯移動地球局の水平線方向の電力等）

第三十二条の八の二　設備規則第四十九条の二十四の二に規定する携帯移動地球局は、 大輻射の方向を通信の相手方となる人工衛星局の

方向に対して〇・二度の範囲内に維持することができるものであつて、送信空中線から輻射される水平線方向の電力（一ワットを〇デシ

ベルとする。）は、次の表の上欄に掲げる場合に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものでなければならない。

五、九二五ＭＨｚを超え六、四二五ＭＨ

ｚ以下の周波数の電波を使用する場合

一　単一の無線局から輻射される水平線方向の一ＭＨｚの帯域幅当たりの 大輻射電力　一七・〇

デシベル以下

二　単一の無線局から輻射される水平線方向の 大輻射電力　二〇・八デシベル以下

一四・〇ＧＨｚを超え一四・五ＧＨｚ以

下の周波数の電波を使用する場合

一　単一の無線局から輻射される水平線方向の一ＭＨｚの帯域幅当たりの 大輻射電力　一二・五

デシベル以下

二　単一の無線局から輻射される水平線方向の 大輻射電力　一六・三デシベル以下

（無線電力伝送用構内無線局の条件）

第三十二条の八の三　無線電力伝送（無線設備が、送信設備から発射された電波を受信することにより行う電力の伝送をいう。）用で使用

する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのないよう、総務大臣が別に告示する

条件に適合するものでなければならない。

（適用除外）

第三十二条の九　第三十二条から第三十二条の四まで及び第三十二条の六から前条までの規定は、総務大臣が特に支障がないと認める場合

には、適用しない。

第四節の三　無線設備の技術基準の策定等の申出の手続

（無線設備の技術基準の策定等の申出の手続）

第三十二条の九の二　法第三十八条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した別表第二号の六の様式の申出書に、原案を

添えて、総務大臣に提出することによつて行わなければならない。

一　申出人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二　技術基準の策定又は変更の申出の別

三　策定すべき技術基準の概要又は行うべき技術基準の変更の概要

四　申出に係る技術基準を策定し、又は変更すべき理由

五　申出に係る技術基準の原案に適合する無線設備が他の無線局に混信その他の妨害を与えないことについての試験の結果その他の原案

の妥当性の評価に資する事項

六　申出人が従事している事業の種類及びその内容（申出人が法人又は団体であるときは、その法人又は団体の目的及び事業の内容）

２　総務大臣は、申出の審査に際し、必要があると認めるときは、申出人に出頭又は資料の提出を求めることができる。

第五節　無線従事者

（義務船舶局等の無線設備の操作）

第三十二条の十　法第三十九条第一項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備は、次のとおりとする。ただし、航海の態様が特殊

な船舶の無線設備その他総務大臣又は総合通信局長が特に認めるものについては、この限りでない。

一　次に掲げる船舶の義務船舶局の超短波帯の無線設備、中短波帯の無線設備並びに中短波帯及び短波帯の無線設備であつて、デジタル

選択呼出装置による通信及び無線電話又は狭帯域直接印刷電信装置による通信が可能なもの

（１）　旅客船（Ａ一海域のみを航行するもの並びにＡ一海域及びＡ二海域のみを航行するものであつて、国際航海に従事しないものを

除く。）

（２）　旅客船及び漁船（専ら海洋生物を採捕するためのもの以外のもので国際航海に従事する総トン数三〇〇トン以上のものを除く。

以下この号において同じ。）以外の船舶（国際航海に従事する総トン数三〇〇トン未満のもの（Ａ一海域のみを航行するもの並びに

Ａ一海域及びＡ二海域のみを航行するものに限る。）及び国際航海に従事しないものを除く。）

（３）　漁船（Ａ一海域のみを航行するもの並びにＡ一海域及びＡ二海域のみを航行するものを除く。）

二　前号の（１）から（３）までに掲げる船舶に開設されたインマルサツト船舶地球局の無線設備（第二十八条の二第一項に規定するイ

ンマルサツト船舶地球局のインマルサットＣ型のものに限る。）又は第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・

三五ＭＨｚから一、六二六・五ＭＨｚまでの周波数の電波を使用する無線設備
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（簡易な操作）

第三十三条　法第三十九条第一項本文の総務省令で定める簡易な操作は、次のとおりとする。ただし、第三十四条の二各号に掲げる無線設

備の操作を除く。

一　法第四条第一号から第三号までに規定する免許を要しない無線局の無線設備の操作

二　法第二十七条の二に規定する特定無線局（同条第一号に掲げるもの（航空機地球局にあつては、航空機の安全運航又は正常運航に関

する通信を行わないものに限る。）に限る。）の無線設備の通信操作及び当該無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない

ものの技術操作

三　次に掲げる無線局の無線設備の操作で当該無線局の無線従事者の管理の下に行うもの

（１）　船舶局（船上通信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話、船舶自動識別装置（通信操作を除く。）及びＶＨＦデ

ータ交換装置（通信操作を除く。）に限る。）

（２）　船上通信局

四　次に掲げる無線局（特定無線局に該当するものを除く。）の無線設備の通信操作

（１）　陸上に開設した無線局（海岸局（（２）に掲げるものを除く。）、航空局、船上通信局、無線航行局及び海岸地球局並びに次号（４）

の航空地球局を除く。）

（２）　海岸局（船舶自動識別装置及びＶＨＦデータ交換装置に限る。）

（３）　船舶局（船舶自動識別装置及びＶＨＦデータ交換装置に限る。）

（４）　携帯局

（５）　船舶地球局（船舶自動識別装置に限る。）

（６）　航空機地球局（航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。）

（７）　携帯移動地球局

五　次に掲げる無線局（特定無線局に該当するものを除く。）の無線設備の連絡の設定及び終了（自動装置により行われるものを除く。）

に関する通信操作以外の通信操作で当該無線局の無線従事者の管理の下に行うもの

（１）　船舶局（第三号（１）及び前号（３）に該当する無線設備を除く。）

（２）　航空機局

（３）　海岸地球局

（４）　航空地球局（航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。）

（５）　船舶地球局（電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。）

（６）　航空機地球局（前号（６）に該当するものを除く。）

六　次に掲げる無線局（適合表示無線設備のみを使用するものに限る。）の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないも

のの技術操作

（１）　基地局（第十五条の二第二項第二号に規定するものであつて、設備規則第四十九条の六の四第一項及び第三項、第四十九条の六

の五第一項及び第三項、第四十九条の六の九第一項及び第三項、第四十九条の六の十第一項及び第五項、第四十九条の二十八第一

項、第二項、第五項及び第七項又は第四十九条の二十九第一項、第二項、第五項及び第七項に規定する技術基準に適合する無線設備

を使用するものに限る。以下「フェムトセル基地局」という。）

（２）　陸上移動中継局（設備規則第四十九条の六又は第四十九条の六の十に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものであ

つて、屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するものに限る。以下「特

定陸上移動中継局」という。）

（３）　簡易無線局

（４）　構内無線局

（５）　無線標定陸上局その他の総務大臣が別に告示する無線局

七　次に掲げる無線局（特定無線局に該当するものを除く。）の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操

作で他の無線局の無線従事者（他の無線局が外国の無線局である場合は、当該他の無線局の無線設備を操作することができる法第四十

条第一項の無線従事者の資格を有する者であつて、総務大臣が告示で定めるところにより、免許人が当該技術操作を管理する者として

総合通信局長に届け出たものを含む。）に管理されるもの

（１）　基地局（陸上移動中継局の中継により通信を行うものに限る。）

（２）　陸上移動局

（３）　携帯局

（４）　簡易無線局（前号に該当するものを除く。）

（５）　ＶＳＡＴ地球局

（６）　航空機地球局、携帯移動地球局その他の総務大臣が別に告示する無線局

八　前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの

（無線設備の操作の特例）

第三十三条の二　法第三十九条第一項ただし書の規定により、無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行うことができる場合は、次

のとおりとする。

一　外国各地間のみを航行する船舶又は航空機その他外国にある船舶又は航空機に開設する無線局において、無線従事者を得ることがで

きない場合であつて、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着するまでの間、次の表の上欄に掲げる無線通信規則第三十七条又

は第四十七条の規定により外国政府が発給した証明書を有する者が、それぞれ同表の下欄に掲げる資格の無線従事者の操作の範囲に属

する無線設備の操作を行うとき（無線通信規則第三十七条の規定による証明書を有する者は航空機局又は航空機地球局の無線設備の操

作に、同規則第四十七条の規定による証明書を有する者は船舶局又は船舶地球局の無線設備の操作に限る。）。

無線通信士一般証明書又は第一級無線電信通信士証明書を有する者 第一級総合無線通信士

第二級無線電信通信士証明書を有する者 第二級総合無線通信士

無線電信通信士特別証明書を有する者 第三級総合無線通信士

第一級無線電子証明書を有する者 第一級海上無線通信士

第二級無線電子証明書を有する者 第二級海上無線通信士

一般無線通信士証明書を有する者 第三級海上無線通信士
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無線電話通信士一般証明書を有する者 航空無線通信士又は第四級海上無線通信士

制限無線通信士証明書を有する者 第一級海上特殊無線技士

二　非常通信業務を行う場合であつて、無線従事者を無線設備の操作に充てることができないとき、又は主任無線従事者を無線設備の操

作の監督に充てることができないとき。

三　航空機の操縦の練習を行うに際し、航空機内において第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は航空無線通信士の指揮の下

に、当該航空機に開設する航空機局又は航空機地球局の無線設備の操作を行うとき。

四　前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの

２　法第三十九条第一項ただし書の規定により、船舶局無線従事者証明を要しない場合は、次のとおりとする。

一　外国各地間のみを航行する船舶その他外国にある船舶に開設する無線局において、船舶局無線従事者証明を受けた者を得ることがで

きない場合であつて、その船舶が日本国内の目的地に到着するまでの間、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約

第六条の規定により外国の政府の発給した証明書を有する者が当該船舶に開設する無線局の無線設備の操作を行うとき。

二　船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和二十六年法律第百四十九号）第二条第二項の規定による船舶職員（通信長及び通信士の職務を

行うものに限る。）以外の者で船舶局無線従事者証明を受けていない無線従事者が、義務船舶局等の無線従事者で船舶局無線従事者証

明を受けたものの管理の下に当該義務船舶局等の無線設備の操作を行うとき。

第三十四条　法第三十九条第一項ただし書の規定により、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者の資格のない者が無線設備の操作

を行う場合においては、その操作は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合に限る。この場合において、その船舶又は航空機が日

本国内の目的地に到着したときは、速やかに一定の無線従事者を補充しなければならない。

（無線従事者でなければ行つてはならない無線設備の操作）

第三十四条の二　法第三十九条第二項の総務省令で定める無線設備の操作は、次のとおりとする。

一　海岸局、船舶局、海岸地球局又は船舶地球局の無線設備の通信操作で遭難通信、緊急通信又は安全通信に関するもの

二　航空局、航空機局、航空地球局又は航空機地球局の無線設備の通信操作で遭難通信又は緊急通信に関するもの

三　航空局の無線設備の通信操作で次に掲げる通信の連絡の設定及び終了に関するもの（自動装置による連絡設定が行われる無線局の無

線設備のものを除く。）

（１）　無線方向探知に関する通信

（２）　航空機の安全運航に関する通信

（３）　気象通報に関する通信（（２）に掲げるものを除く。）

四　前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの

（主任無線従事者の非適格事由）

第三十四条の三　法第三十九条第三項の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。

一　法第四十二条第一号に該当する者であること。

二　法第七十九条第一項第一号（同条第二項において準用する場合を含む。）の規定により業務に従事することを停止され、その処分の

期間が終了した日から三箇月を経過していない者であること。

三　主任無線従事者として選任される日以前五年間において無線局（無線従事者の選任を要する無線局でアマチュア局以外のものに限

る。）の無線設備の操作又はその監督の業務に従事した期間が三箇月に満たない者であること。

（選任及び解任の届出）

第三十四条の四　法第三十九条第四項（法第五十一条（法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。）及び第七十条の九第三項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による届出は、別表第三号の様式によつて行うものとする。

（主任無線従事者の職務）

第三十四条の五　法第三十九条第五項の総務省令で定める職務は、次のとおりとする。

一　主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練（実習を含む。）の計画を立案し、実施すること。

二　無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。

三　無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること（記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。）。

四　主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登

録局の登録人以外の者に対して意見を述べること。

五　その他無線局の無線設備の操作の監督に関し必要と認められる事項

（主任無線従事者の講習を要しない無線局）

第三十四条の六　法第三十九条第七項（法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。）の総務省令で定める無線局は、次のとおり

とする。

一　無線電話、遭難自動通報設備、レーダーその他の小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備のみを

設置する船舶局（国際航海に従事しない船舶の船舶局に限る。以下「特定船舶局」という。）

二　簡易無線局

三　前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの

（講習の期間）

第三十四条の七　法第三十九条第七項の規定により、免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録

人以外の者は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から六箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大

臣の行う講習を受けさせなければならない。

２　免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、前項の講習を受けた主任無線従事

者にその講習を受けた日から五年以内に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。

３　前二項の規定にかかわらず、船舶が航行中であるとき、その他総務大臣が当該規定によることが困難又は著しく不合理であると認める

ときは、総務大臣が別に告示するところによる。

（アマチュア局の無線設備の操作の特例）

第三十四条の八　法第三十九条の十三ただし書の総務省令で定める資格は、外国政府（その国内において法第四十条第一項に規定する資格

を有する者に対しアマチュア局に相当する無線局の無線設備の操作を認めるものに限る。）が付与する資格であつて総務大臣が別に告示

する資格とする。

第三十四条の九　前条に定める資格を有する者がアマチュア局の無線設備の操作を行うときは、総務大臣が別に告示するところにより行わ

なければならない。

第三十四条の十　法第三十九条の十三ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
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一　アマチュア局（人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除

く。以下この項において同じ。）の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮（立会い（これに相当する適切

な措置を執るものを含む。）をするものに限る。以下この号及び次項において同じ。）の下に行う場合であつて、次に掲げる条件に適合

するとき。

（１）　科学技術に対する理解と関心を深めることを目的として一時的に行われるものであること。

（２）　当該無線設備の操作を指揮する無線従事者の行うことができる無線設備の操作（モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操

作を除く。）の範囲内であること。

（３）　当該無線設備の操作のうち、連絡の設定及び終了に関する通信操作については、当該無線設備の操作を指揮する無線従事者が行

うこと。

（４）　当該無線設備の操作を行う者が、法第五条第三項各号のいずれか又は法第四十二条第一号若しくは第二号に該当する者でないこ

と。

二　臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に行う場合であつて、総務大

臣が別に告示する条件に適合するとき。

２　前項第一号に規定する無線設備の操作を指揮する無線従事者は、当該無線設備の操作を行う者が無線技術に対する理解と関心を深める

とともに、当該操作に関する知識及び技能を習得できるよう、適切な働きかけに努めるものとする。

（船舶局無線従事者証明を行う無線従事者の資格）

第三十四条の十一　法第四十八条の二第二項の総務省令で定める無線従事者の資格は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第

三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は第一級海上特殊無線技士とする。

（船舶局無線従事者証明の効力の継続）

第三十四条の十二　法第四十八条の三第一号の総務省令で定める無線局の無線設備は、次のとおりとする。

一　海岸局又は船舶局の無線設備であつて、二、一八七・五ｋＨｚ、四、二〇七・五ｋＨｚ、六、三一二ｋＨｚ、八、四一四・五ｋＨ

ｚ、一二、五七七ｋＨｚ、一六、八〇四・五ｋＨｚ、一五六・五二五ＭＨｚ又は一五六・八ＭＨｚの周波数の電波を具備するもの（法

第三十九条第一項本文の総務省令で定めるものを除く。次号において同じ。）

二　船舶地球局の無線設備

三　前二号のほか、船舶の航行の安全に密接な関係のある通信を行うための無線局の無線設備であつて、総務大臣が別に告示するもの

（業務経歴の記載等）

第三十五条　船舶局無線従事者証明を受けた者は、船舶局無線従事者証明書の経歴の欄に次表の上欄に掲げる事項をその事実のあつた都度

記載し、それぞれ下欄に掲げる者の確認を受けておかなければならない。

事項 確認を行う者

第三十二条の十又は前条に規定する無線設備を使用する無線局の無線従

事者としての選任又は解任

その選任若しくは解任された無線局の免許人又はこれに準ずる者

であつて総務大臣が別に告示するもの

法第四十八条の三第一号の訓練の課程の修了 その訓練の実施者

（遭難通信責任者の要件）

第三十五条の二　法第五十条第一項の総務省令で定める無線従事者は、次の各号のいずれかの資格を有する者とする。

一　第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士

二　第二級海上無線通信士

三　第三級海上無線通信士

２　遭難通信責任者は、当該無線局に選任されている無線従事者のうち、前項各号の順序に従い、できるだけ上位の資格を有する者とす

る。

３　船舶の責任者は、遭難通信責任者が病気その他やむを得ない事情によりその職務を行うことができないときは、当該無線局に選任され

ている無線従事者のうちから遭難通信責任者に代わつてその職務を行う者を指名することができる。

（無線従事者の配置）

第三十六条　法第五十条第二項の規定による無線局に配置すべき無線従事者の 低限の資格別員数は、次の表の上欄に掲げる義務船舶局等

（その無線設備について法第三十五条第三号の措置をとるものに限る。）について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

義務船舶局等 無線従事者の資格別員数

一　第二十八条第一項第三号の船舶の義務船

舶局等（国際航海に従事する旅客船のものに

限る。）

第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士の資格を有する者であつて、船舶局無線従事

者証明を受けているもの　一名

二　その他の義務船舶局等 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の資格を有する者で

あつて、船舶局無線従事者証明を受けているもの　一名

２　前項に規定するもののほか、無線局には当該無線局の無線設備の操作を行い、又はその監督を行うために必要な無線従事者を配置しな

ければならない。

第六節　目的外通信等

（遭難通信等）

第三十六条の二　法第五十二条第一号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。

一　デジタル選択呼出装置を使用して、別図第一号に定める構成により行うもの

二　船舶地球局の無線設備を使用して、別図第二号に定める構成により行うもの

三　海岸地球局が高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第三号に定める構成によるもの

四　Ｆ一Ｂ電波四二四ｋＨｚ又は五一八ｋＨｚを使用して、別図第四号に定める構成により行うもの

五　Ａ三Ｘ電波一二一・五ＭＨｚ及び二四三ＭＨｚ又はＧ一Ｂ電波四〇六・〇二五ＭＨｚ、四〇六・〇二八ＭＨｚ、四〇六・〇三一ＭＨ

ｚ、四〇六・〇三七ＭＨｚ若しくは四〇六・〇四ＭＨｚを使用して、次に掲げるものを送信するもの

（１）　Ａ三Ｘ電波一二一・五ＭＨｚ及び二四三ＭＨｚは、三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を

毎秒二回から四回までの割合で低い方向に変化する可聴周波数から成る信号

（２）　Ｇ一Ｂ電波四〇六・〇二五ＭＨｚ、四〇六・〇二八ＭＨｚ、四〇六・〇三一ＭＨｚ、四〇六・〇三七ＭＨｚ及び四〇六・〇四Ｍ

Ｈｚは、別図第五号に定める構成による信号
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六　Ｇ一Ｂ電波若しくはＧ一Ｄ電波四〇六・〇二五ＭＨｚ、四〇六・〇二八ＭＨｚ、四〇六・〇三一ＭＨｚ、四〇六・〇三七ＭＨｚ若し

くは四〇六・〇四ＭＨｚ又はＧ一Ｄ電波四〇六・〇五ＭＨｚ、Ａ三Ｘ電波一二一・五ＭＨｚ並びにＦ一Ｄ電波一六一・九七五ＭＨｚ及

び一六二・〇二五ＭＨｚを使用して、次に掲げるものを送信するもの

（１）　Ｇ一Ｂ電波若しくはＧ一Ｄ電波四〇六・〇二五ＭＨｚ、四〇六・〇二八ＭＨｚ、四〇六・〇三一ＭＨｚ、四〇六・〇三七ＭＨｚ

若しくは四〇六・〇四ＭＨｚ又はＧ一Ｄ電波四〇六・〇五ＭＨｚは、別図第五号に定める構成による信号

（２）　Ａ三Ｘ電波一二一・五ＭＨｚは、三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二回から四回

までの割合で高い方向又は低い方向に変化する可聴周波数から成る信号

（３）　Ｆ一Ｄ電波一六一・九七五ＭＨｚ及び一六二・〇二五ＭＨｚは、別図第六号に定める構成による信号

七　Ｑ〇Ｎ電波を使用して、次の各号の条件に適合する周波数掃引を行うもの

（１）　九、二〇〇ＭＨｚから九、五〇〇ＭＨｚまでを含む範囲を掃引するものであること。

（２）　掃引の時間は、七・五マイクロ秒（±）一マイクロ秒であること。

（３）　掃引の形式は、のこぎり波形であり、その復帰時間が〇・四マイクロ秒（±）〇・一マイクロ秒であること。

八　捜索救助用位置指示送信装置を使用して、別図第六号に定める構成により行うもの

２　法第五十二条第二号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。

一　デジタル選択呼出装置を使用して、別図第七号に定める構成により行うもの

二　船舶地球局の無線設備を使用して、別図第八号に定める構成により行うもの

三　海岸地球局が高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第九号に定める構成によるもの

３　法第五十二条第三号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。

一　デジタル選択呼出装置を使用して、別図第十号に定める構成により行うもの

二　海岸地球局が高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第十一号に定める構成によるもの

三　Ｆ一Ｂ電波四二四ｋＨｚ又は五一八ｋＨｚを使用して、別図第十二号に定める構成により行うもの

（免許状の目的等にかかわらず運用することができる通信）

第三十七条　次に掲げる通信は、法第五十二条第六号の通信とする。この場合において、第一号の通信を除くほか、船舶局についてはその

船舶の航行中、航空機局についてはその航空機の航行中又は航行の準備中に限る。ただし、運用規則第四十条第一号及び第三号並びに第

百四十二条第一号の規定の適用を妨げない。

一　無線機器の試験又は調整をするために行う通信

二　医事通報（航行中の船舶内における傷病者の医療手当に関する通報をいう。）に関する通信

三　船位通報（遭難船舶、遭難航空機又は遭難者の救助又は捜索に資するために国又は外国の行政機関が収集する船舶の位置に関する通

報であつて、当該行政機関と当該船舶との間に発受するものをいう。）に関する通信

四　一般海岸局において、船舶局にあてる通報その他船舶に関する通報であつて、急を要するものを送信するために行う他の一般海岸局

との間の通信（他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。）

五　漁業用の海岸局と漁船の船舶局との間又は漁船の船舶局相互間で行う国若しくは地方公共団体の漁ろうの指導監督に関する通信

六　船舶局において、当該船舶局の船上通信設備相互間で行う通信

七　港務用の無線局と船舶局との間で行う港内における船舶の交通、港内の整理若しくは取締り又は検疫のための通信

八　船舶局において、当該船舶局の免許人のための電報を一般海岸局又は電気通信業務を取り扱う船舶局に対して依頼するため、又はこ

れらの無線局から受領するために行う通信

九　港則法（昭和二十三年法律第百七十四号）又は海上交通安全法（昭和四十七年法律第百十五号）の規定に基づき行う海上保安庁の無

線局と船舶局との間の通信

十　海上保安庁（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号）第三十八条第一項又は第二項の規定に

よる通報を行う場合にあつては同庁に相当する外国の行政機関を含む。）の海上移動業務又は航空移動業務の無線局とその他の海上移

動業務又は航空移動業務の無線局との間（海岸局と航空局との間を除く。）で行う海上保安業務に関し急を要する通信

十一　海上保安庁の海上移動業務又は航空移動業務の無線局とその他の海上移動業務又は航空移動業務の無線局との間で行う海洋汚染等

及び海上災害の防止又は海上における警備の訓練のための通信

十二　気象の照会又は時刻の照合のために行う海岸局と船舶局との間若しくは船舶局相互間又は航空局と航空機局との間若しくは航空機

局相互間の通信

十三　方位を測定するために行う海岸局と船舶局との間若しくは船舶局相互間又は航空局と航空機局との間若しくは航空機局相互間の

通信

十四　航空移動業務及び海上移動業務の無線局相互間において遭難船舶、遭難航空機若しくは遭難者の救助若しくは捜索又は航行中の船

舶若しくは航空機を強取する事件が発生し、若しくは発生するおそれがあるときに当該船舶若しくは航空機の旅客等の救助のために行

う通信及び当該訓練のための通信

十五　航空機局又は航空機に搭載して使用する携帯局と海上移動業務の無線局との間で行う砕氷、海岸の汚染の防止その他の海上におけ

る作業のための通信

十六　航空機局において、当該航空機局の免許人のための電報を一般航空局（電気通信業務を取り扱う航空局をいう。）又は電気通信業

務を取り扱う航空機局に対して依頼するため、又はこれらの無線局から受領するために行う通信

十七　航空局において、航空機局にあてる通信その他航空機の航行の安全に関する通信であつて、急を要するものを送信するために行う

他の航空局との間の通信（他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。）

十八　航空無線電話通信網を形成する航空局相互間で行う次に掲げる通信

（１）　航空機局から発する通報であつて、当該通信網内の他の航空局にあてるものの中継

（２）　当該通信網内における通信の有効な疎通を図るため必要な通信

十九　航空機局が海上移動業務の無線局との間で行う次に掲げる通信

（１）　電気通信業務の通信

（２）　航空機の航行の安全に関する通信

二十　電気通信業務を行うことを目的とする航空局が開設されていない飛行場に開設されている航空運送事業の用に供する航空局と外国

の航空機局との間の正常運航に関する通信

二十一　国又は地方公共団体の飛行場管制塔の航空局と当該飛行場内を移動する陸上移動局又は携帯局との間で行う飛行場の交通の整理

その他飛行場内の取締りに関する通信
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二十二　一の免許人に属する航空機局と当該免許人に属する海上移動業務、陸上移動業務又は携帯移動業務の無線局との間で行う当該免

許人のための急を要する通信

二十三　一の免許人に属する携帯局と当該免許人に属する海上移動業務、航空移動業務又は陸上移動業務の無線局との間で行う当該免許

人のための急を要する通信

二十四　電波の規正に関する通信

二十五　法第七十四条第一項に規定する通信の訓練のために行う通信

二十六　水防法第二十七条第二項の規定による通信

二十七　消防組織法第四十一条の規定に基づき行う通信

二十八　災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号）第十一条の規定による通信

二十九　気象業務法（昭和二十七年法律第百六十五号）第十五条の規定に基づき行う通信

三十　災害対策基本法第五十七条又は第七十九条（大規模地震対策特別措置法（昭和五十三年法律第七十三号）第二十条又は第二十六条

第一項において準用する場合を含む。）の規定による通信

三十一　携帯局と陸上移動業務の無線局との間で行う通信であつて、地方公共団体が行う次に掲げる通信及び当該通信の訓練のために行

う通信

（１）　消防組織法第一条の任務を遂行するために行う通信

（２）　消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第二条第九項の業務を遂行するために行う通信

（３）　災害対策基本法第二条第十号に掲げる計画の定めるところに従い防災上必要な業務を遂行するために行う通信（第二十六号から

前号まで並びに（１）及び（２）に掲げる通信を除く。）

三十二　治安維持の業務をつかさどる行政機関の無線局相互間で行う治安維持に関し急を要する通信であつて、総務大臣が別に告示する

もの

三十三　人命の救助又は人の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼす犯罪の捜査若しくはこれらの犯罪の現行犯人若しくは被疑者

の逮捕に関し急を要する通信（他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。）

三十四　法第百三条の六の規定による許可に基づき第一号包括免許人が運用する同条第一項第二号の無線局と当該第一号包括免許人の包

括免許に係る特定無線局の通信の相手方である無線局との間で行う通信

第七節　業務書類等

（備付けを要する業務書類）

第三十八条　法第六十条の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下

欄に掲げるとおりとする。

無線局 業務書類

一　船舶局及び船舶地球局 （一）　免許状

（二）　無線局の免許の申請書の添付書類の写し（再免許を受けた無線局にあつては、 近の再免許の申請に係

るもの並びに免許規則第十六条の三の規定により提出を省略した添付書類と同一の記載内容を有する添付書類

の写し及び同規則第十七条の規定により提出を省略した工事設計書と同一の記載内容を有する工事設計書の写

し）（１）

（三）　免許規則第十二条（同規則第二十五条第一項において準用する場合を含む。以下この表において同じ。）

の変更の申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写し（再免許を受けた無線局にあつては、 近の再免許後

における変更に係るもの）（１）

（四）　第四十三条第一項の届出書に添付した書類の写し（２）（船舶局の場合に限る。）

（五）　無線従事者選解任届の写し（２）

（六）　船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表（３）（義務船舶局等の場合に限る。）

（七）　海岸局及び特別業務の局の局名録（３）（国際航海に従事する船舶の義務船舶局等の場合に限る。）

（八）　海上移動業務及び海上移動衛星業務で使用する便覧（３）（国際通信を行う船舶局及び船舶地球局の場

合に限る。）

（九）　第四十三条第二項の届出書に添付した書類の写し（２）（船舶地球局の場合に限る。）

（十）　法第三十五条各号の措置に応じて総務大臣が別に告示する書類（２）（同条の措置をとらなければなら

ない義務船舶局等の場合に限る。）

二　海岸局及び海岸地球局 （一）　免許状

（二）　一の項の（二）及び（三）に掲げる書類（１）

（三）　一の項の（六）に掲げる書類（３）（二六・一七五ＭＨｚを超える周波数の電波を使用する海岸局にあ

つては、電気通信業務用又は港務用の海岸局の場合に限る。）

（四）　一の項の（八）に掲げる書類（３）（国際通信を行う海岸局及び海岸地球局の場合に限る。）

三　航空機局及び航空機地球

局（航空機の安全運航又は正

常運航に関する通信を行うも

のに限る。）

（一）　免許状

（二）　一の項の（二）及び（三）に掲げる書類（１）

（三）　一の項の（四）に掲げる書類（２）（航空機地球局にあつては、電気通信業務を行うことを目的とする

もの以外のものの場合に限る。）

（四）　通信憲章、通信条約及び無線通信規則並びに国際民間航空機関により採択された通信手続（２）（国際

通信を行う航空機局及び航空機地球局の場合に限る。）

（五）　一の項の（九）に掲げる書類（２）（電気通信業務を行うことを目的とする航空機地球局の場合に限る。）

四　航空局及び航空地球局

（航空機の安全運航又は正常

運航に関する通信を行うもの

に限る。）

（一）　免許状

（二）　一の項の（二）及び（三）に掲げる書類（１）

（三）　三の項の（四）に掲げる書類（２）（国際通信を行う航空局及び航空地球局の場合に限る。）

五　アマチュア局 （一）　免許状
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（二）　無線局の免許の申請書の添付書類の写し（再免許を受けた無線局にあつては、 近の再免許の申請に係

るもの）（１）（人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作

するアマチュア局（以下この項において「人工衛星等のアマチュア局」という。）の場合に限る。）

（三）　一の項の（三）に掲げる書類（１）（人工衛星等のアマチュア局の場合に限る。）

六　陸上移動局、携帯局、航

空機地球局（三の項に掲げる

航空機地球局を除く。）、携帯

移動地球局、簡易無線局及び

構内無線局

免許状

七　基幹放送局 （一）　免許状

（二）　無線局の免許の申請書の添付書類の写し（再免許を受けた無線局にあつては、 近の再免許の申請に係

るもの並びに免許規則第十六条の二の規定により無線局事項書の記載を省略した部分を有する無線局事項書

（その記載を省略した部分のみのものとする。）及び同規則第十七条の規定により提出を省略した工事設計書と

同一の記載内容を有する工事設計書の写し）（１）

（三）　一の項の（三）に掲げる書類（１）

八　遭難自動通報局、船上通

信局、無線航行移動局及び無

線標定移動局

（一）　免許状

（二）　一の項の（二）及び（三）に掲げる書類（１）

（三）　一の項の（九）に掲げる書類（２）（遭難自動通報局（携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを

除く。）及び無線航行移動局の場合に限る。）

九　その他の無線局 （一）　免許状

（二）　一の項の（二）及び（三）に掲げる書類（１）

注

一　（１）を付した書類は、免許規則第八条第二項（同規則第十二条第四項、第十五条の四第二項、第十五条の五第二項、第十五条の六第

二項及び第十九条第二項において準用する場合を含む。）の規定により総務大臣又は総合通信局長が提出書類の写しであることを証明し

たもの（同規則第八条第二項ただし書の規定により申請者に返したものとみなされた提出書類の写しに係る電磁的記録を含む。）とする。

二　（２）を付した書類及び（３）を付した書類（第六項に規定する総務大臣の認定するものを含む。）については、電磁的方法（電子的方

法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。）により記録されたものとすることができ

る。この場合においては、当該記録を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を備え付けておかなければならな

い。ただし、第七項に規定する方法による場合は、この限りでない。

三　（３）を付した書類は、無線通信規則付録第十六号に掲げる書類とする。

２　船舶局、無線航行移動局又は船舶地球局にあつては、前項の免許状は、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておかなけれ

ばならない。ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しない。

３　遭難自動通報局（携帯用位置指示無線標識のみを設置するものに限る。）、船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局、携帯移

動地球局、陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの又は移動する実験試験局（宇宙物体に開設するものを除く。）、ア

マチュア局（人工衛星に開設するものを除く。）、簡易無線局若しくは気象援助局にあつては、第一項の規定にかかわらず、その無線設備

の常置場所（ＶＳＡＴ地球局にあつては、当該ＶＳＡＴ地球局の送信の制御を行う他の一の地球局（以下「ＶＳＡＴ制御地球局」とい

う。）の無線設備の設置場所とする。）に同項の免許状を備え付けなければならない。

４　第一項の規定による無線局（船舶局、無線航行移動局及び船舶地球局を除く。）の免許状の備付けは、当該免許状をスキャナにより読

み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録をその写しとし、当該写しを無線局（前項に規定する場合にあつては、そ

の無線設備の常置場所）に備え付けた電子計算機その他の機器に必要に応じ直ちに表示させることをもつてこれに代えることができる。

５　第一項の規定により同項の表の一の項若しくは三の項に掲げる無線局に備え付けておかなければならない申請書の添付書類及び届出書

の添付書類の写しについては、当該無線局の現状を示す書類であつて総合通信局長の証明を受けたものをもつて、当該写しに代えること

ができる。免許規則第四条及び第八条の規定は、この場合における書類の様式及び証明の申請手続について準用する。

６　第一項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち、船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表並びに海岸

局及び特別業務の局の局名録で次に掲げる無線局に係るものについては、総務大臣が別に告示するところにより公表するもの又は認定す

るものをもつて、無線通信規則付録第十六号に掲げる当該書類に代えることができる。

一　国際通信を行わない海岸局

二　総トン数一、六〇〇トン未満の漁船の船舶局

三　前号に掲げる船舶局以外の船舶局で国際通信を行わないもの

四　船舶地球局

７　電子申請等（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」とい

う。）第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。

以下同じ。）により、第一項及び第五項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち次の各号に掲げるものに係る

電磁的記録を提出した無線局については、当該書類に係る電磁的記録（総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され

た当該書類に係る電磁的記録をいう。以下この項及び第九項において同じ。）を必要に応じ直ちに表示することができる方法（当該書類

に係る電磁的記録を直ちに表示することが困難又は不合理である無線局にあつては、当該書類に係る電磁的記録の内容を確認することが

できる方法として総務大臣が別に告示する方法。第九項において同じ。）をもつて、当該書類（第一号から第四号までに掲げるものにあ

つては、当該書類の写し）の備付けとすることができる。

一　無線局の免許の申請書の添付書類

二　免許規則第十二条（同規則第二十五条第一項において準用する場合を含む。）の変更の申請書の添付書類及び届出書の添付書類

三　第四十三条第一項又は第二項の届出書に添付した書類

四　無線従事者選解任届

五　無線局の現状を示す書類

８　前各項の規定にかかわらず、包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない書類は免許状（第十五条の二第二項第一号

及び第三号に掲げる無線局にあつては、免許状及び法第二十七条の六第三項の規定による届出書の写し）とし、当該包括免許に係る手続

を行う包括免許人の事務所に備え付けなければならない。この場合において、第四項の規定は、当該免許状について準用する。
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９　電子申請等により、前項の規定により包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない法第二十七条の六第三項の規定に

よる届出書に係る電磁的記録を提出した無線局については、当該届出書に係る電磁的記録を必要に応じ直ちに表示することができる方法

をもつて、当該届出書の写しの備付けとすることができる。

１０　登録局に備え付けておかなければならない書類は、前各項の規定にかかわらず、登録状とする。この場合において、第四項の規定

は、当該登録状について準用する。

１１　無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証（法第三十九条又は法第五十条の規定により船舶局無線従事者証明を要する

こととされた者については、免許証及び船舶局無線従事者証明書）を携帯していなければならない。

（時計、業務書類等の省略）

第三十八条の二　法第六十条ただし書の規定により、時計、無線業務日誌及び前条に規定する書類の全部又は一部について、その備付けを

省略できる無線局は、総務大臣が別に告示する。

２　前項の規定にかかわらず、登録局にあつては、時計及び無線業務日誌の備付けを省略することができる。

第三十八条の三　法第六十条の規定により無線局に備え付けなければならない無線業務日誌又は第三十八条に規定する書類であつて、当該

無線局に備え付けておくことが困難であるか又は不合理であるものについては、総務大臣が別に指定する場所（登録局にあつては、登録

人の住所）に備え付けておくことができる。この場合において、同条第四項の規定は、この項の規定により総務大臣が別に指定する場所

に備え付ける免許状又は登録状について準用する。

２　前項の場合において、総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要がないと認めるものについては、同一の免許人等に属する一の無線局に

備え付けたものを共用することができる。

３　前項の規定は、二以上の無線局が無線設備を共用している場合の当該無線局に備え付けなければならない時計、無線業務日誌又は第三

十八条に規定する書類（次項において「時計等」という。）について準用する。

４　同一の船舶又は航空機を設置場所とする二以上の無線局において当該無線局に備え付けなければならない時計等であつて総務大臣が無

線局ごとに備え付ける必要がないと認めるものについては、いずれかの無線局に備え付けたものを共用することができる。

５　前各項の無線局その他必要な事項は、総務大臣が別に告示する。

（機能試験の記録）

第三十八条の四　遭難自動通報設備を備える無線局の免許人は、運用規則第八条の二の規定により当該設備の機能試験をしたときは、実施

の日及び試験の結果に関する記録を作成し、当該試験をした日から二年間、これを保存しなければならない。

（無線局検査結果通知書等）

第三十九条　総務大臣又は総合通信局長は、法第十条第一項、法第十八条第一項又は法第七十三条第一項本文、同項ただし書、第五項若し

くは第六項の規定による検査を行い又はその職員に行わせたとき（法第十条第二項、法第十八条第二項又は法第七十三条第四項の規定に

より検査の一部を省略したときを含む。）は、当該検査の結果に関する事項を別表第四号に定める様式の無線局検査結果通知書により免

許人等又は予備免許を受けた者に通知するものとする。

２　法第七十三条第三項の規定により検査を省略したときは、その旨を別表第四号の二に定める様式の無線局検査省略通知書により免許人

に通知するものとする。

３　免許人等は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務

大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。

（無線業務日誌）

第四十条　法第六十条に規定する無線業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長

において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。

一　海上移動業務、航空移動業務若しくは無線標識業務を行う無線局（船舶局又は航空機局と交信しない無線局及び船上通信局を除く。）

又は海上移動衛星業務若しくは航空移動衛星業務を行う無線局（航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。）

（１）　無線従事者（主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者を含む。次条において同じ。）の氏名、資格及び服務方法

（変更のあつたときに限る。）

（２）　通信のたびごとに次の事項（船舶局、航空機局、船舶地球局及び航空機地球局にあつては、遭難通信、緊急通信、安全通信その

他無線局の運用上重要な通信に関するものに限る。）

（一）　通信の開始及び終了の時刻

（二）　相手局の識別信号（国籍、無線局の名称又は機器の装置場所等を併せて記載することができる。）

（三）　自局及び相手局の使用電波の型式及び周波数

（四）　使用した空中線電力（正確な電力の測定が困難なときは、推定の電力を記載すること。）

（五）　通信事項の区別及び通信事項別通信時間（通数のあるものについては、その通数を併せて記載すること。）

（六）　相手局から通知をうけた事項の概要

（七）　遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信の概要（遭難通信については、その全文）並びにこれ

に対する措置の内容

（八）　空電、混信、受信、感度の減退等の通信状態

（３）　発射電波の周波数の偏差を測定したときは、その結果及び許容偏差を超える偏差があるときは、その措置の内容

（４）　機器の故障の事実、原因及びこれに対する措置の内容

（５）　電波の規正について指示を受けたときは、その事実及び措置の内容

（６）　法第八十条第二号の場合は、その事実

（７）　その他参考となる事項

二　基幹放送局

（１）　前号の（１）及び（３）から（５）までに掲げる事項

（２）　使用電波の周波数別の放送の開始及び終了の時刻（短波放送を行う基幹放送局の場合に限る。）

（３）　運用規則第百三十八条の二の規定により緊急警報信号を使用して放送したときは、そのたびごとにその事実（受信障害対策中継

放送又は同一人に属する他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う基幹放送局の場合を除き、緊急警報信号発

生装置をその業務に用いる者に限る。）

（４）　予備送信機又は予備空中線を使用した場合は、その時間

（５）　運用許容時間中において任意に放送を休止した時間

（６）　放送が中断された時間
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（７）　遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行つたときは、そのたびごとにその通信の概要及びこ

れに対する措置の内容

（８）　その他参考となる事項

三　非常局

（１）　第一号（１）に掲げる事項

（２）　法第七十四条第一項に規定する通信の実施状況の詳細及びこれに対する措置の内容

（３）　空電、混信、受信感度の減退等の通信状態

（４）　第一号（３）から（６）までに掲げる事項

（５）　その他参考となる事項

２　次の各号の無線局の無線業務日誌には、前項第一号又は第三号に掲げる事項（同項ただし書の規定により省略した事項を除く。）のほ

か、それぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認

めた場合は、記載事項の一部を省略することができる。

一　海岸局

（１）　時計を標準時に合わせたときは、その事実及び時計の遅速

（２）　船舶の位置、方向その他船舶の安全に関する事項の通信であつて船舶局から受信したものの概要

一の二　海岸地球局

前号の（１）に掲げる事項

二　船舶局

（１）　第一号の（１）に掲げる事項

（２）　船舶の位置、方向、気象状況その他船舶の安全に関する事項の通信の概要

（３）　自局の船舶の航程（発着又は寄港その他の立ち寄り先の時刻及び地名等を記載すること。）

（４）　自局の船舶の航行中正午及び午後八時におけるその船舶の位置

（５）　運用規則第六条及び第七条に規定する機能試験の結果の詳細

（６）　法第八十条第三号の場合は、その事項及び措置の内容

（７）　送受信装置の電源用蓄電池の維持及び試験の結果の詳細（電源用蓄電池を充電したときは、その時間、充電電流及び充電前後の

電圧の記載を含むものとする。）

（８）　レーダーの維持の概要及びその機能上又は操作上に現れた特異現象の詳細

二の二　船舶地球局

（１）　第一号の（１）並びに前号の（３）、（６）及び（７）に掲げる事項

（２）　運用規則第六条に規定する機能試験の結果の詳細

三　航空局

（１）　法第七十条の四の規定による聴守周波数

（２）　第一号の（１）に掲げる事項

三の二　航空地球局（航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。）

第一号の（１）に掲げる事項

四　航空機局

（１）　第三号の（１）に掲げる事項

（２）　第二号の（６）に掲げる事項

（３）　第二号の（８）に掲げる事項

四の二　航空機地球局（航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。）

第二号の（６）に掲げる事項

３　前二項に規定する時刻は、次に掲げる区別によるものとする。

一　船舶局、航空機局、船舶地球局、航空機地球局又は国際通信を行う航空局においては、協定世界時（国際航海に従事しない船舶の船

舶局若しくは船舶地球局又は国際航空に従事しない航空機の航空機局若しくは航空機地球局であつて、協定世界時によることが不便で

あるものにおいては、中央標準時によるものとし、その旨表示すること。）

二　前号以外の無線局においては、中央標準時

４　使用を終つた無線業務日誌は、使用を終つた日から二年間保存しなければならない。

（航空機局等に係る無線局の基準適合性の確認間隔）

第四十条の二　法第七十条の五の二第二項第一号の総務省令で定める時期は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に

定めるとおりとする。

一　航空機局

ア　無線従事者の資格及び員数　一年

イ　法第六十条に規定する時計及び備付書類　一年

ウ　無線設備

（ア）　無線局事項書及び工事設計書に記載された内容と実装との照合　一年

（イ）　電気的特性の点検　五年

（ウ）　総合試験

Ａ　ＡＴＣトランスポンダ　二年

Ｂ　航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機（個体識別コードの確認に限る。）　一年

Ｃ　その他　五年

二　航空機地球局　二年

（軽微な変更）

第四十条の三　法第七十条の五の二第三項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、別表第四号の三のとおりとする。

（無線設備等の点検その他の保守の実施状況の報告）

第四十条の四　法第七十条の五の二第六項の規定による報告は、前年四月一日（法第七十条の五の二第一項の認定を受けた年度にあつて

は、当該認定を受けた日）から当年三月三十一日までの点検その他の保守の実施状況について、毎年六月末日までに、別表第四号の四の

様式による報告書一通及びその写し二通を総務大臣に提出して行うものとする。
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第四十一条　削除

（非常時運用人に対する説明）

第四十一条の二　法第七十条の七第一項の規定により無線局を自己以外の者に運用させる免許人等は、あらかじめ、非常時運用人に対し、

当該無線局の免許状又は法第二十七条の二十五第一項の登録状に記載された事項、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防

止するために必要な措置に関する契約の内容（当該契約を締結している場合に限る。）、当該無線局の適正な運用の方法並びに非常時運用

人が遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容を説明しなければならない。

（非常時運用人に対する監督）

第四十一条の二の二　法第七十条の七第二項に規定する免許人等は、次に掲げる場合には、遅滞なく、非常時運用人に対し、報告させなけ

ればならない。

一　非常時運用人が非常通信を行つたとき。

二　非常時運用人が法又は法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。

三　非常時運用人が法又は法に基づく命令に基づく処分を受けたとき。

２　前項の規定によるほか、法第七十条の七第二項に規定する免許人等は、非常時運用人に運用させた無線局の適正な運用を確保するため

に必要があるときは、非常時運用人に対し当該無線局の運用の状況を報告させ、非常時運用人による当該無線局の運用を停止し、その他

必要な措置を講じなければならない。

（免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局）

第四十一条の二の三　法第七十条の八第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

一　フェムトセル基地局

二　特定陸上移動中継局

（免許人以外の者に特定の無線局の簡易な操作による運用を行わせる場合における準用等）

第四十一条の二の四　第四十一条の二の規定は、法第七十条の八第一項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせる免許人につい

て準用する。この場合において、第四十一条の二中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、「免許状又は法第二十七条の

二十五第一項の登録状」とあるのは「免許状」と読み替えるものとする。

２　第四十一条の二の二の規定は、法第七十条の八第一項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人について準用する。

この場合において、第四十一条の二の二中「非常時運用人」とあるのは、「当該自己以外の者」と読み替えるものとする。

３　法第七十条の八第一項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人は、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨

害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、当該自己以外の者において当該措置が講じられるよう適切な措置を

講じなければならない。

（登録局を自己以外の者に運用させる場合における準用）

第四十一条の二の五　第四十一条の二の規定は、法第七十条の九第一項の規定により登録局を自己以外の者に運用させる登録人について準

用する。この場合において、第四十一条の二中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、「無線局の免許状又は」とあるの

は「登録局の」と、「無線局の適正」とあるのは「登録局の適正」と読み替えるものとする。

２　第四十一条の二の二及び前条第三項の規定は、法第七十条の九第一項の規定により登録局を自己以外の者に運用させた登録人について

準用する。この場合において、第四十一条の二の二第一項中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、同条第二項中「非常

時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、「無線局の」とあるのは「登録局の」と読み替えるものとする。

（定期検査を行わない無線局）

第四十一条の二の六　法第七十三条第一項の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。

一　固定局であつて、次に掲げるもの

（１）　単一通信路のもの

（２）　多重通信路のもののうち、設備規則第四十九条の二十二の二、第五十七条の二の二、第五十七条の三の二又は第五十八条の二の

十二においてその無線設備の条件が定められているもの

二　地上基幹放送局であつて、次に掲げるもの

（１）　受信障害対策中継放送（超短波放送（デジタル放送を除く。）に係るものに限る。）を行うものであつて、空中線電力が〇・二五

ワット以下のもの

（２）　四七〇ＭＨｚを超え七一〇ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用するテレビジョン放送を行うものであつて、空中線電力が〇・〇五

ワット以下のもの

三　地上基幹放送試験局

三の二　地上一般放送局（エリア放送を行うものに限る。）

四　基地局（空中線電力が一ワット以下のものに限る。）

五　携帯基地局（空中線電力が一ワット以下のものに限る。）

六　無線呼出局（電気通信業務を行うことを目的として開設するものであつて空中線電力が一ワットを超えるものを除く。）

七　陸上移動中継局（空中線電力が一ワット以下のものに限る。）

八　船舶局であつて、次に掲げるいずれかの無線設備のみを設置するもの

（１）　Ｆ二Ｂ電波又はＦ三Ｅ電波一五六ＭＨｚから一五七・四五ＭＨｚまでの周波数を使用する空中線電力五ワット以下の携帯して使

用するための無線設備

（２）　簡易型船舶自動識別装置（（１）に掲げる無線設備と併せて設置する場合を含む。）

（３）　（１）又は（２）に掲げる無線設備及び第十三号のレーダー

（４）　（１）又は（２）に掲げる無線設備及び船上通信設備

九　遭難自動通報局であつて、携帯用位置指示無線標識のみを設置するもの

十　船上通信局

十一　陸上移動局

十二　携帯局

十三　無線航行移動局（総務大臣が別に告示するレーダーのみのものに限る。）

十四　無線標定陸上局（四二六・〇ＭＨｚ、一〇・五二五ＧＨｚ、一三・四一二五ＧＨｚ、二四・二ＧＨｚ又は三五・九八ＧＨｚの周波

数の電波を使用するものに限る。）

十五　無線標定移動局

十六　地球局（ＶＳＡＴ地球局に限る。）
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十七　船舶地球局（簡易型船舶自動識別装置のみを設置するものに限る。）

十八　航空機地球局（航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。）

十九　携帯移動地球局

二十　実験試験局

二十一　実用化試験局（基幹放送を行うものであつて人工衛星に開設するものを除く。）

二十二　アマチュア局

二十三　簡易無線局

二十四　構内無線局（空中線電力が一ワットを超えるものを除く。）

二十五　気象援助局

二十六　特別業務の局（道路交通情報通信を行う無線局及びアマチュア局に対する広報を送信する無線局に限る。）

（定期検査の実施時期）

第四十一条の三　無線局の免許（再免許を除く。）の日（包括免許に係る特定無線局（第十五条の二第二項第一号及び第三号に掲げるもの

に限る。）にあつては、当該特定無線局を開設した日）以後 初に行う定期検査の時期は、総務大臣又は総合通信局長が指定した時期と

する。

第四十一条の四　法第七十三条第一項の総務省令で定める時期は、別表第五号において無線局ごとに定める期間を経過した日の前後三月を

超えない時期とする。ただし、免許人の申出により、その時期以外の時期に定期検査を行うことが適当であると認めて、総務大臣又は総

合通信局長が定期検査を行う時期を別に定めたときは、この限りでない。

（検査を省略する場合）

第四十一条の五　法第七十三条第三項の規定により、免許人から提出された別表第五号の二の様式による無線設備等の検査結果を記載した

書類（以下「検査実施報告書」という。）及び検査実施報告書に添付された同項に規定する証明書（以下「検査結果証明書」という。）が

適正なものであつて、かつ、検査（点検である部分に限る。）を行った日から起算して三箇月以内に提出された場合は、法第七十三条第

一項の検査を省略する。

（検査の一部を省略する場合）

第四十一条の六　法第十条第二項、第十八条第二項又は第七十三条第四項の規定により、免許人又は予備免許を受けた者から提出された別

表第五号の三の様式による無線設備等の点検結果を記載した書類（以下「無線設備等の点検実施報告書」という。）が適正なものであつ

て、かつ、点検を実施した日から起算して三箇月以内に提出された場合は、法第十条第一項、第十八条第一項又は第七十三条第一項の検

査の一部を省略する。

（人工衛星局の無線設備の設置場所の変更命令を受けた免許人の報告）

第四十二条　法第七十一条第一項の規定により人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、同条第六項の規定により

報告するときは、措置を講じた無線局の免許番号及び講じた措置の具体的内容を記載した文書を添付しなければならない。

（無線局の免許の取消猶予の勘案事項）

第四十二条の二　法第七十五条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一　法第五条第一項第四号又は第四項第二号若しくは第三号に該当することとならないようにするために必要な期間

二　法第五条第一項第四号又は第四項第二号若しくは第三号に該当することとなつた免許人において、過去に法第七十五条第二項の規定

により当該免許人の免許を取り消さないこととされたことがあるか否かの別

第四十二条の三　法第七十六条の二の二の総務省令で定める場合は、五・二ＧＨｚ帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継

局が増加することにより人工衛星局の運用に影響を与えるおそれがあると認められ、かつ、総務大臣が別に告示する条件に適合する場合

とする。

（電波の発射の防止）

第四十二条の四　法第七十八条（法第四条の二第五項において準用する場合を含む。）の総務省令で定める電波の発射を防止するために必

要な措置は、次の表の上欄に掲げる無線局の無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、当該無線設備

のうち、設置場所（移動する無線局にあつては、移動範囲又は常置場所）、利用方法その他の事情により当該措置を行うことが困難なも

のであつて総務大臣が別に告示するものについては、同表の下段に掲げる措置に代え、別に告示する措置によることができる。

無線設備 必要な措置

一　携帯用位置指示無線標識、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助

用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置、設備規則第

四十五条の三の五に規定する無線設備、航空機用救命無線機及び航空機

用携帯無線機

電池を取り外すこと。

二　固定局、基幹放送局及び地上一般放送局の無線設備 空中線を撤去すること（空中線を撤去することが困難な場合にあつ

ては、送信機、給電線又は電源設備を撤去すること。）。

三　人工衛星局その他の宇宙局（宇宙物体に開設する実験試験局を含

む。以下同じ。）の無線設備

当該無線設備に対する遠隔指令の送信ができないよう措置を講じる

こと。

四　特定無線局（法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに

限る。）の無線設備

空中線を撤去すること又は当該特定無線局の通信の相手方である無

線局の無線設備から当該通信に係る空中線若しくは変調部を撤去す

ること。

五　法第四条の二第二項の届出に係る無線設備 無線設備を回収し、かつ、当該無線設備が法第四条の規定に違反し

て開設されることのないよう管理すること。

六　その他の無線設備 空中線を撤去すること。

（報告等）

第四十二条の五　免許人等は、法第八十条各号の場合は、できる限りすみやかに、文書によつて、総務大臣又は総合通信局長に報告しなけ

ればならない。この場合において、遭難通信及び緊急通信にあつては、当該通報を発信したとき又は遭難通信を宰領したときに限り、安

全通信にあつては、総務大臣が別に告示する簡易な手続により、当該通報の発信に関し、報告するものとする。

第四十二条の六　法第八十条の二の総務省令で定めるものは、日本放送協会とする。

第四十二条の七　法第八十条の二の規定による報告は、別表第五号の四の様式により作成し、毎事業年度経過後三月以内に、当該様式によ

る報告書一通及びその写し二通を当該報告を行う基幹放送局の免許人の放送対象地域を管轄する総合通信局長を経由して総務大臣に提出

して行わなければならない。

39



第四十二条の八　法第八十条の二の総務省令で定める期間は、免許人の事業年度とする。

第四十二条の九　法第八十条の二第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一　外国人等直接保有議決権割合（法第五条第四項第三号に規定する外国人等直接保有議決権割合をいう。以下同じ。）又は外国人等直

接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合（同号に規定する外国人等間接保有議決権割合をいう。）とを合計した割合（別表第

五号の四において「外国人等保有議決権割合」という。）に変更がない場合であつて、免許規則別表第二号第１の注３１に基づき添付

する議決権の総数又は外資議決権比率に関する事項の様式の内容に変更があつたときにおける当該変更内容（法第九条第五項又は法第

十七条第二項の規定により変更の届出を行つているものを除く。）

二　過去五年以内に法第七十五条第二項の規定により免許を取り消さないこととされた基幹放送局にあつては、法第五条第一項第四号又

は第四項第二号若しくは第三号に再び該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況

（記載事項等の変更）

第四十三条　船舶局、航空機局、船舶地球局（電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。）又は航空機地球局（電気通信業務を行

うことを目的とするものを除く。）の免許人は、法第六条第三項、第四項、第五項又は第六項に規定する事項に変更があつたときは、速

やかにその旨を文書によつて、総合通信局長に届け出なければならない。

２　遭難自動通報局（携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。）、無線航行移動局、船舶地球局（電気通信業務を行うことを目

的とするものに限る。）又は航空機地球局（電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。）の免許人は、その無線局の無線設備の設

置場所である船舶又は航空機の所有者又は主たる停泊港若しくは定置場に変更があつたときは、速やかにその旨を文書によつて、総合通

信局長に届け出なければならない。

３　移動する無線局（前二項に規定する無線局を除く。）の免許人又は特定無線局の包括免許人は、その住所（宇宙局及び包括免許に係る

特定無線局であつて、その通信の相手方が人工衛星局であるものの場合に限る。）又はその局の無線設備の常置場所若しくはその局の包

括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所の所在地を変更したときは、できる限り速やかに、その旨を文書によつて、総務大臣又は総

合通信局長に届け出なければならない。

４　社団（公益社団法人その他これに準ずるものであつて、総務大臣が認めるものを除く。）であるアマチュア局の免許人は、その定款又

は理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。

５　前各項の規定による届出書の様式は、別表第五号の五のとおりとする。

６　第一項から第三項までの規定による届出をしようとするときは、免許規則第四条又は第二十条の六第一項に定める無線局事項書を添付

しなければならない。

７　第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出が所有者の変更に係るものであるときは、変更後の所有者

と免許人との関係を証する書面を添付しなければならない。

８　第四項の規定による届出をしようとするときは、免許規則第五条第二項第一号又は第三号に掲げる事項を記載した書類を添付しなけれ

ばならない。

（事業計画の変更等）

第四十三条の二　基幹放送局の免許人は、法第九条第五項又は法第十七条第二項の規定により法第六条第二項第四号に規定する事業計画の

変更を届け出るときは、別表第五号の六の様式によつて行うものとする。

２　基幹放送局の免許人（日本放送協会、放送大学学園、受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の免許を受けた者及び臨時目的放送を専

ら行う放送事業者を除く。）は、基幹放送の業務を行う事業又は放送法第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務の提供を行う事

業の決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。

３　前項の規定により報告するときは、別表第五号の七の様式によつて行うものとする。

４　第二項の報告は、前項の規定にかかわらず、計算書類の提出をもつてこれに替えることができる。

（非常局の無線設備の機能試験の免除）

第四十三条の三　運用規則第九条ただし書の規定により、非常局の無線設備の機能試験の免除を受けようとする免許人は、別表第五号の八

の様式による申請書を総合通信局長に提出しなければならない。

２　総合通信局長は、前項の申請があつた場合において、無線設備の機能試験を免除することが相当と認めるときは、申請者に対しその旨

を通知する。

（船舶局無線従事者証明の効力を確認するための書類）

第四十三条の四　法第八十一条の二第二項の総務省令で定める書類は、次のいずれかのものとする。

一　船員法施行規則（昭和二十二年運輸省令第二十三号）第三十九条の規定により地方運輸局長の証明した船員手帳記載事項証明書

二　海岸局又は船舶局の免許人の証明した経歴証明書

三　法第四十八条の三第一号の訓練の課程を修了したことを証する書類

四　前各号のほか、これらに準ずる書類であつて総務大臣が別に告示するもの

２　前項の書類の提出期限は、その提出を求めた日から起算して三月を経過した日とする。

（電磁的方法により記録することができる書類）

第四十三条の五　免許人は、次の各号に掲げる書類については、電磁的方法により記録することができる。この場合においては、当該記録

を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに作成、表示及び書面への印刷ができなければならない。

一　第三十八条の四の規定に基づき作成する遭難自動通報設備の機能試験の実施の日及び試験結果の記録

二　第四十条第一項から第三項までの規定に基づき記載する無線業務日誌

２　前項第二号の無線業務日誌に記録する事項のうち、第四十条第一項第一号（２）（（四）を除く。）及び（５）、同条第二項第一号（２）

並びに同項第二号（２）に掲げる事項については、音声により記録することができる。この場合においては、前項後段の規定にかかわら

ず、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて再生できなければならない。

（監視制御機能及び保守運用体制に係る対策に関する確認等）

第四十三条の六　運用規則第百三十七条の二第一項に規定する基地局の免許人は、同項各号に規定する監視制御機能及び保守運用体制に係

る対策を講じていることについて、当該免許人に属する基地局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局長（以下この条において「所

轄総合通信局長」という。）に確認を求めることができる。

２　前項の確認を受けようとする者は、別表第五号の九の様式による申請書を所轄総合通信局長に提出しなければならない。

３　所轄総合通信局長は、前項の申請があつた場合において、監視制御機能及び保守運用体制に係る対策が講じられていると確認したとき

は、申請者に対して確認書を交付する。

４　前項の確認書の交付を受けた者は、その確認に係る監視制御機能又は保守運用体制に係る対策を変更した場合には、前項の確認書を所

轄総合通信局長に返納し、又は返納の上改めて第二項の申請書を所轄総合通信局長に提出しなければならない。
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５　所轄総合通信局長は、第三項の確認書の交付を受けた者からその確認に係る監視制御機能及び保守運用体制が確認されたとおりに維持

されていること並びに当該保守運用の結果について報告を求めることができる。

６　所轄総合通信局長は、第三項の確認書の交付を受けた者がその確認に係る監視制御機能又は保守運用体制に係る対策を講じなくなつた

と認めるときは、当該確認を取り消すことができる。

７　前項の規定により第一項の確認が取り消された者は、速やかに第三項の確認書を所轄総合通信局長に返納しなければならない。

８　前各項の規定は、運用規則第百三十七条の二第二項に規定する基地局について準用する。この場合において、第一項中「運用規則第百

三十七条の二第一項」とあるのは「運用規則第百三十七条の二第二項」と、「同項各号に」とあるのは「同項において準用する同条第一

項各号に」と読み替えるものとする。

第三章　高周波利用設備

第一節　通則

（通信設備）

第四十四条　法第百条第一項第一号の規定による許可を要しない通信設備は、次に掲げるものとする。

一　電力線搬送通信設備（電力線に一〇ｋＨｚ以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備をいう。以下同じ。）であつて、次に掲げる

もの

（１）　定格電圧六〇〇ボルト以下及び定格周波数五〇ヘルツ若しくは六〇ヘルツの単相交流若しくは三相交流を通ずる電力線を使用す

るもの又は直流を通ずる電力線を使用するもの（鋼船（鋼製の船舶をいう。以下同じ。）内で使用するものに限る。）であつて、その

型式について総務大臣の指定を受けたもの

（２）　受信のみを目的とするもの

二　誘導式通信設備（線路に一〇ｋＨｚ以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備をいう。以下同

じ。）であつて、次に掲げるもの

（１）　線路から λ／２ π（λ は搬送波の波長をメートルで表したものとし、π は円周率とする。）の距離における電界強度が毎メー

トル一五マイクロボルト以下のもの

（２）　誘導式読み書き通信設備（一三・五六ＭＨｚの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備をいう。以下同

じ。）であつて、その設備から三メートルの距離における電界強度が毎メートル五〇〇マイクロボルト以下のもの

（３）　誘導式読み書き通信設備であつて、その型式について総務大臣の指定を受けたもの

２　前項第一号の（１）の総務大臣の指定は、次に掲げる区分ごとに行う。

一　一〇ｋＨｚから四五〇ｋＨｚまでの周波数の搬送波を使用する次に掲げる電力線搬送通信設備（定格電圧一〇〇ボルト又は二〇〇ボ

ルト及び定格周波数五〇ヘルツ又は六〇ヘルツの単相交流を通ずる電力線を使用するものに限る。）

（１）　搬送式インターホン（音声信号を送信し、及び受信するものをいう。以下同じ。）

（２）　一般搬送式デジタル伝送装置（デジタル信号を送信し、及び受信するものであつて、四〇デシベル以上の減衰量を有するブロッ

キングフィルタにより他の通信に混信を与えないような措置が講じられた電力線又は他への分岐がない電力線を使用するものをい

う。以下同じ。）

（３）　特別搬送式デジタル伝送装置（デジタル信号を送信し、及び受信するものであつて、使用する電力線に制限がないものをいう。

以下同じ。）

二　事業用電気工作物（電気事業法第三十八条第二項に規定する事業用電気工作物をいう。）として維持され、及び運用される電線路と

直接に電気的に接続され引込口において設置される分電盤から負荷側又は鋼船内に設置された配電盤から負荷側において、二ＭＨｚか

ら三〇ＭＨｚまでの周波数の搬送波により信号を送信し、及び受信する電力線搬送通信設備（以下「広帯域電力線搬送通信設備」とい

う。）であつて、次に掲げるもの

（１）　屋内広帯域電力線搬送通信設備（屋内（鋼船内を含む。）及び総務大臣が別に告示する場合においてのみ使用する広帯域電力線

搬送通信設備をいう。以下同じ。）

（２）　コンセント（家屋の屋外に面する部分に設置されたコンセントであつて、屋内電気配線と直接に電気的に接続されたものに限

る。）に直接接続される屋外の電力線又はこの電力線の状態と同様の電力線（屋内電気配線と直接に電気的に接続されたものに限る

。）を使用し、かつ、屋内の電力線を使用する広帯域電力線搬送通信設備

（通信設備以外の許可を要する設備）

第四十五条　法第百条第一項第二号の規定による許可を要する高周波電流を利用する設備を次のとおり定める。

一　医療用設備（高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを医療のために用いるものであつて、五〇ワットを超える高周波出

力を使用するものをいう。以下同じ。）

二　工業用加熱設備（高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを木材及び合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融、金属の加熱、

真空管の排気等工業生産のために用いるものであつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するものをいう。以下同じ。）

三　各種設備（高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱若しくは電離等の目的に用いる設備であつて、五〇ワットを超える高周波

出力を使用するもの（前二号に該当するもの、総務大臣が型式について指定した超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電

磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械、無電極放電ランプ、一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置（電気

自動車（電気を動力源の全部又は一部として用いる自動車をいう。）に搭載された蓄電池に対して給電できる非接触型の設備であつて、

鉄道のレールから五メートル以上離れた位置に設置するものをいう。以下同じ。）並びに第四十六条の七に規定する型式確認を行つた

電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器を除く。）をいう。以下同じ。）

（許可を要しない変更の工事）

第四十五条の二　法第百条第五項において準用する法第十七条第三項において準用する法第九条第一項ただし書の規定により許可を要しな

い高周波利用設備の変更の工事は、別表第六号のとおりとする。

（準用規定）

第四十五条の二の二　第三十二条の九の二の規定は、法第百条第五項において準用する法第三十八条の二第一項の規定による申出について

準用する。

（備付けを要する書類）

第四十五条の三　法第百条第一項の規定による許可を受けた者は、次に掲げる書類を当該設備の設置場所（移動する設備の場合にあつては

その常置場所）に備え付けておかなければならない。

一　高周波利用設備の許可状
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二　高周波利用設備の許可の申請書の添付書類並びに免許規則第二十九条第一項の変更の申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写し

（免許規則第二十六条第四項（免許規則第二十九条第二項において準用する場合を含む。）の規定により総合通信局長が提出書類の写し

であることを証明したものとする。）

２　前項の規定による高周波利用設備の許可状の備付けは、当該許可状をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成

した電磁的記録をその写しとし、当該写しを設備の設置場所に備え付けた電子計算機その他の機器に必要に応じ直ちに表示させることを

もつてこれに代えることができる。

３　第一項の規定により備え付けておかなければならない申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写しについては、高周波利用設備の現

状を示す書類であつて、総合通信局長の証明を受けたものをもつて、当該写しに代えることができる。免許規則第二十六条第一項、第二

項及び第四項の規定は、この場合における書類の様式及び証明の申請手続について準用する。

４　第三十八条第七項（各号を除く。）の規定は、電子申請等により第一項第二号に規定する添付書類又は前項の書類の電磁的記録を提出

した高周波利用設備に準用する。この場合において、同条第七項中「第一項及び第五項の規定により無線局に備え付けておかなければな

らない書類のうち次の各号に掲げるもの」とあるのは「第四十五条の三第一項第二号に規定する添付書類又は同条第三項の書類」と、「し

た無線局」とあるのは「した高周波利用設備」と、「である無線局」とあるのは「である高周波利用設備」と、「第一号から第四号まで」

とあるのは「第四十五条の三第一項第二号」と読み替えるものとする。

第二節　総務大臣による型式の指定

（指定の申請）

第四十六条　第四十四条第一項第一号の（１）及び第二号の（３）並びに第四十五条第三号の総務大臣の指定を受けようとする者（指定を

受けようとする設備の製造業者又は輸入業者（以下「製造業者等」という。）に限る。）は、申請書に、次の各号の区別に従い、当該各号

に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。

一　搬送式インターホン

（１）　型式名

（２）　接続図

（３）　外観（図面及び写真で示すものとする。）

（４）　通信路数及び伝送の型式

（５）　搬送波出力の定格値及び測定値

（６）　次に掲げる事項の設計値及び測定値

（一）　搬送波の周波数

（二）　漏えい電界強度

（三）　設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度

二　一般搬送式デジタル伝送装置

（１）　前号の（１）から（３）までに掲げる事項

（２）　搬送波の変調方式

（３）　搬送波出力又は一〇ｋＨｚの帯域幅における搬送波出力（以下「一〇ｋＨｚ幅の搬送波出力」という。）の定格値及び測定値

（４）　次に掲げる事項の設計値及び測定値

（一）　前号の（６）の（二）及び（三）に掲げる事項

（二）　搬送波の周波数（搬送波の変調の方式がスペクトル拡散方式のものにあつては、搬送波が拡散される周波数の範囲（以下「拡

散範囲」という。）とする。）

三　特別搬送式デジタル伝送装置

（１）　第一号の（１）から（３）まで並びに前号の（２）及び（３）に掲げる事項

（２）　高周波電流の送信に関する機能

（３）　次に掲げる事項の設計値及び測定値

（一）　第一号の（６）の（二）及び（三）並びに前号の（４）の（二）に掲げる事項

（二）　 大送信時間

四　広帯域電力線搬送通信設備

（１）　第一号の（１）から（３）までに掲げる事項

（２）　次に掲げる事項の設計値及び測定値

（一）　第二号の（４）の（二）に掲げる事項

（二）　伝導妨害波の電流及び電圧

（三）　放射妨害波の電界強度

（３）　屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、その旨

五　誘導式読み書き通信設備

（１）　第一号の（１）から（３）までに掲げる事項

（２）　電波の強度に対する安全施設の状況

（３）　次に掲げる事項の設計値及び測定値

（一）　第一号の（６）の（一）及び（二）に掲げる事項

（二）　高調波及び低調波による高周波出力

六　超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー

（１）　第一号の（１）及び（２）に掲げる事項

（２）　外観及び構造（図面及び写真で示すものとする。）

（３）　発振の方式

（４）　振動子の種類及び型名

（５）　高周波出力の定格値及び測定値

（６）　次に掲げる事項の設計値及び測定値

（一）　利用する周波数（以下「利用周波数」という。）及び周波数変動幅

（二）　電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度

七　電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械

（１）　第一号の（１）及び（２）並びに前号の（２）、（３）及び（５）に掲げる事項
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（２）　次に掲げる事項の設計値及び測定値

（一）　利用周波数及び周波数変動幅

（二）　利用周波数による発射及びスプリアス発射の漏えい電界強度

八　無電極放電ランプ

（１）　第一号の（１）及び（２）並びに第六号の（２）、（３）及び（５）に掲げる事項

（２）　次に掲げる事項の設計値及び測定値

（一）　利用周波数及び周波数変動幅

（二）　妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度

九　一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置

（１）　第一号の（１）及び（２）、第五号の（２）並びに第六号の（２）及び（５）に掲げる事項

（２）　電力伝送の方式

（３）　次に掲げる事項の設計値及び測定値

（一）　利用周波数

（二）　電源端子における妨害波電圧

（三）　利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度

（四）　送信を許容する 大伝送距離

（五）　送信を許容する 大水平位置移動可能距離

２　前項の申請書及び添附書類の様式その他申請に関し必要な事項は、総務大臣が告示で定める。

（指定）

第四十六条の二　総務大臣は、前条の規定による申請があつた場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合してい

るものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。

一　搬送式インターホン

（１）　単一通信路であること。

（２）　伝送の型式が電話（連絡設定を確保するための信号を含む。）であること。

（３）　搬送波出力の定格値が五〇ミリワット以下であり、かつ、動作状態における搬送波出力の 大値が定格値の一二〇パーセントを

超えないこと。

（４）　搬送波の周波数が一〇ｋＨｚから四五〇ｋＨｚまでの範囲にあること。

（５）　設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度が搬送波出力より四〇デシベル以上低いこと。

（６）　設備からの漏えい電界強度が当該設備から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。

（一）　一〇ｋＨｚから四五〇ｋＨｚまでの周波数において毎メートル三〇〇マイクロボルト

（二）　五二六・五ｋＨｚから一、六〇六・五ｋＨｚまでの周波数において毎メートル三〇マイクロボルト

（三）　（一）及び（二）に掲げる周波数以外の周波数において毎メートル一〇〇マイクロボルト

（７）　その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないこと。

二　一般搬送式デジタル伝送装置

（１）　搬送波出力は、次のとおりであること。

（一）　搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、一〇ｋＨｚ幅の搬送波出力の定格値が一〇ミリワット以下（拡散範囲が一

〇ｋＨｚから二〇〇ｋＨｚまでのものは、三〇ミリワット以下）であり、かつ、動作状態における一〇ｋＨｚ幅の搬送波出力の

大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。

（二）　スペクトル拡散方式以外の変調方式のものは、搬送波出力の定格値が一〇〇ミリワット以下であり、かつ、動作状態における

搬送波出力の 大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。

（２）　搬送波の周波数が一〇ｋＨｚから四五〇ｋＨｚまでの範囲にあり、また、搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡

散範囲が一〇ｋＨｚから四五〇ｋＨｚまでの範囲にあること。

（３）　設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度は、次のとおりであること。

（一）　搬送波の変調方式が振幅変調、周波数変調又は位相変調のものは、スプリアス発射の強度が搬送波出力より四三デシベル以上

低いこと。

（二）　（一）に規定する搬送波の変調方式以外の変調方式のものは、その設備の出力端子に誘起する高周波電圧（総務大臣が別に告

示する測定器によつて測定したものに限る。）が、次に掲げる値以下であること。

ア　四五〇ｋＨｚを超え五ＭＨｚ以下の周波数において五六デシベル（一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

イ　五ＭＨｚを超え三〇ＭＨｚ以下の周波数において六〇デシベル（一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

（４）　設備からの漏えい電界強度が当該設備から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。

（一）　一〇ｋＨｚから四五〇ｋＨｚまでの周波数において毎メートル一〇〇マイクロボルト（搬送波の変調方式が振幅変調、周波数

変調又は位相変調のものは、三〇〇マイクロボルト）

（二）　五二六・五ｋＨｚから一、六〇六・五ｋＨｚまでの周波数において毎メートル三〇マイクロボルト

（三）　（一）及び（二）に掲げる周波数以外の周波数において毎メートル一〇〇マイクロボルト

（５）　前号の（７）に掲げる条件

三　特別搬送式デジタル伝送装置

（１）　搬送波出力は、次のとおりであること。

（一）　前号の（１）の（一）に掲げる条件

（二）　スペクトル拡散方式以外の変調方式のものは、搬送波出力の定格値が一〇〇ミリワット以下（搬送波の周波数が一一五ｋＨｚ

又は一三二ｋＨｚであり、搬送波の変調方式が位相変調のものは、三五〇ミリワット以下）であり、かつ、動作状態における搬送

波出力の 大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。

（２）　 大送信時間が〇・七秒以下であること。

（３）　次に掲げる高周波電流の送信に関する機能を備えていること。

（一）　送信を行う場合は、二五ミリ秒の間に高周波電流を受信しなかつたことを確認した後に行うこと。ただし、応答信号を送信す

る場合又は自動再送信（応答がない相手に対し、引き続いて繰り返し自動的に行う送信をいう。以下同じ。）を行う場合は、この

限りでない。

（二）　自動再送信を行う場合にあつては、その回数は七回以内であること。
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（４）　第一号の（７）及び前号の（２）から（４）までに掲げる条件

四　広帯域電力線搬送通信設備

（１）　搬送波の周波数が二ＭＨｚから三〇ＭＨｚまでの範囲にあり、かつ、搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範

囲が二ＭＨｚから三〇ＭＨｚまでの間にあるものであること。

（２）　伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、次の（一）から（四）までの各表に定める値以下であること。ただ

し、通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合は、（三）の規定は、適用しない。

（一）　通信状態における電力線への伝導妨害波の電流

周波数帯 許容値（一マイクロアンペアを〇デシベルとする。）

準尖頭値 平均値

一五〇ｋＨｚ以上五〇〇ｋ

Ｈｚ未満

三六デシベルから二六デシベルまで　※ 二六デシベルから一六デシベルまで　※

五〇〇ｋＨｚ以上二ＭＨｚ

以下

二六デシベル 一六デシベル

二ＭＨｚを超え一五ＭＨｚ

未満

二〇デシベル（屋内広帯域電力線搬送通信設備に

あつては、三〇デシベル）

一〇デシベル（屋内広帯域電力線搬送通信設備に

あつては、二〇デシベル）

一五ＭＨｚ以上三〇ＭＨｚ

以下

一〇デシベル（屋内広帯域電力線搬送通信設備に

あつては、二〇デシベル）

〇デシベル（屋内広帯域電力線搬送通信設備にあ

つては、一〇デシベル）

注　※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

（二）　非通信状態における電力線への伝導妨害波の電圧

周波数帯 許容値（一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

準尖頭値 平均値

一五〇ｋＨｚ以上五〇〇ＫＨｚ未満 六六デシベルから五六デシベルまで　※ 五六デシベルから四六デシベルまで　※

五〇〇ｋＨｚ以上五ＭＨｚ以下 五六デシベル 四六デシベル

五ＭＨｚを超え三〇ＭＨｚ以下 六〇デシベル 五〇デシベル

注　※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

（三）　通信状態における通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流

周波数帯 許容値（一マイクロアンペアを〇デシベルとする。）

準尖頭値 平均値

一五〇ｋＨｚ以上五〇〇ｋＨｚ未満 四〇デシベルから三〇デシベルまで　※ 三〇デシベルから二〇デシベルまで　※

五〇〇ｋＨｚ以上三〇ＭＨｚ以下 三〇デシベル 二〇デシベル

注　※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

（四）　通信状態における放射妨害波の電界強度

周波数帯 許容値（毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

三〇ＭＨｚ以上二三〇ＭＨｚ以下 三〇デシベル

二三〇ＭＨｚを超え一、〇〇〇ＭＨｚ以下 三七デシベル

（３）　（２）に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

（４）　第一号の（７）に掲げる条件

（５）　屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、筐体の見やすい箇所に、その装置による通信は屋内においてのみ可能である旨が表

示されていること。

（６）　広帯域電力線搬送通信設備以外の機能を有する設備にあつては、広帯域電力線搬送通信設備の機能のみを容易に停止することが

可能であること。

五　誘導式読み書き通信設備

（１）　搬送波の周波数が一三・五六ＭＨｚであること。

（２）　搬送波の周波数の許容偏差は、百万分の五〇以内であること。

（３）　漏えい電界強度が当該設備から一〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。

（一）　一三・五五三ＭＨｚ以上一三・五六七ＭＨｚ以下の周波数において毎メートル四七・五四四ミリボルト

（二）　一三・四一ＭＨｚ以上一三・五五三ＭＨｚ未満又は一三・五六七ＭＨｚを超え一三・七一ＭＨｚ以下の周波数において毎メー

トル一・〇六一ミリボルト

（三）　一三・一一ＭＨｚ以上一三・四一ＭＨｚ未満又は一三・七一ＭＨｚを超え一四・〇一ＭＨｚ以下の周波数において毎メートル

三一六マイクロボルト

（四）　（一）から（三）までに掲げる周波数以外の周波数（高調波及び低調波に係るものを除く。）において毎メートル一五〇マイク

ロボルト

（４）　高調波又は低調波による高周波出力は、五〇マイクロワット以下であること。

（５）　設備は、通常の使用状態において人体にばく露される六分間平均での電波の強度が、次に掲げる値を超えないよう措置されてい

ること。

（一）　電界強度が毎メートル六〇・七七ボルト

（二）　磁界強度が毎メートル〇・一六アンペア

（６）　第一号の（７）に掲げる条件

六　超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー

（１）　利用周波数が一〇ｋＨｚから五〇ｋＨｚまでの範囲にあること。

（２）　高周波出力の定格値が五キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の 大値が定格値の一二〇パーセントを超

えないこと。

（３）　電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。
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周波数帯（無線通信規則に規定する我が国で使用することが認められてい

る産業科学医療用の周波数（以下「ＩＳＭ用周波数」という。）に係る部

分を除く。）

許容値（一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

準尖頭値 平均値

一五〇ｋＨｚ以上五〇〇ｋＨｚ未満 一〇〇デシベル 九〇デシベル

五〇〇ｋＨｚ以上五ＭＨｚ以下 八六デシベル 七六デシベル

五ＭＨｚを超え三〇ＭＨｚ以下 九〇デシベルから七三デシ

ベルまで　※

八〇デシベルから六〇デ

シベルまで　※

注　※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

（４）　利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の（一）から

（三）までの各表に定める値以下であること。

（一）　利用周波数における磁界強度

周波数帯 準尖頭値の許容値（毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。）

一〇ｋＨｚ以上五〇ｋＨｚ以下 三七・一デシベル

（二）　不要発射による磁界強度

周波数帯（ＩＳＭ用周波数に係る部分を除く。） 準尖頭値の許容値（毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。）

五〇ｋＨｚを超え一五〇ｋＨｚ以下 二三・一デシベル

一五〇ｋＨｚを超え四九〇ｋＨｚ未満 五七・五デシベル

四九〇ｋＨｚ以上一、七〇五ｋＨｚ以下 四七・五デシベル

一、七〇五ｋＨｚを超え二、一九四ｋＨｚ未満 五二・五デシベル

二、一九四ｋＨｚ以上三・九五ＭＨｚ未満 四三・五デシベル

三・九五ＭＨｚ以上二〇ＭＨｚ未満 一八・五デシベル

二〇ＭＨｚ以上三〇ＭＨｚ以下 八・五デシベル

（三）　不要発射による電界強度

周波数帯（ＩＳＭ用周波数に係る部分を除く。） 準尖頭値の許容値（毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

三〇ＭＨｚを超え四七ＭＨｚ未満 六八デシベル

四七ＭＨｚ以上六八ＭＨｚ以下 五〇デシベル

六八ＭＨｚを超え八〇・八七二ＭＨｚ以下 六三デシベル

八〇・八七二ＭＨｚを超え八一・八四八ＭＨｚ未満 七八デシベル

八一・八四八ＭＨｚ以上八七ＭＨｚ未満 六三デシベル

八七ＭＨｚ以上一三四・七八六ＭＨｚ以下 六〇デシベル

一三四・七八六ＭＨｚを超え一三六・四一四ＭＨｚ未満 七〇デシベル

一三六・四一四ＭＨｚ以上一五六ＭＨｚ以下 六〇デシベル

一五六ＭＨｚを超え一七四ＭＨｚ未満 七四デシベル

一七四ＭＨｚ以上一八八・七ＭＨｚ以下 五〇デシベル

一八八・七ＭＨｚを超え一九〇・九七九ＭＨｚ未満 六〇デシベル

一九〇・九七九ＭＨｚ以上二三〇ＭＨｚ以下 五〇デシベル

二三〇ＭＨｚを超え四〇〇ＭＨｚ以下 六〇デシベル

四〇〇ＭＨｚを超え四七〇ＭＨｚ未満 六三デシベル

四七〇ＭＨｚ以上一、〇〇〇ＭＨｚ以下 六〇デシベル

注　その設備（ケーブルを含む。）の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものにあつては、

当該設備から三メートルの距離において測定した値から一〇デシベルを減じた値をもつて測定値とすることができる。

（５）　（３）の電源端子における妨害波電圧並びに（４）の利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方

法については、総務大臣が別に告示する。

（６）　第一号の（７）に掲げる条件

七　電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械

（１）　利用周波数が二〇・〇五ｋＨｚから一〇〇ｋＨｚまでの範囲にあること。

（２）　高周波出力の定格値が三キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の 大値が定格値の一二〇パーセントを超

えないこと。

（３）　利用周波数による発射及びスプリアス発射による漏えい電界強度がその設備の発振器から三〇メートルの距離において次に掲げ

る値以下であること。

（一）　利用周波数において毎メートル一ミリボルト

（二）　五二六・五ｋＨｚから一、六〇六・五ｋＨｚまでの周波数において毎メートル三〇マイクロボルト

（三）　（一）及び（二）に規定する周波数以外の周波数（ＩＳＭ用周波数を除く。）において毎メートル√（２０Ｐ）（Ｐは、高周波

出力をワットで表した数とし、高周波出力が五〇〇ワット未満のものにあつては五〇〇とし、二キロワットを超えるものにあつて

は二、〇〇〇とする。）マイクロボルト

（４）　第一号の（７）に掲げる条件

八　無電極放電ランプ

（１）　利用周波数が一一〇ｋＨｚから一七五ｋＨｚまで、二〇〇ｋＨｚから三〇〇ｋＨｚまで、四五〇ｋＨｚから四九〇ｋＨｚまで、

二・二ＭＨｚから三ＭＨｚまで又は一三・五五三ＭＨｚから一三・五六七ＭＨｚまでの範囲にあること。

（２）　高周波出力の定格値が四〇〇ワット以下（利用周波数が一三・五五三ＭＨｚから一三・五六七ＭＨｚまでの範囲のものにあつて

は、二〇〇ワット以下）であり、かつ、動作状態における高周波出力の 大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。

（３）　妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の許容値は、次の（一）から（三）までの各表に定める値以下であること

（利用周波数が一三・五五三ＭＨｚから一三・五六七ＭＨｚまでの範囲のものに限る。）。

（一）　電源端子における妨害波電圧

周波数帯（ＩＳＭ用周波数に係る部分を除く。） 許容値（一マイクロボルトを〇デシベルとする。）
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準尖頭値 平均値

一五〇ｋＨｚ以上五〇〇ｋＨｚ未満 六六デシベルから五六デシベルまで　※ 五六デシベルから四六デシベルまで　

※

五〇〇ｋＨｚ以上五ＭＨｚ以下 五六デシベル 四六デシベル

五ＭＨｚを超え三〇ＭＨｚ以下 六〇デシベル 五〇デシベル

注　※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

（二）　三メートルの距離における磁界強度

周波数帯（ＩＳＭ用周波数に係る部分を除く。） 準尖頭値の許容値（毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。）

一〇ｋＨｚ以上一五〇ｋＨｚ未満 四八・五デシベル

一五〇ｋＨｚ以上三〇ＭＨｚ未満 三九デシベルから三デシベルまで　※

注

一　※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

二　この表の規定にかかわらず、五二六・五ｋＨｚから一、六〇六・五ｋＨｚまでの周波数においては、一八デシベルとする。

（三）　一〇メートルの距離における電界強度

周波数帯（ＩＳＭ用周波数に係る部分を除く。） 準尖頭値の許容値（毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

三〇ＭＨｚ以上八〇・八七二ＭＨｚ以下 三〇デシベル

八〇・八七二ＭＨｚを超え八一・八八ＭＨｚ未満 五〇デシベル

八一・八八ＭＨｚ以上一三四・七八六ＭＨｚ以下 三〇デシベル

一三四・七八六ＭＨｚを超え一三六・四一四ＭＨｚ未満 五〇デシベル

一三六・四一四ＭＨｚ以上二三〇ＭＨｚ以下 三〇デシベル

二三〇ＭＨｚを超え一、〇〇〇ＭＨｚ以下 三七デシベル

注　その設備（ケーブルを含む。）の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものにあつては、

当該設備から三メートルの距離において測定した値から一〇デシベルを減じた値をもつて測定値とすることができる。

（４）　妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の許容値は、次の（一）から（三）まで及び（四）又は（五）の各表に定

める値以下であること（利用周波数が一三・五五三ＭＨｚから一三・五六七ＭＨｚまでの範囲のものを除く。）。

（一）　電源端子における妨害波電圧

周波数帯 許容値（一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

準尖頭値 平均値

一〇ｋＨｚ以上五〇ｋＨｚ未満 一一〇デシベル 　

五〇ｋＨｚ以上一五〇ｋＨｚ未満 九〇デシベルから八〇デシベルまで　※ 　

一五〇ｋＨｚ以上五〇〇ｋＨｚ以下 六六デシベルから五六デシベルまで　※ 五六デシベルから四六デシベルまで　※

五〇〇ｋＨｚを超え二・五一ＭＨｚ以下 五六デシベル 四六デシベル

二・五一ＭＨｚを超え三ＭＨｚ未満 七三デシベル 六三デシベル

三ＭＨｚ以上五ＭＨｚ以下 五六デシベル 四六デシベル

五ＭＨｚを超え三〇ＭＨｚ以下 六〇デシベル 五〇デシベル

注　※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

（二）　制御端子における妨害波電圧

周波数帯 許容値（一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

準尖頭値 平均値

一五〇ｋＨｚ以上五〇〇ｋＨｚ未満 八〇デシベル 七〇デシベル

五〇〇ｋＨｚ以上三〇ＭＨｚ以下 七四デシベル 六四デシベル

（三）　放射妨害波の磁界強度

周波数帯 ループアンテナの直径ごとの準尖頭値の許容値（一マイクロアンペアを〇デシベルとする。）

直径二メートル 直径三メートル 直径四メートル

一〇ｋＨｚ以上七〇ｋＨ

ｚ未満

八八デシベル 八一デシベル 七五デシベル

七〇ｋＨｚ以上一五〇ｋ

Ｈｚ未満

八八デシベルから五八デシベル

まで　（１）

八一デシベルから五一デシベルま

で　（１）

七五デシベルから四五デシベルま

で　（１）

一五〇ｋＨｚ以上二・二

ＭＨｚ以下

五八デシベルから二六デシベル

まで　（１）

五一デシベルから二一デシベルま

で　（１）

四五デシベルから一六デシベルま

で　（１）

二・二ＭＨｚを超え三Ｍ

Ｈｚ未満

五八デシベル 五一デシベル 四五デシベル

三ＭＨｚ以上三〇ＭＨｚ

以下

二二デシベル 一五デシベルから一六デシベルま

で　（２）

九デシベルから一二デシベルまで

　（２）

注

一　 大となる長さが、一・六メートル以内の機器には直径二メートルの、一・六メートルを超え二・六メートル以内の機器には直径三メ

ートルの、二・六メートルを超え三・六メートル以内の機器には直径四メートルのループアンテナをそれぞれ使用することとする。

二　（１）を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

三　（２）を付した値は、周波数の対数に対して直線的に増加した値とする。

（四）　放射妨害波の電界強度

周波数帯 測定距離ごとの準尖頭値の許容値（毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

三メートル 一〇メートル

三〇ＭＨｚを超え二三〇ＭＨｚ以下 四〇デシベル 三〇デシベル

二三〇ＭＨｚを超え三〇〇ＭＨｚ以下 四七デシベル 三七デシベル

（五）　妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧
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周波数帯 準尖頭値の許容値（一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

三〇ＭＨｚを超え一〇〇ＭＨｚ以下 六四デシベルから五四デシベル　※

一〇〇ＭＨｚを超え二三〇ＭＨｚ以下 五四デシベル

二三〇ＭＨｚを超え三〇〇ＭＨｚ以下 六一デシベル

注　※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

（５）　（３）及び（４）に掲げる妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示す

る。

（６）　第一号の（７）に掲げる条件

九　一般用非接触電力伝送装置

（１）　四〇〇ｋＨｚ帯電界結合型一般用非接触電力伝送装置

（一）　利用周波数が四二五ｋＨｚから四七一ｋＨｚまで、四八〇ｋＨｚから四八九ｋＨｚまで、四九一ｋＨｚから四九四ｋＨｚま

で、五〇六ｋＨｚから五一七ｋＨｚまで及び五一九ｋＨｚから五二四ｋＨｚまでの範囲にあること。

（二）　電界を使用して電力の伝送を行う設備であること。

（三）　高周波出力の定格値が一〇〇ワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の 大値が定格値の一三〇パーセントを

超えないこと。

（四）　電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。

周波数帯（ＩＳＭ用周波数に係る部分を除く。） 許容値（一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

準尖頭値 平均値

一五〇ｋＨｚ以上五〇〇ｋＨｚ以下 六六デシベルから五六デシベルまで　※ 五六デシベルから四六デシベルまで　

※

五〇〇ｋＨｚを超え五ＭＨｚ以下 五六デシベル 四六デシベル

五ＭＨｚを超え三〇ＭＨｚ以下 六〇デシベル 五〇デシベル

注　※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

（五）　利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下である

こと。

周波数帯（ＩＳＭ用周波数に係る部分を除く。） 準尖頭値の許容値（毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。）

一五〇ｋＨｚ以上四ＭＨｚ以下 一四・五デシベルから（－）七デシベルまで　（１）

四ＭＨｚを超え一一ＭＨｚ以下 （－）七デシベルから〇デシベルまで　（２）

一一ＭＨｚを超え三〇ＭＨｚ未満 〇デシベルから（－）七デシベルまで　（１）

注

一　（１）を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

二　（２）を付した値は、周波数の対数に対して直線的に増加した値とする。

三　この表の規定にかかわらず、五二六・五ｋＨｚ以上一、六〇六・五ｋＨｚ以下の周波数においては、（－）二デシベルとする。

（六）　不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

周波数帯（ＩＳＭ用周波数に係る部分を除く。） 準尖頭値の許容値（毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

三〇ＭＨｚ以上八〇・八七二ＭＨｚ以下 三〇デシベル

八〇・八七二ＭＨｚを超え八一・八八ＭＨｚ未満 五〇デシベル

八一・八八ＭＨｚ以上一三四・七八六ＭＨｚ以下 三〇デシベル

一三四・七八六ＭＨｚを超え一三六・四一四ＭＨｚ未満 五〇デシベル

一三六・四一四ＭＨｚ以上二三〇ＭＨｚ以下 三〇デシベル

二三〇ＭＨｚを超え一、〇〇〇ＭＨｚ以下 三七デシベル

（七）　高周波出力、妨害波電圧、磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

（八）　設備は、通常の使用状態において人体にばく露される電波の強度が、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがな

いよう措置されていること。

（九）　（八）の電波の強度に対する安全施設の状況については、総務大臣が別に告示する。

（十）　第一号の（７）に掲げる条件

（２）　六・七ＭＨｚ帯磁界結合型一般用非接触電力伝送装置

（一）　利用周波数が六・七六五ＭＨｚから六・七九五ＭＨｚまでの範囲にあること。

（二）　磁界を使用して電力の伝送を行う設備であること。

（三）　高周波出力の定格値が一〇〇ワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の 大値が定格値の一三〇パーセントを

超えないこと。

（四）　電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。

周波数帯（ＩＳＭ用周波数に係る部分を除く。） 許容値（一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

準尖頭値 平均値

一五〇ｋＨｚ以上五〇〇ｋＨｚ以下 六六デシベルから五六デシベルまで　※ 五六デシベルから四六デシベルまで　

※

五〇〇ｋＨｚを超え五ＭＨｚ以下 五六デシベル 四六デシベル

五ＭＨｚを超え三〇ＭＨｚ以下 六〇デシベル 五〇デシベル

注　※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

（五）　利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下である

こと。

周波数帯（ＩＳＭ用周波数に係る部分を除く。） 準尖頭値の許容値（毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。）

一五〇ｋＨｚ以上四ＭＨｚ以下 一四・五デシベルから（－）七デシベルまで　（１）

四ＭＨｚを超え一一ＭＨｚ以下 （－）七デシベルから〇デシベルまで　（２）
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一一ＭＨｚを超え三〇ＭＨｚ未満 〇デシベルから（－）七デシベルまで　（１）

注

一　（１）を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

二　（２）を付した値は、周波数の対数に対して直線的に増加した値とする。

三　この表の規定にかかわらず、五二六・五ｋＨｚ以上一、六〇六・五ｋＨｚ以下の周波数においては、（－）二デシベルとする。

四　この表の規定にかかわらず、六・七六五ＭＨｚ以上六・七七六ＭＨｚ以下の周波数においては、四四デシベルとする。

五　この表の規定にかかわらず、六・七七六ＭＨｚを超え六・七九五ＭＨｚ以下の周波数においては、六四デシベルとする。

六　この表の規定にかかわらず、二〇・二九五ＭＨｚ以上二〇・三八五ＭＨｚ以下の周波数においては、四デシベルとする。

（六）　不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

周波数帯（ＩＳＭ用周波数に係る部分を除く。） 準尖頭値の許容値（毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

三〇ＭＨｚ以上八〇・八七二ＭＨｚ以下 三〇デシベル

八〇・八七二ＭＨｚを超え八一・八八ＭＨｚ未満 五〇デシベル

八一・八八ＭＨｚ以上一三四・七八六ＭＨｚ以下 三〇デシベル

一三四・七八六ＭＨｚを超え一三六・四一四ＭＨｚ未満 五〇デシベル

一三六・四一四ＭＨｚ以上二三〇ＭＨｚ以下 三〇デシベル

二三〇ＭＨｚを超え一、〇〇〇ＭＨｚ以下 三七デシベル

注　この表の規定にかかわらず、三三・八二五ＭＨｚ以上三三・九七五ＭＨｚ以下の周波数においては、四九・五デシベルとする。

（七）　高周波出力、妨害波電圧、磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

（八）　設備は、通常の使用状態において人体にばく露される電波の強度が、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがな

いよう措置されていること。

（九）　（八）の電波の強度に対する安全施設の状況については、総務大臣が別に告示する。

（十）　第一号の（７）に掲げる条件

十　電気自動車用非接触電力伝送装置

（１）　利用周波数が七九ｋＨｚから九〇ｋＨｚまでの範囲にあること。

（２）　磁界を使用して電力の伝送を行う設備であること。

（３）　高周波出力の定格値が七・七キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の 大値が定格値の一三〇パーセント

未満であること。

（４）　電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。

周波数帯（ＩＳＭ用周波数に係る部分を除く。） 許容値（一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

準尖頭値 平均値

一五〇ｋＨｚ以上五〇〇ｋＨｚ以下 六六デシベルから五六デシベルまで　※ 五六デシベルから四六デシベルまで　

※

五〇〇ｋＨｚを超え五ＭＨｚ以下 五六デシベル 四六デシベル

五ＭＨｚを超え三〇ＭＨｚ以下 六〇デシベル 五〇デシベル

注　※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

（５）　利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であるこ

と。

周波数帯（ＩＳＭ用周波数に係る部分を除く。） 準尖頭値の許容値（毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。）

一〇ｋＨｚ以上一五〇ｋＨｚ未満 二三・一デシベル

一五〇ｋＨｚ以上四ＭＨｚ以下 一四・五デシベルから（－）七デシベルまで　（１）

四ＭＨｚを超え一一ＭＨｚ以下 （－）七デシベルから〇デシベルまで　（２）

一一ＭＨｚを超え三〇ＭＨｚ未満 〇デシベルから（－）七デシベルまで　（１）

注

一　（１）を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

二　（２）を付した値は、周波数の対数に対して直線的に増加した値とする。

三　この表の規定にかかわらず、七九ｋＨｚ以上九〇ｋＨｚ以下の周波数においては、六八・四デシベルとする。

四　この表の規定にかかわらず、五二六・五ｋＨｚ以上一、六〇六・五ｋＨｚ以下の周波数においては、（－）二デシベルとする。

五　この表の規定にかかわらず、一五八ｋＨｚ以上一八〇ｋＨｚ以下、二三七ｋＨｚ以上二七〇ｋＨｚ以下、三一六ｋＨｚ以上三六〇ｋＨ

ｚ以下及び三九五ｋＨｚ以上四五〇ｋＨｚ以下の周波数は、同表に規定する値に、それぞれ一〇デシベルを加えたものとする。

（６）　不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

周波数帯（ＩＳＭ用周波数に係る部分を除く。） 準尖頭値の許容値（毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

三〇ＭＨｚ以上八〇・八七二ＭＨｚ以下 三〇デシベル

八〇・八七二ＭＨｚを超え八一・八八ＭＨｚ未満 五〇デシベル

八一・八八ＭＨｚ以上一三四・七八六ＭＨｚ以下 三〇デシベル

一三四・七八六ＭＨｚを超え一三六・四一四ＭＨｚ未満 五〇デシベル

一三六・四一四ＭＨｚ以上二三〇ＭＨｚ以下 三〇デシベル

二三〇ＭＨｚを超え一、〇〇〇ＭＨｚ以下 三七デシベル

（７）　高周波出力、妨害波電圧、磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

（８）　設備は、通常の使用状態において人体にばく露される電波の強度が、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがない

よう措置されていること。

（９）　（８）の電波の強度に対する安全施設の状況については、総務大臣が別に告示する。

（１０）　第一号の（７）に掲げる条件

（１１）　設備の見やすい箇所に、その設備による給電は鉄道のレールから五メートル以上離れた位置においてのみ可能である旨が表示

されていること。

２　総務大臣は、前項の規定による指定を行つたときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該指定に係る型式について次に掲げる事

項を公示する。
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一　型式名

二　指定番号

三　製造業者等の氏名又は名称

（変更の承認）

第四十六条の三　前条第一項に規定する指定を受けた者（以下「指定を受けた者」という。）は、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げ

る事項を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。

一　搬送式インターホン及び一般搬送式デジタル伝送装置

（１）　接続図

（２）　外観

（３）　漏えい電界強度の設計値

（４）　設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度の設計値

二　特別搬送式デジタル伝送装置

（１）　前号の（１）から（４）までに掲げる事項

（２）　高周波電流の送信に関する機能

（３）　 大送信時間の設計値

三　広帯域電力線搬送通信設備

（１）　第一号の（１）及び（２）に掲げる事項

（２）　搬送波の周波数（搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲とする。）の設計値

（３）　伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の設計値

四　誘導式読み書き通信設備

（１）　第一号の（１）から（３）までに掲げる事項

（２）　電波の強度に対する安全施設の状況

（３）　高調波及び低調波による高周波出力の設計値

五　超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー

（１）　第一号の（１）に掲げる事項

（２）　外観及び構造

（３）　発振の方式

（４）　振動子の種類及び型名

（５）　利用周波数及び周波数変動幅の設計値

（６）　電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の設計値

六　電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械

（１）　第一号の（１）並びに前号の（２）、（３）及び（５）に掲げる事項

（２）　利用周波数による発射及びスプリアス発射の漏えい電界強度の設計値

七　無電極放電ランプ

（１）　第一号の（１）並びに第五号の（２）、（３）及び（５）に掲げる事項

（２）　妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の設計値

八　一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置

（１）　第一号の（１）、第四号の（２）及び第五号の（２）に掲げる事項

（２）　利用周波数の設計値

（３）　高周波出力の設計値

（４）　電源端子における妨害波電圧の設計値

（５）　利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の設計値

２　総務大臣は、前項に規定する変更の承認に係る申請があつた場合において、前条第一項各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適

合しているものと認めたときは、当該申請について承認を行うとともに、その旨を指定を受けた者に通知する。

３　第四十六条の規定は、第一項に規定する承認の申請に準用する。

４　指定を受けた者が氏名又は名称を変更したときは、速やかに総務大臣にその旨を届け出なければならない。

５　総務大臣は、前項の届書を受理したときは、その変更の事項を公示するものとする。

（表示）

第四十六条の四　指定を受けた者は、当該指定に係る型式の高周波利用設備に別表第七号に定める様式の表示を付さなければならない。

２　前項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

一　別表第七号による表示を、容易に脱落しない方法により、前項の設備の見やすい箇所に付す方法

二　別表第七号による表示を前項の設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該設備の映像面に直ちに明瞭な状

態で表示することができるようにする方法

３　前項第二号に規定する方法により第一項の設備に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操

作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該設備への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

４　何人も、第一項の規定により表示を付する場合を除くほか、一〇ｋＨｚ以上の高周波電流を利用する設備に同項の表示又はこれと紛ら

わしい表示を付してはならない。

（指定の取消し）

第四十六条の五　総務大臣は、第四十六条の二第一項に規定する指定を行つた型式の高周波利用設備が同項各号に掲げる条件に適合してい

ないため、指定の効果を維持することができないと認めたときは、その指定を取り消す。

２　総務大臣は、指定を受けた者が第四十六条の三第一項の規定に違反したときは、その指定を取り消すことがある。

３　総務大臣は、第一項又は前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を指定を取り消された者に通知するとともに公示する。

４　前項の規定による公示の効力は、当該公示の日前に製造された高周波利用設備には及ばない。

（資料の提出等）

第四十六条の六　総務大臣は、第四十六条から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、第四十六条第一項の規定により申

請書を提出した者又は指定を受けた者に対し、資料の提出若しくは説明を求め、又は実地に調査することがある。
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（公示）

第四十六条の六の二　第四十六条の五第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。

２　第四十六条の二第二項及び第四十六条の三第五項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

第三節　製造業者等による型式の確認

（型式確認）

第四十六条の七　製造業者等は、その製造し、又は輸入する電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の型式について、次の各号の区別に従

い、当該各号に掲げる条件に適合していることの確認（以下「型式確認」という。）を行うことができる。

一　電子レンジ

（１）　占有周波数帯幅に含まれる周波数が二、四五〇ＭＨｚ（±）五〇ＭＨｚの範囲内にあること。

（２）　高周波出力の定格値が二キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の 大値が定格値の一一五パーセントを超

えないこと。

（３）　電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。

周波数帯（ＩＳＭ用周波数に係る部分を除く。） 許容値（一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

準尖頭値 平均値

一五〇ｋＨｚ以上五〇〇ｋＨｚ未満 七八デシベルから六八デシベルまで　※ 六八デシベルから五八デシベルまで　

※

五〇〇ｋＨｚ以上五ＭＨｚ以下 五六デシベル 四六デシベル

五ＭＨｚを超え三〇ＭＨｚ以下 六〇デシベル 五〇デシベル

注　※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

（４）　不要発射による磁界強度がその設備から三メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

周波数帯（ＩＳＭ用周波数に係る部分を除く。） 準尖頭値の許容値（毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。）

一五〇ｋＨｚ以上三〇ＭＨｚ以下 三九デシベルから三デシベルまで（周波数の対数に対して直線的に減少した値）

（５）　不要発射による電界強度の準尖頭値がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。ただし、準

尖頭値が許容値を超える場合であつても、当該許容値を超えた準尖頭値が測定された周波数における平均値が許容値以下のときは、

この限りでない。

周波数帯（ＩＳＭ用周波数に係る部分を除く。） 許容値（毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

準尖頭値 平均値

三〇ＭＨｚを超え八〇・八七二ＭＨｚ以下 三〇デシベル 二五デシベル

八〇・八七二ＭＨｚを超え八一・八八ＭＨｚ未満 五〇デシベル 四五デシベル

八一・八八ＭＨｚ以上一三四・七八六ＭＨｚ以下 三〇デシベル 二五デシベル

一三四・七八六ＭＨｚを超え一三六・四一四ＭＨｚ未満 五〇デシベル 四五デシベル

一三六・四一四ＭＨｚ以上二三〇ＭＨｚ以下 三〇デシベル 二五デシベル

二三〇ＭＨｚを超え一、〇〇〇ＭＨｚ以下 三七デシベル 三二デシベル

注　その設備（ケーブルを含む。）の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものにあつては、

当該設備から三メートルの距離において測定した値から一〇デシベルを減じた値をもつて測定値とすることができる。

（６）　不要発射による電界強度がその設備から三メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

周波数帯 尖頭値の許容値（毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

一ＧＨｚを超え二・三ＧＨｚ以下 九二デシベル

二・三ＧＨｚを超え二・四ＧＨｚ未満 一一〇デシベル

二・五ＧＨｚを超え五・七二五ＧＨｚ未満 九二デシベル

五・八七五ＧＨｚを超え一一・七ＧＨｚ未満 九二デシベル

一一・七ＧＨｚ以上一二・七ＧＨｚ以下 七三デシベル

一二・七ＧＨｚを超え一八ＧＨｚ以下 九二デシベル

（７）　不要発射による電界強度について、一、〇〇五ＭＨｚから二、三九五ＭＨｚまでの間及び二、五〇五ＭＨｚから一七、九九五Ｍ

Ｈｚまで（五、七二〇ＭＨｚから五、八八〇ＭＨｚまでを除く。）の間において尖頭値が も高い妨害波の周波数を中心として、別

表第八号第一の２（６）に定める条件で、一〇ＭＨｚ掃引した値の尖頭値が、当該設備から三メートルの距離において毎メートル六

〇デシベルマイクロボルト以下であること。

（８）　漏えい電波の電力束密度は、耐久試験後において毎平方センチメートル五ミリワツト以下であること。

（９）　高圧電気により充電される器具及び電線が、絶縁遮蔽体又は接地することができる構造の金属遮蔽体の内に収容されており、外

部より容易に触れることができないような構造であること。

二　電磁誘導加熱式調理器

（１）　利用周波数が二〇・〇五ｋＨｚから一〇〇ｋＨｚまでの範囲内にあること。

（２）　高周波出力の定格値が十キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の 大値が定格値の一二〇パーセントを超

えないこと。

（３）　電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。

周波数帯（ＩＳＭ用周波数に係る部分を除く。） 許容値（一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

準尖頭値 平均値

一〇ｋＨｚ以上五〇ｋＨｚ未満 一二二デシベル

五〇ｋＨｚ以上一四八・五ｋＨｚ未満 一〇二デシベルから九二デシベルまで　※

一四八・五ｋＨｚ以上五〇〇ｋＨｚ未満 七八デシベルから六八デシベルまで　※ 六八デシベルから五八デシベルまで

　※

五〇〇ｋＨｚ以上五ＭＨｚ以下 五六デシベル 四六デシベル

五ＭＨｚを超え三〇ＭＨｚ以下 六〇デシベル 五〇デシベル

注　※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

（４）　利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度が次の（一）及び（二）の各表に定める値以下であること。
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（一）　その設備の対角線の寸法が一・六メートル未満である場合

周波数帯（ＩＳＭ用周波数に係る

部分を除く。）

磁界により直径二メートルのループアンテナに誘起される電流の準尖頭値の許容値（一マイクロ

アンペアを〇デシベルとする。）

水平成分 垂直成分

一〇ｋＨｚ以上七〇ｋＨｚ未満 八八デシベル 一〇六デシベル

七〇ｋＨｚ以上一四八・五ｋＨｚ

未満

八八デシベルから五八デシベルまで　※ 一〇六デシベルから七六デシベルまで　※

一四八・五ｋＨｚ以上三〇ＭＨｚ

以下

五八デシベルから二二デシベルまで　※ 七六デシベルから四〇デシベルまで　※

注　※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とし、五二六・五ｋＨｚから一、六〇六・五ｋＨｚまでの周波数におい

ては、水平成分について三七デシベル、垂直成分について五五デシベルとする。

（二）　その設備の対角線の寸法が一・六メートル以上である場合

周波数帯（ＩＳＭ用周波数に係る部分を除く。） その設備から三メートルの距離における磁界強度の準尖頭値の許容値（毎メート

ル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。）

一〇ｋＨｚ以上七〇ｋＨｚ未満 六九デシベル

七〇ｋＨｚ以上一四八・五ｋＨｚ未満 六九デシベルから三九デシベルまで　※

一四八・五ｋＨｚ以上四ＭＨｚ未満 三九デシベルから三デシベルまで　※

四ＭＨｚ以上三〇ＭＨｚ以下 三デシベル

注　※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とし、五二六・五ｋＨｚから九一二ｋＨｚまでの周波数においては、一

八デシベルとする。

（５）　不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。

周波数帯（ＩＳＭ用周波数に係る部分を除く。） 準尖頭値の許容値（毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

三〇ＭＨｚを超え八〇・八七二ＭＨｚ以下 三〇デシベル

八〇・八七二ＭＨｚを超え八一・八八ＭＨｚ未満 五〇デシベル

八一・八八ＭＨｚ以上一三四・七八六ＭＨｚ以下 三〇デシベル

一三四・七八六ＭＨｚを超え一三六・四一四ＭＨｚ未満 五〇デシベル

一三六・四一四ＭＨｚ以上二三〇ＭＨｚ以下 三〇デシベル

二三〇ＭＨｚを超え一、〇〇〇ＭＨｚ以下 三七デシベル

注　その設備（ケーブルを含む。）の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものにあつては、

当該設備から三メートルの距離において測定した値から一〇デシベルを減じた値をもつて測定値とすることができる。

（６）　当該設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないこと。

２　型式確認は、別表第八号に規定する方法により試験を行い、その型式が前項各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合している

と認めた場合に限り、行うことができる。

３　製造業者等は、型式確認を行うために作成した資料を保管しなければならない。ただし、製造又は輸入を行わなくなつた後十年を経過

した型式に係るものについては、この限りでない。

４　前項の規定に基づき保管する資料については、電磁的方法により記録することができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ

電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示及び書面への印刷ができなければならない。

（届出等）

第四十六条の八　型式確認を行つた製造業者等は、次の事項に別表第九号に定める様式の試験成績書を添えて、総務大臣に届け出なければ

ならない。

一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二　型式名、確認番号及び外観（図面及び写真で示すものとする。）

三　製造する工場又は事業場の名称及び所在地

２　総務大臣は、製造業者等から前項の規定により届出があつたときは、その氏名又は名称並びに型式確認を行つた電子レンジ又は電磁誘

導加熱式調理器の型式名及び確認番号を公示する。

３　第一項の規定により届出を行つた製造業者等は、型式確認を行つた型式に属する電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器に別表第十号に

定める様式の表示を付さなければならない。

４　前項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

一　別表第十号による表示を、容易に脱落しない方法により、前項の電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の見やすい箇所に付す方法

二　別表第十号による表示を前項の電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当

該電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

５　前項第二号に規定する方法により第三項の電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付

した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該電子レンジ又は電磁誘導加熱式調

理器への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

６　何人も、第三項の規定により表示を付する場合を除くほか、一〇ｋＨｚ以上の高周波電流を利用する設備に同項の表示又はこれと紛ら

わしい表示を付してはならない。

（条件不適合等の場合の措置）

第四十六条の九　総務大臣は、製造業者等が型式確認を行つた型式に属する電子レンジ若しくは電磁誘導加熱式調理器が第四十六条の七第

一項各号に掲げる条件に適合していないため、又は次条に規定する総務大臣の資料提出要求、説明要求若しくは実地調査に応じないこと

により当該条件に適合していることを確認できないため、型式確認の効果を維持することができないと認めたときは、その旨を当該製造

業者等に通知するとともに、当該製造業者等の氏名又は名称、型式名及び確認番号を公示する。

２　前項の規定により、公示された型式に属する電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器（当該公示の日前に製造されたものを除く。）は、

第四十五条第三号及び前条第三項の規定の適用については、型式確認を行つていない型式に属するものとみなす。

（資料の提出等）

第四十六条の十　総務大臣は、前三条の規定の施行に関し、必要があると認めるときは、型式確認を行つた製造業者等に対し、資料の提出

若しくは説明を求め、又は実地に調査することがある。
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（公示）

第四十六条の十一　第四十六条の九第一項の公示は、官報で告示することによつて行う。

２　第四十六条の八第二項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

第四節　安全施設

（通信設備の安全施設）

第四十七条　第二章第三節（安全施設）の規定は、許可を要する電力線搬送通信設備及び誘導式通信設備に準用する。

（医療用設備の安全施設）

第四十八条　医療用設備は、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、左の条件に適合し

ていなければならない。

一　高圧電気により充電される器具及び電線は、外部より容易に触れることができないように、絶縁
ヽ

し
ヽ

や
ヽ

へ
ヽ

い体又は接地された金属
ヽ

し
ヽ

や
ヽ

へ
ヽ

い体の内に収容すること。

二　医療電極及びその導線と発振器出力回路、電力線等との間の絶縁抵抗は、五〇〇ボルト絶縁抵抗試験器によつて測定し少くとも五〇

メグオーム以上あること。

三　医療電極及びその導線は、直接人体に触れることがないように良好な絶縁体で被覆すること。但し、ラジオメス等であつて、電極を

直接露出し人体に触れて使用する部分については、この限りでない。

（工業用加熱設備の安全施設）

第四十九条　工業用加熱設備は、設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えることのないように、左の条件に適合しな

ければならない。

一　前条第一号の事項（高周波熔接装置、真空管電極加熱用装置等のように電極を直接露出しなければ使用の目的を達することができな

いものを除く。）

二　設備の操作によつて、設備に近接する人体及び電気的良導体に高周波電力を誘発するおそれのあるときは、その危険を防止するため

に、必要と認められる設備をすること。

（各種設備の安全施設）

第五十条　前条の規定は、第四十五条第三号の各種設備に準用する。

第四章　雑則

第一節　電波天文業務等の受信設備の指定基準等

（指定に係る受信設備の範囲）

第五十条の二　法第五十六条第一項に規定する指定（以下この節において単に「指定」という。）に係る受信設備は、次の各号に掲げるも

の（移動するものを除く。）とする。

一　電波天文業務の用に供する受信設備

二　宇宙無線通信の電波の受信を行なう受信設備

（指定の基準）

第五十条の三　法第五十六条第四項に規定する指定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一　総務大臣が電波天文業務用又は宇宙無線通信の業務用に分配した周波数（それらの業務に専用に又は優先的に分配したものに限る。）

により受信するものであること。

二　その受信の業務の受信設備として、適切な性能を有する装置のものであること。

三　既設の無線局（予備免許を受けているものを含む。以下この条において同じ。）で公共の福祉のために必要な業務を行なうものの運

用により、その受信の業務に支障を生ずるおそれのあるものでないこと。

四　公共の福祉のために必要な受信の業務を行なうものであること。

２　総務大臣は、前項第三号に掲げる基準に適合するものであるかどうかの審査に当つては、その受信の業務及び同号に規定する無線局の

業務が公共の福祉に寄与する度合を考慮するものとする。

（指定の申請）

第五十条の四　指定を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項（指定を受けようとする範囲の受信設備に係るものに限る。）を記

載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

一　受信の業務の種別

二　その受信の業務を必要とする理由

三　工事設計（受信装置の感度、選択度及び内部雑音を含む。第五十条の七第一項において同じ。）

四　設置場所（経度及び緯度をもつて表示する受信空中線の位置を含む。第五十条の七第一項において同じ。）、配置図及び設置場所の附

近の見取図

五　運用時間

六　希望する指定の有効期間

七　受信しようとする電波の発射源

八　受信しようとする電波の型式及び周波数（受信点における電界強度を含む。第五十条の七第一項において同じ。）

九　受信点における外部雑音電界強度又は外部雑音温度

十　受信点における妨害波の希望電界強度の限界

十一　その他参考となる事項

２　前項第三号の工事設計を記載する書類の様式は、免許規則別表第二号の二第５に掲げる受信機、受信する周波数、空中線及び給電線等

のものに準ずるものとする。

３　第一項の場合において、その申請が現に受けている指定の有効期間の満了後引き続き受けようとする指定に係るものであるときは、そ

の申請書の添附書類に記載することとなる事項で、当該現に受けている指定に係る申請書の添附書類に記載されたもの（第五十条の七第

一項の規定による承認又は同条第二項の規定による届出（同項第一号に係るものに限る。）があつた場合は、当該承認又は届出に係る変

更後のもの）と同一であるものについては、その旨を記載して、その記載を省略することができる。

４　第一項の場合において、その申請が現に受けている指定の有効期間の満了後引き続き受けようとする指定に係るものであるときは、そ

の申請は、当該現に受けている指定の有効期間（一箇月以上のものに限る。）の満了前一箇月以上三箇月をこえない期間にしなければな

らない。

５　第一項の規定による申請書及び添附書類には、それぞれその写し二通を添えるものとする。

52



（指定）

第五十条の五　総務大臣は、前条の規定による申請があつた場合において、その申請を審査し、当該申請に係る受信設備が第五十条の三に

規定する基準に適合するものと認めたときは、その受信設備について指定をし、かつ、その旨を申請者に通知する。

２　総務大臣は、前項の規定による指定に際し、その指定に十年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。

３　総務大臣は、前二項の規定による指定をした後において、当該指定に係る申請書の添附書類に記載された希望する指定の有効期間（第

五十条の七第二項の規定によりその変更の届出があつた場合は、当該変更後のもの）を考慮して、前項の規定によつて附した指定の有効

期間を変更することがある。

（公示）

第五十条の六　法第五十六条第三項の規定により公示しなければならない事項は、次のとおりとする。

一　受信の業務の種別

二　その受信設備を設置している者の氏名又は名称

三　設置場所

四　受信しようとする電波の型式及び周波数

五　運用時間

六　指定の有効期間

七　その他参考事項

２　法第五十六条第三項の規定により公示した前項各号の事項に変更があつたときは、その旨を公示する。

３　法第五十六条第三項又は前項の規定による公示は、告示によつて行なう。

（変更等）

第五十条の七　指定を受けている者は、当該指定に係る申請書又はその添附書類の記載事項で次の各号に掲げるものを変更しようとすると

きは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。

一　受信の業務の種別

二　その受信の業務を必要とする理由

三　工事設計

四　設置場所

五　運用時間

六　受信しようとする電波の発射源

七　受信しようとする電波の型式及び周波数

２　指定を受けている者は、次の各号の一に該当する場合においては、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

一　当該指定に係る申請書又はその添附書類の記載事項（前項各号に掲げるものを除く。）に変更があつたとき。

二　当該指定に係る受信設備を運用しないこととなつたとき。

三　当該指定を受けている必要がないと認めたとき。

３　第五十条の四第五項の規定は、第一項の規定による承認の申請及び前項の規定による届出に準用する。この場合において、届出につい

ては、第五十条の四第五項中「二通」とあるのは、「一通」と読み替えるものとする。

（指定の取消し等）

第五十条の八　総務大臣は、指定をした受信設備が当該指定に係る第五十条の三の基準に適合しないものとなつたものと認めたとき又は前

条第二項の規定による届出（同項第三号に係るものに限る。）があつたときは、その指定を取り消す。

２　指定を受けている者が当該指定に係る受信設備を運用しないこととなつたときは、その指定は、効力を失う。

３　第一項の規定により指定を取り消したとき及び前項の規定により効力を失つたときは、その旨を告示により公示する。

（資料の提出等）

第五十条の九　総務大臣は、この節の規定の施行に関し必要があると認めるときは、指定に係る受信設備を設置している者に対し資料の提

出若しくは説明を求め、又は当該受信設備若しくはその運用について実地に調査することがある。

第一節の二　審査請求及び訴訟

（裁決書の記載事項等）

第五十条の十　法第九十四条第二項（法第百四条の三第二項又は第百四条の四第二項において準用する場合を含む。）の文書には、次に掲

げる事項を記載するものとする。

一　主文

二　事実及び争点

三　理由

２　総務大臣は、法第九十九条の十二第一項若しくは第二項又は放送法第百七十八条第一項若しくは第二項の規定による意見の聴取手続を

経て電波監理審議会が答申した事案に関してとつた措置の要旨及び理由を当該意見の聴取に参加した者（解任命令の対象となる役員等を

含む。）に対し通知するものとする。

第二節　無線方位測定装置の保護

（届出を要する建造物等）

第五十一条　法第百二条の規定によつて届出を要する建造物又は工作物は、左の通りとする。

一　無線方位測定装置の設置場所から一キロメートル以内の地域に建設しようとする左に掲げるもの。

（１）　送信空中線及び受信空中線（放送受信用の小型のもの及びこれに準ずるものを除く。）

（２）　架空線及び架空ケーブル（電力用、通信用、電気鉄道用その他これらに準ずるものを含む。）

（３）　建物（木造、石造、コンクリート造その他の構造のものを含む。）但し、高さが無線方位測定装置の設置場所における仰角二度

未満のものを除く。

（４）　左に掲げるもの。但し、高さが前（３）の但書の範囲のものを除く。

（一）　鉄造、石造及び木造の塔及び柱並びにこれらの支持物件

（二）　煙突

（三）　避雷針

（５）　鉄道、軌道及び索道

二　無線方位測定装置の設置場所から五〇〇メートル以内の地域に相当の距離にわたつて埋設する水道管、ガス管、電力用ケーブル、通

信用ケーブルその他これらに準ずる埋設物件
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第二節の二　適正な運用の確保が必要な無線局

（適正な運用の確保が必要な無線局）

第五十一条の二　法第百二条の十一第四項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

一　電気通信業務の用に供する無線局

二　放送の業務の用に供する無線局

三　人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局

四　気象業務の用に供する無線局

五　電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線局

六　鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線局

七　第一号から前号までに掲げるもののほか、公共の利益のための業務の用に供する無線局であつて、混信その他の妨害を与えられるこ

とにより当該業務の遂行に支障を生ずるおそれがあるもの

第二節の二の二　指定無線設備等

（指定無線設備）

第五十一条の二の二　法第百二条の十三第一項の規定により指定する無線設備は、次に掲げるものとする。

一　二六・一ＭＨｚを超え二八ＭＨｚ未満の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線設備であつて、次に掲げる無線設備以外の

もの

（１）　二七・五二四ＭＨｚの周波数の電波を使用する注意信号発生装置を備え付けている無線設備

（２）　航空機に施設された無線設備

二　一四四ＭＨｚを超え一四六ＭＨｚ以下又は四三〇ＭＨｚを超え四四〇ＭＨｚ以下の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線

設備

三　七一五ＭＨｚを超え七四八ＭＨｚ以下、七七〇ＭＨｚを超え八〇三ＭＨｚ以下、八一五ＭＨｚを超え八四五ＭＨｚ以下、八六〇ＭＨ

ｚを超え八九〇ＭＨｚ以下、九〇〇ＭＨｚを超え九一五ＭＨｚ以下、九四五ＭＨｚを超え九六〇ＭＨｚ以下、一、四二七・九ＭＨｚを

超え一、四六二・九ＭＨｚ以下、一、四七五・九ＭＨｚを超え一、五一〇・九ＭＨｚ以下、一、七一〇ＭＨｚを超え一、七八五ＭＨｚ

以下、一、八〇五ＭＨｚを超え一、八八〇ＭＨｚ以下、一、九二〇ＭＨｚを超え一、九八〇ＭＨｚ以下又は二、一一〇ＭＨｚを超え

二、一七〇ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用する無線設備であつて、これらの周波数の電波を受信し、当該電波を増幅して送信する

もの

（契約締結前における告知の方法）

第五十一条の三　法第百二条の十四第一項の総務省令で定める方法は、次のとおりとする。

一　相手方と対面して販売する場合には、相手方の見やすいように掲示し、又は映像面に表示し、若しくは書面により提示すること。

二　相手方と対面しないで販売する場合には、指定無線設備についての広告に、相手方の見やすいように表示すること。

（契約締結時に交付する書面）

第五十一条の四　法第百二条の十四第二項の規定により交付する書面には日本産業規格Ｚ八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文

字及び数字を用いなければならない。

（情報通信の技術を利用する方法）

第五十一条の四の二　法第百二条の十四の二の総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一　指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機と購入者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使

用する方法のうち次に掲げるもの

（１）　指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機と購入者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受

信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

（２）　指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じ

て購入者の閲覧に供し、当該購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法（法第百二条の十四の

二に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、指定無線設備小売業者の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法）

二　電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するフ

ァイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

２　前項に掲げる方法は、購入者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第五十一条の四の三　電波法施行令（平成十三年政令第二百四十五号）第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲

げる事項とする。

一　前条第一項に規定する方法のうち指定無線設備小売業者が使用するもの

二　ファイルへの記録の方式

第二節の三　電波有効利用促進センター

（指定の申請）

第五十一条の五　法第百二条の十七第一項の規定による指定（次項において「指定」という。）を受けようとする者は、次に掲げる事項を

記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一　名称及び住所

二　法第百二条の十七第二項に規定する業務（以下この条において「照会相談業務等」という。）を行おうとする事務所の名称及び所在地

三　照会相談業務等を開始しようとする日

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　定款の謄本及び登記事項証明書

二　申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人に

あつては、その設立時における財産目録とする。

三　申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四　指定の申請に関する意思の決定を証する書類

五　役員の氏名及び経歴を記載した書類

六　組織及び運営に関する事項を記載した書類

七　現に行つている業務の概要を記載した書類

八　照会相談業務等の実施の方法に関する計画を記載した書類
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九　その他参考となる事項を記載した書類

（センターの名称等の変更の届出）

第五十一条の六　法第百二条の十七第一項に規定する電波有効利用促進センター（以下「センター」という。）は、法第百二条の十七第五

項において準用する法第三十九条の三第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提

出しなければならない。

一　変更後の名称又は住所若しくは所在地

二　変更しようとする年月日

（業務規程の記載事項）

第五十一条の七　法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める法第百二条の十七第二項第一号か

ら第三号までに掲げる業務（以下この条において「照会相談業務等」という。）の実施に関する事項は、次のとおりとする。

一　照会相談業務等を行う時間及び休日に関する事項

二　照会相談業務等を行う事務所に関する事項

三　照会相談業務等の実施の方法に関する事項

四　手数料の額及びその収納の方法に関する事項

五　法第百二条の十七第二項第一号に掲げる業務に関する秘密の保持に関する事項

六　その他照会相談業務等の実施に関し必要な事項

（業務規程の認可の申請）

第五十一条の八　センターは、法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとする

ときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

２　センターは、法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に

掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一　変更しようとする事項

二　変更しようとする年月日

三　変更の理由

（公示）

第五十一条の九　法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の三第一項及び第三項並びに法第三十九条の十一第三項の公示

は、官報で告示することによつて行う。

第二節の四　削除

第五十一条の九の二及び第五十一条の九の三　削除

第二節の五　電波利用料の徴収等

（周波数の幅）

第五十一条の九の四　法別表第六及び別表第九の使用する電波の周波数の幅は、指定周波数（免許を受けた無線局についてはその免許の際

に指定された周波数、登録局についてはその登録された周波数をいう。以下同じ。）ごとの占有周波数帯（指定周波数を中央とする周波

数帯（無線通信業務及び電波の型式を考慮して指定周波数を中央とすることが適当でないと総務大臣が認める場合にあつては、総務大臣

が別に告示する周波数帯とする。）であつて、その周波数帯の帯域幅が当該指定周波数に係る占有周波数帯幅の許容値（二以上の許容値

を有する場合は、そのうち も大きいものとする。）に等しいものをいう。以下同じ。）を合わせた周波数帯の帯域幅とする。ただし、四

七〇ＭＨｚを超え七一〇ＭＨｚ以下の周波数帯の電波を使用する無線局であつて、地理的、時間的又は技術的な理由により当該電波を使

用する場所等が制限されるものとして総務大臣が別に定めるものに係る当該周波数帯の電波の周波数の幅は、総務大臣が別に定めるもの

とする。

（無線設備が二以上の場所に設置されている無線局等の取扱い）

第五十一条の九の五　無線設備が二以上の場所に設置されている無線局については、当該無線局の送信所の所在地を設置場所として法別表

第六又は別表第九の規定を適用する。

２　法別表第六の四の項に掲げる無線局のうち六、〇〇〇ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用する移動する無線局については、次の各号に掲

げる当該無線局の移動範囲に応じ、それぞれ当該各号に掲げる区域を設置場所として同項の規定を適用する。

一　法別表第六備考第二号に規定する第一地域を移動範囲に含む場合　同号に規定する第一地域

二　法別表第六備考第三号に規定する第二地域を移動範囲に含む場合（前号に掲げる場合を除く。）　同表備考第三号に規定する第二地域

三　法別表第六備考第四号に規定する第三地域を移動範囲に含む場合（前二号に掲げる場合を除く。）　同表備考第四号に規定する第三

地域

四　法別表第六備考第五号に規定する第四地域のみが移動範囲である場合　同号に規定する第四地域

（同等の機能を有する無線局との均衡を著しく失することとなる無線局）

第五十一条の九の六　法別表第六備考第十三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

一　法別表第六の一の項に掲げる無線局（設備規則第四十九条の十六に規定する特定ラジオマイク及び設備規則第四十九条の十六の二に

規定するデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局を除く。）のうち、次に掲げる周波数の電波を使用するもの

（１）　設備規則第九条の四第七号イに規定するＰＨＳの基地局が使用する電波の周波数のうち総務大臣が別に告示するもの

（２）　アマチュア無線局が使用する電波の周波数

（３）　法第百三条の二第二項に規定する広域使用電波（以下単に「広域使用電波」という。）を使用する同項に規定する広域開設無線

局（以下単に「広域開設無線局」という。）を通信の相手方とする無線局が使用する電波の周波数のうち総務大臣が別に告示するもの

二　法別表第六の一の項に掲げる無線局（設備規則第四十九条の十六に規定する特定ラジオマイク又は設備規則第四十九条の十六の二に

規定するデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局に限る。）のうち、次に掲げる周波数の電波を使用するもの

（１）　四七〇ＭＨｚを超え七一〇ＭＨｚ以下の周波数

（２）　一、二四〇ＭＨｚを超え一、二五二ＭＨｚ以下又は一、二五三ＭＨｚを超え一、二六〇ＭＨｚ以下の周波数

三　法別表第六の三の項に掲げる無線局のうち、総務大臣が別に告示する三、六〇〇ＭＨｚを超え六、〇〇〇ＭＨｚ以下の周波数の電波

を使用するものであつて、当該周波数の電波を使用して行う無線通信について当該周波数の電波を使用する移動通信業務を行う無線局

からの混信その他の妨害を許容することを内容とする条件が免許に付されているもの

（自然的経済的諸条件を考慮して分割する区域）

第五十一条の九の七　法別表第七の十五の項の総務省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

一　茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県及び神奈川県の区域
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二　千葉県、東京都及び山梨県の区域

（電波の利用の程度が第四地域と同等である区域）

第五十一条の九の八　法別表第七備考の総務省令で定める区域は、次に掲げる区域（当該区域に第四地域に該当する区域が含まれる場合

は、その区域を除いた区域）とする。

一　山梨県富士吉田市の区域

二　広島県竹原市の区域

三　山口県下関市の区域

四　愛媛県今治市及び新居浜市の区域

２　前項各号に掲げる区域は、令和元年十月一日における行政区画によつて表示されたものとする。

（広域使用電波の指定）

第五十一条の九の九　法第百三条の二第二項又は別表第八備考の規定による周波数の指定は、総務大臣が別に告示により行うものとする。

（広域使用電波の周波数の幅）

第五十一条の九の十　広域使用電波の周波数の幅は、広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局（法別表第六の

一の項、二の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局であるもの及び包括免許に係る特定無線局であるものに限る。次条において同

じ。）であつて、その広域開設無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該広域使用電波に該当する指定周波数ごとの占有周波数帯

（認定計画に従つて開設された特定基地局がある場合は、当該認定計画に係る指定された周波数の周波数帯を含む。次項において同じ。）

を合わせた周波数帯の帯域幅とする。

２　前項の規定にかかわらず、設備規則又は周波数割当計画において移動しない無線局の使用する電波の周波数に応じて移動する無線局の

使用する電波の周波数が定まることとされている場合は、当該移動しない無線局（広域開設無線局であるものに限る。以下この項及び次

項において同じ。）及び当該移動する無線局（広域開設無線局であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。）の使用する広域使

用電波の周波数の幅は、次に掲げる広域使用電波に該当する指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅とする。

一　次条の規定により当該移動する無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとされる移動範囲又は区域において設置される当該移

動しない無線局に係る指定周波数

二　前号に掲げる指定周波数に応じて定まる当該移動する無線局に係る指定周波数

３　前項の場合において、当該移動する無線局であつてその免許人が当該移動しない無線局と同一であるもの（以下この項において「主た

る移動局」という。）の指定周波数及び当該移動する無線局であつてその免許人が当該移動しない無線局と異なるものの指定周波数に同

一のものがあり、かつ、当該同一の指定周波数の電波が広域使用電波に該当するときは、当該主たる移動局のみが当該広域使用電波を使

用する広域開設無線局であるものとして、前項の規定を適用する。

４　法第百三条の二第三項の規定により同条第二項の規定を適用する場合における広域使用電波の周波数の幅は、認定計画に係る指定され

た周波数の帯域幅とする。

（広域使用電波の周波数の幅の算定に用いる区域等）

第五十一条の九の十一　広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局については、次の各号に掲げる無線局の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める移動範囲、設置場所又は区域において、それぞれ当該無線局に係る指定周波数の電波を使用するもの

として前条及び法第百三条の二第二項の規定を適用する。

一　法別表第六の一の項に掲げる無線局（第三号及び第四号に掲げるものを除く。）　当該無線局の移動範囲

二　法別表第六の二の項、四の項及び六の項に掲げる無線局（第五号に掲げるものを除く。）　当該無線局の無線設備の設置場所

三　法別表第六の五の項に掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局（次号及び第五号に掲げるものを除く。）　全国の区域

四　包括免許に係る特定無線局（法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。）であつて、包括免許人が開設する第二号

又は次号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの　当該特定無線局の送信の制御を行う無線局の無線設備の設置場所を管轄する総合

通信局長の管轄区域（当該包括免許において指定周波数を使用する区域に関する条件が付与されている場合にあつては、当該区域）

五　包括免許に係る特定無線局（法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。）　当該特定無線局の無線設備の設置場所と

することができる区域

２　前項の規定にかかわらず、広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局であつて、法別表第六の一の項、二の

項若しくは六の項に掲げる無線局又は包括免許に係る特定無線局であるものが次の各号に掲げる場合のものであるときは、当該各号に定

める区域又は設置場所において、当該無線局又は当該特定無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとして前条及び法第百三条の二

第二項の規定を適用する。

一　法別表第六の一の項に掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局（法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。）

が指定周波数を同じくするものである場合（当該無線局及び当該特定無線局の免許人が同一の者である場合に限る。）　前項の規定によ

り当該特定無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとされる区域

二　法別表第六の二の項又は六の項に掲げる無線局が認定計画に従つて開設されたものである場合　当該認定計画に記載されたすべての

特定基地局の無線設備の設置場所

（附属設備）

第五十一条の九の十二　法第百三条の二第四項第九号の総務省令で定める附属設備は、人命又は財産の保護の用に供する無線設備に電力を

供給し、又は当該無線設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。

２　法第百三条の二第四項第十号の総務省令で定める附属設備は、同号イ若しくはロに掲げる設備に電力を供給し、又は当該設備を監視

し、若しくは制御するための設備とする。

（開設無線局数の届出）

第五十一条の十　法第百三条の二第五項及び第六項の規定による開設無線局数の届出は、別表第十一号の様式の開設無線局数届出書を総合

通信局長に提出して行わなければならない。

２　法第百三条の二第六項の規定による開設無線局数の届出を行う者は、その提出先である総合通信局長から他の包括免許を付与されてい

るときに当該他の包括免許に係る特定無線局の開設無線局数が当該届出に係る期間において減少している場合は、当該他の包括免許に係

る次に掲げる事項を別表第十一号の様式の開設無線局数届出書に付記することができる。

一　包括免許の番号

二　包括免許の年月日

三　包括免許の有効期間

四　特定無線局の種別

五　当該届出の前月末日現在において開設している特定無線局の数

56



六　当該届出の前々月末日現在において開設している特定無線局の数

七　当該届出の前々月末日から当該届出の前月末日までの減少局数

（広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局）

第五十一条の十の二　設備規則又は周波数割当計画において移動しない無線局の使用する電波の周波数に応じて移動する無線局の使用する

電波の周波数が定まるとされている場合において、当該移動しない無線局に係る指定周波数のうち当該移動する無線局が使用する電波の

周波数を定めるもの及び当該移動する無線局に係る指定周波数が広域使用電波に該当しないときは、当該移動する無線局は広域使用電波

を使用する広域開設無線局を通信の相手方とするものに該当しないものとして、法第百三条の二第五項及び第六項の規定を適用する。

（特定無線局の数の控除）

第五十一条の十の二の二　法第百三条の二第六項の総務省令で定める無線局は、次の各号のいずれかに該当する無線局（法第二十七条の二

第一号に掲げる無線局であつて、広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものを除く。以下この条において同じ。）について、そ

れぞれ当該各号に掲げる無線局とする。

一　設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う陸上移動局　同号に規定する携帯無線通信を行う陸上移動局

二　設備規則第三条第六号に規定するデジタルＭＣＡ陸上移動通信を行う陸上移動局又は同条第六号の二に規定する高度ＭＣＡ陸上移動

通信を行う陸上移動局　同条第六号に規定するデジタルＭＣＡ陸上移動通信を行う陸上移動局及び同条第六号の二に規定する高度ＭＣ

Ａ陸上移動通信を行う陸上移動局

三　設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局　同号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム

の陸上移動局

２　法第百三条の二第六項の規定による控除は、次のとおりとする。

一　当該届出に係る特定無線局の開設無線局数を超えるものの数の多いものを先順位とする。

二　当該届出に係る特定無線局の開設無線局数を超えるものの数が同じものについては、当該届出に係る特定無線局の数の多いものを先

順位とする。

三　当該届出に係る特定無線局の開設無線局数を超えるものの数及び当該特定無線局の数が同じものについては、当該特定無線局の 初

の包括免許の日の遅いものを先順位とする。

（同等特定無線局区分）

第五十一条の十の二の三　法第百三条の二第七項の総務省令で定める区分は、次に掲げる無線局（同項に規定する特定無線局に限る。）の

区分とする。

一　設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う陸上移動局

二　設備規則第三条第八号に規定する携帯移動衛星データ通信又は同条第九号に規定する携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局

三　設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局

四　設備規則第四十九条の二十五に規定する二ＧＨｚ帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち陸上移動局

（開設特定無線局数の届出）

第五十一条の十の二の四　法第百三条の二第七項の規定による開設特定無線局数の届出は、別表第十一号の二の様式の届出書を総合通信局

長に提出して行わなければならない。

（同等特定無線局区分の周波数の幅）

第五十一条の十の二の五　同等特定無線局区分の周波数の幅は、同等特定無線局区分に係る広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使

用する広域開設無線局（包括免許に係る特定無線局（法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。）であるものに限る。

以下この条及び次条において同じ。）であつて、一の同等特定無線局区分に係る広域開設無線局の免許人が同一の者であるものに係る当

該指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅とする。この場合において、当該合わせた周波数帯に法別表第八備考に規

定する指定に係る広域使用電波に該当する周波数に係る部分があるときは、当該部分に係る帯域幅を当該帯域幅の二分の一に相当する帯

域幅とみなして、この項の規定を適用する。

２　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる周波数帯に係る同等特定無線局区分の周波数の幅は、それぞれ当該各号に定める帯域幅と

する。この場合において、当該各号の合わせた周波数帯に法別表第八備考に規定する指定に係る広域使用電波に該当する周波数に係る部

分があるときは、当該部分に係る帯域幅を当該帯域幅の二分の一に相当する帯域幅とみなして、この項の規定を適用する。

一　第五十一条の十の二の三第一号又は第三号に係る開設している無線局が時分割複信方式による無線通信を行う周波数帯　同等特定無

線局区分に係る広域使用電波に該当する当該指定周波数に係る指定周波数の電波を使用する広域開設無線局（当該無線局の免許人が通

信の相手方とする移動しない無線局の免許人と同一の者である場合に限る。）であつて、一の同等特定無線局区分に係る広域開設無線

局の免許人が同一の者であるものに係る当該指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅の二分の一に相当する帯域幅

二　設備規則又は周波数割当計画において移動しない無線局の使用する電波の周波数に応じて移動する無線局の使用する電波の周波数が

定まるとされている場合における当該移動する無線局の周波数帯（前号に掲げるものを除く。）　当該移動しない無線局（当該移動しな

い無線局の免許人が当該移動する無線局の免許人と同一の者である場合に限る。）に係る指定周波数に応じて定まる当該移動する無線

局（同等特定無線局区分に係る広域使用電波に該当する当該指定周波数に係る指定周波数の電波を使用する広域開設無線局（当該無線

局の免許人が通信の相手方とする移動しない無線局の免許人と同一の者である場合に限る。）であつて、一の同等特定無線局区分に係

る広域開設無線局の免許人が同一の者であるものに限り、中継を行うものを除く。）に係る指定周波数の占有周波数帯を合わせた周波

数帯の帯域幅

（同等特定無線局区分の広域使用電波の算定に用いる区域）

第五十一条の十の二の六　同等特定無線局区分の広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局については、次の各

号に掲げる無線局の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める区域とする。

一　法別表第六の五の項に掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局（次号に掲げるもの及び包括免許に係る特定無線局（法第二十七

条の二第二号に掲げる無線局に限る。）を除く。）　全国の区域

二　包括免許に係る特定無線局（法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。）であつて、包括免許人が開設する法別表

第六の二の項に掲げる無線局を通信の相手方とするもの　当該特定無線局の送信の制御を行う無線局の無線設備の設置場所を管轄する

総合通信局長の管轄区域（当該包括免許において指定周波数を使用する区域に関する条件が付与されている場合にあつては、当該区域）

（基準無線局数）

第五十一条の十の二の七　法第百三条の二第七項ただし書の総務省令で定める一ＭＨｚ当たりの特定無線局の数は、四十万局とする。

（新規免許開設局又は既存免許開設局の数の届出）

第五十一条の十の二の八　法第百三条の二第八項の規定による新規免許開設局又は既存免許開設局の数の届出は、別表第十一号の二の様式

の届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
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（新規免許開設局又は既存免許開設局に係る包括免許に基づく特定無線局の数）

第五十一条の十の二の九　法第百三条の二第八項の規定により届出をした場合であつて、当該届出に係る新規免許開設局又は既存免許開設

局に係る包括免許に基づく特定無線局数が既に届け出ている直近の新規免許開設局又は既存免許開設局に係る包括免許に基づく特定無線

局数（既に届け出ている新規免許開設局の数又は既存免許開設局の数の届出がない場合にあつては、同条第七項の届出に係る包括免許に

基づく特定無線局数）（以下この条において「直近無線局数」という。）を下回るときは、その下回る包括免許以外の包括免許に係る特定

無線局数（直近無線局数から超えた数（以下この条において「増加局数」という。）に限る。）からその下回る包括免許に係る特定無線局

数（直近無線局数を下回る数に限る。）を次のとおり控除するものとする。

一　増加局数の多いものを先順位とする。

二　増加局数が同じものについては、その包括免許に基づく特定無線局数の多いものを先順位とする。

三　増加局数及びその包括免許に基づく特定無線局数が同じものについては、 初の包括免許の日の遅いものを先順位とする。

（開設特定免許等不要局数の届出）

第五十一条の十の三　法第百三条の二第十二項の規定による開設特定免許等不要局数の届出は、別表第十一号の三の様式の開設特定免許等

不要局数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

（特定免許等不要局に使用する無線設備の表示に係る届出）

第五十一条の十の四　法第百三条の二第十三項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとし、同項の届出は、別表第十一号の四の様式

の特定免許等不要局表示無線設備届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

一　特定無線設備の種別

二　周波数

三　無線局の有する機能

（二年以内に廃止することについて総務大臣の確認を受けた無線局）

第五十一条の十の五　法第百三条の二第十五項第三号の総務大臣の確認を受けた無線局とは、法第二十二条の規定による無線局の廃止の届

出が行われた無線局であつて免許規則第二十四条の三第一項第五号に規定する廃止する年月日が当該届出を受理した日以後 初に到来す

る応当日から始まる二年の期間内であるものとする。ただし、再免許の申請をしようとする免許人が次項の規定による申出をしたとき

は、当該申出において当該免許人が希望する再免許の有効期間の満了の日が当該申出を受けた日以後 初に到来する応当日又は当該無線

局の免許の有効期間の満了の日の翌日から始まる二年の期間内である無線局とする。

２　再免許の申請をしようとする免許人は、次に掲げる期間内に当該申請に係る無線局を廃止するときは、その旨を当該申請をすることと

される総務大臣又は総合通信局長に申し出ることができる。この場合において、当該免許人は、再免許後速やかに法第二十二条の規定に

よる無線局の廃止の届出をしなければならない。

一　当該無線局の応当日から始まる二年の期間

二　当該無線局の免許の有効期間の満了の日の翌日から始まる二年の期間

３　前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書を提出して行うものとする。

一　免許人の氏名又は名称及び住所

二　無線局の種別

三　免許の番号

四　免許の有効期間

五　前項第一号又は第二号に掲げる期間内に廃止する旨

４　第二項の規定による申出をした免許人は、その申し出た期間を超えて再免許の申請をしてはならない。

５　第一項本文に規定する無線局の免許人は、当該無線局に係る法第二十二条の規定による無線局の廃止の届出をした後に当該無線局を廃

止する日を同項本文に規定する期間内のいずれかの日に変更しようとするときは、あらかじめ、当該日を当該届出をした総務大臣又は総

合通信局長に申し出なければならない。

（前納の申出）

第五十一条の十の六　免許人等は、法第百三条の二第十七項の規定により電波利用料を前納しようとするとき（次項に規定する場合を除

く。）は、その年の応当日の前日までに、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。

一　無線局の免許等の年月日及び免許等の番号

二　免許人等の氏名又は名称及び住所

三　無線局の種別

四　前納に係る期間

２　一の免許人等が複数の無線局を開設しているときは、当該免許人等は、同一会計年度に納めることとなるそれぞれの無線局に係る電波

利用料について、法第百三条の二第十七項の規定による前納を一括して行うことができる。この場合において、当該免許人等は、当該会

計年度の前年度の一月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。

一　無線局の免許等の年月日及び免許等の番号

二　免許人等の氏名又は名称及び住所

三　無線局の種別

四　前納に係る期間

３　無線局の免許等を受けようとする者は、免許等を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を法第百三条の二第十七項の規定に

より前納しようとするときは、当該免許等の申請に併せて、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。

一　無線局の免許等の申請の年月日

二　申請者の氏名又は名称及び住所

三　無線局の種別

四　前納に係る期間

４　前三項の場合において、前納に係る期間は一年を単位とする。ただし、応当日から無線局の免許等の有効期間の満了の日までの期間が

一年に満たない場合はその期間とする。

（前納に係る還付の請求）

第五十一条の十一　法第百三条の二第十八項の規定による還付の請求は、別表第十二号の様式の還付請求書を総合通信局長に提出して行わ

なければならない。
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（延納の申請）

第五十一条の十一の二　免許人は、法第百三条の二第十九項の規定により延納の申請をしようとするときは、毎年十月五日までに別表第十

二号の二の様式の申請書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

（延納の申請の承認等）

第五十一条の十一の二の二　総合通信局長は、前条の申請（次条において「申請」という。）を行つた者（次条において「申請者」という

。）が電波利用料を現に滞納していない場合には、当該申請を承認する。

第五十一条の十一の二の三　総合通信局長は、申請を承認した場合は、その旨を申請者へ通知する。

２　総合通信局長は、申請を承認しないこととした場合には、その理由を記載した文書を申請者に送付する。

第五十一条の十一の二の四　総合通信局長は、第五十一条の十一の二の二の規定により延納を承認された電波利用料が次条第二項に規定す

る期限までに納付されなかつたときには第五十一条の十一の二の二の承認を取り消すことができる。

２　前項の規定により第五十一条の十一の二の二の承認が取り消された場合は、当該承認が取り消された日から起算して三十日以内に取り

消された当該承認に係る電波利用料を納付しなければならない。

（延納による納付の期限等）

第五十一条の十一の二の五　免許人は、第五十一条の十一の二の二の規定により延納を承認された場合は、その納付すべき電波利用料を、

十月一日から十二月三十一日まで、翌年の一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで及び七月一日から九月三十日ま

での各期に分けて納付することができる。

２　前項の規定により延納する免許人は、その電波利用料の額を期の数で除して得た額を各期分の電波利用料として、 初の期分の電波利

用料については十一月一日までに、その後の各期分の電波利用料についてはそれぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。

（予納の申出）

第五十一条の十一の二の六　表示者（法第百三条の二第十三項の表示者をいう。以下同じ。）は、同条第二十項の承認を受けようとすると

きは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。

一　予納期間の開始の年月日

二　表示者の氏名又は名称及び住所

三　特定無線設備の種別

四　周波数

五　無線局の有する機能ごとの表示を付す無線設備の見込数

六　予納する電波利用料の見込額（次項において「予納額」という。）

２　総合通信局長は、前項の申請があつた場合において、その申請に係る予納額が特定周波数終了対策業務ごとに総務大臣が定める金額以

上であるときは、これを承認するものとする。

３　総合通信局長は、第一項の申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨を理由を付した文書をもつて

申請者に通知するものとする。

（予納期間の終了事由）

第五十一条の十一の二の七　法第百三条の二第二十一項の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。

一　表示者が登録証明機関である場合にあつては、法第三十八条の十七第二項（法第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含

む。）の規定によりその登録が取り消されたとき。

二　天災その他の事由により表示を付すことが困難となつた場合において総務大臣が必要があると認めるとき。

（表示を付した無線設備の数の届出）

第五十一条の十一の二の八　法第百三条の二第二十一項の規定による表示を付した無線設備の数の届出は、別表第十二号の三の様式の表示

数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

（予納に係る還付の請求）

第五十一条の十一の二の九　法第百三条の二第二十二項の規定による還付の請求は、別表第十二号の四の様式の還付請求書を総合通信局長

に提出して行わなければならない。

（口座振替の申出等）

第五十一条の十一の二の十　免許人等は、免許人等所属の無線局に係る電波利用料を法第百三条の二第二十三項に規定する方法（以下「口

座振替」という。）により納付しようとするとき（再免許又は再登録を受けようとする場合であつて、当該無線局が再免許又は再登録を

受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを含む。）は、当該電波利用料の納期限となる

日から三十日前（法第百三条の二第二項前段に規定する電波利用料にあつては、九月三十日）までに、別表第十三号の様式（広域開設無

線局が使用する広域使用電波に係る電波利用料（次項及び第五十一条の十五第二項において「広域使用電波に係る電波利用料」という。）

にあつては、別表第十三号の二の様式）の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。

２　無線局の免許等を受けようとする者は、免許等を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとする

とき（既に無線局の免許等を受けている者が再免許又は再登録を受けようとする場合であつて、当該無線局が再免許又は再登録を受けた

場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを除く。）は、当該免許等の申請に併せて、別表第十

四号の様式（広域使用電波に係る電波利用料にあつては、別表第十三号の二の様式）の申出書を提出することによつて、その旨を総合通

信局長に申し出るものとする。

３　特定免許等不要局を開設した者又は表示者は、その開設し又は表示を付した特定免許等不要局に係る電波利用料を口座振替により納付

しようとするときは、法第百三条の二第十二項又は第十三項の届出を行う日までに、別表第十四号の二の様式の申出書を提出することに

よつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。

４　前三項の口座振替による納付を希望する旨の申出（以下「口座振替の申出」という。）は、その後に納期限が到来する電波利用料（当

該無線局が再免許又は再登録を受けた場合における当該無線局に係る電波利用料を含む。第五十一条の十一の五において同じ。）の納付

についての口座振替の申出とみなす。

（口座振替の申出の承認等）

第五十一条の十一の三　総合通信局長は、次の各号のいずれかに該当しない場合には口座振替の申出を承認する。

一　口座振替の申出を行つた者（以下「申出人」という。）が申出人所属の無線局（当該口座振替の申出に係る無線局以外の無線局を含

む。）に係る電波利用料を現に滞納している場合

二　無線局の免許等を受けようとする者が行う口座振替の申出であつて、第九条の規定により当該無線局の免許等の有効期間が次のいず

れかである場合

（１）　免許等の申請者の申請により第七条から第八条までに規定する期間に満たない一定の期間
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（２）　周波数割当計画による免許等に係る周波数を割り当てることが可能な期間が第七条から第八条までに規定する期間に満たない

期間

三　申出に係る電波利用料の納付について前納の申出がされている場合

四　申出に係る電波利用料の納付について予納の申出がされている場合

第五十一条の十一の四　総合通信局長は、口座振替の申出を承認した場合は、その旨を申出人に通知する。

２　総合通信局長は、口座振替の申出を承認しないこととした場合は、その理由を記載した文書を申出人に送付する。

第五十一条の十一の五　口座振替による電波利用料の納付を行つた次の表の上欄に掲げる者が、その後に納期限が到来する電波利用料につ

いて口座振替による納付を行わないこととしようとするときは、同表の下欄に掲げる事項を記載した申出書を、総合通信局長に提出する

ものとする。

一　免許人等 （１）　無線局の免許等の年月日及び免許等の番号

（２）　氏名又は名称及び住所

（３）　無線局の種別

二　特定免許等不要局を開設した者又は表示者 （１）　無線局の区分（表示者にあつては、特定無線設備の種別）

（２）　周波数

（３）　氏名又は名称及び住所

（４）　無線局の有する機能

第五十一条の十一の六　総合通信局長は、次に掲げる場合には口座振替の申出の承認を取り消すことができる。

一　承認に係る電波利用料が法第百三条の二第二十四項に規定する期限までに納付されなかつたとき。

二　承認に係る電波利用料の納付について前納の申出がされたとき。

三　承認に係る電波利用料の納付について予納の申出がされたとき。

（口座振替による納付の期限）

第五十一条の十一の七　法第百三条の二第二十四項の総務省令で定める日は、同条第二十三項の金融機関において、当該電波利用料の納付

に関し必要な事項について電磁的方法により記録されたもの（電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）による通知を受

けた日又は必要な事項を記載した書類が到達した日から四取引日を経過した 初の取引日とする。

２　前項に規定する取引日とは、当該金融機関の休日以外の日をいう。

（納付の督促）

第五十一条の十二　法第百三条の二第二十五項の規定による電波利用料の納付の督促は、別表第十五号の様式の督促状を送達して行うもの

とする。

（証明書の携帯）

第五十一条の十三　法第百三条の二第二十六項の規定により滞納処分を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求

があるときは、これを提示しなければならない。

２　前項の証明書の様式は、別表第十六号に定めるものとする。

（延滞金の免除）

第五十一条の十四　法第百三条の二第二十七項ただし書の総務省令で定めるときは、次のとおりとする。

一　督促に係る電波利用料の額が千円未満であるとき。

二　法第百三条の二第二十七項本文の規定により計算した延滞金の額が百円未満であるとき。

第二節の六　混信等の許容の申出

第五十一条の十四の二　免許人等は、他の無線局からの混信その他の妨害を許容することができる場合には、その旨を総務大臣に申し出る

ことができる。

第三節　権限の委任

（権限の委任）

第五十一条の十五　法に規定する総務大臣の権限で次に掲げるものは、所轄総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。）に

委任する。ただし、第二号の二の三、第三号、第五号の二及び第六号の二に掲げる権限は、総務大臣が自ら行うことがある。

一　法第四条、第五条（第四項を除く。）、第六条第一項、第七条から第十二条まで、第十四条第一項、第十五条、第十七条から第十九条

まで、第二十条第二項から第六項まで、第九項及び第十項、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十七条第一項、第二十七条の

三第一項、第二十七条の四、第二十七条の五第一項及び第二項、第二十七条の六、第二十七条の八、第二十七条の九、第二十七条の十

第一項、第二十七条の二十一第一項及び第二項、第二十七条の二十二から第二十七条の二十五まで、第二十七条の二十六（第三項を除

く。）、第二十七条の二十七第二項、第二十七条の二十八、第二十七条の二十九第一項、第二十七条の三十、第二十七条の三十一、第二

十七条の三十二第二項、第二十七条の三十三（第三項を除く。）、第二十七条の三十四、第二十七条の三十五、第三十九条第四項（法第

五十一条（法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。）及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。）、第七十条

の七第二項（法第七十条の八第二項及び第七十条の九第二項において準用する場合を含む。）、第七十五条、第七十六条第一項（法第七

十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。）、第二項、第三項（法第七十条の七第四

項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。）及び第六項並びに第八十条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、次の

無線局（法第五条第一項第二号に掲げる者の開設に係るものを除く。）に関するもの

（１）　固定局、地上一般放送局（エリア放送を行うものに限る。）、陸上局、移動局、無線測位局、ＶＳＡＴ地球局、船舶地球局、航空

機地球局、携帯移動地球局、非常局、アマチュア局、簡易無線局、構内無線局、気象援助局、標準周波数局及び特別業務の局

（２）　（１）に掲げる無線局（アマチュア局を除く。）の行う無線通信業務に係る実用化試験局

一の二　法第四条の二第二項（同項の規定による技術基準の指定に係る部分を除く。）、第四項及び第六項並びに法第四条の二第五項にお

いて準用する法第三十八条の二十及び第三十八条の二十一第一項に基づく総務大臣の権限

二　法第十七条（無線設備の設置場所の変更及び無線設備の変更の工事に係る部分に限る。）及び第十八条の規定に基づく総務大臣の権

限であつて、第一号に掲げる無線局以外の無線局（法第五条第一項第二号に掲げる者の開設するもの及び基幹放送局を除く。）に関す

るもの

二の二　法第二十四条の二第一項、第二項及び第四項、第二十四条の二の二第一項、第二十四条の三、第二十四条の四第一項、第二十四

条の五第一項、第二十四条の六第二項、第二十四条の七、第二十四条の八第一項、第二十四条の九第一項、第二十四条の十並びに第二

十四条の十一の規定に基づく総務大臣の権限

二の二の二　法第二十五条第二項の規定に基づく混信又はふくそうに関する調査に係る総務大臣の権限

二の二の三　法第二十六条の二並びに第二十六条の三第六項及び第七項の規定に基づく総務大臣の権限
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二の三　法第四十一条第一項、第四十二条及び第四十五条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、第一級海上特殊無線技士、第二級海

上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上

特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士の

資格に関するもの（法第四十五条の規定に基づくもののうち、法第四十六条第一項の規定により、総務大臣が同項に規定する指定試験

機関（以下「指定試験機関」という。）に同項に規定する試験事務（以下「試験事務」という。）を行わせることとした場合の当該試験

事務に係る無線従事者国家試験に関するものを除く。）

二の四　法第四十一条第二項第二号、第四十八条第一項及び第七十九条第一項（免許の取消しに係る部分を除く。）の規定に基づく総務

大臣の権限

二の五　法第四十八条の二第二項第二号、第四十八条の三第一号、第七十九条第二項において準用する同条第一項（船舶局無線従事者証

明の取消しに係る部分を除く。）、第七十九条の二第一項及び第二項並びに第八十一条の二の規定に基づく総務大臣の権限

三　法第七十一条の五、第七十二条、第七十三条（第七項を除く。）、第八十一条（法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七

十条の九第三項において準用する場合を含む。）及び第八十二条（法第百一条において準用する場合を含む。）の規定に基づく総務大臣

の権限

四　法第百条第一項、第二項及び第四項並びに同条第五項において準用する法第十四条第一項、第十七条、第二十一条、第二十二条、第

二十四条、第七十一条の五、第七十二条、第七十三条第五項、第七十六条第一項及び第八十一条の規定に基づく総務大臣の権限

五　法第百二条第一項の規定による届出を受理する総務大臣の権限

五の二　法第百三条第二項の規定に基づく総務大臣の権限

六　法第百三条の二第五項から第八項まで、第十二項、第十三項、第十五項第三号、第十九項から第二十一項まで、第二十三項及び第二

十六項の規定に基づく総務大臣の権限

七　法第百三条の六第一項及び第二項の規定に基づく総務大臣の権限

八　手数料令第二十一条第二項の規定に基づく総務大臣の権限

２　前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長とする。

一　船舶の無線局及び船舶地球局 その船舶の主たる停泊港の所在地

二　航空機の無線局及び航空機地球局 その航空機の定置場の所在地

三　宇宙局並びに包括免許に係る特定無線局であつ

て、その通信の相手方が人工衛星局であるもの及び

包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じく

する外国の無線局

申請者又は免許人の住所

三の二　ＶＳＡＴ地球局（三の項に掲げる特定無線

局を除く。）

当該ＶＳＡＴ地球局の送信の制御を行うＶＳＡＴ制御地球局の無線設備の設置場所

三の三　包括免許に係る特定無線局（法第二十七条

の二第一号に掲げる無線局に係るものに限り、三の

項に掲げる特定無線局を除く。）（十四の項に掲げる

事項を除く。）

当該特定無線局の送信の制御を行う主たる無線局の無線設備の設置場所

三の四　包括免許に係る特定無線局（法第二十七条

の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。）

当該特定無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域

三の五　法第二十七条の三十二第一項の規定による

登録に係る無線局（三の六の項に掲げる無線局を除

く。）

申請者又は登録人の住所（法第二十七条の二十九第一項、第二十七条の三十四及び第

二十七条の三十五並びに法第七十条の七第二項（法第七十条の九第二項において準用

する場合を含む。）に規定する届出にあつては、その無線設備の設置場所（移動する無

線局にあつては、常置場所））

三の六　法第二十七条の三十二第一項の規定による

登録に係る無線局（第十六条第一号に掲げる無線局

に限る。）

その無線設備を設置しようとする区域（法第二十七条の二十九第一項、第二十七条の

三十四及び第二十七条の三十五並びに法第七十条の七第二項（法第七十条の九第二項

において準用する場合を含む。）に規定する届出にあつては、その無線設備の設置場所）

三の七　法第四条の二第二項、第四項及び第六項の

規定による届出に関する事項

当該届出を行う者の住所

三の八　法第四条の二第二項の規定による届出に係

る無線局及び無線設備（三の七の項に掲げる事項を

除く。）

当該無線局の無線設備の設置場所。ただし、当該届出を行った者の住所とすることを

妨げない。

四　移動する無線局（一の項から三の三の項まで、

三の五、三の七及び三の八の項に掲げる無線局を除

く。）（十二の項に掲げる事項を除く。）

その無線設備の常置場所（常置場所を船舶又は航空機とする無線局にあつては、当該

船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地）

五　移動しない無線局（三の四の項から三の八の項

までに掲げる無線局を除く。）（十二の項に掲げる事

項を除く。）

その送信所（通信所又は演奏所があるときは、その通信所又は演奏所）の所在地

五の二　登録検査等事業者に関する事項 登録検査等事業の登録を受けようとする者若しくは登録検査等事業者の住所又はこれ

らの者が検査若しくは点検の事業を行う事務所の所在地

五の三　法第二十五条第二項に規定する混信又はふ

くそうに関する調査に係る無線局に関する情報の提

供に関する事項

請求者が開設又は変更しようとする無線局の送信所の所在地（人工衛星の無線局にあ

つては請求者の住所、移動する無線局にあつては常置場所）

五の四　法第二十六条の二に規定する電波の利用状

況の調査及び法第二十六条の三に規定する電波の有

効利用の程度の評価等に関する事項

一の項から五の項までの上欄に掲げる無線局の区分に従いそれぞれ下欄に掲げる場所

六　無線従事者の免許に関する事項 合格した法第四十一条第二項第一号の国家試験（その免許に係るものに限る。）の受験

地（法附則第五項又は第六項の規定により無線従事者の免許を受けたものとみなされ

た者であつて、昭和三十年六月一日に免許の更新を受けたものの当該免許については、

同日における本籍地）、修了した法第四十一条第二項第二号の養成課程の主たる実施の
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場所（その場所が外国の場合にあつては、当該養成課程を実施した者の主たる事務所

の所在地。七の項において同じ。）、同条第二項第三号の無線通信に関する科目を修め

て卒業した同号の学校（当該科目を修めて学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）

第八十七条の二に規定する前期課程を修了した専門職大学を含む。）の所在地又は修了

した従事者規則第三十三条に規定する認定講習課程の主たる実施の場所。ただし、申

請者の住所とすることを妨げない。

七　法第四十一条第二項第二号の無線従事者の養成

課程

その養成課程の主たる実施の場所

八　無線従事者国家試験に関する事項 その無線従事者国家試験の施行地

八の二　船舶局無線従事者証明に関する事項（次の

項に掲げる事項を除く。）

その船舶局無線従事者証明に関する無線従事者資格の免許に係る六の項の下欄に掲げ

る場所

八の三　法第四十八条の二第二項第二号及び第四十

八条の三第一号に規定する訓練の課程に関する事項

その訓練の主たる実施の場所（その場所が外国の場合にあつては、当該訓練を実施し

た者の主たる事務所の所在地）

九　無線従事者又は船舶局無線従事者証明を受けた

者の業務の従事の停止

その無線従事者又はその船舶局無線従事者証明を受けた者の住所又は居所（現に免許

を受けている無線局の無線設備の操作に係るものであるときは、当該無線局につき一

の項から四の項までの上欄に掲げる無線局の区分に従いそれぞれ下欄に掲げる場所）

十　高周波利用設備 その主装置の設置場所又は常置場所

十一　法第百二条第一項に規定する建造物又は工作

物

その主たるものの施工地

十二　特定免許等不要局の電波利用料に関する事項 特定免許等不要局を開設した者又は表示者の住所

十三　広域使用電波に係る電波利用料の徴収に関す

る事項

その広域使用電波を使用する区域（当該区域が法別表第七の十二の項、十三の項又は

十四の項に掲げる区域である場合は、当該広域使用電波を使用する広域開設無線局の

免許人又は法第百三条の二第三項の規定により当該広域使用電波を 初に使用する特

定基地局の免許を受けた免許人とみなされる認定開設者の住所）

十四　法第百三条の二第七項及び第八項に規定する

電波利用料に関する事項

その広域使用電波を使用する区域（当該区域が法別表第七の一の項から十三の項まで、

十五の項若しくは十六の項に掲げる区域のうち、複数の区域を使用する場合又は法別

表第七の十二の項、十三の項若しくは十四の項に掲げる区域である場合は、その当該

広域使用電波を使用する広域開設無線局の免許人の住所）

３　無線局の送信装置のある場所が前項の表の下欄に掲げる場所と異なる場合において、同項に規定する総合通信局長が当該無線局の検査

を行なうことが著しく不適当であるときは、第一項第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる総務大臣の権限（無線局の検査に係るも

のに限る。）が委任されることとなる所轄総合通信局長は、前項の規定にかかわらず、当該無線局の送信装置のある場所を管轄する総合

通信局長とする。

４　法第四条の二第二項、第四項及び第六項の規定による届出を行う者又は無線従事者の免許を受けようとする者の住所が本邦内にない場

合における第一項の所轄総合通信局長は、第二項の規定にかかわらず、関東総合通信局長とする。

５　アマチュア局（人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除

く。以下この項において同じ。）に係る申請について、申請に係る無線局に関する第二項の表の下欄に掲げる場所と申請に係る無線従事

者の免許に関する同表の下欄に掲げる場所とが異なる場合であつて、当該申請がこれらのいずれかの場所を管轄する総合通信局長に同時

に提出されるときにおける第一項の所轄総合通信局長は、第二項の規定にかかわらず、当該アマチュア局の無線設備の常置場所（常置場

所を船舶又は航空機とする無線局にあつては、当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地）又は当該アマチュア局の送信

所（通信所又は演奏所があるときは、その通信所又は演奏所）の所在地を管轄する総合通信局長とする。

６　法第二十四条の十三第一項、同条第二項において準用する法第二十四条の二第二項及び第四項、第二十四条の三、第二十四条の四第一

項、第二十四条の五第一項、第二十四条の六第二項、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、第二十四条の九第一項

及び第二十四条の十一並びに第二十四条の十三第三項の規定に基づく総務大臣の権限は、関東総合通信局長に委任する。ただし、当該権

限は、総務大臣が自ら行うことがある。

第四節　提出書類

（書類の提出）

第五十二条　法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、次の表の上欄に掲げるものに関するものは同表

の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長を、その他のもの（法第二十五条第二項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する情報

の提供に関するもの、法第二十七条の十三第一項に規定する開設指針の制定の申出に関するもの、法第二十七条の十四第一項に規定する

特定基地局の開設計画の認定に関するもの、無線設備の機器の型式検定に関するもの、法第三十八条の二第一項に規定する無線設備の技

術基準の策定等の申出（法第百条第五項において準用する場合を含む。第三項において同じ。）に関するもの並びに法第三十八条の五第

一項に規定する登録証明機関、法第三十八条の三十一第二項に規定する承認証明機関、法第三十九条の二第一項に規定する指定講習機

関、法第四十六条第一項に規定する指定試験機関、法第七十一条の三第一項に規定する指定周波数変更対策機関、法第七十一条の三の二

第一項に規定する登録周波数終了対策機関、法第百二条の十七第一項に規定するセンター及び法第百二条の十八第一項に規定する指定較

正機関に関するものを除く。）は前条第一項に規定する所轄総合通信局長（以下「所轄総合通信局長」という。）を経由して総務大臣に提

出するものとし、法及び法の規定に基づく命令の規定により総合通信局長に提出する書類は、所轄総合通信局長に提出するものとする。

ただし、法第四条の三の規定に基づく呼出符号又は呼出名称の指定の申請に関する書類及び法第八十三条第一項に規定する審査請求書

は、総務大臣に直接提出することを妨げない。

一　法第四条の三に規定する呼出符号又は呼出名称の指定 申請者の住所

二　従事者規則第二章第四節に規定する学校等の認定 その学校等の本部（当該認定がその学校等の特定の学

部又は学科に係るものであるときは、その学部又は学

科）の所在地

二の二　従事者規則第三章の二に規定する履修内容の確認 その学校の本部（当該確認がその学校の特定の学部又

は学科に係るものであるときは、その学部又は学科）

の所在地
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二の三　従事者規則第四章に規定する講習課程の認定及び実施結果の報告 その講習課程の主たる実施の場所

二の四　従事者規則第七十三条に規定する主任講習 申請者の住所

二の五　従事者規則第八十一条に規定する講習の実施結果の報告 その講習を実施した事務所の所在地

二の六　従事者規則第九十三条に規定する試験事務の実施結果の報告及び従事者規則

第九十四条に規定する受験停止等の処分の報告

その試験事務を実施した事務所の所在地

三　法第五十六条第一項に規定する指定に係る受信設備 その受信設備の設置場所

三の二　法第七十条の五の二に規定する無線設備等保守規程の認定、変更の認定、変

更の届出及び無線設備等の点検その他の保守の実施状況の報告

その航空機局又は航空機地球局が設置される航空機の

定置場の所在地

四　第四十四条第一項第二号、同条第二項及び第四十五条第三号に規定する高周波利

用設備の型式の指定並びに確認

その高周波利用設備の製造業者等の住所

２　法第十条第一項の規定による届出書類、法第十八条第一項本文の規定による検査を受けようとする場合の免許規則第二十五条第四項の

規定に基づく届出書類又は無線設備等の点検実施報告書であつて船舶局、航空機局、遭難自動通報局、無線航行移動局、ラジオ・ブイの

無線局又は船舶地球局に係るものについては、前項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して所轄総合通信局長に提出するこ

とを妨げない。

３　法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、法第二十五条第二項に規定する終了促進措置に係る無線

局に関する情報の提供に関するもの、法第二十七条の十三第一項に規定する開設指針の制定の申出に関するもの及び法第二十七条の十四

第一項に規定する特定基地局の開設計画の認定に関するもの並びに法第三十八条の二第一項に規定する無線設備の技術基準の策定等の申

出については、第一項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して総務大臣に提出することができる。

４　検査実施報告書であつて船舶局（第四十一条の二の六第八号に規定するものを除く。）、遭難自動通報局、無線航行移動局（第四十一条

の二の六第十三号に規定するものを除く。）又は船舶地球局（第四十一条の二の六第十七号に規定するものを除く。）に係るものについて

は、第一項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して所轄総合通信局長に提出することを妨げない。

５　エリア放送を行う地上一般放送局の免許の申請書及び申請書に添付する書類の提出に係る取扱いについては、総務大臣が別に告示する

ところによる。

第五十二条の二　削除

（電子申請等の場合の添付書類等の提出）

第五十二条の三　法及びこれに基づく命令の規定による申請又は届出を電子申請等により行う場合において、当該申請又は届出に添付する

こととされている書類等（当該書類等に記載すべき事項について総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに電子申請等をす

る者の使用に係る電子計算機から入力して記録することとされているものを除く。）があるときは、当該書類等の提出は、免許状、免許

証その他の総務大臣が別に告示するものを除き、当該書類等をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読み取つてできた

電磁的記録を当該申請又は届出に併せて送信することにより行うことができる。

２　前項の規定により電磁的記録を送信した者は、当該電磁的記録を送信した日から二年間（この間に当該申請又は届出に係る許認可等の

有効期間が満了する場合は、当該有効期間が満了する日までの間）、前項の規定により読み取つた書類等を保存しなければならない。た

だし、当該書類等が、電子申請等をした者が当該申請又は届出のために自ら作成したものであるときは、この限りでない。

３　総務大臣は、第一項の規定により送信された電磁的記録に疑義があるとき又は判読することができないときは、当該電磁的記録を送信

した者に対して、期限を定めて、前項の規定により保存する書類等の提出を求めることができる。

４　エリア放送を行う地上一般放送局の免許の申請書及び申請書に添付する書類の提出に係る取扱いについては、前三項の規定によるほ

か、総務大臣が別に告示するところによる。

（電子情報処理組織の使用の特例）

第五十二条の四　電子申請等に係る電子情報処理組織（情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条

において同じ。）の停止（あらかじめ停止する旨を公表している場合を除く。）その他やむを得ない事由により、法及びこれに基づく命令

の規定による申請又は届出の期間内に電子情報処理組織を使用する方法により申請又は届出を行うことが著しく困難と認める場合は、当

該各規定にかかわらず、総務大臣の指定する方法により、その申請又は届出をすることができる。

２　総務大臣は、前項の規定により指定した方法について、インターネットの利用その他の方法により公表する。

附　則

（施行期日）

１　この規則は、昭和二十五年十二月一日から施行する。

（公示する期間内に申請することを要しない無線局についての特例）

２　一般放送事業者（放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）第二条第三号の三に規定する一般放送事業者をいう。）が開設する放送局

（自ら行う放送であつてデジタル放送以外のテレビジヨン放送の大部分の放送番組を含めて放送するデジタル放送を行う放送局（人工衛

星に開設するものを除く。）に限る。）については、第六条の四各号に掲げるもののほか、関東広域圏（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉

県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。以下この項において同じ。）、中京広域圏（岐阜県、愛知県及び三重県の

各区域を併せた区域をいう。以下この項において同じ。）又は近畿広域圏（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の各

区域を併せた区域をいう。以下この項において同じ。）を放送対象地域（放送法第二条の二第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。

以下この項において同じ。）とする放送局にあつては平成十五年十二月三十一日までの間、関東広域圏、中京広域圏及び近畿広域圏以外

の区域を放送対象地域とする放送局にあつては平成十八年十二月三十一日までの間、公示する期間内に申請することを要しない無線局と

する。

（規則の効力）

３　この規則による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によつてした

ものとみなす。

４　電波法及び放送法の施行に関する暫定規則（昭和二十五年電波監理委員会規則第二号）は、廃止する。

（附属設備）

５　法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第百三条の二第四項第十二号の三の総務省令で定める附属設備は、中継局その他の

設備に電力を供給し、又は当該設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。

６　法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第百三条の二第四項第十二号の四の総務省令で定める附属設備は、同号の電気通信

設備に電力を供給するための設備とする。
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７　設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局及び同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局につ

いての第三条第一項及び第四条第一項の規定の適用については、当分の間、第三条第一項第五号中「水域」とあるのは「区域」と、第四

条第一項第十二号中「（船上通信局を除く。）」とあるのは「（船上通信局を除き、陸上移動業務に係る実用化試験局を含む。）」とする。

附　則　（昭和二六年五月一五日電波監理委員会規則第六号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和二六年一二月一一日電波監理委員会規則第九号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和二七年四月二二日電波監理委員会規則第四号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和二七年六月一八日電波監理委員会規則第五号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和二七年七月三一日電波監理委員会規則第一〇号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和二七年九月二九日郵政省令第三二号）

１　この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。

２　この省令による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてしたものとみなす。

附　則　（昭和二八年一一月二五日郵政省令第五七号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行し、附則第三項の規定に限り昭和二十八年六月一日から適用する。但し、第十五条第二項の改正規定

は、この省令施行の日から六箇月間は施行しないものとする。

５　この省令施行の際従前の規則の規定により特殊無線技士（超短波陸上無線電話）の資格を有する者は、この省令の規定による特殊無線

技士（超短波陸上無線電話）の資格を有する者とみなす。

６　この省令施行の際従前の規則の規定により特殊無線技士（超短波多重無線電話）の資格を有する者は、この省令の規定による特殊無線

技士（超短波多重無線装置）の資格を有する者とみなす。

附　則　（昭和二九年九月二一日郵政省令第三四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和二九年一一月一六日郵政省令第三九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和二九年一二月二八日郵政省令第四五号）　抄

１　この省令は、昭和三十年一月一日から施行する。

附　則　（昭和三〇年一月二九日郵政省令第四号）

この省令は、昭和三十年二月一日から施行する。

附　則　（昭和三〇年九月二二日郵政省令第四二号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令施行の際従前の規則の規定により特殊無線技士（超短波陸上無線電話又は超短波海上無線電話）の資格を有する者は、引き続

きこの省令による改正後の規則の規定による特殊無線技士（超短波陸上無線電話又は超短波海上無線電話）の資格を有する者とみなす。

附　則　（昭和三一年一一月二九日郵政省令第二〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三一年一二月一一日郵政省令第二三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三二年五月二一日郵政省令第八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三二年六月一日郵政省令第九号）

この省令は、昭和三十二年七月一日から施行する。

附　則　（昭和三二年九月二八日郵政省令第二四号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令施行の際、従前の規則の規定により左の表の上欄の資格を有する者は、引き続きこの省令による改正後の規則の規定による同

表の下欄の資格を有する者とみなす。

超短波海上無線電話

超短波陸上無線電話

中短波固定無線電信

国内無線電信甲

中短波海上無線電話

中短波陸上無線電話

中短波移動無線電信

国内無線電信乙

無線電話甲

無線電話乙

陸上無線電信

国内無線電信

３　前項の規定により新資格を有する者とみなされた者の有する旧資格の免許証は、従事者規則第十七条又は第二十二条の規定による申請

に基いて免許証の交付を受けるまで、新資格の免許証とみなす。

附　則　（昭和三二年一二月二日郵政省令第二八号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三三年一一月五日郵政省令第二六号）　抄

１　この省令は、電波法の一部を改正する法律（昭和三十三年法律第百四十号）施行の日（昭和三十三年十一月五日）から施行する。

２　この省令施行の際、現に改正前の規則第四条第一項の規定による放送中継局の免許を受けているものは、この省令による改正後の規則

第四条第一項の規定による固定局の免許を受けたものとする。但し、その免許の有効期間は、現に受けている免許の有効期間の残存期間

とする。

３　この省令施行の際、現に改正前の規則第四条第二項の規定による陸上局又は移動局の免許を受けているものは、それぞれこの省令によ

る改正後の規則第四条第一項の規定による携帯基地局又は携帯局の免許を受けたものとする。但し、その免許の有効期間は、現に受けて

いる免許の有効期間の残存期間とする。

５　改正後の規則第十三条の四の規定は、この省令施行の際現に施設している二五、〇〇〇ｋｃ以下の周波数の電波を使用する単一通信路

の無線電話については、昭和三十七年十二月一日から施行する。

附　則　（昭和三四年五月二五日郵政省令第一六号）

この省令は、公布の日から施行する。
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附　則　（昭和三四年一二月二二日郵政省令第三一号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三五年九月二七日郵政省令第一八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三六年六月一日郵政省令第一二号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線局のうち気象援助局（レーダーのみを使用するものに限る。）及び無線測位

局（改正後の第三条第一項第十二号の二に規定する無線標定業務に該当する業務に係るものに限る。）は、この省令の施行の日において

改正後の第四条第一項の規定による無線標定陸上局又は無線標定移動局の免許又は予備免許を受けたものとみなす。ただし、その免許の

有効期間は、現に受けている当該無線局の免許の有効期間の残存期間とする。

３　前項の規定により無線標定陸上局又は無線標定移動局の予備免許を受けたものとみなされる者が当該種別の無線局に係る同項の残存期

間の満了の日以前に当該無線局の免許を受ける場合のその有効期間は、当該残存期間の満了の日までの期間とする。

４　この省令施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線局の無線設備につき指定を受けている電波の型式及び空中線電力は、この省

令の施行の日において改正後の第四条の二及び第四条の四の規定に従つてそれぞれ相当の指定を受けたものとみなす。

附　則　（昭和三八年七月三一日郵政省令第一一号）

１　この省令は、昭和三十八年八月一日から施行する。

２　改正前の第十二条第四項の規定に基づく告示は、改正後の第十二条第十一項の規定に基づく告示とする。

附　則　（昭和三九年二月一日郵政省令第一号）　抄

１　この省令は、昭和三十九年八月一日から施行する。

附　則　（昭和三九年一二月二八日郵政省令第二八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四〇年五月二六日郵政省令第一一号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　改正前の第十二条第十一項の規定に基づく告示は、改正後の第十二条第十二項の規定に基づく告示とする。

附　則　（昭和四〇年九月一日郵政省令第二八号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四一年五月三〇日郵政省令第五号）

この省令は、昭和四十一年六月一日から施行する。

附　則　（昭和四二年七月一五日郵政省令第一四号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四三年一月二五日郵政省令第三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四三年七月一日郵政省令第二二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四三年八月二〇日郵政省令第三〇号）

この省令は、昭和四十三年八月二十二日から施行する。

附　則　（昭和四四年三月二八日郵政省令第六号）　抄

１　この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一　第二十八条及び第二十八条の二第一項各号の改正規定、第二十八条の二第二項に一号を加える改正規定、第二十八条の二第三項及び

第四項の改正規定、第二十九条の三第一項及び第三項の改正規定（海岸局に係る部分を除く。）並びに第二十九条の四第一項の改正規

定　昭和四十四年十月一日

二　第十三条第一項の改正規定（簡易無線局の周波数から四六七Ｍｃを除く措置に関する部分を除く。）　昭和四十五年一月一日

三　第十二条第一項及び第六項の改正規定（二六・一Ｍｃをこえ二八Ｍｃ以下の周波数帯の電波を送信に使用する船舶無線電話局に係る

部分に限る。）　昭和四十六年四月一日

３ 　 昭 和 五 十 六 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 改 正 後 の 第 十 二 条 第 四 項 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 の 表 中

「

Ａ三Ｈ電波二、一八二ｋＨｚ

Ａ三Ａ電波及びＡ三Ｊ電波地方電波監理局長が指示する周波数

Ａ三Ｈ電波二、一八二ｋＨｚ

Ａ三Ａ電波及びＡ三Ｊ電波地方電波監理局長が指示する周波数

」 と あ る の は 、

「

Ａ三Ｈ電波二、一八二ｋＨｚ

Ａ三Ｈ電波及びＡ三Ｊ電波地方電波監理局長が指示する周波数

Ａ三電波一、六〇五ｋＨｚから三、九〇〇ｋＨｚまで

Ａ三Ｊ電波地方電波監理局長が指示する周波数

」とする。

４　第十三条の四ただし書の規定の適用を受ける船舶局の無線電話（一、六〇五ｋＨｚをこえ三、九〇〇ｋＨｚ以下の周波数帯の電波を使

用するものに限る。）であつて、昭和四十七年十二月三十一日までに設置されたものにおいて具備すべき電波については、改正後の第十

二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、昭和五十六年十二月三十一日までは、なお従前の例による。この場合における改正後の第二

十八条の二第二項の規定の適用については、昭和五十六年十二月三十一日までは、同項中「Ａ三Ｈ電波」とあるのは、「Ａ三電波」とす

る。

５　改正前の第十二条第十二項の規定に基づく告示は、改正後の同条第八項の規定に基づく告示とする。

７　この省令の施行の際現に、免許又は予備免許を受けている海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局であつて、無線電話により通信

を行なうために単側波帯の電波の周波数の指定を受けているものは、この省令の施行の日において当該周波数から一、五〇〇サイクル

（当該周波数が四Ｍｃをこえ二三Ｍｃ以下の周波数であるときは、一、四〇〇サイクル）低い周波数の指定を受けたものとみなす。

附　則　（昭和四五年九月三日郵政省令第二〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四五年一一月二五日郵政省令第二九号）　抄

１　この省令は、昭和四十五年十二月一日から施行する。
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附　則　（昭和四六年六月一日郵政省令第九号）　抄

１　この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、施行規則第十条の二の次に一条を加える改正規定及び施行規則第十三条の

三の改正規定（「但し、郵政大臣」を「ただし、地方電波監理局長」に改める部分を除く。）並びに免許規則第二十五条第五項の改正規定

は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行前に改正前の免許規則の規定によつてなされた免許又は許可の申請に係る郵政大臣の権限であつて、改正後の施行規則

第五十一条の二第一項の規定により所轄地方電波監理局長に行なわせるものについては、改正後の同項の規定にかかわらず、なお郵政大

臣が行なう。

附　則　（昭和四六年一一月一日郵政省令第二六号）

１　この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。

２　この省令の施行前になされた養成課程に係る郵政大臣の認定は、改正後の第五十一条の二第一項の規定により所轄地方電波監理局長が

したものとみなす。

附　則　（昭和四六年一二月二四日郵政省令第三一号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四七年四月一一日郵政省令第一三号）

１　この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

２　この省令の施行の際現に許可を受けている無線設備の変更の工事であつて、改正後の第十条第二項に規定する軽微な事項に該当するも

のは、改正後の第十条の三の規定にかかわらず、変更検査を受けることを要しない。

３　固定局、海岸局、航空局、一般の利用に供するために開設する信号報知局、遭難自動通報局、無線測位局、非常局、標準周波数局又は

特別業務の局に備えつけておかなければならない業務書類であつて、この省令の施行前になされた免許若しくは許可の申請又は届出に係

るものについては、改正後の第三十八条第一項又は第五項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお

従前の例による。

４　改正前の第三十八条第四項及び第五項の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の第三十八条第三項及び第四項の規定に基づく告示とす

る。

５　この省令の施行の際現に許可を受けている高周波利用設備に備えつけておかなければならない書類については、改正後の第四十六条の

二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の同条第二項の規定の適用があるものとする。

６　この省令の施行前になされた免許又は許可の申請に係る郵政大臣の権限であつて、改正後の第五十一条の二第一項の規定により所轄地

方電波監理局長に委任することとなるものについては、改正後の同項の規定にかかわらず、なお郵政大臣が行なう。

７　この省令の施行前に郵政大臣がした処分又は郵政大臣に対してなされた手続（免許又は許可の申請を除く。）その他の行為であつて、

改正後の第五十一条の二第一項の規定により所轄地方電波監理局長に委任することとなる郵政大臣の権限に係るものは、改正後の同項の

規定により所轄地方電波監理局長がしたもの又は所轄地方電波監理局長に対してなされたものとみなす。

８　附則第四項及び前項に規定する場合のほか、この省令による改正前の規定によつてなされた処分又は手続は、改正後の規則中のこれに

相当する規定によつてなされたものとみなす。

附　則　（昭和四七年五月一日郵政省令第一六号）

この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

附　則　（昭和四七年七月一日郵政省令第二五号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。ただし、電波法施行規則第四十条第二項の改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日

から施行する。

２　この省令の施行前にされた電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波数の計量単

位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の

施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。

３　改正前の施行規則第三十九条第三項の規定に基づく告示は、改正後の同条第四項の規定に基づく告示とする。

附　則　（昭和四七年一二月二一日郵政省令第四一号）

この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。

附　則　（昭和四八年五月一八日郵政省令第一四号）

１　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十七条第十八号の次に一号を加える改正規定は、昭和四十八年七月一日から施行す

る。

２　アマチユア局又は簡易無線局に備えつけておかなければならない業務書類であつて、この省令の施行の日から起算して六月を経過する

日までになされた免許、再免許若しくは許可の申請又は届出に係るもの（無線局免許手続規則の一部を改正する省令（昭和四十八年郵政

省令第十五号）による改正前の免許規則別表第一号、別表第二号、別表第三号、別表第四号の五、別表第四号の六又は別表第五号の様式

によるものに限る。）については、改正後の第三十八条第一項又は第三項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する

日までは、なお従前の例による。

附　則　（昭和四八年八月一日郵政省令第一九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四九年一二月一六日郵政省令第二一号）

１　この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。ただし、第五十一条の二第一項第二号の二を改正し、同号を同項第二号の三とし、同

項第二号の次に一号を加える改正規定（法第四十七条の規定に基づく郵政大臣の権限に係る部分を除く。）、第五十一条の二第二項の表中

七の項を十の項とし、六の項を九の項とし、五の項を六の項とし、四の項の次に加える改正規定及び第五十二条第一項の表中一の項から

三の項までを削る改正規定（一の項に係る部分を除く。）は、同年四月一日から施行する。

２　改正前の第三十八条の四の規定により保存しなければならないこととされている遭難自動通報設備の機能試験の記録については、改正

後の第四十三条の二の規定によりこの省令の施行の日以後において 初に実施した当該設備の機能試験の報告がなされる日まで保存しな

ければならない。

３　昭和五十年三月三十一日までになされた無線従事者の免許又は免許証の再交付の申請に係る郵政大臣の権限であつて、改正後の第五十

一条の二第一項の規定により所轄地方電波監理局長に委任することとなるものについては、改正後の同項の規定にかかわらず、なお郵政

大臣が行う。

４　昭和五十年三月三十一日までに郵政大臣がした処分その他の行為又は郵政大臣に対してなされた手続その他の行為（無線従事者の免許

又は免許証の再交付の申請を除く。）であつて、改正後の第五十一条の二第一項の規定により所轄地方電波監理局長に委任することとな
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る郵政大臣の権限に係るものは、改正後の同項の規定により所轄地方電波監理局長がしたもの又は所轄地方電波監理局長に対してなされ

たものとみなす。

５　改正前の別表第二号の二の（４）のアの規定に基づく告示は、改正後の同表の二の（５）のアの規定に基づく告示とする。

附　則　（昭和五〇年一二月一日郵政省令第一九号）

この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第十二条第三項の改正規定は、昭和五十二年六月一日から施行する。

附　則　（昭和五一年三月二五日郵政省令第六号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　昭和五十二年三月三十一日以前に免許又は予備免許を受けた義務航空機局の無線設備の機器であつて次の表の上欄に掲げるものについ

ては、当該機器の設置が継続する限り、改正後の同表の下欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の同表の下欄の

規定に適合する無線設備の機器及び昭和五十二年四月一日以後における取替え又は増設に係る無線設備の機器については、この限りでな

い。

一、六〇五ｋＨｚから二八、〇〇〇ｋＨｚまでの周波数の電波を使用する無線設備の機器 第十五条第三項

一一八ＭＨｚから一四四ＭＨｚまでの周波数の電波を使用する無線設備、ＡＴＣトランスポンダ及び航空機用気象

レーダーの機器

第十五条第二項及び第

三項

３　この省令の施行の際現に許可を受けている無線設備の変更の工事であつて、改正後の別表第一号に規定する軽微な事項に該当するもの

は、改正後の別表第二号の規定にかかわらず、変更検査を受けることを要しない。

４　改正前の第十五条第四項第四号、別表第一号第１の２４の項及び別表第二号二の（５）のアの規定に基づく告示は、それぞれ改正後の

第十五条第四項第二号、別表第一号第１の２５の項及び別表第二号二の（６）のアの規定に基づく告示とする。

５　放送局又は地球局に備え付けておかなければならない業務書類であつて、この省令の施行前になされた免許若しくは許可の申請又は届

出に係るものについては、改正後の第三十八条第一項又は第五項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日まで

は、なお従前の例による。

６　船舶局又は航空機局に備え付けておかなければならない業務書類であつて、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までに

なされた免許、再免許若しくは許可の申請又は届出に係るもの（無線局免許手続規則の一部を改正する省令（昭和五十一年郵政省令第七

号）による改正前の免許規則別表第一号、別表第二号、別表第三号又は別表第五号の様式によるものに限る。）については、改正後の第

三十八条第一項又は第五項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間内は、なお従前の例による。

附　則　（昭和五二年一月三一日郵政省令第三号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　信号報知局（一般の利用に供するために開設するものを除く。）、実験局及び気象援助局に備え付けておかなければならない業務書類で

あつて、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までになされた免許、再免許若しくは許可の申請又は届出に係るもの（無線

局免許手続規則の一部を改正する省令（昭和五十二年郵政省令第四号）による改正前の免許規則別表第一号、別表第二号、別表第三号又

は別表第五号の様式によるものに限る。）については、改正後の第三十八条第一項、第三項又は第五項の規定にかかわらず、当該無線局

の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。

附　則　（昭和五三年九月五日郵政省令第二二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五三年一〇月二七日郵政省令第二九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五四年二月八日郵政省令第一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五四年七月四日郵政省令第一〇号）

１　この省令は、昭和五十四年八月一日から施行する。

２　この省令の施行の際現に免許を受けている簡易無線局（二六ＭＨｚ帯及び二七ＭＨｚ帯の周波数の電波を使用する無線電話の簡易無線

局であつて、検定規則による型式検定に合格した簡易無線業務用の無線設備の機器を使用するものに限る。以下同じ。）及び無線局免許

手続規則の一部を改正する省令（昭和五十四年郵政省令第十一号）附則第五項の規定により、同省令による改正前の様式の免許状を交付

された簡易無線局に備え付けておかなければならない業務書類については、改正後の施行規則第三十八条第三項の規定にかかわらず、当

該無線局の免許の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。

附　則　（昭和五四年七月四日郵政省令第一二号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五五年五月六日郵政省令第一二号）

（施行期日）

１　この省令は、電波法の一部を改正する法律（昭和五十四年法律第六十七号）の施行の日から施行する。

（経過措置）

２　改正前の施行規則第十五条第四項第二号の規定に基づく告示は、改正後の施行規則（以下「新省令」という。）第十一条の四第四項第

二号の規定に基づく告示とする。

３　この省令の施行の際現に免許を受けている無線標定移動局（ラジオ・ブイの無線局を除く。）については、新省令第三十八条第三項の

規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。

附　則　（昭和五五年一二月一日郵政省令第三二号）

（施行期日）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五六年三月二日郵政省令第六号）

（施行期日）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五六年一一月一四日郵政省令第三五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五六年一一月二一日郵政省令第三八号）

（施行期日）

１　この省令は、電波法の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第四十九号）の施行の日（昭和五十六年十一月二十三日）から施行す

る。
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（経過措置）

２　改正前の施行規則別表第一号第１の２５の項、別表第二号二の（３）のエ及び別表第二号二の（６）のアの規定に基づく告示は、それ

ぞれ改正後の施行規則別表第一号第１の２６の項、別表第二号二の（４）のエ及び別表第二号二の（７）のアの規定に基づく告示とす

る。

附　則　（昭和五七年三月八日郵政省令第七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五七年九月一三日郵政省令第三四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五七年一一月二二日郵政省令第六一号）

１　この省令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定、同条に一項を加える改正規定及び第五十一条の二第

一項第一号の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。

２　改正前の施行規則中第三十八条第一項の表の六の項及び同条第三項の規定は、昭和五十七年十二月三十一日までは、なおその効力を有

する。

３　改正前の第六条第二号の規定に基づく告示は、改正後の同条第一項第二号に基づく告示とする。

附　則　（昭和五八年一月三一日郵政省令第一号）

この省令は、電波法の一部を改正する法律（昭和五十七年法律第五十九号）の施行の日から施行する。

附　則　（昭和五八年三月二五日郵政省令第九号）　抄

１　この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。

２　この省令による改正前の施行規則、免許規則、設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則、運用規則及び検定規則に基

づく処分、手続その他の行為（アマチユア局に係るものを除く。）のうち、改正前の施行規則第四条の二の規定に従つた電波の型式の表

示は、この省令の施行の日以降においては、改正後の同条の規定に従つて相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。

附　則　（昭和五八年五月三〇日郵政省令第一九号）

この省令は、昭和五十八年六月六日から施行する。

附　則　（昭和五八年九月二六日郵政省令第三六号）

この省令は、昭和五十八年十月二日から施行する。

附　則　（昭和五八年九月二六日郵政省令第三七号）　抄

１　この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。

附　則　（昭和五九年一月三〇日郵政省令第二号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている気象用ラジオ・ロボツトの無線局の電波の型式及び周波数は、昭和六十六年五

月三十一日までは、改正後の第十三条の三の二の規定にかかわらず、この省令の施行の際に指定されているところによることができる。

附　則　（昭和五九年六月三〇日郵政省令第二七号）

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附　則　（昭和五九年七月二五日郵政省令第三二号）　抄

１　この省令は、電波法の一部を改正する法律（昭和五十九年法律第四十八号）の施行の日（昭和五十九年九月一日）から施行する。

２　昭和六十一年八月三十一日以前に船舶無線電信局に備えた無線電話の送信設備の有効通達距離については、その備付けが継続する限

り、改正後の第二十八条の二第三号の規定は、適用しない。

３　法第三十二条の計器及び予備品の備付けについては、改正後の第三十条及び第三十一条の規定にかかわらず、昭和六十年一月三十一日

（同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の無線設備に備え付けるものにあつては、昭和六十四年七月三十一日）までは、なお従前

の例によることができる。

４　改正前の第十二条第八項の規定に基づく告示及び改正前の第二十八条の二第五項の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の第十二条第

九項の規定に基づく告示及び改正後の第二十八条の二の二第二項の規定に基づく告示とする。

附　則　（昭和五九年一二月二四日郵政省令第四七号）　抄

１　この省令は、昭和六十年一月十五日から施行する。

２　航空機用救命無線機又は航空機用携帯無線機に関し、この省令の施行前にされた電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）に基づく告

示、処分、手続その他の行為のうち、電波の型式としてＡ二Ａと表示したものは、この省令の施行の日以降においては、Ａ三Ｘと表示し

ているものとみなす。

附　則　（昭和六〇年三月一五日郵政省令第五号）

１　この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

２　この省令による改正前の規定（第十三条の三の規定を除く。）によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに

相当する規定によつてなされたものとみなす。

３　改正前の第十三条の三の規定は、昭和六十七年十一月三十日までは、なおその効力を有する。

４　昭和六十七年十一月三十日以前に改正前の第十三条の三の規定により免許又は予備免許を受けたラジオ・ブイの局の電波の型式及び周

波数並びに空中線電力は、改正後の第十三条の三の規定にかかわらず、昭和七十二年十一月三十日までは、なお従前の例によることがで

きる。

附　則　（昭和六〇年六月一日郵政省令第四三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六〇年七月二七日郵政省令第六三号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行前になされた船舶局無線従事者証明に係る新規訓練の課程の郵政大臣の認定は、改正後の第五十一条の二第一項の規定

により所轄地方電気通信監理局長がしたものとみなす。

附　則　（昭和六〇年一〇月一五日郵政省令第七七号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六〇年一二月四日郵政省令第八一号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）
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２　この省令の施行の際現に郵政大臣の指定を受けている型式に属する電子レンジについては、なお従前の例による。

３　改正前の施行規則第四十五条の二第二項、第四十五条の三第二項及び第四十五条の四第五項の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の

第四十六条第二項、第四十六条の二第二項及び第四十六条の三第五項の規定に基づく告示とする。

附　則　（昭和六一年一月八日郵政省令第一号）

この省令は、昭和六十一年一月二十日から施行する。

附　則　（昭和六一年三月二二日郵政省令第一二号）　抄

１　この省令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律（昭和六十年法律第百二号）第二十一条中電波法（昭和

二十五年法律第百三十一号）第三十七条の改正規定の施行の日（昭和六十一年三月三十一日）から施行する。

附　則　（昭和六一年五月二七日郵政省令第二四号）

１　この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、公布の日から起算して三年を経過した日から、第四

十条及び第五十二条第一項の改正規定は、昭和六十一年七月一日から施行する。

２　第六条の改正規定の施行の際現に開設されている無線局であつて改正前の第六条第一項第一号の規定に適合するものについては、公布

の日から起算して十年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

３　この省令の施行の日から昭和六十一年六月三十日までの間は、改正後の施行規則第十一条の四第一項中「法第三十七条第四号」とある

のは「電波法の一部を改正する法律（昭和六十一年法律第三十五号）による改正後の法第三十七条第四号」と、同条第二項中「第三十七

条第五号」とあるのは「第三十七条第四号」と、同条第四項中「第三十七条第六号」とあるのは「第三十七条第五号」とする。

４　法第三十七条第三号に規定する救命艇用携帯無線電信については、この省令の施行にかかわらず、昭和六十一年六月三十日までの間

は、なお従前の例による。

５　改正前の第十三条の四の規定に基づく告示は、改正後の第十五条の規定に基づく告示とする。

附　則　（昭和六一年七月二八日郵政省令第四三号）　抄

１　この省令は、昭和六十一年八月一日から施行する。

附　則　（昭和六一年一一月二六日郵政省令第六四号）

１　この省令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律（昭和六十年法律第百二号）第二十一条の規定（電波法

（昭和二十五年法律第百三十一号）第三十七条の改正規定を除く。）の施行の日（昭和六十一年十二月一日）から施行する。

２　改正前の施行規則第三十九条第四項の規定に基づく告示は、改正後の施行規則第三十九条第五項に基づく告示とする。

附　則　（昭和六二年三月五日郵政省令第四号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　改正後の第四十六条の二第一項の適用については、同項第三号（１）（五）中「五六デシベル」及び「六〇デシベル」とあるのは、昭

和六十二年五月三十一日までの間に行われる型式の指定の申請については、「六六デシベル」及び「七〇デシベル」と、同年六月一日か

ら昭和六十三年十一月三十日までの間に行われる型式の指定の申請については、「六〇デシベル」及び「六四デシベル」とする。

附　則　（昭和六二年三月一六日郵政省令第八号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三号の改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附　則　（昭和六二年八月八日郵政省令第三八号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（昭和六二年九月二九日郵政省令第四八号）　抄

１　この省令は、電波法の一部を改正する法律（昭和六十二年法律第五十五号）の施行の日から施行する。

２　この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線局の条件として付されている附属規則付録第四十四号の船舶局選択呼出番

号又は海岸局識別番号については、昭和六十三年四月一日以降においては、改正後の第六条の四第四号の規定による識別信号とみなす。

ただし、昭和六十三年三月三十一日までに当該条件が取り消されたものについては、この限りでない。

３　改正前の施行規則別表第一号第１の表２６の項及び同表第２の表２の項の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の施行規則別表第一号

の四第１の表２６の項及び同表第２の表２の項の規定に基づく告示とする。

附　則　（昭和六二年一二月一五日郵政省令第六〇号）

この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

附　則　（昭和六三年四月八日郵政省令第一九号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六三年四月一九日郵政省令第二一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六三年九月二八日郵政省令第五四号）

１　この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

２　この省令の施行の際現に免許を受けている放送局の免許の有効期間については、なお従前の例による。

附　則　（昭和六三年一二月二一日郵政省令第七四号）

この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

附　則　（平成元年一月二七日郵政省令第三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成元年六月一日郵政省令第二六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成元年六月三〇日郵政省令第四一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成元年一〇月二日郵政省令第六二号）

この省令は、平成元年十月三日から施行する。

附　則　（平成元年一一月一日郵政省令第六八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成元年一一月七日郵政省令第七一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成元年一一月二二日郵政省令第七四号）
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この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成元年一二月一八日郵政省令第七五号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　前項に定める日から平成三年六月三十日までの間は、この省令による改正後の電波法施行規則第四条第一項第二十号の五中「第六条第

一項第四号」とあるのは、「第六十三条第五項」と読み替えるものとする。

附　則　（平成二年三月三一日郵政省令第一五号）

１　この省令は、電波法の一部を改正する法律（平成元年法律第六十七号）の施行の日（平成二年五月一日）から施行する。

２　この省令の施行の日から平成二年十月三十一日までの間は、改正後の施行規則第三十四条の七第一項中「六箇月以内に」とあるのは、

「平成三年四月三十日までに」とする。

附　則　（平成二年六月一八日郵政省令第三二号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十八条第一項の改正規定は、平成三年六月一日から施行する。

附　則　（平成二年九月一八日郵政省令第四五号）

１　この省令は、平成三年七月一日から施行する。ただし、第二条第一項第四十九号の四の次に一号を加える改正規定、第十三条第三項の

改正規定、別表第一号の四第１の表７の項及び８の項の改正規定並びに別表第二号の二の改正規定は、公布の日から施行する。

２　改正前の施行規則第十二条第十項の規定に基づく告示は、改正後の施行規則第十二条第十五項に基づく告示とする。

３　この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている船舶局であつて改正後の施行規則第十二条第一項又は第四項の規定により一五

六・六五ＭＨｚの電波を送り、及び受けることができるものでなければならないこととなるものについては、平成八年六月三十日までの

間は、これらの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附　則　（平成二年九月二六日郵政省令第五二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二年九月二九日郵政省令第五四号）

この省令は、平成二年十月一日から施行する。

附　則　（平成二年一一月二一日郵政省令第六〇号）

この省令は、平成三年七月一日から施行する。ただし、第五十一条の七の改正規定は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三年一月二一日郵政省令第二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三年三月一日郵政省令第一四号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三年一二月二日郵政省令第五六号）

１　この省令は、平成四年二月一日から施行する。

２　国際航海に従事する総トン数三〇〇トン未満の船舶（旅客船を除く。）及び国際航海に従事しない船舶の義務船舶局は、この省令によ

る改正後の施行規則第二十八条第一項の規定にかかわらず、郵政大臣が別に告示する日までは、ナブテツクス受信機を備えることを要し

ない。

３　電波法の一部を改正する法律（平成三年法律第六十七号）附則第三項の郵政省令で定める機器は、次の表の上欄に掲げる機器とし、同

項の郵政省令で定める日は、同表の上欄に掲げる機器の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる日（国際航海に従事する総トン数三〇

〇トン未満の船舶（旅客船を除く。）及び国際航海に従事しない船舶の義務船舶局については、郵政大臣が別に告示する日）とする。

ナブテツクス受信機及び衛星非常用位置指示無線標識の機器平成五年八月一日

捜索救助用レーダートランスポンダの機器 平成四年一月三十一日以前に建造された船舶の義務船舶局　平成七年二月一日

平成四年二月一日以後に建造された船舶の義務船舶局　義務船舶局の開設の日

４　電波法の一部を改正する法律（平成三年法律第六十七号）附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる義務船舶局につい

ては、船舶局無線従事者証明に関する事項を除き、同項に定める日までは、なお従前の例による。

５　前項の義務船舶局の無線設備の操作については、前項に規定する日までは、この省令による改正前の施行規則第三十二条の十の規定

は、なお効力を有する。

附　則　（平成四年一月一六日郵政省令第五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成四年四月二〇日郵政省令第一九号）

１　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十八条第三項の改正規定は、平成四年六月一日から施行する。

２　第三十八条第三項の改正規定の施行の際現に免許を受けているアマチュア局については、改正後の第三十八条第三項の規定にかかわら

ず、当該アマチュア局の免許の有効期間の満了する日までは、なお従前の例による。

附　則　（平成四年五月一五日郵政省令第二一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成四年六月二四日郵政省令第三四号）

この省令は、平成四年六月二十六日から施行する。

附　則　（平成四年八月三日郵政省令第四五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成四年九月二四日郵政省令第五三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成四年一二月二四日郵政省令第七三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成四年一二月二五日郵政省令第七八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成五年二月四日郵政省令第二号）　抄

１　この省令は、電波法の一部を改正する法律（平成四年法律第七十四号）の施行の日（平成五年四月一日）から施行する。ただし、次項

及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

２　免許人は、電波法の一部を改正する法律による改正後の法第百三条の二第五項の規定により電波利用料を前納しようとするとき（次項

に規定する場合を除く。）は、前項の規定にかかわらず、この省令の施行前においても、この省令による改正後の施行規則第五十一条の

七第一項の規定による申出をすることができる。
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３　無線局の免許を受けようとする者は、免許を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を電波法の一部を改正する法律による改

正後の法第百三条の二第五項の規定により前納しようとするときは、第一項の規定にかかわらず、この省令の施行前においても、この省

令による改正後の施行規則第五十一条の七第二項の規定による申出をすることができる。

附　則　（平成五年三月九日郵政省令第八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成五年四月七日郵政省令第一八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成五年六月一六日郵政省令第三二号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　改正前の施行規則第三十四条の十の規定に基づく告示は、改正後の施行規則第三十四条の十一の規定に基づく告示とする。

附　則　（平成五年一〇月五日郵政省令第五〇号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成五年一〇月一二日郵政省令第五四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成五年一一月二六日郵政省令第六一号）　抄

１　この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第八条第一項の改正規定は平成五年十二月一日から施行する。

２　この省令の施行の際現に免許を受けているコミュニティ放送を行う放送局、陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、無線呼出

局及び地球局の免許の有効期間については、なお従前の例による。

３　改正後の第八条第一項の規定にかかわらず、第八条の二及び第九条が適用される場合を除き、この省令の施行後、平成七年十月三十一

日までの間に免許するコミュニティ放送を行う放送局の免許の有効期間は、平成七年十月三十一日まで、平成六年五月三十一日までの間

に免許する陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局及び無線呼出局の免許の有効期間は、平成十年五月三十一日まで、平成六年一

月三十一日までの間に免許する船舶地球局の免許の有効期間は、平成十年一月三十一日までとする。

附　則　（平成六年一月三一日郵政省令第三号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行の際現に免許を受けている陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの（ＶＳＡＴ地球局を除く。）に

ついては、改正後の第三十八条第三項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例によること

ができる。

附　則　（平成六年二月二日郵政省令第四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成六年三月一六日郵政省令第一九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成六年四月二八日郵政省令第二八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成六年五月二六日郵政省令第三二号）

この省令は、平成六年六月一日から施行する。

附　則　（平成六年六月二日郵政省令第三四号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　改正前の施行規則第三十四条の十一の規定に基づく告示は、改正後の施行規則第三十四条の十二の規定に基づく告示とする。

附　則　（平成六年七月五日郵政省令第四九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成六年八月四日郵政省令第五五号）

（施行期日）

１　この省令は、平成六年十一月四日から施行する。ただし、第十二条第八項、第二十八条第一項、第三十六条の二第一項第四号、第三十

六条の二第三項第三号、別図第四号及び別図第十二号の改正規定は、平成七年二月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に免許を受けている衛星非常用位置指示無線標識の無線設備を施設する海上移動業務の無線局は、改正後の第十

二条第七項及び第三十六条の二第一項第七号の規定にかかわらず、これを引き続き当該無線局を開設する船舶に設置している場合に限

り、なお従前の例による。

附　則　（平成六年九月三〇日郵政省令第六七号）

この省令は、平成六年十月一日から施行する。

附　則　（平成六年九月三〇日郵政省令第六八号）　抄

１　この省令は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。

附　則　（平成六年一〇月六日郵政省令第六九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成六年一一月三〇日郵政省令第八一号）

この省令は、放送法の一部を改正する法律（平成六年法律第七十四号）の施行の日（平成六年十二月一日）から施行する。

附　則　（平成六年一二月二二日郵政省令第八六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成七年二月三日郵政省令第六号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線局に備え付けておかなければならない無線検査簿については、改正後の別

表第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附　則　（平成七年三月二四日郵政省令第一九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成七年三月二八日郵政省令第二七号）

（施行期日）
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１　この省令は、平成七年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令による改正前の別表第一号の三で定める表示は、改正後の同表で定める表示とみなす。

３　平成八年三月三十一日以前に呼出符号又は呼出名称の指定を受けた無線設備に付する表示は、改正前の別表第一号の三で定める表示に

よることができる。

附　則　（平成七年七月一一日郵政省令第五三号）

（施行期日）

１　この省令は、平成七年九月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に郵政大臣の指定を受けている型式に属する電磁誘導加熱式調理器については、なお従前の例による。

附　則　（平成七年八月八日郵政省令第五八号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行の際現に改正前の第四条第一項に規定する基地地球局又は陸上移動地球局の免許又は予備免許を受けているものは、そ

れぞれ改正後の第四条第一項の規定による携帯基地地球局又は携帯移動地球局の免許又は予備免許を受けたものとみなす。

附　則　（平成七年一〇月六日郵政省令第七四号）

この省令は、平成八年四月一日から施行する。

附　則　（平成七年一〇月一二日郵政省令第七六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成七年一二月二二日郵政省令第八六号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行後 初に提出する抄録の期間については、改正後の第四十一条の規定にかかわらず、平成七年十月から平成八年三月ま

でとする。

附　則　（平成八年二月二八日郵政省令第九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成八年三月一日郵政省令第一七号）

この省令は、平成八年六月一日から施行する。

附　則　（平成八年四月一一日郵政省令第三五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成八年四月三〇日郵政省令第四一号）

（施行期日）

１　この省令は、電波法の一部を改正する法律（平成七年法律第八十三号。以下同じ。）附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の

日（平成八年五月一日）から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　免許人は、この省令の施行の日以後に到来する起算日以後の期間に係る電波利用料を電波法の一部を改正する法律による改正後の法第

百三条の二第七項に規定する方法（以下「口座振替」という。）により納付しようとするとき（再免許を受けようとする場合であって、

当該無線局が再免許を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを含む。）は、この省令

の施行の日前においても、この省令による改正後の施行規則第五十一条の十一の二第一項に規定するところにより、その旨を地方電気通

信監理局長に申し出ることができる。

３　無線局の免許を受けようとする者は、免許を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料のうちこの省令の施行の日以後に到来す

る起算日以後の期間に係るものを口座振替により納付しようとするとき（既に無線局の免許を受けている者が再免許を受けようとする場

合であって、当該無線局が再免許を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを除く。）

は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の施行規則第五十一条の十一の二第二項に規定するところにより、その旨

を地方電気通信監理局長に申し出ることができる。

附　則　（平成八年七月一一日郵政省令第五五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成八年一二月一二日郵政省令第七七号）　抄

１　この省令は、平成九年一月一日から施行する。ただし、無線局根本基準第六条の三第三号の改正規定、施行規則第六条の四第三号及び

第四号の改正規定、施行規則第三十三条の二第一項第一号の改正規定、施行規則第三十八条の改正規定（「通信条約及び附属規則」を「通

信憲章、通信条約及び無線通信規則」に改める部分を除く。）、免許規則別表第五号の二の改正規定、運用規則第百五十三条の二の改正規

定、設備規則第七条第三項の改正規定、設備規則第三十八条の三第一号の改正規定、設備規則第四十条の二第一項の改正規定、設備規則

第四十条の五第一項第二号ロの改正規定、設備規則第四十条の七第三項及び第四項の改正規定、設備規則第四十一条第三項の改正規定、

設備規則第四十五条の十二の四の改正規定、設備規則第五十八条の改正規定並びに設備規則別表第一号の改正規定は、平成十年六月一日

から施行する。

附　則　（平成九年六月九日郵政省令第二六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成九年六月一六日郵政省令第三三号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　平成九年六月三十日以前に建造され、又は建造に着手された国際航海に従事する旅客船の義務船舶局であって、電波法第三十三条の規

定により船舶及び航行区域の区分に応じて当該義務船舶局の無線設備に備えなければならない機器については、この省令による改正後の

施行規則第二十八条第一項の規定にかかわらず、当該義務船舶局に対して平成九年七月一日以降 初に電波法第七十三条第一項本文の検

査を行う日までは、なお従前の例によることができる。

附　則　（平成九年六月二四日郵政省令第四二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成九年六月二六日郵政省令第四九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成九年九月二二日郵政省令第五八号）

この省令は、公布の日から施行する。

72



附　則　（平成九年九月二四日郵政省令第六三号）

この省令は、放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律（平成九年法律第五十八号）の施行の日から施行する。ただ

し、第八条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

附　則　（平成九年九月二五日郵政省令第七一号）

１　この省令は、電波法の一部を改正する法律（平成九年法律第四十七号）の施行の日から施行する。

２　この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の施行規則第五十二条第一項中「センター及び指定

較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター及び指定較正機関」とする。

附　則　（平成九年九月二六日郵政省令第七五号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第五十一条の十五第二項の表の改正規定は、平成十年一月一日から施行する。

附　則　（平成九年一二月一六日郵政省令第八六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一〇年三月一七日郵政省令第一一号）

１　この省令は、平成十年三月三十日から施行する。

２　この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、第五十二条の二中「第三十九条第三項」とあるのは「第三十九条第四項」

とする。

３　改正前の施行規則第四十二条の規定に基づく告示は、改正後の施行規則第四十二条の二の規定に基づく告示とする。

附　則　（平成一〇年三月三〇日郵政省令第一八号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行の際現に免許を受けている実験局及び実用化試験局の免許の有効期間については、なお従前の例による。

附　則　（平成一〇年三月三一日郵政省令第二二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一〇年九月二四日郵政省令第七四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一〇年九月三〇日郵政省令第七五号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一〇年一〇月一日郵政省令第七八号）

１　この省令は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

２　この省令の施行の際現に免許を受けている無線局の無線設備については、この省令による改正後の第二十一条の三の規定にかかわら

ず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例によることができる。

附　則　（平成一〇年一〇月五日郵政省令第八六号）

この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律（平成十年法律第五十八号）の施行の日から

施行する。ただし、別表第一号の改正規定（「（注４）」を削る部分及び注４を削る部分に限る。）は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一〇年一二月一五日郵政省令第一〇一号）

この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年一二月一八日郵政省令第一〇五号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成十一年二月一日から施行する。ただし、第三条第一項第二号及び第四条第一項（第二号を削り、第三号を第二号と

し、第三号の二を第三号とする部分に限る。）の改正規定並びに次項の規定は、平成十一年一月一日から施行する。

（経過措置）

２　平成十年十二月三十一日以前に改正前の第四条第一項第二号に規定する航空固定局の免許又は予備免許を受けているものは、平成十一

年一月一日以降においては、第四条第一項第一号に規定する固定局の免許又は予備免許を受けたものとみなす。

３　この省令の施行の際現に免許を受けている非常用位置指示無線標識、警急自動受信機、警急自動電鍵装置、警急自動電話装置及び航行

警報信号発生装置の機器を施設する海上移動業務の無線局は、改正後の別表第一号の三の規定にかかわらず、これらの機器を引き続き当

該無線局に施設している場合に限り、なお従前の例による。

附　則　（平成一〇年一二月二五日郵政省令第一一一号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一一年一月一一日郵政省令第三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一一年二月一八日郵政省令第六号）

この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律（平成十年法律第五十八号）附則第一条第三

号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附　則　（平成一一年三月八日郵政省令第一八号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一一年三月二九日郵政省令第二六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一一年五月二一日郵政省令第三九号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一一年七月二日郵政省令第五五号）　抄

この省令は、平成十一年七月十一日から施行する。

附　則　（平成一一年七月一二日郵政省令第六〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一一年七月二八日郵政省令第六二号）　抄
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（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一一年一〇月八日郵政省令第七五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一一年一〇月一三日郵政省令第七八号）

この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

附　則　（平成一一年一〇月二八日郵政省令第八四号）

この省令は、放送法の一部を改正する法律（平成十一年法律第五十八号）の施行の日から施行する。

附　則　（平成一一年一〇月二九日郵政省令第八九号）

この省令は、電波法の一部を改正する法律（平成十一年法律第四十七号）附則第一項ただし書に掲げる改正規定の施行の日から施行す

る。

附　則　（平成一一年一二月一六日郵政省令第九九号）　抄

この省令は、平成十二年二月一日から施行する。

附　則　（平成一一年一二月二一日郵政省令第一〇〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一二年三月一日郵政省令第九号）

この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附　則　（平成一二年三月一六日郵政省令第一五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一二年三月二一日郵政省令第一九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一二年六月二日郵政省令第三五号）

この省令は、電波法の一部を改正する法律（平成十二年法律第百九号）附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日から施行す

る。

附　則　（平成一二年七月七日郵政省令第四二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一二年八月九日郵政省令第四八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。こ

の場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

附　則　（平成一二年一一月二日郵政省令第六三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一二年一一月二九日郵政省令第六九号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、電波法の一部を改正する法律（平成十二年法律第百九号）の施行の日（平成十二年十一月三十日）から施行する。

附　則　（平成一二年一二月二七日郵政省令第八五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一三年二月一日総務省令第九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一三年二月二三日総務省令第一五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一三年三月二六日総務省令第二七号）

この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律（平成十二年法律第百二十六号）の施

行の日（平成十三年四月一日）から施行する。

附　則　（平成一三年三月三〇日総務省令第五〇号）

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附　則　（平成一三年四月一七日総務省令第六三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一三年五月二八日総務省令第七五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一三年六月二〇日総務省令第八八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一三年七月二三日総務省令第九七号）

（施行期日）

１　この省令は、電波法の一部を改正する法律（平成十三年法律第四十八号）の施行の日（平成十三年七月二十五日）から施行する。

（経過措置）

２　この省令による改正前の電波法施行規則別表第十一号から別表第十四号まで及び別表第十六号に規定する開設無線局数届出書、還付請

求書、電波利用料口座振替納付申出書（既設局用）、電波利用料口座振替納付申出書（新設局用）及び電波利用料徴収職員証票の様式は、

この省令の改正後の電波法施行規則のそれぞれの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従

前の様式によることができる。

附　則　（平成一三年一二月一三日総務省令第一六七号）　抄

（施行期日）
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１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に船舶に施設している船舶航空機間双方向無線電話の機器は、当該船舶に施設している限り、その型式について

総務大臣の行う検定に合格しているものとみなす。

附　則　（平成一三年一二月一八日総務省令第一七二号）

この省令は、平成十四年一月一日から施行する。

附　則　（平成一四年一月二五日総務省令第五号）　抄

（施行期日）

第一条　この規則は、法の施行の日（平成十四年一月二十八日）から施行する。

附　則　（平成一四年二月二八日総務省令第二〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一四年三月一五日総務省令第二七号）

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附　則　（平成一四年六月一四日総務省令第五九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一四年六月二八日総務省令第七四号）

（施行期日）

１　この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日前に建造に着手された船舶であって次の表の上欄に掲げるものの義務船舶局については、この省令による改正後の

施行規則（以下「新規則」という。）第二十八条第一項の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる日までは、船舶自動識別装置の機器を

備えることを要しない。

一　国際航海に従事する船舶 　

（一）　旅客船 平成十五年六月三十日

（二）　総トン数三〇〇トン以上の油槽船 総務大臣が別に告示する日

（三）　総トン数五万トン以上の船舶（旅客船及び油槽船を除く。） 平成十六年六月三十日

（四）　総トン数三〇〇トン以上五万トン未満の船舶（旅客船及び油槽船を除く。） 平成十六年十二月三十一日

二　国際航海に従事しない船舶 平成二十年六月三十日

３　この省令の施行の日から平成十六年六月三十日までの間に建造に着手された総トン数五〇〇トン以上の漁船（国際航海に従事しないも

のに限る。）の義務船舶局であって、総務大臣が別に告示するものは、当該告示において規定する日までは、船舶自動識別装置の機器を

備えることを要しない。

４　この省令の施行の日前に建造に着手された船舶の義務船舶局であって、この省令による改正前の施行規則第十一条の四第四項に規定す

る中波無線方位測定機を備えるものは、新規則第二十八条第一項の規定にかかわらず総務大臣が別に告示する日までは、地上無線航法装

置又は衛星無線航法装置の機器を備えることを要しない。

５　この省令の施行の際現に船舶に設置している地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器であって、当該装置が無線設備規則の一部

を改正する省令（平成十四年総務省令第七十六号）による改正後の設備規則第四十七条の二又は第四十七条の三の規定に適合しているこ

とにつき総務大臣が別に告示するものについては、当該船舶に施設している間は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したも

のとみなす。

附　則　（平成一四年九月一九日総務省令第九六号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日前に有効であったワイヤレスカードシステムの無線局（この省令による改正前の施行規則第六条第四項第八号に規

定するものをいう。以下同じ。）の免許は、この省令の施行の日に、その効力を失う。

３　この省令の施行の日前にワイヤレスカードシステムの無線局の無線設備として、法第三十八条の二の二第一項の技術基準適合証明を受

けたものについては、この省令による改正後の施行規則第四十四条第一項第三号（３）の規定による、その型式について総務大臣の指定

を受けた誘導式読み書き通信設備とみなす。

４　この省令の施行の日前に法第三十八号の十六第一項の認証を受けたワイヤレスカードシステムの無線局の無線設備の工事設計に係る型

式は、この省令による改正後の施行規則第四十四条第一項第三号（３）の総務大臣の指定を受けたものとみなす。

５　この省令の施行の際現にこの省令による改正前の施行規則第四十六条の二第一項の規定による総務大臣の型式の指定を受けている搬送

式インターホン、一般搬送式デジタル伝送装置、特別搬送式デジタル伝送装置、超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁

誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプについては、それぞれこの省令による改正後の同項の規定による総務大臣の

型式の指定を受けているものとみなす。

６　この省令の施行の際現にこの省令による改正前の施行規則第四十六条の七第一項の規定により製造業者等が型式の確認を行った電子レ

ンジ及び電磁誘導加熱式調理器については、それぞれこの省令による改正後の同項の規定により製造業者等が型式の確認を行ったものと

みなす。

７　電磁誘導加熱式調理器の試験成績書は、この省令による改正後の施行規則別表第九号第２の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の

様式によることができる。

附　則　（平成一四年九月二七日総務省令第一〇一号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一四年一〇月三〇日総務省令第一一一号）

この省令は、電波法の一部を改正する法律（平成十四年法律第三十八号）の施行の日（平成十四年十月三十一日）から施行する。

附　則　（平成一四年一二月二〇日総務省令第一二二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一五年一月一七日総務省令第二一号）

この省令は、公布の日から施行する。
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附　則　（平成一五年三月五日総務省令第三三号）

１　この省令は、電波法の一部を改正する法律（平成十四年法律第三十八号）の一部の施行の日（平成十五年三月十七日）から施行する。

２　平成十五年三月三十一日までの間においては、改正後の施行規則第十一条の二第十二号中「貨物利用運送事業法（平成元年法律第八十

二号）第三条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業の登録を受けた者又は同法第二十条に規定する第二種貨物利用運送事業の許可を

受けた者が開設する無線局」とあるのは、「又は貨物運送取扱事業法（平成元年法律第八十二号）第三条第一項に規定する利用運送事業

の許可を受けた者が開設する無線局」と、同規則別表第二号の二の二中「１０　日本郵政公社が、日本郵政公社法（平成１４年法律第９

７号）第６３条第３項に規定する郵政監察官の職務の円滑な遂行を図るために開設するもの」とあるのは、「１０　郵政事業庁が、郵政

事業庁設置法（平成１１年法律第９２号）第１４条第１項に規定する郵政監察官の職務の円滑な遂行を図るために開設するもの」と読み

替えるものとする。

附　則　（平成一五年三月三一日総務省令第六〇号）

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第三十三条の二第二項第二号の改正規定は、平成十五年六月一日から施行す

る。

附　則　（平成一五年八月一一日総務省令第一〇七号）

１　この省令は、平成十六年一月十三日から施行する。

２　この省令の施行前にしたアマチュア局に係る施行規則、免許規則、設備規則、証明規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続そ

の他の行為のうち、電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、施行規則第四条の二の規定に従って相当の電波の型式の

表示をしているものとみなす。

附　則　（平成一五年九月三〇日総務省令第一二四号）

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年一〇月九日総務省令第一三二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一六年一月二六日総務省令第四号）

この省令は、電波法の一部を改正する法律（平成十五年法律第六十八号）の施行の日（平成十六年一月二十六日）から施行する。

附　則　（平成一六年三月一日総務省令第二七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一六年三月二二日総務省令第四四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第

一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附　則　（平成一六年三月二九日総務省令第五七号）

この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

附　則　（平成一六年六月三〇日総務省令第九七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日前に建造に着手された旅客船（国際航海に従事するものであって、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものに限

る。）の義務船舶局の無線設備に備えなければならない捜索救助用レーダートランスポンダの台数については、この省令による改正後の

電波法施行規則（以下「新規則」という。）第二十八条第一項の規定にかかわらず、平成十六年七月一日以降 初に行われる法第七十三

条第一項の検査の日までは、なお従前の例による。

３　この省令の施行の日前に建造に着手された旅客船（国際航海に従事しないものであって、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものに

限る。）の義務船舶局の無線設備に備えなければならない捜索救助用レーダートランスポンダの台数については、新規則第二十八条第一

項の規定にかかわらず、平成十九年七月一日以降 初に行われる法第七十三条第一項の検査の日までは、なお従前の例による。

４　この省令の施行の日前に建造に着手された船舶であって、次の表の上欄に掲げるものの義務船舶局については、新規則第二十八条第三

項の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる日までは、船舶保安警報装置を備えることを要しない。

一　旅客船並びに総トン数五〇〇トン以上の油槽船、化学薬品運搬船、ガス運搬

船、ばら積貨物船及び高速貨物船

平成十六年七月一日以降 初に行われる法第七十三条第

一項の検査の日

二　総トン数五〇〇トン以上の貨物船（一に掲げるものを除く。）及び移動式海底

資源掘削船

平成十八年七月一日以降 初に行われる法第七十三条第

一項の検査の日

附　則　（平成一六年七月一二日総務省令第一〇五号）

この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日（平成十六年七月十二日）から施行する。

附　則　（平成一六年九月二九日総務省令第一二二号）

（施行期日）

１　この省令は、平成十七年五月九日から施行する。ただし、第四条の四及び第十五条の三の改正規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に免許を受けた無線局及び現に免許、再免許若しくは変更の申請を行っている無線局（予備免許中のものを含

む。）であって、この省令の施行後に免許等を受けた無線局に係る電波法第二十五条第二項の無線局に関する事項に係る情報の提供につ

いては、この省令による改正後の電波法施行規則別表第二号の二の二の規定にかかわらず、一部の情報に代えて、相当する改正前の電波

法施行規則別表第二号の二の二の情報を提供することができる。

附　則　（平成一六年一二月二八日総務省令第一四六号）

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

附　則　（平成一七年三月三日総務省令第一八号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一七年三月二八日総務省令第四五号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）
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２　この省令による改正後の第四十六条第一項第六号、第四十六条の二第一項第七号及び第四十六条の三第一項第五号の規定にかかわら

ず、無電極放電ランプに係る総務大臣の型式の指定に関する規定は、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までは、なお従

前の例によることができる。

３　この省令の施行の際現にこの省令による改正前の第四十六条の二第一項の規定による総務大臣の型式の指定を受けている無電極放電ラ

ンプ及び前項の規定により従前の例による型式の指定を受けた無電極放電ランプについては、改正後の同項の規定による総務大臣の型式

の指定を受けているものとみなす。

４　改正後の第四十六条の二第一項第七号の（４）の（一）及び（二）の規定は、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日まで

は、適用しないことができる。

５　改正後の第四十六条の二第一項第七号の（４）の（一）の表一五〇ｋＨｚ以上五〇〇ｋＨｚ以下の項に規定する許容値にかかわらず、

この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までは、次の表の許容値を適用することができる。

周波数帯 許容値（一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

準尖頭値 平均値

一五〇ｋＨｚ以上二一五ｋＨｚ以下 八三デシベル 七三デシベル

二一五ｋＨｚを超え五〇〇ｋＨｚ以下 六六デシベル 五六デシベル

６　改正後の第四十六条の二第一項第七号の（４）の（二）の表一五〇ｋＨｚ以上五〇〇ｋＨｚ未満の項に規定する許容値にかかわらず、

この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までは、次の表の許容値を適用することができる。

周波数帯 許容値（一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

準尖頭値 平均値

一五〇ｋＨｚ以上五〇〇ｋＨｚ未満 一〇〇デシベル 九〇デシベル

７　この省令の施行の日から平成十七年五月八日までの間における第三十四条の六の規定の適用については、同条第一号中「第四条第二項

の表六の項」とあるのは、「第四条第二項の表五の項」とする。

附　則　（平成一七年三月三一日総務省令第六五号）

この省令は、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。

附　則　（平成一七年四月一日総務省令第七〇号）

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附　則　（平成一七年五月一三日総務省令第八二号）

（施行期日）

１　この省令は、平成十七年五月十六日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に免許を受けている無線局（当該無線局の設置場所（移動する無線局にあっては、移動範囲）がこの省令による

改正後の施行規則（以下「新規則」という。）第十八条に規定する区域であるものに限る。次項において同じ。）のうち新規則第十六条第

一号又は第三号の規定に該当するものは、この省令の施行後 初に到来する当該無線局の免許の応当日（法第百三条の二第一項に規定す

る応当日をいう。次項において同じ。）において、法第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局とみなす。この場合において、その

登録の有効期間は、現に免許を受けている当該無線局の免許の有効期間の残存期間とする。

３　この省令の施行の際現に新規則第十六条第一号又は第三号の規定に該当する無線局の免許の申請をしている者に対する無線局の免許に

ついては、なお従前の例による。ただし、当該無線局は、免許後 初に到来する免許の応当日において、前項の規定を適用する。

４　還付請求書、電波利用料口座振替申出書（既設局用）及び電波利用料口座振替申出書（新設局用）の様式は、新規則別表第十二号、別

表第十三号及び別表第十四号の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によるこ

とができる。

附　則　（平成一七年五月一六日総務省令第九二号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　小電力データ通信システムの無線局は、この省令による改正後の施行規則第六条第四項第四号（３）に規定する周波数にかかわらず、

当分の間、なお従前の周波数を使用することができる。

附　則　（平成一七年六月二〇日総務省令第一〇二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一七年六月二九日総務省令第一〇六号）

この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成十

七年七月一日）から施行する。

附　則　（平成一七年七月一五日総務省令第一〇八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一七年八月九日総務省令第一一八号）

この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第六条第四項第二号及び第三号の改正規定は公布の日から施行する。

附　則　（平成一七年八月一一日総務省令第一三〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一七年八月一二日総務省令第一三二号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に免許を受けている設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一

〇ミリワット以下の基地局は、この省令の施行後 初に到来する当該無線局の免許の応当日（法第百三条の二第一項に規定する応当日を

いう。次項において同じ。）において、法第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局とみなす。この場合において、その登録の有効

期間は、現に免許を受けている当該無線局の免許の有効期間の残存期間とする。
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３　この省令の施行の際現に設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一〇ミリワット以下

の基地局の免許の申請をしている者に対する無線局の免許については、なお従前の例による。ただし、当該無線局は、免許後 初に到来

する免許の応当日において、前項の規定を適用する。

附　則　（平成一七年一一月二日総務省令第一五〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一七年一一月二五日総務省令第一五五号）

この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。

附　則　（平成一七年一一月二九日総務省令第一六〇号）

（施行期日）

１　この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年十二月一日）から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に法第百三条の二第二項に規定する広域専用電波を使用する無線局の免許を受けている者についての施行規則第

五十一条の十一の二の五第二項の規定の適用については、同項中「九月三十日まで」とあるのは、「電波法及び放送法の一部を改正する

法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令（平成十七年総務省令第百六十号）の施行の日」とする。

３　この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場

合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

附　則　（平成一八年一月二四日総務省令第四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一八年一月二五日総務省令第九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一八年二月八日総務省令第一六号）

この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律（平成十七年法律第百七号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成十

八年四月一日）から施行する。

附　則　（平成一八年三月二八日総務省令第三九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一八年五月二九日総務省令第八九号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　改正後の第四十六条の二第一項第七号の規定にかかわらず、無電極放電ランプ（利用周波数が一一〇ｋＨｚから一五〇ｋＨｚまでの範

囲のものを除く。）に係る総務大臣の型式の指定に関する規定は、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に限り、

なお従前の例によることができる。

３　この省令の施行の際現に総務大臣の型式の指定を受けている、又は前項の規定によりなお従前の例によることができるものとされる無

電極放電ランプについては、改正後の第四十六条の二第一項の規定により総務大臣の型式の指定を受けているものとみなす。

４　改正後の第四十六条の二第一項第七号の（４）の（一）の表（一〇ｋＨｚ以上一五〇ｋＨｚ未満の周波数帯に限る。）の適用について

は、同表の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して五年を経過した日までの間に限り、次の表の許容値とすることができ

る。

周波数帯 許容値（一マイクロボルトを〇デシベルとする。）

準尖頭値 平均値

一〇ｋＨｚ以上五〇ｋＨｚ未満 一一五デシベル 　

五〇ｋＨｚ以上一〇〇ｋＨｚ未満 一一五デシベルから一〇八デシベルまで　※ 　

一〇〇ｋＨｚ以上一五〇ｋＨｚ未満 九五デシベルから九二デシベルまで　※ 　

注　※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

附　則　（平成一八年五月三一日総務省令第九一号）

この省令は、平成十八年七月三十一日から施行する。ただし、第十二条第九項の表衛星非常用位置指示無線標識の項、第三十六条の二

第一項及び別図第六号の改正規定は、平成十八年十二月一日から施行する。

附　則　（平成一八年六月一四日総務省令第九六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一八年八月一日総務省令第一〇四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一八年一〇月四日総務省令第一一九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一八年一一月二〇日総務省令第一三二号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　次の表の上欄に掲げる船舶に対する第二十八条第四項の規定は、同表の下欄に掲げる日（総務大臣が当該船舶の船齢等を考慮して差し

支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。）までは、適用しない。

国際航海に従事する総トン数三、〇〇〇トン以上二〇、〇〇〇トン未満の船舶（旅

客船及び専ら漁ろうに従事する船舶を除き、平成十四年六月三十日以前に建造さ

れたものに限る。）

平成十九年七月一日以降 初に行われる法第七十三条第

一項の検査の日又は平成二十二年七月一日のいずれか早

い日

国際航海に従事する総トン数二〇、〇〇〇トン以上の船舶（旅客船及び専ら漁ろ

うに従事する船舶を除き、平成十四年六月三十日以前に建造されたものに限る。）

この省令の施行の日以降 初に行われる法第七十三条第

一項の検査の日又は平成二十一年七月一日のいずれか早

い日

附　則　（平成一八年一二月一一日総務省令第一四一号）　抄

（施行期日）
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１　この省令は、平成十九年一月十五日から施行する。

附　則　（平成一八年一二月二〇日総務省令第一四四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一九年一月三一日総務省令第五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一九年二月八日総務省令第一一号）

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成一九年三月二九日総務省令第四〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一九年五月七日総務省令第五八号）

（施行期日）

１　この省令は、平成十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一　第十条の二第六号の改正規定、第三十七条第三十一号の改正規定、第四十一条の二第二号の改正規定、第四十一条の二第二十二号中

「十一の項（１）」を「十二の項（一）」に改める改正規定及び別表第一号の三第１の表七の項の改正規定　公布の日

二　第四十一条の二第二十二号を同条第二十三号とし、同条中第二十一号を第二十二号とし、第十一号から第二十号までを一号ずつ繰り

下げ、第十号の次に一号を加える改正規定　平成二十年四月一日

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に免許を受けている無線航行移動局及び船上通信局の免許の有効期間については、なお従前の例による。

３　改正後の第八条第一項の規定にかかわらず、第九条が適用される場合を除き、この省令の施行後、平成十九年十一月三十日までの間に

免許する無線航行移動局の免許の有効期間は平成二十三年十一月三十日まで、平成二十年五月三十一日までの間に免許する船上通信局の

免許の有効期間は平成二十四年五月三十一日までとする。

４　この省令の施行の際現に免許を受けている法第五条第一項各号に掲げる者が開設するアマチュア局（本邦に永住することを許可された

者が開設するものを除く。）の免許の有効期間については、この省令による改正後の第九条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。

附　則　（平成一九年六月二八日総務省令第七三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一九年六月二九日総務省令第七七号）

この省令は、平成二十年一月一日から施行する。

附　則　（平成一九年八月一日総務省令第八八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一九年一〇月一日総務省令第一三〇号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令による改正前の電波法施行規則別表第十三号から第十五号までの様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当

分の間、使用することができる。

附　則　（平成一九年一一月二九日総務省令第一四四号）

（施行期日）

１　この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に免許を受けている無線局（当該無線局の無線設備の設置場所（移動する無線局にあっては、移動範囲）がこの

省令による改正後の施行規則第十八条第一項第一号に規定する区域内であるものに限る。次項において同じ。）のうち施行規則第十六条

第四号、第五号又は第六号に掲げるものは、この省令の施行後 初に到来する当該無線局の免許の応当日（法第百三条の二第一項に規定

する応当日をいう。次項において同じ。）において、法第二十七条の十八第一項の登録を受けたものとみなす。この場合において、その

登録の有効期間は、同日における当該無線局の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

３　この省令の施行の際現に施行規則第十六条第四号、第五号又は第六号に掲げる無線局の免許の申請をしている者に対する無線局の免許

については、なお従前の例による。ただし、当該無線局は、免許後 初に到来する免許の応当日において、前項の規定を適用する。

附　則　（平成一九年一二月二七日総務省令第一五四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年二月二七日総務省令第一五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年三月二六日総務省令第三一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、放送法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第百三十六号）の施行の日（平成二十年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二〇年三月二六日総務省令第三二号）

（施行期日）

１　この省令は、放送法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第百三十六号）及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平

成二十年四月一日）から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受け

た実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。

３　この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。

４　前二項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の

それぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。

附　則　（平成二〇年三月二七日総務省令第三三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年五月八日総務省令第六一号）　抄
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（施行期日）

１　この省令は、平成二十年七月一日から施行する。

（経過措置）

２　平成二十年六月三十日以前に建造に着手された船舶に積載される高速救助艇については、その積載が継続する限り、この省令による改

正後の電波法施行規則第二十八条第五項の規定は、適用しない。

附　則　（平成二〇年五月二九日総務省令第六五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年五月三〇日総務省令第六七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年五月三〇日総務省令第六八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年六月一八日総務省令第七五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年七月一七日総務省令第八二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年八月二九日総務省令第九五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年九月一八日総務省令第一〇二号）

この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日（平成二十年十月一日）から施行する。

附　則　（平成二〇年一一月二八日総務省令第一二六号）

（施行期日）

１　この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日（平成二十年十二月一日）から施行する。

（経過措置）

２　第一条の規定による改正後の電波法施行規則第四十三条の四及び第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則第五条第二項に規定

する公益社団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十八年法律第五十号）第四十二条第一項に規定する特例社団法人を含むものとする。

附　則　（平成二〇年一二月九日総務省令第一四〇号）

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成二〇年一二月二二日総務省令第一四八号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の五第三号及び第三十三条の二第一項の改正規定は、平成二十一年一月一日から

施行する。

（経過措置）

２　この省令による改正後の施行規則第二十八条第六項の無線設備のうち、平成二十年十二月三十日以前に建造に着手された船舶に設置す

るものには、同項の規定にかかわらず、平成二十年十二月三十一日以降に行われる法第十条第一項の検査の日又は平成二十年十二月三十

一日以降 初に行われる法第七十三条第一項の検査の日のいずれか早い日までの間は、船舶長距離識別追跡装置を備えることを要しな

い。

附　則　（平成二一年四月三日総務省令第四二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二一年六月八日総務省令第五七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二一年六月二二日総務省令第六二号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日前に電磁的記録により提出された書類についての無線局への備付け及び高周波利用設備の設置場所への備付けにつ

いては、改正後の第三十八条第六項（第四十五条の三第四項において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、なお従前の例による

ことができる。

附　則　（平成二一年六月二五日総務省令第六六号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現にこの省令による改正前の施行規則第十三条の三の二の規定により指定した気象援助局（ラジオゾンデのものに

限る。）の電波の型式及び周波数並びに空中線電力（以下「電波の型式等」という。）についての施行規則の規定の適用については、なお

従前の例による。

３　総務大臣は、この省令による改正後の第十三条の三の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して十年を経過する日まで

の間に限り、気象援助局（ラジオゾンデのものに限る。）に対し、この省令による改正前の第十三条の三の二の規定により電波の型式等

を指定して、免許又は予備免許を与えることができる。

４　前項の規定により指定した気象援助局（ラジオゾンデのものに限る。）の電波の型式等についての施行規則の規定の適用については、

第二項の規定を準用する。

附　則　（平成二一年六月三〇日総務省令第六九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二一年一〇月二日総務省令第九四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二一年一二月二二日総務省令第一一八号）

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第三十八条の改正規定は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二二年三月三日総務省令第一四号）
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この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二二年四月二〇日総務省令第四六号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日から平成二十八年十二月三十一日までの間、この省令による改正後の施行規則第四条の四第二項第二号中「二四・

二五」とあるのは「二二」とする。

附　則　（平成二二年四月二三日総務省令第五一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二二年五月二四日総務省令第六二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二二年六月一七日総務省令第六九号）

この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律（平成二十一年法律第六十九号）の施行の日（平成二十二年七月一日）

から施行する。

附　則　（平成二二年七月三〇日総務省令第八〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二二年八月二五日総務省令第八二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二二年一〇月二六日総務省令第九三号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　無線設備規則の一部を改正する省令（平成二十二年総務省令第九十四号）附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされた無

線局の無線設備に係る施行規則第六条の三の規定の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成二三年二月二五日総務省令第六号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、放送法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成二十三年三月一日）から施行する。

附　則　（平成二三年三月一日総務省令第一五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二三年五月二五日総務省令第五一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二三年六月二二日総務省令第五六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二三年六月二九日総務省令第六四号）

（施行期日）

１　この省令は、放送法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六十五号）の施行の日（平成二十三年六月三十日）から施行する。

（経過措置）

２　免許人が総合通信局長に提出する無線設備等の点検実施報告書の様式は、この省令による改正後の別表第五号の三の様式にかかわら

ず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、改正後の別

表第五号の三の注５に掲げる内容を別紙に記載して添付又は改正前の別表第五号の二の様式の余白に記載すること。

附　則　（平成二三年七月一二日総務省令第九七号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表並びに海岸局及び特別業務の局の局名録の備付けについては、この省令による改正後の

電波法施行規則第三十八条第一項の規定にかかわらず、公布の日から平成二十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることが

できる。

３　この省令による改正前の電波法施行規則第三十八条第五項の規定により公表したもの又は認定したものについては、この省令による改

正後の同項の規定により公表したもの又は認定したものとみなす。

附　則　（平成二三年七月二八日総務省令第一〇二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二三年八月三一日総務省令第一二七号）

この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成二十三年八月三十一日）から施行する。

附　則　（平成二三年九月二七日総務省令第一三四号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二三年九月二八日総務省令第一三五号）

この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附　則　（平成二三年一〇月二五日総務省令第一四〇号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。

附　則　（平成二三年一二月一四日総務省令第一六二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（電波法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令による改正前の施行規則第六条第四項第二号（１２）の規定は、平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。

２　この省令による改正前の施行規則第十五条の三第七号（１）の規定は、平成二十六年三月三十一日までは、なお効力を有する。

81



附　則　（平成二三年一二月一六日総務省令第一六四号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二四年三月二六日総務省令第一五号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二四年三月三〇日総務省令第二三号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成二十四年四月二日から施行する。

（電波法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

２　この省令による改正後の電波法施行規則第七条第二号の二の規定にかかわらず、平成二十五年三月三十一日までの間に免許する地上一

般放送局（エリア放送を行うものに限る。）の免許の有効期間は平成二十五年三月三十一日までとする。

附　則　（平成二四年六月二六日総務省令第五六号）　抄

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成二四年七月四日総務省令第六五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二四年七月六日総務省令第六六号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。ただし、別表第二号の二の改正規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　当分の間、改正後の第十一条の二の四第五項に掲げる書類には、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国

籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（平成二十一年法律第七十九号）附則第十五条第一項及び第二

十八条第一項の規定により在留カード又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含むものとする。

附　則　（平成二四年八月一五日総務省令第八一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二四年一〇月三〇日総務省令第九三号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二四年一二月五日総務省令第九九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二四年一二月二五日総務省令第一〇五号）

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

附　則　（平成二四年一二月二七日総務省令第一〇八号）　抄

この省令は、平成二十五年二月一日から施行する。

附　則　（平成二五年二月二〇日総務省令第七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二五年三月二二日総務省令第一九号）

この省令は公布の日から施行する。

附　則　（平成二五年三月二七日総務省令第二九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二五年三月二八日総務省令第三一号）

この省令は、平成二十六年五月七日から施行する。

附　則　（平成二五年五月九日総務省令第四八号）

この省令は、航空法施行令及び航空法関係手数料令の一部を改正する政令（平成二十五年政令第百三十三号）の施行の日（平成二十五

年五月十日）から施行する。

附　則　（平成二五年五月三一日総務省令第六二号）

この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。

附　則　（平成二五年六月一二日総務省令第六五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二五年六月一三日総務省令第六七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二五年九月九日総務省令第八六号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令による改正後の施行規則第四十四条第二項第二号に規定する広帯域電力線搬送通信設備に係る法第百条第一項の許可並びに施

行規則第四十四条第一項第一号の（１）の指定及び施行規則第四十六条の三第一項の承認は、この省令の施行前においても、この省令に

よる改正後の施行規則、免許規則及び設備規則の規定の例により行うことができる。

３　この省令による改正前の施行規則第四十四条第二項第二号に規定する広帯域電力線搬送通信設備に係る施行規則第四十四条第一項第一

号の（１）の指定は、この省令の施行前に製造された当該指定に係る広帯域電力線搬送通信設備に限り、なお効力を有する。

附　則　（平成二五年九月二六日総務省令第九〇号）

この省令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成二十五年十月一日）から施行す

る。

附　則　（平成二五年一二月一〇日総務省令第一〇五号）

この省令は、公布の日から施行する。
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附　則　（平成二六年四月二三日総務省令第四六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二六年五月七日総務省令第四七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二六年五月一九日総務省令第四九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二六年七月三日総務省令第五七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二六年七月九日総務省令第六二号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日前に建造された船舶（建造に着手されたものを含む。）であって、同日前に船舶安全法（昭和八年法律第十一号）

第六条ノ五の規定による型式承認を受けた航海情報記録装置を備えているものの義務船舶局については、当該航海情報記録装置の設置が

継続する限り、第一条の規定による改正後の施行規則第二十八条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附　則　（平成二六年八月八日総務省令第六七号）

この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成二十六年九月一日）から施行する。

附　則　（平成二六年八月二二日総務省令第六九号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二六年九月三日総務省令第七二号）

この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日（平成二十六年十月一日）から施行する。

附　則　（平成二六年九月二五日総務省令第七四号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に免許を受け、又は免許の申請をしている設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準に係る無線設備を使

用する基地局に係る免許については、第一条の規定による改正後の施行規則第十六条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附　則　（平成二六年九月二六日総務省令第七五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二七年三月二七日総務省令第二五号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第九十六号。次項において「改正法」という。）の施行の日

（平成二十七年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二七年三月三一日総務省令第三七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二七年六月一一日総務省令第五七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に指定を受けている超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの型式の条件については、第一条の規定

による改正後の施行規則第四十六条の二第一項第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

３　この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間にした超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの型式の指定の

申請については、第一条の規定による改正前の施行規則第四十六条の二第一項第六号の規定は、なおその効力を有する。

４　前項の規定によりなおその効力を有することとされた第一条の規定による改正前の施行規則第四十六条の二第一項第六号の規定による

指定を受けた超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの型式の条件については、なお従前の例による。

５　この省令の施行の際現に指定を受けている電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプの型式の条件については、

第一条の規定による改正後の施行規則第四十六条の二第一項第七号及び第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

６　この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間にした電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプの

型式の指定の申請については、第一条の規定による改正前の施行規則第四十六条の二第一項第六号及び第七条の規定は、なおその効力を

有する。

７　前項の規定によりなおその効力を有することとされた第一条の規定による改正前の施行規則第四十六条の二第一項第七号及び第八号の

規定による指定を受けた電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプの型式の条件については、なお従前の例によ

る。

８　この省令の施行の際現に製造業者等が型式確認を行っている電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器の型式の条件については、第一条の

規定による改正後の施行規則第四十六条の七第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

９　この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間にした電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器の型式確認の届出について

は、第一条の規定による改正前の施行規則第四十六条の七第一項第一号及び第二号の規定は、なおその効力を有する。

１０　前項の規定によりなおその効力を有することとされた第一条の規定による改正前の施行規則第四十六条の七第一項第一号及び第二号

の規定による確認を行った電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器の型式の条件については、なお従前の例による。

附　則　（平成二七年八月一三日総務省令第七〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二七年一一月二六日総務省令第九六号）

この省令は、公布の日から施行する。
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附　則　（平成二七年一一月三〇日総務省令第九九号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に証明規則第二条第一項第八号の規定に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第

三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証（以下「技術基準適合証明等」という。）を受けている第二条の規定による改正前の設

備規則第四十九条の十四第十二号においてその無線設備の条件が定められている第一条の規定による改正前の施行規則第六条第四項第二

号に規定する特定小電力無線局（以下「旧特定小電力無線局」という。）の無線設備については、第三条の規定による改正後の証明規則

第二条第一項第十九号の四の三の規定に係る技術基準適合証明等を受けている第二条の規定による改正後の設備規則第四十九条の二十第

七号においてその無線設備の条件が定められている第一条の規定による改正後の施行規則第六条第四項第四号に規定する小電力データ通

信システムの無線局（以下「新小電力データ通信システムの無線局」という。）の無線設備とみなす。

３　この省令の施行の際現に行われている旧特定小電力無線局に係る技術基準適合証明等の求めについては、新小電力データ通信システム

の無線局に係る技術基準適合証明等の求めとみなす。

附　則　（平成二七年一二月二二日総務省令第一〇五号）

この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第二十六号）の施行の日から施行する。

附　則　（平成二八年三月一一日総務省令第一四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二八年三月一五日総務省令第一五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二八年三月二五日総務省令第二七号）

この省令は、行政不服審査法の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二八年三月二八日総務省令第二八号）

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附　則　（平成二八年三月三一日総務省令第三三号）

この省令は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律の施行の日（平

成二十八年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二八年四月四日総務省令第四七号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現にこの省令による改正前の施行規則第四十六条の二第一項の規定による総務大臣の指定を受けている無電極放電

ランプの型式の条件については、この省令による改正後の施行規則第四十六条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

３　この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間にした無電極放電ランプの型式の指定の申請については、改正前の施行規

則第四十六条の二第一項第八号の規定は、なおその効力を有する。

４　前項の規定によりなおその効力を有することとされた改正前の施行規則第四十六条の二第一項第八号の規定による指定を受けた無電極

放電ランプの型式の条件については、なお従前の例による。

附　則　（平成二八年七月一三日総務省令第七二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二八年八月三一日総務省令第八三号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に一四二・九三ＭＨｚを超え一四二・九九ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に

係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証（以下「技術基

準適合証明等」という。）を受けている無線設備は、第一条の規定による改正後の施行規則第六条第四項第二号（１３）に規定する人・

動物検知通報システムの無線局の無線設備とみなす。

３　この省令の施行の際現に受けている一四二・九三ＭＨｚを超え一四二・九九ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の

無線設備に係る技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附　則　（平成二八年一一月四日総務省令第八九号）

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附　則　（平成二八年一二月二七日総務省令第一〇一号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附　則　（平成二九年三月一日総務省令第七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二九年四月一七日総務省令第三五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二九年七月二一日総務省令第五〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二九年八月二九日総務省令第五七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二九年九月一日総務省令第五九号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二九年九月五日総務省令第六一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二九年九月一一日総務省令第六二号）　抄
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（施行期日）

１　この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に登録を受けている第一条の規定による改正前の施行規則第十六条第十号に規定する無線局の無線設備について

は、第一条の規定による改正後の施行規則第十六条第九号に規定する無線局の無線設備として登録を受けたものとみなす。この場合にお

いて、その登録の有効期間は、現に登録を受けている当該無線局の登録の有効期間の残存期間とする。

附　則　（平成二九年九月二五日総務省令第六五号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際、現に免許又は予備免許を受けている無線局の無線設備については、この省令による改正後の施行規則の規定にか

かわらず、なお従前の例によることができる。ただし、この省令の施行の日以後における空中線の取替え又は増設に係る無線設備につい

ては、この限りでない。

附　則　（平成二九年九月二六日総務省令第六六号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に免許を受けている設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広

帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五ＭＨｚを超え二、五七五ＭＨｚ以下及び二、五九五ＭＨｚを超え二、六四五Ｍ

Ｈｚ以下の周波数の電波を使用するものの免許の有効期間については、なお従前の例による。

附　則　（平成二九年九月二七日総務省令第六七号）

この省令は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律（平成二十九年法律第二十七号）の施行の日から施行する。

附　則　（平成三〇年一月二五日総務省令第三号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三〇年二月一日総務省令第四号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十年三月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に免許を受けている無線局については、この省令による改正後の施行規則第三十八条第一項又は第三項の規

定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例によることができる。

附　則　（平成三〇年二月二日総務省令第五号）

この省令は、電波法施行令の一部を改正する政令（平成三十年政令第二十八号）の施行の日（平成三十年二月二日）から施行する。

附　則　（平成三〇年三月二九日総務省令第一四号）　抄

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成三〇年六月二九日総務省令第三九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三〇年七月二五日総務省令第五〇号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律（平成二十九年法律第二十七号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行

の日（平成三十年八月一日）から施行する。

附　則　（平成三〇年七月二五日総務省令第五一号）

この省令は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律（平成二十九年法律第二十七号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行

の日（平成三十年八月一日）から施行する。

附　則　（平成三〇年九月二五日総務省令第五六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三〇年一〇月四日総務省令第五八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙については、この省令の施行後においても当分の間、使用することがで

きる。この場合、この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して使用することができる。

附　則　（平成三一年一月二四日総務省令第四号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三一年三月一一日総務省令第一六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三一年三月二七日総務省令第二四号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三一年四月二二日総務省令第五二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和元年五月一七日総務省令第七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和元年五月二〇日総務省令第八号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。
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附　則　（令和元年六月二八日総務省令第一九号）

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。

附　則　（令和元年七月一一日総務省令第二七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和元年一〇月一日総務省令第五〇号）

この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日（令和元年十月一日）から施行する。

附　則　（令和元年一一月二〇日総務省令第五八号）

この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和元年十一月二十日）から施行する。

附　則　（令和元年一二月一三日総務省令第六四号）

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政

手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附　則　（令和元年一二月二四日総務省令第六八号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年一月三〇日総務省令第四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年四月一五日総務省令第三八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年四月一七日総務省令第四一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年六月二二日総務省令第六一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年七月三一日総務省令第七一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年八月二七日総務省令第七八号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年一一月一九日総務省令第一〇五号）

この省令は、令和二年十二月一日から施行する。

附　則　（令和二年一二月一日総務省令第一〇九号）

（施行期日）

１　この省令は、令和三年四月一日から施行する。

（準備行為）

２　電波法の一部を改正する法律（令和二年法律第二十三号）による改正後の電波法（以下この項において「新法」という。）第百二条の

十七第五項において準用する新法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとする者は、この省令の施行の日前において

も、照会相談業務等（この省令による改正後の電波法施行規則第五十一条の七に規定する照会相談業務等をいう。）の実施に関する事項

について業務規程を定めることができる。

附　則　（令和二年一二月一〇日総務省令第一一三号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年一二月一五日総務省令第一一七号）

この省令は、電波法の一部を改正する法律（令和二年法律第二十三号）の施行の日（令和二年十二月十五日）から施行する。

附　則　（令和二年一二月一八日総務省令第一一九号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年一二月二五日総務省令第一二七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年一二月二八日総務省令第一三七号）

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

附　則　（令和三年二月一二日総務省令第九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年三月二日総務省令第一五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年三月一〇日総務省令第一七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年四月一六日総務省令第四八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年六月三〇日総務省令第六五号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令による改正前の電波法施行規則第四十四条第二項第二号に規定する広帯域電力線搬送通信設備に係る電波法第百条第一項の設

置の許可並びに電波法施行規則第四十四条第一項第一号の（１）の型式の指定は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。

３　この省令の施行の際現に改正前の電波法施行規則第四十六条の二の規定によりされている広帯域電力線搬送通信設備の型式の指定の申

請又は電波法第百条第二項の規定によりされている設置の申請については、この省令による改正前の電波法施行規則、免許手続規則及び

無線設備規則の規定の例により行うことができる。
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附　則　（令和三年八月二〇日総務省令第七九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年八月三一日総務省令第八七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年一一月一九日総務省令第一〇一号）

この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（令和三年十

一月二十日）から施行する。

附　則　（令和四年三月三日総務省令第一一号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、令和四年五月一日から施行する。

附　則　（令和四年四月二七日総務省令第三三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和四年五月二六日総務省令第三八号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に登録を受けている第一条の規定による改正前の電波法施行規則第十六条第二号に規定する無線局の無線設備に

ついては、第一条の規定による改正後の電波法施行規則第十六条第二号に規定する無線局の無線設備として登録を受けたものとみなす。

附　則　（令和四年九月二日総務省令第五九号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和四年九月一五日総務省令第六三号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和四年九月三〇日総務省令第六四号）

この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日（令和四年十月一日）から施行する。

附　則　（令和五年二月三日総務省令第五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年三月三日総務省令第一一号）

この省令は、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律（令和四年法律第三十九号）附則第一条ただし書に規

定する規定の施行の日（令和五年四月一日）から施行する。

附　則　（令和五年三月二二日総務省令第一七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条（電波法施行規則第三条第一項第十五号の改正規定、第四条第一項第二十四号の

改正規定、第八条第二項第十号の改正規定、第十一条の三第七号の改正規定、第十三条の二の改正規定、第十五条の改正規定、第三十四

条の三第三号の改正規定、第三十四条の十の改正規定、第四十三条第四項の改正規定、第五十一条の十五第一項第一号及び第二号の三の

改正規定並びに別表第三号の表注５の改正規定を除く。）及び第二条（無線局免許手続規則第二条第一項第八号の改正規定、第五条第二

項の改正規定並びに別表第二号の三第３の注６、注８ただし書、注１４（１）イ及び同注（２）の改正規定を除く。）の規定並びに第六

条（無線従事者規則別表第十一号様式の改正規定に限る。）の規定は、令和五年九月二十五日から施行する。

附　則　（令和五年三月三〇日総務省令第二四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年三月三一日総務省令第二九号）

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附　則　（令和五年四月一四日総務省令第三八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律（次条第一項及び第三条第一項において「改正法」という。）附則第一条第

二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附　則　（令和五年四月一七日総務省令第三九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年六月一日総務省令第四九号）　抄

（施行期日）

一　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年八月二九日総務省令第六七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年八月三一日総務省令第六八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年一一月一〇日総務省令第七八号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年一二月四日総務省令第八一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年一二月七日総務省令第八四号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）
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２　この省令による改正前の電波法施行規則（以下「旧規則」という。）第四十四条第二項第二号に規定する広帯域電力線搬送通信設備に

係る電波法第百条第一項の設置の許可及び旧規則第四十四条第一項第一号（１）の型式の指定並びに電磁誘導加熱式調理器に係る旧規則

第四十六条の七第一項（第二号に係るものに限る。）の型式の確認は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附　則　（令和五年一二月八日総務省令第八六号）

この省令は、令和五年十二月二十五日から施行する。

附　則　（令和五年一二月二二日総務省令第九四号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年一二月二二日総務省令第九五号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。
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別表第一号　呼出符号又は呼出名称指定申請書の様式（第６条の２の２第１項関係）

別表第一号 呼出符号又は呼出名称指定申請書の様式(第6条の2の2第1項関係) 

長

辺 

呼出符号(呼出名称)指定申請書 

年  月  日   

 

  総務大臣殿 

 

 

申請者(注1) 住所            

氏名又は名称        

法人番号          

代表者氏名         

 

 

 下記の無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号(呼出名称)の

指定を受けたいので、電波法施行規則第6条の2の2第1項の規定により申請します。 

 

記 

  

種 別(注2)   

  

製 造 者 名   

指定を希望する

無線設備の数量 
  

指定を希望する

呼出符号 (呼出

名称)の数 

  

備 考   

  

短 辺                       (日本産業規格A列4番) 

 注1 申請者の欄の記載は、次によること。 

   (1) 住所については、法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記

載すること。 

   (2) 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記

載すること。 

   (3) 法人番号については、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15

項に規定する法人番号を記載すること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を

要しない。 

  2 「コードレス電話の無線局に使用するための無線設備」のように記載すること。 
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別表第一号の二　呼出符号又は呼出名称指定書の様式（第６条の２の２第２項関係）

別表第一号の二 呼出符号又は呼出名称指定書の様式(第6条の2の2第2項関係) 

長

辺 

呼出符号(呼出名称)指定書 

  

指定を受けた者   

  

種 別 (注)   

製 造 者 名   

指定した呼出符

号 (呼出名称 ) 
  

 

     年  月  日 

 

 

 

総務大臣      印   

短 辺                       (日本産業規格A列4番) 

 注 「コードレス電話の無線局に使用するための無線設備」のように記載すること。 
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別表第一号の三　許可を要しない工事設計の軽微な事項（第１０条第１項関係）

第１　設備又は装置の工事設計の全部について変更する場合（設備又は装置の全部について変更の工事をする場合を含む。）

工事設計のうち軽微なものとするもの 適用の条件

１　簡易無線局の無線設備（法第３８条の２の２第１項に

規定する特定無線設備のものを除く。）の工事設計のうち次

に掲げるもの

　

（１）　受信機に係る部分 当該部分の全部について改める場合に限る。

（２）　電源設備に係る部分 当該部分の全部について改める場合（電気的特性を低下させることとなる場合

を除く。）に限る。

（３）　空中線に係る部分 当該部分の全部について改める場合（型式，構成，高さ，位置，指向方向又は

電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。）に限る。

（４）　給電線（フィルタ及び共用器を含む。）に係る部分 当該部分の全部について改める場合（空中線に供給される電力又は受信機入力

の変更が（±）１デシベルを超えることとなる場合その他電気的特性を低下さ

せることとなる場合を除く。）に限る。

２　デジタル選択呼出装置，狭帯域直接印刷電信装置，衛

星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランス

ポンダ及び設備規則第４５条の３の５に規定する無線設備

の工事設計

当該部分の全部について削る場合に限る。

３　航空機用救命無線機，航空機用携帯無線機，双方向無

線電話及び船舶航空機間双方向無線電話の工事設計

当該部分の全部について削る場合に限る。

４　レーダー（ＡＣＡＳ，機上ＤＭＥ，機上タカン，航空

機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーを除く

。）の工事設計のうち次に掲げる部分

　

（１）　当該機器の全部 当該部分の全部について削る場合に限る。

（２）　電源設備に係る部分 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合（いず

れも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。）に限る。

（３）　空中線に係る部分 当該部分の全部について改める場合（型式，構成，高さ，位置，指向方向又は

電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。）に限る。

（４）　給電線に係る部分 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合（いず

れも空中線に供給される電力若しくは受信機入力の変更が（±）１デシベルを

超えることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。）

に限る。

（５）　（２）から（４）まで及び送信機に係る部分を除く

部分

当該部分の全部について改める場合（電気的特性に変更を来すこととなる場合

を除く。）に限る。

５　ＡＣＡＳ，機上ＤＭＥ，機上タカン，ＡＴＣトランス

ポンダ，航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レ

ーダーのうち次に掲げる部分

　

（１）　当該機器の全部 当該部分の全部について削る場合に限る。

（２）　電源設備に係る部分 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合（いず

れも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。）に限る。

（３）　空中線に係る部分（航空機用気象レーダー及び航空

機用ドップラ・レーダーのものを除く。）

当該部分の全部について削る場合又は当該業務用の検定合格機器（総務大臣が

行う検定に合格した無線設備の機器（第１１条の５第１号の機器を含む。）をい

う。以下同じ。）に係る工事設計に改める場合（型式，構成，位置，指向方向又

は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。）に限る。

（４）　給電線に係る部分（航空機用気象レーダー及び航空

機用ドップラ・レーダーのものを除く。）

当該部分の全部について削る場合又は改める場合（電気的特性に変更を来すこ

ととなる場合を除く。）に限る。

（５）　（２）から（４）までに係る部分を除く部分 当該部分の全部について削る場合に限る。

６　気象援助局の無線設備（ラジオゾンデ及び気象用ラジ

オ・ロボットに限る。）の工事設計

当該部分の全部について削る場合に限る。

７　無線設備の工事設計 当該無線設備の全部について適合表示無線設備に係る工事設計に改める場合又

は当該無線設備に適合表示無線設備を追加する場合（いずれも電波の型式、空

中線電力その他無線設備の電気的特性に変更を来すこととなる場合又は設備規

則第９条の２に規定する呼出名称記憶装置の変更を伴う場合を除く。）に限る。

８　送信機（１の項から６の項までに掲げる設備又は装置

のものを除く。）の工事設計

当該部分の全部について削る場合に限る。

９　無線方位測定機の工事設計 当該部分の全部について削る場合，改める場合又は追加する場合（新たな工事

設計として追加する場合を含む。）に限る。

１０　受信機（１の項，３の項から６の項まで及び９の項

に掲げる設備又は装置のものを除く。）の工事設計

当該部分の全部について削る場合，改める場合又は追加する場合（新たな工事

設計として追加する場合を含む。）に限る。

１１　選択呼出装置（デジタル選択呼出装置を除く。）の工

事設計のうち次に掲げるもの

　

（１）　設備規則第９条の２に定めるものの工事設計 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合（いず

れも方式，信号周波数又は選択呼出信号の構成に変更を来すこととなる場合を

除く。）に限る。
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（２）　（１）以外の選択呼出装置の工事設計 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合（いず

れも方式に変更を来すこととなる場合を除く。）に限る。

１２　設備規則第９条の２第１項の識別装置の工事設計 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合（いず

れも方式又は標識信号の構成に変更を来すこととなる場合を除く。）に限る。

１３　調整装置又は放送スクランブル装置の工事設計 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合（いず

れも種類又は方式に変更を来すこととなる場合を除く。）に限る。

１４　多重端局装置，撮像装置（テレビジョン伝送装置を

含む。），ステレオ端局装置，超短波音声多重端局装置，超

短波文字多重端局装置，無線呼出局端局装置，模写電送装

置，印刷電信装置，秘話装置，テレメーター付加装置，変

調信号処理装置等の符号変換装置及び交換機の工事設計

当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合に限る。

ただし，次に掲げる場合を除く。

１　副搬送波周波数， 高変調周波数又は偏移周波数に変更を来すこととなる

場合

２　通信路実装数が増加することとなる場合（多重無線設備（時分割多重方式

のみを使用するもの及びヘテロダイン中継方式又は直接中継方式により中継を

行う無線局のものに限る。）を除く。）

１５　周波数測定装置、警報装置、監視装置、制御装置、

注意信号発生装置、注意信号選択警報装置、空中線柱、給

電線柱及び連絡線の工事設計

当該部分の全部について削る場合、改める場合又は追加する場合（新たな工事

設計として追加する場合を含む。）に限る。

１６　電源設備（１の項から６の項までに掲げる設備又は

装置のものを除く。）の工事設計

当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合（いず

れも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。）に限る。

１７　空中線（１の項から６の項まで及び９の項に掲げる

設備又は装置のものを除く。）の工事設計のうち次に掲げる

もの

　

（１）　義務航空機局の空中線であつて，航空法第６０条の

規定により装備しなければならない無線設備に係るもの

（１，６０６．５ｋＨｚから２８，０００ｋＨｚまでの周波

数の電波を使用するものを除く。）の工事設計

当該部分の全部について削る場合又は当該業務用の検定合格機器であつて，そ

の型式名に付された検定規則別表第８号に規定する記号のうち使用する環境及

び等級に係るものが表す内容が当該部分を変更しようとする無線局の行う業務

及び当該無線局の機器を使用する環境に適合することとなる機器に係る工事設

計に改める場合に限る。

（２）　（１）以外の空中線の工事設計 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合（いず

れも型式，構成，高さ，位置，指向方向又は電気的特性に変更を来すこととな

る場合を除く。）に限る。

１８　給電線（１の項，４の項及び５の項に掲げる設備の

ものを除く。），空中線共用装置及び給電線共用装置の工事

設計のうち次に掲げるもの

　

（１）　基幹放送局及び無線航行陸上局の送信設備に係るも

のの工事設計

当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合（いず

れも電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。）に限る。

（２）　（１）以外のものの工事設計 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合（いず

れも空中線に供給される電力又は受信機入力の変更が（±）１デシベルを超え

ることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。）に限

る。

１９　無給電中継装置の工事設計 当該部分の全部について削る場合又は改める場合（種類，形状，高さ（法第１

０２条の２第１項に規定する伝搬障害防止区域の指定を受けている又は希望し

ている電波伝搬路に係るものに限る。），位置又は電気的特性に変更を来すこと

となる場合を除く。）に限る。

２０　機器の配置に係る工事設計（義務航空機局に設置す

る無線設備の機器であつて，航空法（昭和２７年法律第２

３１号）第６０条の規定により装備しなければならないも

の並びに無着陸で５５０キロメートル以上の区間を飛行す

る航空機に設置する航空機用ドップラ・レーダーについて

は，当該業務用の検定合格機器の型式名に付された検定規

則別表第８号に規定する記号のうち使用する環境に係るも

のが表す内容が，当該機器を設置する場所の環境に適合す

ることとなる場合に限る。）

　

２１　その他総務大臣が別に告示する工事設計 　

注　第１０条第２項の規定により準用する場合においては，工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の

工事」と，適用の条件の欄中「削る場合」とあるのは「撤去する場合」と，「改める場合」とあるのは「取り替える場合」と，「追加する場

合」とあるのは「増設する場合」と，「に係る工事設計に改める場合」とあるのは「に取り替える場合」と，「に係る工事設計を追加する場

合」とあるのは「を増設する場合」と，「新たな工事設計として追加する場合」とあるのは「新たに附設する場合」とそれぞれ読み替える

ものとする。

第２　設備又は装置の工事設計の一部分について変更する場合（設備又は装置の一部分について変更の工事をする場合を含む。）

工事設計のうち軽微なものとするもの 適用の条件

１　次に掲げる部品に係る工事設計 次に掲げる条件に適合する場合に限る。

（１）　第１の１の項から７の項まで及び９の項に掲げる設備

又は装置（空中線及び給電線を除く。）の部品

（２）　第１の８の項に掲げる送信機及び１０の項に掲げる受

信機の部品（法第１３条第２項の義務航空機局に設置する当

該装置の継電器で周波数の切換えに使用するものを除く。）

１　当該部品の属する設備又は装置の性能を低下させない場合であること（送

信機の回路（低周波回路を除く。）に使用する電子管，半導体製品（集積回路

及び記憶部品を含む。）に係る工事設計を改める場合にあつては，その性能に

変更を来すこととならない場合に限る。）。

２　発振の回路方式又は変調の回路方式に変更を来さない場合であること。た

だし，電波の型式，周波数又は空中線電力の指定の一部の削除に伴う部品に係
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（３）　第１の１１の項から２０の項までに掲げる装置の部品る工事設計を削る場合又は改める場合であつて，当該変更に係る部分以外の部

分の電気的特性に変更を来すこととならない場合を除く。

３　電波の型式，周波数又は空中線電力の指定の変更に伴う場合でないこと。

ただし，次に掲げる場合を除く。

（１）　電波の型式，周波数又は空中線電力の指定の一部の削除に伴う部品に係

る工事設計を削る場合又は改める場合であつて，当該変更に係る部分以外の部

分の電気的特性に変更を来すこととならない場合

（２）　適合表示無線設備の水晶片に係る工事設計を改める場合（技術基準適合

証明、工事設計認証又は技術基準適合自己確認に係る周波数に変更を来すこと

となる場合を除く。）

４　第１に規定する当該部品の属する設備又は装置の工事設計の変更の適用の

条件に抵触することとならない場合であること。

２　その他総務大臣が別に告示する工事設計 　

注　第１０条第２項の規定により準用する場合においては，工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の

工事」と，適用の条件の欄中「に係る工事設計を改める場合」とあるのは「を取り替える場合」と，「に係る工事設計を削る場合」とある

のは「を撤去する場合」と，「追加する場合」とあるのは「増設する場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

別表第一号の四　許可を要しない電気通信設備の軽微な事項（第１０条第３項関係）

変更の許可を要しない基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の軽微な事項は、次に掲げる電気通信設備に係る変更とする。

電気通信設備 適用の条件

電気通信設備の現用機器の機能を代替することができる予備の機器に対し電力供給す

るための電源設備

当該電気通信設備の性能を低下させない変更である

こと。

別表第二号　変更検査を要しない場合（第十条の四関係）

一　無線設備の設置場所の変更で次に掲げるものの場合

（１）　フェムトセル基地局に係るもの

（２）　特定陸上移動中継局に係るもの

（３）　特定実験試験局に係るもの（当該特定実験試験局が使用する周波数の使用が可能な地域として総務大臣が公示する地域の範囲内

における設置場所の変更に限る。）

（４）　総務大臣が別に告示する無線設備を使用するアマチュア局（人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュ

ア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。）に係るもの

（５）　（３）及び（４）に掲げる無線局以外の無線局に係るものであつて、次に掲げるもの

ア　空中線の位置の変更であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更について検査を要しない

旨を申請者に対して通知したもの

イ　空中線の位置の変更を伴わないもの

ウ　空中線の位置の変更を伴うものであつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更について検査

を要しない旨を申請者に対して通知したもの

二　無線設備の変更の工事のうち第十条第二項の規定により軽微なものとされるもの以外のものであつて、次に掲げるものの場合

（１）　無線設備を適合表示無線設備に取り替える工事又は適合表示無線設備の追加の工事

（２）　航空機局の無線設備の機器であつて、検定合格機器たるものの取替えの工事（同一型式によるものに限る。）

（３）　送信機の回路に使用する電子管、半導体製品（集積回路及び記憶部品を含む。）の取替えの工事（電波の型式、周波数又は空中

線電力の指定の変更に伴うものを除く。）

（４）　通信路実装数の変更又は送信機の 高変調周波数、変調周波数、通信速度若しくはトーン周波数の変更に係る変更の工事（いず

れも占有周波数帯幅が増大することとなるものにあつては、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更

の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。）

（５）　選択呼出装置（デジタル選択呼出装置を除く。）に係る変更の工事で次の一に該当するもの

ア　設備規則第九条の二の選択呼出装置の取替え又は増設（同条第一項に定める選択呼出装置その他総務大臣が別に告示する選択呼

出装置については、新たに附設する場合を含む。）の工事

イ　ア以外の選択呼出装置の取替え又は増設（新たに附設する場合を含む。）の工事

（６）　設備規則第九条の二第一項の識別装置の取替え又は増設（新たに附設する場合を含む。）の工事

（７）　附属装置に係る変更の工事で次の一に該当するもの

ア　多重端局装置、テレビジヨン伝送装置、無線呼出局用端局装置、模写電送装置、印刷電信装置（狭帯域直接印刷電信装置を除

く。）、秘話装置、テレメーター付加装置、変調信号処理装置等の符号変換装置、交換機又はチャネル選択補助装置の取替え又は増

設（いずれも新たに付設する場合を含む。）の工事（いずれも占有周波数帯幅が増大することとなるものにあつては、総務大臣又

は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限

る。）

イ　音声調整装置又は映像調整装置の取替え又は増設（新たに付設する場合を含む。）の工事であつて、総務大臣が法第十七条第一

項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの

（８）　電源設備（義務船舶局等の補助電源、直流電源を使用する航空機局のもの及び非常局のものを除く。）の取替え又は増設の工事

（９）　送信空中線又は送信給電線の変更の工事であつて、次に掲げるもののうち、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許

可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの

ア　固定局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上移動局、携帯局、携帯移動地球局（設備規則第四十九条の二

十四の二又は第四十九条の二十四の三において無線設備の条件が定められているものに限る。）及びＶＳＡＴ地球局の工事

イ　アに掲げるもののほか、次に掲げるものに該当しないもの（基幹放送局、航空交通管制を行う航空局、無線航行陸上局、航空機

地球局及び船舶地球局（第二十八条の二第一項に規定するものに限る。）を除く。）

（ア）　空中線の利得値に次の式により求められる値を加え給電線の損失値を減じた値の変更の工事による増加が三デシベルを超え

るもの

２０ｌｏｇ１０ｈデシベル
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ｈは、空中線の地上高（単位メートル）とする。

（イ）　指向方向の変更が変更前の空中線の指向特性における水平面の主輻射の角度の幅の二分の一を超えるもの

ウ　標準テレビジヨン放送若しくは高精細度テレビジョン放送を行う無線局、超短波放送、超短波音声多重放送若しくは超短波文字

多重放送を行う無線局又はマルチメディア放送を行う無線局であつて、空中線の利得値から給電線の損失値を減じた値の当該変更

の工事による増減が一デシベルを超えないもの

（１０）　受信空中線又は受信給電線の変更の工事であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の

工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの

（１１）　送信機の出力端子から送信空中線までの間又は受信空中線から受信機の入力端子までの間にそう入される各装置の変更の工事

（基幹放送局及び無線航行陸上局の送信設備のものにあつては総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変

更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。）

（１２）　無線設備の設置場所を同じくする二以上の無線局において、その一の無線局の無線設備の一部を他の無線局の無線設備として

共通に使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事

（１３）　同一人に属する二以上の無線局で無線設備の設置場所又は常置場所が同一の総合通信局の管轄区域内にあるものにおいて、そ

の一の無線局の無線設備と同一規格の予備の無線設備（空中線系については、同一型式とする。）の各装置を他の無線局の予備の無

線設備の装置として共通に使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事

（１４）　同一人に属する二以上の航空機局又は航空機地球局でその航空機の定置場の所在地が同一総合通信局の管轄区域内にあるもの

において、その一の航空機局又は航空機地球局の無線設備のうち免許規則第二条第六項第二号又は同項第三号に規定する装置を他の

航空機局又は航空機地球局の無線設備として共通に使用する場合における当該他の航空機局又は航空機地球局の無線設備の変更の

工事

（１５）　無線設備の設置場所を同じくする二以上の無線局のうち、一部の無線局を廃止し（当該一部の無線局の免許の有効期間が満了

する場合を含む。）、当該一部の無線局の無線設備の全部を他の無線局の無線設備としてそのまま継続使用する場合における当該他の

無線局の無線設備の変更の工事

（１６）　一の人工衛星に開設される二以上の無線局のうち、一の無線局の無線設備の一部を削除し、当該無線局の削除した無線設備の

全部又は一部を他の無線局の無線設備としてそのまま継続使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事

（１７）　複信方式の通信系を構成する同一免許人の他の固定局により無線通信の制御が行われる固定局の送信機の増設の工事（当該固

定局が現に指定を受けている周波数と同一の周波数帯の周波数の電波を使用し、当該固定局が現に指定を受けている空中線電力と同

一の空中線電力を使用するものであり、かつ、当該固定局の通信事項及び通信の相手方に変更のない場合に限る。）であつて、総務

大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの

（１８）　（１）から（１７）までに類する無線設備の変更の工事であつて、総務大臣が別に告示するもの

別表第二号の二　免許状記載事項等の一部を公表する無線局（第１１条第５項関係）

第１　公表内容が特に制限される無線局

（１）　衆議院及び参議院の各事務局が、国会法（昭和２２年法律第７９号）第２８第１項に規定する事務の円滑な遂行を図るために開

設するもの

（２）　警察法（昭和２９年法律第１６２号）第２条第１項に規定する警察の責務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの

（３）　法務省設置法（平成１１年法律第９３号）第４条第１２号から第１２号の３まで及び第３２号に規定する事務の円滑な遂行を図

るために開設されるもの

（４）　検察庁法（昭和２２年法律第６１号）第４条に規定する検察官の職務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの

（５）　公安調査庁が、公安調査庁設置法（昭和２７年法律第２４１号）第３条に規定する任務の円滑な遂行を図るために開設するもの

（６）　外務省設置法（平成１１年法律第９４号）第３条に規定する外務省の任務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの

（７）　財務省が、財務省設置法（昭和１１年法律第９５号）第４条第１項第２６号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設する

もの

（８）　厚生労働省が、厚生労働省設置法（昭和１１年法律第９７号）第４条第１項第３２号及び第４６号に規定する事務の円滑な遂行

を図るために開設するもの

（９）　海上保安庁法（昭和２３年法律第２８号）第２条第１項に規定する海上保安庁の任務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的

とするもの

（１０）　自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第３条に規定する自衛隊の任務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの

（１１）　国及び地方公共団体相互間において消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第一条に規定する任務の遂行上必要な無線通信

を行うことを目的とするもの

（１２）　国又は地方公共団体が、漁業の指導監督（試験、調査及び練習を含む。）に関する業務の円滑な遂行を図るために開設するもの

（１３）　地方公共団体が開設する無線局であつて、都道府県知事又は消防組織法第９条（同法第２８条において準用する場合を含む。）

の規定により設けられる消防の機関が消防事務の用に供するもの

（１４）　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）第３条に規定する一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者、同法第３５条

に規定する特定貨物自動車運送事業の許可を受けた者、同法第３６条に規定する貨物軽自動車運送事業の届出をした者、貨物利用運

送事業法（平成元年法律第８２号）第３条第１項に規定する第一種貨物利用運送事業の登録を受けた者又は同法第２０条に規定する

第二種貨物利用運送事業の許可を受けた者が開設する無線局であつて、現金、有価証券その他これに類するものを運送する業務の用

に供するもの

（１５）　警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第２条第３項に規定する警備業者が開設する無線局であつて、警備業務の用に供する

もの

（１６）　大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局

（１７）　前各号に掲げる無線局と同様の無線通信の態様を行い、かつ、同様の目的を有する無線局であつて、特に総務大臣が認める

もの

第２　公表内容が制限される無線局

（１）　総務省が、総務省設置法（平成１１年法律第９１号）第３条第１項に規定する電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進の円

滑な遂行を図るために開設するもの

（２）　国税庁が、財務省設置法第１９条に規定する任務の円滑な遂行を図るために開設するもの

（３）　厚生労働省が、厚生労働省設置法第４条第１項第１９号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
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（４）　農林水産省が、農林水産省設置法（平成１１年法律第９８号）第４条第２１号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設す

るもの

（５）　国、地方公共団体又はその他の団体が開設する無線局であつて、水防法（昭和２４年法律第１９３号）、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）又は災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）の規定に基づく水防事務又は道路事務の用に供するもの

（６）　国、地方公共団体又はその他の団体が開設する無線局であつて、災害対策基本法その他の法令に基づき防災上必要な無線通信を

行うことを目的とするもの

（７）　航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第５項に規定する航空保安施設によつて航空機の航行の援助又は航空交通の安全上

必要な無線通信を行うことを目的とするもの

（８）　航空機製造事業法（昭和２７年法律第２３７号）第２条の２の規定により、航空機の製造又は修理事業について、経済産業大臣

の許可を受けた者が、その事業又は業務の安全かつ円滑な遂行を図るために開設するもの

（９）　前各号に掲げる無線局と同様の無線通信の態様を行い、かつ、同様の目的を有する無線局であつて、特に総務大臣が認めるもの

別表第二号の二の二（第１１条の２の３関係）

無線局の種別 情報提供項目

１　地上基幹放送局及び地上基幹放送

試験局（８の項に掲げる無線局を除

く。）

１　免許規則別表第六号の様式の以下の欄に記載された事項

（１）　放送区域の欄

（２）　無線設備の設置場所の欄

２　免許規則別表第二号の二第１の様式の以下の欄に記載された事項

（１）　装置の区別の欄のうち番号の欄

（２）　送信の方式コードの欄

（３）　送信機の欄のうち

ア　定格出力の欄

イ　低下させる方法コードの欄

ウ　低下後の出力の欄

エ　変調方式コードの欄

オ　適合表示無線設備の番号の欄

（４）　受信機の欄の全ての欄

（５）　空中線系番号の欄

（６）　空中線の欄のうち空中線柱の高さの欄を除く各欄

（７）　給電線等の欄の全ての欄

（８）　発射する周波数等の欄

（９）　受信する周波数の欄

（１０）　空中線系に関するその他の事項の欄

（１１）　発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄

２　衛星基幹放送局及び衛星基幹放送

試験局（８の項に掲げる無線局を除

く。）

１　免許規則別表第六号の様式の以下の欄に記載された事項

（１）　放送区域の欄

（２）　無線設備の設置場所の欄

２　免許規則別表第二号の二第８の様式の以下の欄に記載された事項

（１）　装置の区別の欄のうち番号の欄

（２）　通信方式コード又は送信の方式コードの欄

（３）　送信機の欄のうち

ア　定格出力の欄

イ　低下させる方法コードの欄

ウ　低下後の出力の欄

エ　変調方式コードの欄

オ　終段部の真空管又は半導体コードの欄

カ　電力束密度の欄

キ　 大電力密度の欄

（４）　受信機の欄の全ての欄

（５）　空中線系番号の欄

（６）　空中線の欄の全ての欄

（７）　給電線等の欄の全ての欄

（８）　発射する周波数等の欄

（９）　受信する周波数の欄

（１０）　空中線系に関するその他の事項の欄

（１１）　発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄

３　人工衛星局及び宇宙局（９の項に

掲げる無線局を除く。）

１　免許規則別表第六号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項

２　免許規則別表第二号の二第８の様式の以下の欄に記載された事項

（１）　装置の区別の欄のうち番号の欄

（２）　通信方式コード又は送信の方式コードの欄

（３）　通信路数の欄

（４）　送信機の欄のうち

ア　定格出力の欄

イ　低下させる方法コードの欄

ウ　低下後の出力の欄

エ　変調方式コードの欄

オ　終段部の真空管又は半導体コードの欄
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カ　電力束密度の欄

キ　 大電力密度の欄

（５）　受信機の欄の全ての欄

（６）　空中線系番号の欄

（７）　空中線の欄の全ての欄

（８）　給電線等の欄の全ての欄

（９）　発射する周波数等の欄

（１０）　受信する周波数の欄

（１１）　空中線系に関するその他の事項の欄

（１２）　発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄

４　固定局（９の項に掲げる無線局を

除く。）

１　免許規則別表第六号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項

２　免許規則別表第二号の二第３の様式の以下の欄に記載された事項

（１）　装置の区別の欄

（２）　通信方式コードの欄

（３）　送信機の欄のうち

ア　定格出力の欄

イ　低下させる方法コードの欄

ウ　低下後の出力の欄

エ　変調方式コードの欄

オ　クロック周波数の欄

カ　検定番号の欄

キ　適合表示無線設備の番号の欄

（４）　受信機の欄のうちＥＱＬコードの欄を除く各欄

（５）　空中線系番号の欄

（６）　空中線の欄の全ての欄

（７）　給電線等の欄の全ての欄

（８）　発射する周波数等の欄

（９）　受信する周波数の欄

（１０）　使用する無給電中継装置の欄

（１１）　通信の相手方の欄の全ての欄

（１２）　無給電中継装置番号の欄

（１３）　無給電中継装置の欄のうち設置場所番号の欄を除く各欄

（１４）　空中線系に関するその他の事項の欄

（１５）　発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄

５　地上一般放送局、気象援助局、標

準周波数局、特別業務の局、基地局、

携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中

継局、実験試験局及び海岸局（９の項

から１１の項までに掲げる無線局を除

く。）

１　免許規則別表第六号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項

２　免許規則別表第二号の二第２の様式の以下の欄に記載された事項

（１）　装置の区別の欄のうち番号の欄

（２）　通信方式コードの欄

（３）　送信機の欄のうち

ア　定格出力の欄

イ　低下させる方法コードの欄

ウ　低下後の出力の欄

エ　変調方式コードの欄

オ　検定番号の欄

カ　適合表示無線設備の番号の欄

（４）　受信機の欄のうち

ア　検定番号又は名称の欄（海岸局に限る。）

イ　通過帯域幅の欄（海岸局を除く。）

ウ　雑音指数の欄（海岸局を除く。）

（５）　空中線系番号の欄

（６）　空中線の欄の全ての欄

（７）　給電線等の欄の全ての欄

（８）　発射する周波数等の欄

（９）　受信する周波数の欄（海岸局を除く。）

（１０）　空中線系に関するその他の事項の欄

（１１）　発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄

６　航空局、無線標識局、無線航行陸

上局及び無線標定陸上局（９の項に掲

げる無線局を除く。）

１　免許規則別表第六号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項

２　免許規則別表第二号の二第４の様式の以下の欄に記載された事項

（１）　装置の区別の欄

（２）　通信方式コードの欄（航空局に限る。）

（３）　有効通達距離等の欄（航空局及び無線標識局を除く。）

（４）　測定確度の欄（無線航行陸上局に限る。）

（５）　 小測定距離の欄（無線航行陸上局に限る。）

（６）　送信機の欄のうち

ア　定格出力の欄

イ　低下させる方法コードの欄
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ウ　低下後の出力の欄

エ　変調方式コードの欄

オ　検定番号又は名称の欄

カ　適合表示無線設備の番号の欄

（７）　受信機の欄のうち

ア　検定番号又は名称の欄（無線標識局を除く。）

イ　通過帯域幅の欄（航空局及び無線標識局を除く。）

（８）　空中線系番号の欄

（９）　空中線の欄の全ての欄

（１０）　給電線等の欄の全ての欄

（１１）　発射する周波数等の欄

（１２）　受信する周波数の欄（航空局及び無線標識局を除く。）

（１３）　空中線系に関するその他の事項の欄

（１４）　発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄

７　海岸地球局、航空地球局、携帯基

地地球局及び地球局（９の項に掲げる

無線局を除く。）

１　免許規則別表第六号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項

２　免許規則別表第二号の二第５の様式の以下の欄に記載された事項

（１）　装置の区別の欄のうち番号の欄

（２）　通信方式コードの欄

（３）　通信路数の欄

（４）　送信機の欄のうち

ア　定格出力の欄

イ　送信出力制御量の欄

ウ　低下させる方法コードの欄

エ　低下後の出力の欄

オ　変調方式コードの欄

カ　クロック周波数の欄

キ　エネルギー拡散周波数偏移量の欄

ク　 大電力密度の欄

ケ　適合表示無線設備の番号の欄

（５）　受信機の欄の全ての欄

（６）　空中線系番号の欄

（７）　空中線の欄の全ての欄

（８）　給電線等の欄の全ての欄

（９）　発射する周波数等の欄

（１０）　受信する周波数の欄

（１１）　空中線系に関するその他の事項の欄

（１２）　発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄

８　１の項又は２の項に掲げる無線局

であつて、適合表示無線設備のみを使

用する無線局

１　免許規則別表第六号の様式の以下の欄に記載された事項

（１）　放送区域の欄

（２）　無線設備の設置場所の欄

（３）　電波の型式、周波数及び空中線電力の欄

２　免許規則別表第二号の二第１又は第８の様式の以下の欄に記載された事項

（１）　送信機の欄のうち適合表示無線設備の番号の欄（同表第１に限る。）

（２）　空中線の欄の全ての欄

（３）　給電線等の欄の全ての欄

９　３の項から７の項までに掲げる無

線局であつて、適合表示無線設備又は

検定合格機器のみを使用する無線局

（１０の項及び１１の項に掲げる無線

局を除く。）

１　免許規則別表第六号の二の様式の以下の欄に記載された事項

（１）　無線設備の設置場所又は移動範囲の欄

（２）　電波の型式、周波数及び空中線電力の欄

２　免許規則別表第二号の二第２、第３、第４又は第５の様式の以下の欄に記載された事項

（１）　送信機の欄のうち検定番号の欄、検定番号又は名称の欄又は適合表示無線設備の番号の欄

（２）　空中線の欄の全ての欄

（３）　給電線等の欄の全ての欄

１０　包括免許に係る特定無線局（第

１５条の２第２項第１号及び第３号に

掲げる無線局に係るものに限る。）

免許規則別表第三号の五の様式の以下の欄に記載された事項

１　無線設備の設置場所の欄

２　適合表示無線設備の番号の欄

３　空中線の欄の全ての欄

４　給電線等の欄の全ての欄

５　発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄

１１　包括免許に係る特定無線局（第

１５条の２第２項第２号に掲げる無線

局に係るものに限る。）

１　免許規則別表第六号の四第２の様式の電波の型式、周波数及び空中線電力の欄に記載された事項

２　免許規則別表第三号の六の様式の以下の欄に記載された事項

（１）　無線設備の設置場所の欄

（２）　適合表示無線設備の番号の欄

注

１　実用化試験局については、実用化後の無線局の種別に応じた項目の情報を提供する。

２　登録局については、表の規定にかかわらず、次に掲げる情報を提供する。

（１）　免許規則別表第六号の七の様式の周波数及び空中線電力の欄に記載された事項
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（２）　免許規則別表第二号の五の様式の適合表示無線設備の番号の欄に記載された事項

（３）　免許規則別表第六号の七の様式の無線設備の設置場所若しくは無線設備を設置しようとする区域又は移動範囲の欄に記載された

事項（法第２７条の３２第１項の規定による登録を受けて開設する無線局にあつては、免許規則別表第三号の七の様式の無線設備の

設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項）

別表第二号の二の三（第１１条の２の３関係）

対象となる無線局 情報提供項目

開設指針において定める終了促進措置に係る無線局（法第４条第１号から第３号まで

に掲げる無線局が含まれるときは、当該無線局を除く。）

１　免許人等の氏名又は名称（注１）

２　住所（注２）

３　無線局の種別

４　無線局の目的及び通信事項（注３）

５　無線設備の設置場所（注４）（注５）

６　電波の型式、周波数及び占有周波数帯幅（注６）

７　空中線電力

８　適合表示無線設備の番号（注７）

９　開設している無線局の数（注８）

注１

氏名については、請求者が認定開設者（法第２７条の１５第３項に規定する認定開設者をいう。以下同じ。）である場合に限り、提供す

る。

２　請求者が認定開設者以外の者である場合にあつては、都道府県名及び市区町村名に限り提供する。

３　登録局の場合にあつては、提供しない。

４　移動する無線局（包括免許に係る特定無線局を除く。）にあつては常置場所、包括免許に係る特定無線局にあつては包括免許人の事務

所の所在地を提供することとする。ただし、請求者が認定開設者以外の者である場合にあつては、都道府県名及び市区町村名に限り提供

する。

５　既設電気通信業務用基地局の場合にあつては、原則として都道府県名及び市区町村名に限り提供する。

６　登録局の場合にあつては、周波数に限り提供する。

７　技術基準適合証明番号、工事設計認証番号又は技術基準適合自己確認に係る届出番号を提供する。

８　包括免許に係る特定無線局又は包括登録に係る登録局の場合に限り、提供する。
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別表第二号の二の四（第１１条の２の４第２項関係）

別表第二号の二の四(第11条の2の4第2項関係) 

 

無 線 局 情 報 提 供 請 求 書 

年  月  日   

 

  

収入印紙貼付欄 

(収入印紙を必要額

を超えて貼ってい

る場合は、請求書の

余白に「過納承諾 

氏名」のように記入

してください。) 

 

(何)総合通信局長(沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。) 殿 

請求者(注1)            

住 所           

氏名又は名称           

法 人 番 号           

代表者氏名            

 

 電波法第25条第2項の規定に基づき、下記のとおり混信又はふくそうに関する調査に係る

無線局情報の提供を請求します。 

 

記 

 

1 請求理由(注2) 

  □無線局の開設       □周波数の変更   □通信の相手方の変更 

  □無線設備の設置場所の変更 □電波の型式の変更 □空中線電力の変更 

  □運用許容時間の変更    □放送区域の変更  □工事設計の変更 

  □無線設備の変更の工事 

2 開設又は変更しようとする無線局の概要(注3) 

 (1) 免許等の番号 

 (2) 免許等の年月日 

 (3) 種別 

 (4) 目的 

 (5) 通信事項 

 (6) 識別信号 

 (7) 無線設備の設置場所又は移動範囲 

 (8) 電波の型式及び周波数 

   占有周波数帯幅 

   電波の型式 
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   周波数 

 (9) 空中線電力 

 (10) その他 

3 上記1の理由の詳細(注4) 

4 希望する情報提供の範囲(注5) 

 (1) 開設又は変更をしようとする無線局の周波数との上下の離隔幅 

 (2) 無線設備の設置場所からの距離的範囲(移動する無線局の場合は、移動範囲となる

都道府県) 

5 希望する情報提供の実施の方法(注6) 

  □用紙に出力したものの交付 

  □電磁的方法による提供 

   (電子メールアドレス：                       ) 

請求に関する連絡責任者 

 住所 

 所属 

 氏名 

 電話番号 

 電子メールアドレス 

 注1 請求者の欄の記載は、次によること。 

   (1) 住所については、法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記

載すること。 

   (2) 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記

載すること。ただし、請求者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立

された法人及び特別の設立行為をもって設立された法人の場合は、代表者の氏名

の記載を要しない。 

   (3) 請求者が外国人である場合は、住所については、日本における居住地を記載す

ること。 

   (4) 代理人による請求の場合は、請求者に関する必要事項を記載するほか、これに

準じて当該代理人に関する必要事項を記載するとともに、当該代理人の住所の郵

便番号及び電話番号を付記すること。 

   (5) 法人番号については、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号

を記載すること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

  2 1の請求理由については、次によること。 

   (1) 該当する理由の□にレ印を付けること。 

   (2) 事由が複数の場合は複数の□にレ印を付けること。 

  3 2の開設又は変更をしようとする無線局の概要については、次によること。 

   (1) (1)の免許等の番号、(2)の免許等の年月日及び(6)の識別信号については、現
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に免許等を受けている無線局の免許等の番号及び年月日並びに識別信号を記載

すること。 

   (2) (3)の種別は、第11条の2の5第1項各号又は第2項各号に掲げる無線局の種別を、

次の表に掲げる記号により記載すること。 

無線局の種別 記号 無線局の種別 記号 無線局の種別 記号 

固定局 FX 無線呼出局 RP 宇宙局 ME 

特定地上基幹放送局以外
の地上基幹放送局 

BB 
 

陸上移動中継局 
 

FBR 
 

衛星基幹放送局 
 

EV 
 

特定地上基幹放送局 
 

BC 
 

陸上移動局 
 

ML 
 

衛星基幹放送試験
局 

EBE 
 

特定地上基幹放送試験局
以外の地上基幹放送試験
局 

BD 
 
 

無線航行陸上局 
 
 

RL 
 
 

人工衛星局 
 
 

EKT 
 
 

特定地上基幹放送試験局 BE 無線標定陸上局 LR 実験試験局 EX 

地上一般放送局 BG 無線標識局 RB 実用化試験局 DVT 

海岸局 FC 海岸地球局 TI 気象援助局 SM 

航空局 FA 航空地球局 TB 標準周波数局 SS 

基地局 FB 携帯基地地球局 TYP 特別業務の局 SP 

携帯基地局 FP 地球局 TC   

   (3) (4)の目的は、「電気通信業務用」、「公共業務用」、「基幹放送用(超短波放送(コ

ミュニティ放送))」又は「一般業務用」のように記載すること。 

   (4) (5)の通信事項は、「電気通信業務に関する事項」、「防災行政事務に関する事

項」、「電気事業に関する事項」又は「一般業務用通信に関する事項」のように記

載すること。 

   (5) (7)の無線設備の設置場所については、送信空中線及び受信空中線の位置の緯

度及び経度を、度、分及び秒をもって記載すること。 

   (6) (8)の電波の型式及び周波数並びに(9)の空中線電力は、開設又は変更をしよう

とする無線局の種別に応じて、免許規則別表第二号第1、別表第二号第2又は別表

第二号第5の様式の記載要領の該当する注に従つて記載すること。ただし、周波

数については、混信又はふくそう調査に必要な特定の周波数を記載すること。 

   (7) (6)の識別信号及び(8)の電波の型式については、登録局にあつては、記載を省

略する。 

  4 3の上記1の理由の詳細については、開設又は変更が必要となる理由を記載するこ

と。 

  5 4の希望する情報提供範囲については、次によること。 

   (1) (1)の開設又は変更をしようとする無線局の周波数との上下の離隔幅について

は、混信又はふくそう調査に必要と考える必要最小限の離隔幅を「何MHzの上下

何MHzの範囲」のように記載すること。 
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   (2) (2)の無線設備の設置場所からの距離的範囲については、混信又はふくそう調

査に必要と考える必要最小限の範囲を「半径何kmの範囲」のように記載すること。 

  6 希望する情報提供の実施の方法については、該当する事項の□1か所にレ印を付け

ることとし、電磁的方法による提供の□にレ印を付ける場合は、電子メールアドレス

を括弧内に記載すること。 
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別表第二号の二の五（第１１条の２の４第２項関係）

別表第二号の二の五(第11条の2の4第2項関係) 

 

無 線 局 情 報 提 供 請 求 書 

年  月  日   

 

  

収入印紙貼付欄 

(収入印紙を必要額

を超えて貼ってい

る場合は、請求書の

余白に「過納承諾 

氏名」のように記入

してください。) 

 

総務大臣 殿 

請求者(注1)            

住 所           

氏名又は名称           

法 人 番 号           

代表者氏名           

 

 電波法第25条第2項の規定に基づき、下記のとおり終了促進措置に係る無線局情報の提供

を請求します。 

 

記 

 

1 請求理由(注2) 

2 開設しようとする無線局の概要 

 (1) 種別 

 (2) 目的 

 (3) 通信事項 

 (4) 識別信号 

 (5) 無線設備の設置場所又は移動範囲 

 (6) 周波数等 

   占有周波数帯幅 

   電波の型式 

   周波数 

 (7) 空中線電力 

3 希望する情報提供範囲(注3) 

4 希望する情報提供の実施の方法(注4) 

  □用紙に出力したものの交付 
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  □電磁的方法による提供 

   (電子メールアドレス：                         ) 

請求に関する連絡責任者 

 住所 

 所属 

 氏名 

 電話番号 

 電子メールアドレス 

 注1 請求者の欄の記載は、次によること。 

   (1) 住所については、法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記

載すること。 

   (2) 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記

載すること。ただし、請求者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立

された法人及び特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の氏名

の記載を要しない。 

   (3) 請求者が外国人である場合は、住所については、日本における居住地を記載す

ること。 

   (4) 代理人による請求の場合は、請求者に関する必要事項を記載するほか、これに

準じて当該代理人に関する必要事項を記載するとともに、当該代理人の住所の郵

便番号及び電話番号を付記すること。 

   (5) 法人番号については、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号

を記載すること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

  2 2の請求理由については、開設が必要となる理由を具体的に記載すること。 

  3 3の希望する情報提供範囲については、開設指針に規定する終了促進措置に係る無

線局のうち、情報提供を希望する無線局を具体的に記載すること。 

  4 希望する情報提供の実施の方法については、該当する事項の□1か所にレ印を付け

ることとし、電磁的方法による提供の□にレ印を付ける場合は、電子メールアドレ

スを括弧内に記載すること。  
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別表第二号の三　ＡＣＡＳ、航空用ＤＭＥ、タカン又はＶＯＲを使用する無線局及びＩＬＳ、ＭＬＳ、ＡＴＣＲＢＳ又はＧＢＡＳの無線局

の周波数（第１３条第３項関係）

（１）　ＶＯＲ，ＩＬＳのローカライザ，ＩＬＳのグライド・パス，ＭＬＳ角度系，機上ＤＭＥ，機上タカン，地表に設置する航空用ＤＭＥ

（以下「地上ＤＭＥ」という。）及び地表に設置するタカン（以下「地上タカン」という。）を使用する無線局の周波数

チヤネル周波数（ＭＨｚ）

ＶＯＲ又はＩＬＳのローカライザ ＩＬＳのグライド・パス ＭＬＳ角度系機上ＤＭＥ及び機上タカン 地上ＤＭＥ及び地上タカン

１Ｘ ― ― ― １０２５ ９６２

１Ｙ ― ― ― １０２５ １０８８

２Ｘ ― ― ― １０２６ ９６３

２Ｙ ― ― ― １０２６ １０８９

３Ｘ ― ― ― １０２７ ９６４

３Ｙ ― ― ― １０２７ １０９０

４Ｘ ― ― ― １０２８ ９６５

４Ｙ ― ― ― １０２８ １０９１

５Ｘ ― ― ― １０２９ ９６６

５Ｙ ― ― ― １０２９ １０９２

６Ｘ ― ― ― １０３０ ９６７

６Ｙ ― ― ― １０３０ １０９３

７Ｘ ― ― ― １０３１ ９６８

７Ｙ ― ― ― １０３１ １０９４

８Ｘ ― ― ― １０３２ ９６９

８Ｙ ― ― ― １０３２ １０９５

９Ｘ ― ― ― １０３３ ９７０

９Ｙ ― ― ― １０３３ １０９６

１０Ｘ ― ― ― １０３４ ９７１

１０Ｙ ― ― ― １０３４ １０９７

１１Ｘ ― ― ― １０３５ ９７２

１１Ｙ ― ― ― １０３５ １０９８

１２Ｘ ― ― ― １０３６ ９７３

１２Ｙ ― ― ― １０３６ １０９９

１３Ｘ ― ― ― １０３７ ９７４

１３Ｙ ― ― ― １０３７ １１００

１４Ｘ ― ― ― １０３８ ９７５

１４Ｙ ― ― ― １０３８ １１０１

１５Ｘ ― ― ― １０３９ ９７６

１５Ｙ ― ― ― １０３９ １１０２

１６Ｘ ― ― ― １０４０ ９７７

１６Ｙ ― ― ― １０４０ １１０３

１７Ｘ １０８．００ ― ― １０４１ ９７８

１７Ｙ １０８．０５ ― ５０４３．０１０４１ １１０４

１７Ｚ ― ― ５０４３．３１０４１ １１０４

１８Ｘ ＊１０８．１０ ３３４．７ ５０３１．０１０４２ ９７９

１８Ｗ ― ― ５０３１．３１０４２ ９７９

１８Ｙ ＊１０８．１５ ３３４．５５ ５０４３．６１０４２ １１０５

１８Ｚ ― ― ５０４３．９１０４２ １１０５

１９Ｘ １０８．２０ ― ― １０４３ ９８０

１９Ｙ １０８．２５ ― ５０４４．２１０４３ １１０６

１９Ｚ ― ― ５０４４．５１０４３ １１０６

２０Ｘ ＊１０８．３０ ３３４．１ ５０３１．６１０４４ ９８１

２０Ｗ ― ― ５０３１．９１０４４ ９８１

２０Ｙ ＊１０８．３５ ３３３．９５ ５０４４．８１０４４ １１０７

２０Ｚ ― ― ５０４５．１１０４４ １１０７

２１Ｘ １０８．４０ ― ― １０４５ ９８２

２１Ｙ １０８．４５ ― ５０４５．４１０４５ １１０８

２１Ｚ ― ― ５０４５．７１０４５ １１０８

２２Ｘ ＊１０８．５０ ３２９．９ ５０３２．２１０４６ ９８３

２２Ｗ ― ― ５０３２．５１０４６ ９８３

２２Ｙ ＊１０８．５５ ３２９．７５ ５０４６．０１０４６ １１０９

２２Ｚ ― ― ５０４６．３１０４６ １１０９

２３Ｘ １０８．６０ ― ― １０４７ ９８４

２３Ｙ １０８．６５ ― ５０４６．６１０４７ １１１０

２３Ｚ ― ― ５０４６．９１０４７ １１１０

２４Ｘ ＊１０８．７０ ３３０．５ ５０３２．８１０４８ ９８５

２４Ｗ ― ― ５０３３．１１０４８ ９８５

２４Ｙ ＊１０８．７５ ３３０．３５ ５０４７．２１０４８ １１１１

２４Ｚ ― ― ５０４７．５１０４８ １１１１
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２５Ｘ １０８．８０ ― ― １０４９ ９８６

２５Ｙ １０８．８５ ― ５０４７．８１０４９ １１１２

２５Ｚ ― ― ５０４８．１１０４９ １１１２

２６Ｘ ＊１０８．９０ ３２９．３ ５０３３．４１０５０ ９８７

２６Ｗ ― ― ５０３３．７１０５０ ９８７

２６Ｙ ＊１０８．９５ ３２９．１５ ５０４８．４１０５０ １１１３

２６Ｚ ― ― ５０４８．７１０５０ １１１３

２７Ｘ １０９．００ ― ― １０５１ ９８８

２７Ｙ １０９．０５ ― ５０４９．０１０５１ １１１４

２７Ｚ ― ― ５０４９．３１０５１ １１１４

２８Ｘ ＊１０９．１０ ３３１．４ ５０３４．０１０５２ ９８９

２８Ｗ ― ― ５０３４．３１０５２ ９８９

２８Ｙ ＊１０９．１５ ３３１．２５ ５０４９．６１０５２ １１１５

２８Ｚ ― ― ５０４９．９１０５２ １１１５

２９Ｘ １０９．２０ ― ― １０５３ ９９０

２９Ｙ １０９．２５ ― ５０５０．２１０５３ １１１６

２９Ｚ ― ― ５０５０．５１０５３ １１１６

３０Ｘ ＊１０９．３０ ３３２．０ ５０３４．６１０５４ ９９１

３０Ｗ ― ― ５０３４．９１０５４ ９９１

３０Ｙ ＊１０９．３５ ３３１．８５ ５０５０．８１０５４ １１１７

３０Ｚ ― ― ５０５１．１１０５４ １１１７

３１Ｘ １０９．４０ ― ― １０５５ ９９２

３１Ｙ １０９．４５ ― ５０５１．４１０５５ １１１８

３１Ｚ ― ― ５０５１．７１０５５ １１１８

３２Ｘ ＊１０９．５０ ３３２．６ ５０３５．２１０５６ ９９３

３２Ｗ ― ― ５０３５．５１０５６ ９９３

３２Ｙ ＊１０９．５５ ３３２．４５ ５０５２．０１０５６ １１１９

３２Ｚ ― ― ５０５２．３１０５６ １１１９

３３Ｘ １０９．６０ ― ― １０５７ ９９４

３３Ｙ １０９．６５ ― ５０５２．６１０５７ １１２０

３３Ｚ ― ― ５０５２．９１０５７ １１２０

３４Ｘ ＊１０９．７０ ３３３．２ ５０３５．８１０５８ ９９５

３４Ｗ ― ― ５０３６．１１０５８ ９９５

３４Ｙ ＊１０９．７５ ３３３．０５ ５０５３．２１０５８ １１２１

３４Ｚ ― ― ５０５３．５１０５８ １１２１

３５Ｘ １０９．８０ ― ― １０５９ ９９６

３５Ｙ １０９．８５ ― ５０５３．８１０５９ １１２２

３５Ｚ ― ― ５０５４．１１０５９ １１２２

３６Ｘ ＊１０９．９０ ３３３．８ ５０３６．４１０６０ ９９７

３６Ｗ ― ― ５０３６．７１０６０ ９９７

３６Ｙ ＊１０９．９５ ３３３．６５ ５０５４．４１０６０ １１２３

３６Ｚ ― ― ５０５４．７１０６０ １１２３

３７Ｘ １１０．００ ― ― １０６１ ９９８

３７Ｙ １１０．０５ ― ５０５５．０１０６１ １１２４

３７Ｚ ― ― ５０５５．３１０６１ １１２４

３８Ｘ ＊１１０．１０ ３３４．４ ５０３７．０１０６２ ９９９

３８Ｗ ― ― ５０３７．３１０６２ ９９９

３８Ｙ ＊１１０．１５ ３３４．２５ ５０５５．６１０６２ １１２５

３８Ｚ ― ― ５０５５．９１０６２ １１２５

３９Ｘ １１０．２０ ― ― １０６３ １０００

３９Ｙ １１０．２５ ― ５０５６．２１０６３ １１２６

３９Ｚ ― ― ５０５６．５１０６３ １１２６

４０Ｘ ＊１１０．３０ ３３５．０ ５０３７．６１０６４ １００１

４０Ｗ ― ― ５０３７．９１０６４ １００１

４０Ｙ ＊１１０．３５ ３３４．８５ ５０５６．８１０６４ １１２７

４０Ｚ ― ― ５０５７．１１０６４ １１２７

４１Ｘ １１０．４０ ― ― １０６５ １００２

４１Ｙ １１０．４５ ― ５０５７．４１０６５ １１２８

４１Ｚ ― ― ５０５７．７１０６５ １１２８

４２Ｘ ＊１１０．５０ ３２９．６ ５０３８．２１０６６ １００３

４２Ｗ ― ― ５０３８．５１０６６ １００３

４２Ｙ ＊１１０．５５ ３２９．４５ ５０５８．０１０６６ １１２９

４２Ｚ ― ― ５０５８．３１０６６ １１２９

４３Ｘ １１０．６０ ― ― １０６７ １００４

４３Ｙ １１０．６５ ― ５０５８．６１０６７ １１３０

４３Ｚ ― ― ５０５８．９１０６７ １１３０
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４４Ｘ ＊１１０．７０ ３３０．２ ５０３８．８１０６８ １００５

４４Ｗ ― ― ５０３９．１１０６８ １００５

４４Ｙ ＊１１０．７５ ３３０．０５ ５０５９．２１０６８ １１３１

４４Ｚ ― ― ５０５９．５１０６８ １１３１

４５Ｘ １１０．８０ ― ― １０６９ １００６

４５Ｙ １１０．８５ ― ５０５９．８１０６９ １１３２

４５Ｚ ― ― ５０６０．１１０６９ １１３２

４６Ｘ ＊１１０．９０ ３３０．８ ５０３９．４１０７０ １００７

４６Ｗ ― ― ５０３９．７１０７０ １００７

４６Ｙ ＊１１０．９５ ３３０．６５ ５０６０．４１０７０ １１３３

４６Ｚ ― ― ５０６０．７１０７０ １１３３

４７Ｘ １１１．００ ― ― １０７１ １００８

４７Ｙ １１１．０５ ― ５０６１．０１０７１ １１３４

４７Ｚ ― ― ５０６１．３１０７１ １１３４

４８Ｘ ＊１１１．１０ ３３１．７ ５０４０．０１０７２ １００９

４８Ｗ ― ― ５０４０．３１０７２ １００９

４８Ｙ ＊１１１．１５ ３３１．５５ ５０６１．６１０７２ １１３５

４８Ｚ ― ― ５０６１．９１０７２ １１３５

４９Ｘ １１１．２０ ― ― １０７３ １０１０

４９Ｙ １１１．２５ ― ５０６２．２１０７３ １１３６

４９Ｚ ― ― ５０６２．５１０７３ １１３６

５０Ｘ ＊１１１．３０ ３３２．３ ５０４０．６１０７４ １０１１

５０Ｗ ― ― ５０４０．９１０７４ １０１１

５０Ｙ ＊１１１．３５ ３３２．１５ ５０６２．８１０７４ １１３７

５０Ｚ ― ― ５０６３．１１０７４ １１３７

５１Ｘ １１１．４０ ― ― １０７５ １０１２

５１Ｙ １１１．４５ ― ５０６３．４１０７５ １１３８

５１Ｚ ― ― ５０６３．７１０７５ １１３８

５２Ｘ ＊１１１．５０ ３３２．９ ５０４１．２１０７６ １０１３

５２Ｗ ― ― ５０４１．５１０７６ １０１３

５２Ｙ ＊１１１．５５ ３３２．７５ ５０６４．０１０７６ １１３９

５２Ｚ ― ― ５０６４．３１０７６ １１３９

５３Ｘ １１１．６０ ― ― １０７７ １０１４

５３Ｙ １１１．６５ ― ５０６４．６１０７７ １１４０

５３Ｚ ― ― ５０６４．９１０７７ １１４０

５４Ｘ ＊１１１．７０ ３３３．５ ５０４１．８１０７８ １０１５

５４Ｗ ― ― ５０４２．１１０７８ １０１５

５４Ｙ ＊１１１．７５ ３３３．３５ ５０６５．２１０７８ １１４１

５４Ｚ ― ― ５０６５．５１０７８ １１４１

５５Ｘ １１１．８０ ― ― １０７９ １０１６

５５Ｙ １１１．８５ ― ５０６５．８１０７９ １１４２

５５Ｚ ― ― ５０６６．１１０７９ １１４２

５６Ｘ ＊１１１．９０ ３３１．１ ５０４２．４１０８０ １０１７

５６Ｗ ― ― ５０４２．７１０８０ １０１７

５６Ｙ ＊１１１．９５ ３３０．９５ ５０６６．４１０８０ １１４３

５６Ｚ ― ― ５０６６．７１０８０ １１４３

５７Ｘ １１２．００ ― ― １０８１ １０１８

５７Ｙ １１２．０５ ― ― １０８１ １１４４

５８Ｘ １１２．１０ ― ― １０８２ １０１９

５８Ｙ １１２．１５ ― ― １０８２ １１４５

５９Ｘ １１２．２０ ― ― １０８３ １０２０

５９Ｙ １１２．２５ ― ― １０８３ １１４６

６０Ｘ ― ― ― １０８４ １０２１

６０Ｙ ― ― ― １０８４ １１４７

６１Ｘ ― ― ― １０８５ １０２２

６１Ｙ ― ― ― １０８５ １１４８

６２Ｘ ― ― ― １０８６ １０２３

６２Ｙ ― ― ― １０８６ １１４９

６３Ｘ ― ― ― １０８７ １０２４

６３Ｙ ― ― ― １０８７ １１５０

６４Ｘ ― ― ― １０８８ １１５１

６４Ｙ ― ― ― １０８８ １０２５

６５Ｘ ― ― ― １０８９ １１５２

６５Ｙ ― ― ― １０８９ １０２６

６６Ｘ ― ― ― １０９０ １１５３

６６Ｙ ― ― ― １０９０ １０２７
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６７Ｘ ― ― ― １０９１ １１５４

６７Ｙ ― ― ― １０９１ １０２８

６８Ｘ ― ― ― １０９２ １１５５

６８Ｙ ― ― ― １０９２ １０２９

６９Ｘ ― ― ― １０９３ １１５６

６９Ｙ ― ― ― １０９３ １０３０

７０Ｘ １１２．３０ ― ― １０９４ １１５７

７０Ｙ １１２．３５ ― ― １０９４ １０３１

７１Ｘ １１２．４０ ― ― １０９５ １１５８

７１Ｙ １１２．４５ ― ― １０９５ １０３２

７２Ｘ １１２．５０ ― ― １０９６ １１５９

７２Ｙ １１２．５５ ― ― １０９６ １０３３

７３Ｘ １１２．６０ ― ― １０９７ １１６０

７３Ｙ １１２．６５ ― ― １０９７ １０３４

７４Ｘ １１２．７０ ― ― １０９８ １１６１

７４Ｙ １１２．７５ ― ― １０９８ １０３５

７５Ｘ １１２．８０ ― ― １０９９ １１６２

７５Ｙ １１２．８５ ― ― １０９９ １０３６

７６Ｘ １１２．９０ ― ― １１００ １１６３

７６Ｙ １１２．９５ ― ― １１００ １０３７

７７Ｘ １１３．００ ― ― １１０１ １１６４

７７Ｙ １１３．０５ ― ― １１０１ １０３８

７８Ｘ １１３．１０ ― ― １１０２ １１６５

７８Ｙ １１３．１５ ― ― １１０２ １０３９

７９Ｘ １１３．２０ ― ― １１０３ １１６６

７９Ｙ １１３．２５ ― ― １１０３ １０４０

８０Ｘ １１３．３０ ― ― １１０４ １１６７

８０Ｙ １１３．３５ ― ５０６７．０１１０４ １０４１

８０Ｚ ― ― ５０６７．３１１０４ １０４１

８１Ｘ １１３．４０ ― ― １１０５ １１６８

８１Ｙ １１３．４５ ― ５０６７．６１１０５ １０４２

８１Ｚ ― ― ５０６７．９１１０５ １０４２

８２Ｘ １１３．５０ ― ― １１０６ １１６９

８２Ｙ １１３．５５ ― ５０６８．２１１０６ １０４３

８２Ｚ ― ― ５０６８．５１１０６ １０４３

８３Ｘ １１３．６０ ― ― １１０７ １１７０

８３Ｙ １１３．６５ ― ５０６８．８１１０７ １０４４

８３Ｚ ― ― ５０６９．１１１０７ １０４４

８４Ｘ １１３．７０ ― ― １１０８ １１７１

８４Ｙ １１３．７５ ― ５０６９．４１１０８ １０４５

８４Ｚ ― ― ５０６９．７１１０８ １０４５

８５Ｘ １１３．８０ ― ― １１０９ １１７２

８５Ｙ １１３．８５ ― ５０７０．０１１０９ １０４６

８５Ｚ ― ― ５０７０．３１１０９ １０４６

８６Ｘ １１３．９０ ― ― １１１０ １１７３

８６Ｙ １１３．９５ ― ５０７０．６１１１０ １０４７

８６Ｚ ― ― ５０７０．９１１１０ １０４７

８７Ｘ １１４．００ ― ― １１１１ １１７４

８７Ｙ １１４．０５ ― ５０７１．２１１１１ １０４８

８７Ｚ ― ― ５０７１．５１１１１ １０４８

８８Ｘ １１４．１０ ― ― １１１２ １１７５

８８Ｙ １１４．１５ ― ５０７１．８１１１２ １０４９

８８Ｚ ― ― ５０７２．１１１１２ １０４９

８９Ｘ １１４．２０ ― ― １１１３ １１７６

８９Ｙ １１４．２５ ― ５０７２．４１１１３ １０５０

８９Ｚ ― ― ５０７２．７１１１３ １０５０

９０Ｘ １１４．３０ ― ― １１１４ １１７７

９０Ｙ １１４．３５ ― ５０７３．０１１１４ １０５１

９０Ｚ ― ― ５０７３．３１１１４ １０５１

９１Ｘ １１４．４０ ― ― １１１５ １１７８

９１Ｙ １１４．４５ ― ５０７３．６１１１５ １０５２

９１Ｚ ― ― ５０７３．９１１１５ １０５２

９２Ｘ １１４．５０ ― ― １１１６ １１７９

９２Ｙ １１４．５５ ― ５０７４．２１１１６ １０５３

９２Ｚ ― ― ５０７４．５１１１６ １０５３

９３Ｘ １１４．６０ ― ― １１１７ １１８０
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９３Ｙ １１４．６５ ― ５０７４．８１１１７ １０５４

９３Ｚ ― ― ５０７５．１１１１７ １０５４

９４Ｘ １１４．７０ ― ― １１１８ １１８１

９４Ｙ １１４．７５ ― ５０７５．４１１１８ １０５５

９４Ｚ ― ― ５０７５．７１１１８ １０５５

９５Ｘ １１４．８０ ― ― １１１９ １１８２

９５Ｙ １１４．８５ ― ５０７６．０１１１９ １０５６

９５Ｚ ― ― ５０７６．３１１１９ １０５６

９６Ｘ １１４．９０ ― ― １１２０ １１８３

９６Ｙ １１４．９５ ― ５０７６．６１１２０ １０５７

９６Ｚ ― ― ５０７６．９１１２０ １０５７

９７Ｘ １１５．００ ― ― １１２１ １１８４

９７Ｙ １１５．０５ ― ５０７７．２１１２１ １０５８

９７Ｚ ― ― ５０７７．５１１２１ １０５８

９８Ｘ １１５．１０ ― ― １１２２ １１８５

９８Ｙ １１５．１５ ― ５０７７．８１１２２ １０５９

９８Ｚ ― ― ５０７８．１１１２２ １０５９

９９Ｘ １１５．２０ ― ― １１２３ １１８６

９９Ｙ １１５．２５ ― ５０７８．４１１２３ １０６０

９９Ｚ ― ― ５０７８．７１１２３ １０６０

１００Ｘ１１５．３０ ― ― １１２４ １１８７

１００Ｙ１１５．３５ ― ５０７９．０１１２４ １０６１

１００Ｚ― ― ５０７９．３１１２４ １０６１

１０１Ｘ１１５．４０ ― ― １１２５ １１８８

１０１Ｙ１１５．４５ ― ５０７９．６１１２５ １０６２

１０１Ｚ― ― ５０７９．９１１２５ １０６２

１０２Ｘ１１５．５０ ― ― １１２６ １１８９

１０２Ｙ１１５．５５ ― ５０８０．２１１２６ １０６３

１０２Ｚ― ― ５０８０．５１１２６ １０６３

１０３Ｘ１１５．６０ ― ― １１２７ １１９０

１０３Ｙ１１５．６５ ― ５０８０．８１１２７ １０６４

１０３Ｚ― ― ５０８１．１１１２７ １０６４

１０４Ｘ１１５．７０ ― ― １１２８ １１９１

１０４Ｙ１１５．７５ ― ５０８１．４１１２８ １０６５

１０４Ｚ― ― ５０８１．７１１２８ １０６５

１０５Ｘ１１５．８０ ― ― １１２９ １１９２

１０５Ｙ１１５．８５ ― ５０８２．０１１２９ １０６６

１０５Ｚ― ― ５０８２．３１１２９ １０６６

１０６Ｘ１１５．９０ ― ― １１３０ １１９３

１０６Ｙ１１５．９５ ― ５０８２．６１１３０ １０６７

１０６Ｚ― ― ５０８２．９１１３０ １０６７

１０７Ｘ１１６．００ ― ― １１３１ １１９４

１０７Ｙ１１６．０５ ― ５０８３．２１１３１ １０６８

１０７Ｚ― ― ５０８３．５１１３１ １０６８

１０８Ｘ１１６．１０ ― ― １１３２ １１９５

１０８Ｙ１１６．１５ ― ５０８３．８１１３２ １０６９

１０８Ｚ― ― ５０８４．１１１３２ １０６９

１０９Ｘ１１６．２０ ― ― １１３３ １１９６

１０９Ｙ１１６．２５ ― ５０８４．４１１３３ １０７０

１０９Ｚ― ― ５０８４．７１１３３ １０７０

１１０Ｘ１１６．３０ ― ― １１３４ １１９７

１１０Ｙ１１６．３５ ― ５０８５．０１１３４ １０７１

１１０Ｚ― ― ５０８５．３１１３４ １０７１

１１１Ｘ１１６．４０ ― ― １１３５ １１９８

１１１Ｙ１１６．４５ ― ５０８５．６１１３５ １０７２

１１１Ｚ― ― ５０８５．９１１３５ １０７２

１１２Ｘ１１６．５０ ― ― １１３６ １１９９

１１２Ｙ１１６．５５ ― ５０８６．２１１３６ １０７３

１１２Ｚ― ― ５０８６．５１１３６ １０７３

１１３Ｘ１１６．６０ ― ― １１３７ １２００

１１３Ｙ１１６．６５ ― ５０８６．８１１３７ １０７４

１１３Ｚ― ― ５０８７．１１１３７ １０７４

１１４Ｘ１１６．７０ ― ― １１３８ １２０１

１１４Ｙ１１６．７５ ― ５０８７．４１１３８ １０７５

１１４Ｚ― ― ５０８７．７１１３８ １０７５

１１５Ｘ１１６．８０ ― ― １１３９ １２０２
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１１５Ｙ１１６．８５ ― ５０８８．０１１３９ １０７６

１１５Ｚ― ― ５０８８．３１１３９ １０７６

１１６Ｘ１１６．９０ ― ― １１４０ １２０３

１１６Ｙ１１６．９５ ― ５０８８．６１１４０ １０７７

１１６Ｚ― ― ５０８８．９１１４０ １０７７

１１７Ｘ１１７．００ ― ― １１４１ １２０４

１１７Ｙ１１７．０５ ― ５０８９．２１１４１ １０７８

１１７Ｚ― ― ５０８９．５１１４１ １０７８

１１８Ｘ１１７．１０ ― ― １１４２ １２０５

１１８Ｙ１１７．１５ ― ５０８９．８１１４２ １０７９

１１８Ｚ― ― ５０９０．１１１４２ １０７９

１１９Ｘ１１７．２０ ― ― １１４３ １２０６

１１９Ｙ１１７．２５ ― ５０９０．４１１４３ １０８０

１１９Ｚ― ― ５０９０．７１１４３ １０８０

１２０Ｘ１１７．３０ ― ― １１４４ １２０７

１２０Ｙ１１７．３５ ― ― １１４４ １０８１

１２１Ｘ１１７．４０ ― ― １１４５ １２０８

１２１Ｙ１１７．４５ ― ― １１４５ １０８２

１２２Ｘ１１７．５０ ― ― １１４６ １２０９

１２２Ｙ１１７．５５ ― ― １１４６ １０８３

１２３Ｘ１１７．６０ ― ― １１４７ １２１０

１２３Ｙ１１７．６５ ― ― １１４７ １０８４

１２４Ｘ１１７．７０ ― ― １１４８ １２１１

１２４Ｙ１１７．７５ ― ― １１４８ １０８５

１２５Ｘ１１７．８０ ― ― １１４９ １２１２

１２５Ｙ１１７．８５ ― ― １１４９ １０８６

１２６Ｘ１１７．９０ ― ― １１５０ １２１３

１２６Ｙ１１７．９５ ― ― １１５０ １０８７

注

＊印を付した周波数は、ＩＬＳのローカライザを使用する無線局に限る。

（２）　ＩＬＳのマーカ・ビーコンを使用する無線局の周波数

７５ＭＨｚ

（３）　ＡＴＣＲＢＳの無線局の周波数

ア　地表に開設するもの

１，０３０ＭＨｚ、１，０９０ＭＨｚ

イ　ア以外のもの

１，０９０ＭＨｚ

（４）　ＡＣＡＳを使用する無線局の周波数

１，０３０ＭＨｚ

（５）　ＧＢＡＳの無線局の周波数

１０８．０２５ＭＨｚ以上１１７．９５ＭＨｚ以下の周波数のうち１０８．０２５ＭＨｚ及び１０８．０２５ＭＨｚに２５ｋＨｚの自然

数倍を加えたもの
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別表第二号の三の二　開設指針の制定の申出の様式（第２１条の２関係）

別表第二号の三の二 開設指針の制定の申出の様式(第21条の2関係) 

開設指針制定申出書 

年  月  日 

 総 務 大 臣 殿 

申 出 人(注1)          

住 所            

氏名又は名称            

法 人 番 号            

代表者氏名            

 電波法第27条の13第1項の規定に基づき、下記のとおり特定基地局の開設指針を制定すべ

きことを申し出ます。 

記 

 1 特定基地局が使用する周波数 

 2 特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲及びその使用する周波数 

 3 通信系に含まれる特定基地局の総数並びにそれぞれの特定基地局の無線設備の設置場

所及び開設時期 

 4 電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、特定基地局の無線設備に用いる

予定のもの 

 5 特定基地局の電波の有効利用の程度の見込み 

 6 申出人が、電気通信事業法第9条の登録を受けている場合にあつては当該登録の年月

日及び登録番号(同法第12条の2第1項の登録の更新を受けている場合にあつては当該登

録及びその更新の年月日並びに登録番号)、同法第9条の登録を受けていない場合にあつ

ては同条の登録の申請に関する事項(注2) 

 7 申出人の財務に関する事項 

  (1) 特定基地局の運用による電気通信事業(電気通信事業法第2条第4号に規定する電

気通信事業をいう。以下同じ。)により生ずる収益に関する年度ごとの見通し 

  (2) 特定基地局の運用による電気通信事業に係る電気通信役務(電気通信事業法第2条

第3号に規定する電気通信役務をいう。)の契約数に関する年度ごとの見通し 

  (3) 特定基地局に係る設備投資の額その他特定基地局の運用による電気通信事業に要

する費用に関する年度ごとの見通し 

  (4) 特定基地局の運用による電気通信事業に要する費用に充てる資金の確保に関する

計画 

  (5) 特定基地局の運用による電気通信事業に係る収支及びキャッシュ・フローに関す

る年度ごとの見通し 

 8 電波法第27条の13第1項ただし書に規定する欠格事由(注3) 

相対的欠格事由 処分歴等(法第5条第3項) □ 有 □ 無 

申出状況 複数の申出(第21条の2第2項第1号) □ 有 □ 無 

申出歴(同項第2号) □ 有 □ 無 

111



申出に関する連絡責任者 

 住所 

 所属 

 氏名 

 電話番号 

 電子メールアドレス 

 注1 申出人の欄の記載は、次によること。 

  (1) 住所については、法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記載

すること。 

  (2) 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載

すること。ただし、申出人が法律により直接に設立された法人及び特別の法律によ

り特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の氏名の記載を要しな

い。 

  (3) 申出人が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を

記載すること。 

  (4) 法人番号については、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号を記

載すること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

  2 電気通信事業法第9条の登録を受けていない場合にあつては、同条の登録の申請に

関する事項を記載すること。 

  3 法第27条の13第1項ただし書に規定する欠格事由の有無について、該当する□にレ

印を付けること。 

  4 申出書の用紙は、日本産業規格A列4番とし、該当欄に全部を記載することができな

い場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜

記載すること。 
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別表第二号の三の三　電波の強度の値の表（第２１条の４関係）

第１

周波数 電界強度の実効値

（Ｖ／ｍ）

磁界強度の実効値

（Ａ／ｍ）

電力束密度の実効値

（ｍＷ／ｃｍ２）

１００ｋＨｚを超え３ＭＨｚ以下 ２７５ ２．１８ｆ－１

３ＭＨｚを超え３０ＭＨｚ以下 ８２４ｆ－１ ２．１８ｆ－１

３０ＭＨｚを超え３００ＭＨｚ以下 ２７．５ ０．０７２８ ０．２

３００ＭＨｚを超え１．５ＧＨｚ以下 １．５８５ｆ１／２ ｆ１／２／２３７．８ ｆ／１５００

１．５ＧＨｚを超え３００ＧＨｚ以下 ６１．４ ０．１６３ １

注

１　ｆは、ＭＨｚを単位とする周波数とする。

２　電界強度、磁界強度及び電力束密度は、それらの６分間における平均値とする。

３　人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣がこの表によることが不合理であると認める場合は、総務大臣が別に告示する

ところによるものとする。

４　同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は、電界強度及び磁界強

度については各周波数の表中の値に対する割合の自乗和の値、また電力束密度については各周波数の表中の値に対する割合の和の値がそ

れぞれ１を超えてはならない。

第２

周波数 電界強度の実効値

（Ｖ／ｍ）

磁界強度の実効値

（Ａ／ｍ）

磁束密度の実効値

（Ｔ）

１０ｋＨｚを超え１０ＭＨｚ以下 ８３ ２１ ２．７×１０－５

注

１　電界強度、磁界強度及び磁束密度は、それらの時間平均を行わない瞬時の値とする。

２　人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣がこの表によることが不合理であると認める場合は、総務大臣が別に告示する

ところによるものとする。

３　同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は、電界強度、磁界強度

及び磁束密度については表中の値に対する割合の和の値、又は国際規格等で定められる合理的な方法により算出された値がそれぞれ１を

超えてはならない。

別表第二号の四　地球局の等価等方輻射電力の許容値（第３２条の２関係）

周波数帯 仰角（θ）（注１） 等価等方輻射電力（注２）の許容値

１ ２，０２５ＭＨｚを超え２，１１０ＭＨｚ以下

５．８５ＧＨｚを超え７．０７５ＧＨｚ以下

７．１９ＧＨｚを超え７．２５０ＧＨｚ以下

７．９ＧＨｚを超え８．４ＧＨｚ以下

１２．７５ＧＨｚを超え１３．２５ＧＨｚ以下

１４ＧＨｚを超え１４．８ＧＨｚ以下

０度以下 ４０デシベル

０度を超え５度以下 ４０＋３ θ デシベル

２ １７．７ＧＨｚを超え１８．１ＧＨｚ以下

２２．５５ＧＨｚを超え２３．１５ＧＨｚ以下

２７ＧＨｚを超え２９．５ＧＨｚ以下

０度以下 ６４デシベル

０度を超え５度以下 ６４＋３ θ デシベル

注

１　地球局の送信空中線の輻射の中心からみた地表線の仰角をいい、度で表す。

２　搬送波のスペクトルのうち、 大の電力密度の帯域幅における値とし、その帯域幅は、１の項にあつては４ｋＨｚ、２の項にあつては

１ＭＨｚとする。

３　１ワツトを０デシベルとする。

４　深宇宙に係る宇宙研究業務を行う地球局の等価等方輻射電力（搬送波のスペクトルのうち、 大の電力密度の帯域幅における値とし、

その帯域幅は（１）にあつては４ｋＨｚ、（２）にあつては１ＭＨｚとする。）の許容値については、この表に規定する値にかかわらず、

次のとおりとする。

（１）　１，０００ＭＨｚを超え１５ＧＨｚ以下の周波数の電波を使用するもの　５５デシベル

（２）　１５ＧＨｚを超える周波数の電波を使用するもの　７９デシベル

別表第二号の五　人工衛星局の電力束密度の許容値（第３２条の６関係）

周波数帯 仰角（δ）（注１） 電力束密度の許容値（注２）

１　１，６７０ＭＨｚを超え１，７００ＭＨｚ以下 　 －１３３デシベル（注３）

２　１，５２５ＭＨｚを超え１，５３０ＭＨｚ以下

１，６７０ＭＨｚを超え１，６９０ＭＨｚ以下

１，７００ＭＨｚを超え１，７１０ＭＨｚ以下

２，０２５ＭＨｚを超え２，１１０ＭＨｚ以下

２，２００ＭＨｚを超え２，３００ＭＨｚ以下

０度を超え５度以下 －１５４デシベル（注４）

５度を超え２５度以下 －１５４＋０．５（δ－５）デシベル（注４）

２５度を超え９０度以下 －１４４デシベル（注４）

３　２，５００ＭＨｚを超え２，６９０ＭＨｚ以下 ０度を超え５度以下 －１５２デシベル（注４）

５度を超え２５度以下 －１５２＋０．７５（δ－５）デシベル（注

４）

２５度を超え９０度以下 －１３７デシベル（注４）

４　３．４ＧＨｚを超え４．２ＧＨｚ以下 ０度を超え５度以下 －１５２デシベル（注４、注５）

－１３８－Ｙデシベル（注６、注７、注８）

５度を超え２５度以下 －１５２＋０．５（δ－５）デシベル（注４、

注５）
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－１３８－Ｙ＋（１２＋Ｙ）（δ－５）／２０

デシベル（注６、注７、注８）

２５度を超え９０度以下 －１４２デシベル（注４、注５）

－１２６デシベル（注６、注７）

５　４．５ＧＨｚを超え４．８ＧＨｚ以下

５．６７ＧＨｚを超え５．７２５ＧＨｚ以下

７．２５ＧＨｚを超え７．９ＧＨｚ以下

０度を超え５度以下 －１５２デシベル（注４）

５度を超え２５度以下 －１５２＋０．５（δ－５）デシベル（注４）

２５度を超え９０度以下 －１４２デシベル（注４）

６　５．１５ＧＨｚを超え５．２１６ＧＨｚ以下 　 －１６４デシベル（注４）

７　６．７ＧＨｚを超え６．８２５ＧＨｚ以下 ０度を超え５度以下 －１３７デシベル（注６）

５度を超え２５度以下 －１３７＋０．５（δ－５）デシベル（注６）

２５度を超え９０度以下 －１２７デシベル（注６）

８　６．８２５ＧＨｚを超え７．０７５ＧＨｚ以下 ０度を超え５度以下 －１５４デシベル（注４）

－１３４デシベル（注６）

５度を超え２５度以下 －１５４＋０．５（δ－５）デシベル（注４）

－１３４＋０．５（δ－５）デシベル（注６）

２５度を超え９０度以下 －１４４デシベル（注４）

－１２４デシベル（注６）

９　８．０２５ＧＨｚを超え８．５ＧＨｚ以下

１０．７ＧＨｚを超え１１．７ＧＨｚ以下（注５）

０度を超え５度以下 －１５０デシベル（注４）

５度を超え２５度以下 －１５０＋０．５（δ－５）デシベル（注４）

２５度を超え９０度以下 －１４０デシベル（注４）

１０　９．９ＧＨｚを超え１０．４ＧＨｚ以下 ０度を超え５．７度以下 －１１３デシベル（注６、注９）

５．７度を超え５３度以下－１０９＋２５ｌｏｇ１０（δ－５）デシベル

（注６、注９）

５３度を超え９０度以下 －６６．６デシベル（注６、注９）

１１　１０．７ＧＨｚを超え１１．７ＧＨｚ以下（注１０） ０度を超え５度以下 －１２６デシベル（注６）

５度を超え２５度以下 －１２６＋０．５（δ－５）デシベル（注６）

２５度を超え９０度以下 －１１６デシベル（注６）

１２　１０．７ＧＨｚを超え１２．７５ＧＨｚ以下（注１１） ０度を超え５度以下 －１２９デシベル（注６）

５度を超え２５度以下 －１２９＋０．７５（δ－５）デシベル（注

６）

２５度を超え９０度以下 －１１４デシベル（注６）

１３　１１．７ＧＨｚを超え１２．７５ＧＨｚ以下（注１０） ０度を超え５度以下 －１２４デシベル（注６）

５度を超え２５度以下 －１２４＋０．５（δ－５）デシベル（注６）

２５度を超え９０度以下 －１１４デシベル（注６）

１４　１２．２ＧＨｚを超え１２．７５ＧＨｚ以下（注５） ０度を超え５度以下 －１４８デシベル（注４）

５度を超え２５度以下 －１４８＋０．５（δ－５）デシベル（注４）

２５度を超え９０度以下 －１３８デシベル（注４）

１５　１７．７ＧＨｚを超え１９．３ＧＨｚ以下（注１２） ０度を超え５度以下 －１１５デシベル（注６、注１３）

－１１５－Ｘデシベル（注６、注１４）

５度を超え２５度以下 －１１５＋０．５（δ－５）デシベル（注６、

注１３）

－１１５－Ｘ＋（（１０＋Ｘ）／２０）（δ－

５）デシベル（注６、注１４）

２５度を超え９０度以下 －１０５デシベル（注６）

１６　１９．３ＧＨｚを超え１９．７ＧＨｚ以下
２１．４ＧＨｚを超え２２ＧＨｚ以下
２２．５５ＧＨｚを超え２３．５５ＧＨｚ以下
２４．４５ＧＨｚを超え２４．７５ＧＨｚ以下
２５．２５ＧＨｚを超え２７．５ＧＨｚ以下
３１ＧＨｚを超え３１．３ＧＨｚ以下（注１５）
４０ＧＨｚを超え４０．５ＧＨｚ以下（注１６）
４０．５ＧＨｚを超え４２ＧＨｚ以下（注７、注１７、注２０）

０度を超え５度以下 －１１５デシベル（注６）

５度を超え２５度以下 －１１５＋０．５（δ－５）デシベル（注６）

２５度を超え９０度以下 －１０５デシベル（注６）

１７　３１．８ＧＨｚを超え３２．３ＧＨｚ以下（注１５）

３７ＧＨｚを超え３８ＧＨｚ以下（注１８）

０度を超え５度以下 －１２０デシベル（注６）

－１１５デシベル（注６、注１９）

５度を超え２５度以下 －１２０＋０．７５（δ－５）デシベル（注

６）

－１１５＋０．５（δ－５）デシベル（注６、

注１９）

２５度を超え９０度以下 －１０５デシベル（注６）

１８　３２．３ＧＨｚを超え３３ＧＨｚ以下 ０度を超え５度以下 －１３５デシベル（注６）

５度を超え２５度以下 －１３５＋（δ－５）デシベル（注６）

２５度を超え９０度以下 －１１５デシベル（注６）

１９　３７ＧＨｚを超え３８ＧＨｚ以下（注５、注１５） ０度を超え５度以下 －１２５デシベル（注６）
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５度を超え２５度以下 －１２５＋（δ－５）デシベル（注６）

２５度を超え９０度以下 －１０５デシベル（注６）

２０　３７．５ＧＨｚを超え４０ＧＨｚ以下（注７、注１６）

４２ＧＨｚを超え４２．５ＧＨｚ以下（注７、注１７、注２０）

０度を超え５度以下 －１２０デシベル（注６）

５度を超え２５度以下 －１２０＋０．７５（δ－５）デシベル（注

６）

２５度を超え９０度以下 －１０５デシベル（注６）

２１　３７．５ＧＨｚを超え４０ＧＨｚ以下（注５、注１６）

４２ＧＨｚを超え４２．５ＧＨｚ以下（注５、注１７）

０度を超え５度以下 －１２７デシベル（注６）

５度を超え２０度以下 －１２７＋（４／３）（δ－５）デシベル（注

６）

２０度を超え２５度以下 －１０７＋０．４（δ－２０）デシベル（注

６）

２５度を超え９０度以下 －１０５デシベル（注６）

２２　４０．５ＧＨｚを超え４２ＧＨｚ以下（注５、注１７） ０度を超え５度以下 －１２０デシベル（注６）

５度を超え１５度以下 －１２０＋（δ－５）デシベル（注６）

１５度を超え２５度以下 －１１０＋０．５（δ－１５）デシベル（注

６）

２５度を超え９０度以下 －１０５デシベル（注６）

注

１　人工衛星局その他の宇宙局から発射された電波の到来方向の地表面における仰角をいい、度で表す。

２　１ワットを０デシベルとした場合の値とする。

３　搬送波のスペクトルのうち、 大の電力密度の１．５ＭＨｚの帯域幅における１平方メートル当たりの値とする。

４　搬送波のスペクトルのうち、 大の電力密度の４ｋＨｚの帯域幅における１平方メートル当たりの値とする。

５　対地静止衛星に開設する人工衛星局に限る。

６　搬送波のスペクトルのうち、 大の電力密度の１ＭＨｚの帯域幅における１平方メートル当たりの値とする。

７　対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局に限る。

８　固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて、北半球において同一の周波数帯を使用するものの数又は南半球にお

いて同一の周波数帯を使用するものの数のいずれか大きい数をＳとしたとき、式中Ｙは、次のとおりとする。

Ｓが２以下の場合、Ｙは０

Ｓが２を超える場合、Ｙは５ｌｏｇ１０Ｓ

９　地球探査衛星業務を行う人工衛星局の電力束密度の許容値は、次の式から平均電力束密度を求める。

Ｐ＋１０ｌｏｇ１０（τ）＋１０ｌｏｇ１０（ＰＲＦ）－３０－１０ｌｏｇ１０（Ｂｃ）＋Ｇｔ（δ）－１０ｌｏｇ１０（４ π ｄ２

（δ））

なお、

Ｐ：尖頭電力（デシベル）（１ワットを０デシベルとする。）

τ：パルス長（マイクロ秒）

ＰＲＦ：パルス繰り返し周波数（ｋＨｚ）

δ：人工衛星局の軌道に直交する垂直面を基準とした地上からの人工衛星局の仰角（度）

Ｂｃ：人工衛星局が発射する電波の周波数帯域幅（ＭＨｚ）

Ｇｔ（δ）：仰角 δ における人工衛星局の軌道に直交する垂直面を基準とした人工衛星局の空中線の絶対利得（デシベル）

ｄ（δ）：仰角 δ における人工衛星局と地上との距離（メートル）

１０　対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局であつて、対地静止衛星の軌道から３５度を超え１４５度以下の傾斜角の

軌道にあり、かつ、１８，０００キロメートルを超える遠地点高度を持つものを除く。

１１　対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局であつて、対地静止衛星の軌道から３５度を超え１４５度以下の傾斜角の

軌道にあり、かつ、１８，０００キロメートルを超える遠地点高度を持つものに限る。

１２　１８．６ＧＨｚを超え１８．８ＧＨｚ以下の周波数の電波を使用して固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局につい

ては、地球の特性及びその自然現象に関する情報を取得するために行う宇宙無線通信の業務（受動）又は宇宙研究業務（受動）に使

用される周波数と共用する場合には、この２００ＭＨｚの帯域幅における 大の電力密度が、１平方メートル当たり－９５デシベル

（単位時間当たり５パーセント未満の時間は－９２デシベル。）（１ワットを０デシベルとする。）を超えないこと。

１３　固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて対地静止衛星に開設するもの又は気象に関する情報を取得するため

に宇宙無線通信を行う人工衛星局に限る。

１４　固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものに限る。

式中Ｘは、当該人工衛星局の総数Ｎについて次のとおりとする。

Ｎが５０以下の場合、Ｘは０

Ｎが５０を超え２８８以下の場合、Ｘは（５／１１９）（Ｎ－５０）

Ｎが２８８を超える場合、Ｘは（１／６９）（Ｎ＋４０２）

１５　宇宙研究業務を行う宇宙局に限る。

１６　固定地点の地球局又は移動する地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局に限る。

１７　一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる宇宙無線通信の業務を行

う宇宙局を除く。

１８　対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の宇宙局であつて、宇宙研究業務を行うものに限る。

１９　対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の宇宙研究業務を行う宇宙局であつて、深宇宙に係る設備を打ち上げている期間及び地

球近傍において運用している期間に限る。

２０　人工衛星局の数が９９以下の場合に限る。
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別表第二号の六　無線設備の技術基準の策定等の申出の様式（第３２条の９の２及び第４５条の２の２関係）

別表第二号の六 無線設備の技術基準の策定等の申出の様式(第32条の9の2及び第45条の2

の2関係) 

長

辺 

無線設備技術基準策定等申出書 

年  月  日  

 総 務 大 臣 殿 

申 出 人           

住 所           

氏名又は名称           

法 人 番 号           

代 表者氏名           

 電波法 
第38条の2第1項 

第100条第5項において準用する同法第38条の2第1項 
の規定に基づき、下 

記のとおり申し出ます。 

記 

 1 技術基準の策定又は変更の申出の別 

 2 策定すべき技術基準の概要又は行うべき技術基準の変更の概要 

  (1) 申出に係る無線局の種別 

  (2) 申出に係る無線局の目的 

  (3) 申出に係る無線局の周波数の範囲 

  (4) その他策定すべき技術基準の概要又は行うべき技術基準の変更の概要 

 3 申出に係る技術基準を策定し、又は変更すべき理由 

 4 申出に係る技術基準の原案に適合する無線設備が他の無線局に混信その他の妨

害を与えないことについての試験の結果その他の原案の妥当性の評価に資する事

項 

 5 申出人が従事している事業の種類及びその内容(申出人が法人又は団体であると

きは、その法人又は団体の目的及び事業の内容) 

申出に関する連絡責任者 

 住所 

 所属 

 氏名 

 電話番号 

 電子メールアドレス 

                 短 辺          (日本産業規格A列4番) 

 注1 申出人の欄の記載は、次によること。 

   (1) 住所については、法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記

載すること。 

   (2) 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記

載すること。ただし、申出人が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立

された法人及び特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の氏名

の記載を要しない。 

   (3) 申出人が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地

を記載すること。 

   (4) 法人番号については、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号

を記載すること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

  2 2(1)の欄は、第4条に掲げる無線局の種別を記載すること。ただし、第45条の2の2
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に規定する申出の場合は、電力線搬送通信設備、誘導式通信設備、医療用設備、工業

用加熱設備又は各種設備の別を記載すること。 

  3 2(2)の欄は、無線局の目的を記載すること。ただし、第45条の2の2に規定する申出

の場合は、高周波利用設備の目的を記載すること。 

  4 2(3)の欄は、例えば「何MHzから何MHzまで」のように記載すること。ただし、第4

5条の2の2に規定する申出の場合は、高周波利用設備の周波数の範囲を記載すること。 

  5 申出に関する連絡責任者の欄は、個人の場合には、住所、所属及び氏名の記載を要

しない。 

  6 当該欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載

し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。 
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別表第三号　無線従事者選解任届の様式（第３４条の４関係）（総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、
それによることができる。）

別表第三号 無線従事者選解任届の様式(第34条の4関係) (総務大臣又は総合通信局長が

この様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) 

長

辺 

主任無線従事者 

無 線 従 事 者 
選(解)任届 

年  月  日  

 総 務 大 臣 殿 

住 所            

 

氏名又は名称          

 

法人番号            

 次のとおり 
主任無線従事者 

無 線 従 事 者 
を選(解)任したので、電波法 

第39条第4項 

第51条において準用する同 

第70条の9第3項において準 

第70条の9第3項において準 

 

法第39条第4項 

用する同法第39条第4項 

用する同法第51条において準用する同法第39条第4項 

の規定により届けます。 

  
従事する無線局の免許等の番号、

識別信号及び無線設備の設置場所 
    

  

  

1 選 任 又 は 解 任 の 別       

  

2 同 上 年 月 日       

3 主任無線従事者又は無

線従事者の別 
      

4 主任無線従事者が監督

を行う無線設備の範囲 
      

5 主任無線従事者が無線

局の監督以外の業務を

行うときはその業務の

概要 

      

6 (ふ り が な) 

  氏 名 

      

      

7 住 所       

8 資 格       

9 免 許 証 の 番 号       

10 無線従事者免許の年月

日 
      

11 船舶局無線従事者証明

書の番号 
      

12 船舶局無線従事者証明

の年月日 
      

13 無線設備の操作又は監

督に関する業務経歴の

概要 

      

  

          短 辺         (日本産業規格A列4番) 

118



 注1 第51条の15第1項第1号に掲げる無線局に係る場合は、所轄総合通信局長あてとする

こと。 

  2 不要の文字は、
まつ

抹消すること。 

  3 法人番号については、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号を記載す

ること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

  4 3の欄は、主任無線従事者である場合に限り、「主任」と記入すること。 

  5 解任の場合には、1から3まで及び6の欄以外の欄の記載を省略することができる。 

  6 社団のアマチュア局にあつては、この様式にかかわらず、適宜の用紙に無線従事者

の氏名、無線従事者免許証の番号(第34条の8に規定する外国政府が付与する資格を

有する者については、その資格名)を記載して届け出ることができる。ただし、公益

社団法人その他これに準ずるものであつて、総務大臣が認めるものは、当該事項の

うち総務大臣が認めるものの記載を省略することができる。 
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別表第四号（第３９条第１項関係）

別表第四号(第39条第1項関係) 

第1 法第10条第1項、法第18条第1項又は法第73条第1項本文、同項ただし書、第5項若しく

は第6項の規定による検査(法第10条第2項、法第18条第2項又は法第73条第4項の規定に

よりその一部が省略されたものを除く。)の結果通知書の様式 

長

辺 

第     号  

年  月  日  

 

無 線 局 検 査 結 果 通 知 書 

 

  (免許人等又は予備免許を受けた者)   殿 

(何)総合通信局長 印   

    

  

識 別 信 号   

検査職員の所属   

  

免 許 等 の 番 号   

検 査 年 月 日 年 月 日 
検査職員の官職

氏名 
  

検 査 地   

検 査 の 判 定 

合格又は不合格 不 合 格 の 理 由 

    

指 示 事 項   

 注 指示事項欄に記載がある場合は、電波法施行規則第39条第3項の規定により、当

該指示に対応してとった措置の内容を速やかに報告してください。 

短 辺       (日本産業規格A列4番)  

 注1 「(何)総合通信局長」とある部分は、沖縄総合通信事務所にあつては沖縄総合通信

事務所長とする。 

  2 包括免許に係る特定無線局の検査の場合は、「識別信号」とあるのは「包括免許の

番号」と、「免許等の番号」とあるのは「特定無線局の番号(免許規則第24条の2第1

項第3号に規定する特定無線局の番号をいう。以下同じ。)」とする。 
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第2 法第10条第2項、法第18条第2項又は法第73条第4項の規定により検査の一部を省略し

た場合の検査結果通知書の様式 

長

辺 

第     号  

年  月  日  

 

無 線 局 検 査 結 果 通 知 書 

 

  (免許人又は予備免許を受けた者)   殿 

(何)総合通信局長 印   

    

  

識 別 信 号   検 査 年 月 日   

  

免 許 の 番 号   無 線 局 の 種 別   

検 査 の 判 定 

合格又は不合格 不 合 格 の 理 由 

    

指 示 事 項   

 注 指示事項欄に記載がある場合は、電波法施行規則第39条第3項の規定により、当

該指示に対応してとった措置の内容を速やかに報告してください。 

短 辺       (日本産業規格A列4番)  

 注1 「(何)総合通信局長」とある部分は、沖縄総合通信事務所にあつては沖縄総合通信

事務所長とする。 

  2 包括免許に係る特定無線局の検査の場合は、「識別信号」とあるのは「包括免許の

番号」と、「免許の番号」とあるのは「特定無線局の番号」とする。 
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別表第四号の二　法第７３条第３項の規定による無線局検査の省略通知の様式（第３９条第２項関係）

別表第四号の二 法第73条第3項の規定による無線局検査の省略通知の様式(第39条第2項

関係) 

長

辺 

第   号 

年 月 日 

無線局検査省略通知書 

 (免許人) 殿 

(何)総合通信局長 印  

 貴所属の下記無線局については、電波法第73条第3項の規定に基づき、同条第1項の

規定に基づく検査を省略することとしたので通知します。 

記 

 1 識別信号 

 2 免許の番号 

 3 検査年月日 

 4 無線局の種別 

短 辺      (日本産業規格A列4番) 

  注1 「(何)総合通信局長」とある部分は、沖縄総合通信事務所にあつては沖縄総合通

信事務所長とする。 

   2 検査を省略する無線局が複数ある場合には、本通知書の各項目の内容の対応関係

を明確にした上で一括して記載することを可とする。当該欄に記載できない場合

は、別紙として添付することができる。 

   3 包括免許に係る特定無線局の検査の場合は、「識別信号」とあるのは「包括免許

の番号」と、「免許の番号」とあるのは「特定無線局の番号」とする。 
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別表第四号の三　変更認定を要しない軽微な変更事項（第四十条の三関係）

一　無線局の免許の番号（登録記号に変更がない場合に限る。）

二　無線設備等の点検その他の保守を行う施設の名称及び所在地（移転を伴わない場合に限る。）

三　無線設備等の点検その他の保守を行う組織の名称（名称以外の変更がない場合に限る。）

四　無線局の基準適合性の確認間隔（第四十条の二に規定する時期の間隔内での変更の場合に限る。）

五　その他総務大臣が別に告示するもの
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別表第四号の四　航空機局等の無線設備等の点検その他の保守の実施状況報告書の様式（第４０条の４関係）（総務大臣がこの様式に代わ
るものとして認めた場合は、それによることができる。）

別表第四号の四 航空機局等の無線設備等の点検その他の保守の実施状況報告書の様式(第40条

の4関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) 

航空機局等の無線設備等の点検その他の保守の実施状況報告書 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

認定免許人(注1)              

都道府県―市区町村コード       

郵便番号               

住所                 

氏名又は名称             

法人番号               

代表者氏名              

認定の番号(注2)              

 電波法第70条の5の2第6項の規定により、  年  月  日から  年3月31日まで(  年

度)の航空機局等の無線設備等の点検その他の保守の実施状況について、下記のとおり報告しま

す。 

記 

1 無線従事者の資格及び員数の確認の実施状況 

免許の番号 航空機名(登録記号) 実施日 確認者 備考 

          

2 時計及び備付書類の確認の実施状況 

免許の番号 航空機名(登録記号) 実施日 確認者 備考 

          

3 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容及び実装との照合の実施状況 

免許の番号 航空機名(登録記号) 実施日 確認者 備考 

          

4 電気的特性の点検の実施状況及び実施計画 

免許の

番号 

航空機名

(登録記号) 

 無線

設備名 

 型式

又は名称 

製造

番号 
実施日 

実施計画

(年度) 
確認者 備考 

                  

5 総合試験の実施状況及び実施計画 

免許の番号 航空機名(登録記号) 実施日 実施計画(年度) 確認者 備考 

            

6 航空機局等に関する点検その他の保守の実施結果に基づく不具合状況 

無線設備名 型式又は名称 実施年度 年間飛行時間 不具合件数 目標値又は管理値 備考 

              

7 無線設備等の点検その他の保守に関する信頼性管理における分析と処置対策の実施状況 

注1 認定免許人の欄の記載は、次によること。 
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 (1) 日本産業規格JIS X0401及びX0402に規定する都道府県コード及び市区町村コード(以下

この別表において「都道府県コード」という。)、郵便番号並びに住所(認定免許人が法人

又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地)を記載すること。ただし、都道府県コ

ードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しない。また、都道府県コードを記載した

場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しない。 

 (2) 認定免許人が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記

載すること。 

 (3) 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載するこ

と。ただし、認定免許人が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人及

び特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の氏名の記載を要しない。 

 (4) 代理人による報告の場合は、認定免許人に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状を添

付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記載するこ

ととし、委任状の添付は要しない。 

 (5) 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号を

記載すること。ただし、法人番号が不明の場合は、法人番号の欄への記載を要しない。 

 2 同一の認定免許人が複数の認定について併せて報告する場合は、当該認定の番号を全て記

載すること。 

 3 1から6までの欄の備考の欄については、各項目において参考となる事項を記載すること。 

 4 4から6までの欄に記載する無線設備は以下のものとする。 

 (1) HF帯無線設備 

 (2) VHF帯無線設備 

 (3) UHF帯無線設備 

 (4) ATCトランスポンダ 

 (5) 機上DME 

 (6) 機上タカン 

 (7) ACAS 

 (8) 航空機用気象レーダー 

 (9) 航空機用ドップラ・レーダー 

 (10) 電波高度計 

 (11) 航空機用救命無線機 

 (12) 航空機用携帯無線機 

 (13) 航空機地球局の無線設備 

 5 4の欄は、次によること。 

 (1) 航空機局の場合は報告対象年度を含む過去5年度分の実施状況及び当年度以後5年度分の

実施計画を、航空機地球局の場合は報告対象年度を含む過去2年度分の実施状況及び当年以

後2年度分の実施計画を無線設備の型式ごとにまとめて記載すること。ただし、認定を受け

た年度以前の年度の記載は要しない。なお、電気的特性の点検の実施計画は、報告対象年

度の3月31日時点で保有する当該認定に係る無線設備について全て記載すること。 
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 (2) 二以上の無線局の相互間において共通に使用する装置については、代表する航空機局又

は航空機地球局の航空機名(登録記号)及び免許の番号を記載すること。 

 (3) 航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機について記載する場合には、備考の欄に電

池の有効期限を併せて記載すること。 

 6 5の欄は、次によること。 

 (1) 航空機局の場合は報告対象年度を含む過去5年度分の実施状況及び当年度以後5年度分の

実施計画を、航空機地球局の場合は報告対象年度を含む過去2年度分の実施状況及び当年度

以後2年度分の実施計画を無線設備の型式ごとにまとめて記載すること。ただし、航空機局

の航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機については報告対象年度の実施状況及び当

年度分の実施計画を、航空機局のATCトランスポンダについては報告対象年度を含む過去2

年度分の実施状況及び当年度以後2年度分の実施計画を記載すること。なお、総合試験の実

施状況は、試験実施時に当該航空機局又は航空機地球局に搭載する無線設備について全て

記載すること。 

 (2) 航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機について記載する場合は、備考の欄に無線

設備の型式、製造番号及び個体識別コードを併せて記載すること。 

 7 6の欄は、次によること。 

 (1) 報告対象年度を含む過去5年度分を無線設備の型式ごとにまとめて記載すること。ただ

し、認定を受けた年度以前の記載は要しない。 

 (2) 不具合件数の欄は、通信不能又は他の通信に影響を及ぼす事象につながつた不具合及び

使用を継続した場合に通信不能や他の通信に影響を及ぼす事象につながる可能性があつた

不具合の件数の合計を記載すること。 

 (3) 備考の欄は、無線設備等保守規程に記載した信頼性管理の目標値又は管理値に対する結

果を記載すること。 

 8 7の欄は、6の欄で報告する不具合のうち報告対象年度に発生したものに係る無線設備名、

型式又は名称、製造番号、製造年月、不具合の内容、電波の質に係る不具合の重要度(レベル

1(通信不能又は他の通信に影響を及ぼす事象につながつた不具合)及びレベル2(使用を継続し

た場合に通信不能や他の通信に影響を及ぼす事象につながる可能性があつた不具合)の別)、

現象の内容及び処置状況を記載すること。また、詳細な原因が判明した場合及び信頼性の確

保のために適切な対策を実施した場合には、その原因及び対策の内容を記載すること。 

 9 報告書の用紙は、日本産業規格A列4番とし、該当欄に全部を記載することができない場合

は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載すること。 

126



別表第五号　定期検査の実施時期（第四十一条の四関係）

一　固定局　五年

二　地上基幹放送局

（１）　演奏所を有するもの又は放送対象地域ごとの放送系のうち も中心的な機能を果たすもの（コミュニティ放送を行うもの及びコ

ミュニティ放送の電波に重畳して多重放送を行うものを除く。）　一年

（２）　（１）に該当しないもの　五年

三　海岸局

（１）　電気通信業務を行うことを目的として開設するもの、公共業務を遂行するために開設するもの及び漁業用海岸局（漁船の船舶局

との間に漁業に関する通信を行うために開設する海岸局（漁業の指導監督用のものを除く。）をいう。以下同じ。）以外の海岸局であ

つて、二六・一七五ＭＨｚを超える周波数のみを使用するもの　五年

（２）　漁業用海岸局であつて、二六・一七五ＭＨｚを超える周波数のみを使用するもの　三年

（３）　（１）及び（２）に該当しないもの　一年

四　航空局

（１）　航空交通管制に関する通信を取り扱い、又は電気通信業務等を行うことを目的として開設するもの　一年

（２）　航空法の一部を改正する法律（平成十一年法律第七十二号）の規定による改正前の航空法第二条第十七項の定期航空運送事業を

遂行することを目的として開設するもの　二年

（３）　（１）及び（２）に該当しないもの　五年

五　基地局　五年

六　携帯基地局　五年

七　無線呼出局　五年

八　陸上移動中継局　五年

九　陸上局（海岸局、航空局、基地局、携帯基地局、無線呼出局及び陸上移動中継局を除く。）　五年

十　船舶局

（１）　義務船舶局であつて旅客船又は国際航海に従事する船舶（旅客船を除く。）に開設するもの　一年

（２）　義務船舶局であつて（１）に該当しないもの及び義務船舶局以外の船舶局であつて船舶安全法（昭和八年法律第十一号）第二条

の規定に基づく命令により遭難自動通報設備の備付けを要する船舶に開設するもの　二年

（３）　特定船舶局であつてＦ二Ｂ電波又はＦ三Ｅ電波一五六ＭＨｚから一五七・四五ＭＨｚまでの周波数を使用する無線設備、遭難自

動通報設備（船舶安全法第二条の規定に基づく命令により備付けを要するものを除く。）、簡易型船舶自動識別装置、ＶＨＦデータ交

換装置、レーダー及び船上通信設備以外の無線設備を設置しないもの　五年

（４）　（１）から（３）までに該当しないもの　三年

十一　遭難自動通報局（携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。）

（１）　船舶安全法第二条の規定に基づく命令により遭難自動通報設備の備付けを要する船舶に開設するもの　二年

（２）　（１）に該当しないもの　五年

十二　航空機局　一年

十三　移動局（船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局及び携帯局を除く。）　五年

十四　無線測位局（無線航行陸上局、無線航行移動局、無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線標識局を除く。）　五年

十五　無線航行陸上局　一年

十六　無線航行移動局

（１）　船舶安全法第二条の規定に基づく命令により遭難自動通報設備の備付けを要する船舶に開設する船舶に開設するもの　二年

（２）　（１）に該当しないもの　五年

十七　無線標定陸上局　五年

十八　無線標識局

（１）　航空無線航行業務を行うために開設するもの　一年

（２）　（１）に該当しないもの　二年

十九　地球局（海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局、航空機地球局及び携帯移動地球局を除く。）

（１）　人工衛星の位置の維持及び姿勢の保持その他その機能の維持を行うことを目的として開設するもの　一年

（２）　衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局又は基幹放送を行う実用化試験局であつて人工衛星に開設するものを通信の相手方とする

もの（移動するものを除く。）　一年

（３）　（１）及び（２）に該当しないもの　五年

二十　海岸地球局

（１）　電気通信業務を行うことを目的として開設するもの　一年

（２）　（１）に該当しないもの　五年

二十一　航空地球局

（１）　航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うもの　一年

（２）　（１）に該当しないもの　五年

二十二　携帯基地地球局　五年

二十三　船舶地球局

（１）　第二十八条の二第一項の船舶地球局であつて、旅客船又は国際航海に従事する船舶（旅客船を除く。）に開設するもの　一年

（２）　船舶自動識別装置の無線設備のみを設置するもの　三年

（３）　（１）及び（２）に該当しないもの　二年

二十四　航空機地球局　二年

二十五　宇宙局（人工衛星局を除く。）　一年

二十六　人工衛星局（衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。）　一年

二十七　衛星基幹放送局　一年

二十八　衛星基幹放送試験局　一年

二十九　非常局　五年

三十　実用化試験局（基幹放送を行うものであって人工衛星に開設するものに限る。）　一年
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三十一　構内無線局（空中線電力が一ワットを超えるものに限る。）　五年

三十二　標準周波数局　一年

三十三　特別業務の局

（１）　航空機又は船舶のための気象通報及び航行警報等の業務を行うことを目的として開設するもの　一年

（２）　（１）に該当しないもの　五年
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別表第五号の二　免許人が総合通信局長に提出する無線設備等の検査実施報告書の様式（第４１条の５関係）

別表第五号の二 免許人が総合通信局長に提出する無線設備等の検査実施報告書の様式

(第41条の5関係) 

長

辺 

無線設備等の検査実施報告書 

年 月 日 

 (何)総合通信局長 殿 

 

免 許 人            

氏名又は名称            

法 人 番 号            

 

 私所属の無線局の無線設備等の検査を行つたので電波法第73条第3項の規定により

検査結果証明書を添えて提出します。 

  
検査年月日   無線局の種別   

  
免許の番号   識別信号   

  

  

点検年月日   

  
点検を行つた場所   

登録検査等事業者名   

備考   

  

短 辺     (日本産業規格A列4番) 

  注1 「(何)総合通信局長」とある部分は、沖縄総合通信事務所にあつては沖縄総合通

信事務所長とする。 

   2 法人番号については、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号を記

載すること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

   3 検査年月日は、判定員が判定を行つた日とする。 

   4 一の登録検査等事業者が複数の無線局の検査を実施した場合には、本報告書の各

項目の内容の対応関係を明確にした上で一括して記載することを可とする。当該欄

に記載できない場合は、別紙として添付することができる。 

   5 代理人による提出の場合は、免許人の氏名又は名称を記載するほか、当該代理人

の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号を付記すること。 

   6 包括免許に係る特定無線局の検査の場合は、「免許の番号」とあるのは「包括免

許の番号」と、「識別信号」とあるのは「特定無線局の番号」とする。 

   7 設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信(同条第4号の5及び第4号の7に規定

するものに限る。)を行う基地局、同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセス

システム(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局及び同条第

15号に規定するローカル5Gの基地局にあつては、第43条の6第1項(同条第8項におい

て準用する場合を含む。)の確認を受けたという情報、その無線設備が設備規則第1

章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明
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又は工事設計認証を受けているという情報及び設備規則第9条の5に規定する外部

参照信号同期機能を利用しているという情報を登録検査等事業者等に提供した場

合には、備考欄に「確認等の情報を登録検査等事業者等に提供済」と記載すること。 
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別表第五号の三　免許人が総合通信局長に提出する無線設備等の点検実施報告書の様式（第４１条の６関係）（総務大臣又は総合通信局長
がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。）

別表第五号の三 免許人が総合通信局長に提出する無線設備等の点検実施報告書の様式

(第41条の6関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合

は、それによることができる。) 

長

辺 

無 線 設 備 等 の 点 検 実 施 報 告 書 

年  月  日  

  (何)総合通信局長  殿(注1) 

 

免許人(予備免許を受けたものを含む。)   

氏名又は名称               

法 人 番 号               

 

  電波法 

第10条第2項 

第18条第2項 

第73条第4項 

の規定により、私所属の無線局について無線設備等の点検を 

 行つたので、点検結果通知書を添えて提出します。 

  
点検年月日   無線局の種別   

  
免許の番号   識 別 信 号   

  

  

点検を行つた場所   

  登録検査等事業者名   

備 考   

  

短 辺  (日本産業規格A列4番)  

 注1 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

  2 法人番号については、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号を記載す

ること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

  3 点検の種別を区分する該当条項の不要の文字は削除すること。 

  4 備考の欄には、法第10条第2項の点検である場合には「予備免許通知書の番号」、

法第18条第2項の点検である場合には「変更許可通知書の番号」を記載すること。設

備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信(同条第4号の5及び第4号の7に規定するも

のに限る。)を行う基地局、同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム

(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局及び同条第15号に規定

するローカル5Gの基地局にあつては、第43条の6第1項(同条第8項において準用する場

合を含む。)の確認を受けたという情報、その無線設備が設備規則第1章第6節に規定

する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認

証を受けているという情報及び設備規則第9条の5に規定する外部参照信号同期機能

を利用しているという情報を登録検査等事業者等に提供した場合には、備考欄に「確
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認等の情報を登録検査等事業者等に提供済」と記載すること。 

  5 一の登録検査等事業者が複数の無線局の点検を実施した場合には、本報告書の各項

目の内容の対応関係を明確にした上で一括して記載することを可とする。当該欄に記

載できない場合は、別紙として添付することができる。 

  6 代理人による提出の場合は、免許人等の氏名又は名称を記載するほか、当該代理人

の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号を付記すること。 

  7 包括免許に係る特定無線局の点検の場合は、「免許の番号」とあるのは「包括免許

の番号」と、「識別信号」とあるのは「特定無線局の番号」とする。 

  8 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載

し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。 
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別表第五号の四（第４２条の７関係）

別表第五号の四(第42条の7関係) 

外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告書 

年  月  日 

 総務大臣 殿 

郵 便 番 号            

住 所           

(ふりがな)            

氏 名（法人又は団体にあつ

ては、名称及び代表

者の氏名） 

電 話 番 号            

法 人 番 号            

( 注 1 )           

 

電波法第80条の2の規定により、  年 月 日から  年 月 日までの外国人等によ

る議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況を、次のとおり報告します。 

欠格事由に該当することとならないよ

うにするために講じた措置の実施状況 

 

変更の届出を要しなかつた外国人等直

接保有議決権割合又は外国人等保有議

決権割合の変更(注2) 

変更年月日 変更前 変更後 

 ％ ％ 

外国人等直接保有議決権割合又は外国

人等保有議決権割合に係る様式の内容

の変更(注3) 

変更年月日 

 

再発を防止するために講じた措置の実

施状況(注4) 

 

(注1) 法人番号については、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号を記

載すること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

(注2) 記載の事業年度に係る法第9条第5項第2号括弧書又は法第17条第2項第2号括弧書

の総務省令で定める変更の全てについて記載すること。記載に当たつては、小数点

第3位を四捨五入し、小数点第2位まで記載すること。ただし、四捨五入する前の割

合が20%未満である場合において、小数点第3位を四捨五入して20.00%となるとき

は、四捨五入せず、割合が20%未満であることがわかる小数点以下の位まで記載し、

その位未満の端数は切り捨てて記載すること(例：19.999456%の場合は19.9994%ま

で記載すること。)。また、変更内容を証するものとして、免許規則別表第二号第1

の注31に規定する様式を添付すること。このとき、変更箇所に※印を付し、備考欄

又は余白に変更年月日を記載し、当該注において当該様式の内容を証する書類とし

て添付することとされている書類を添付すること。 
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(注3) 記載の事業年度に係る外国人等保有議決権割合に変更がないものであつて、免許

規則別表第二号第1の注31に規定する様式の内容に変更があつたものの全てについ

て記載し、変更内容を証するものとして同様式を添付すること。このとき、変更箇

所に※印を付し、備考欄又は余白に変更年月日を記載し、当該注において当該様式

の内容を証する書類として添付することとされている書類を添付すること。 

(注4) 過去5年以内に法第75条第2項の規定により免許を取り消さないこととされた基

幹放送局に限る。 

(注5) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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別表第五号の五　記載事項等の変更届出書の様式（第４３条第５項関係）（総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認め
た場合は、それによることができる。）

別表第五号の五 記載事項等の変更届出書の様式(第43条第5項関係)(総務大臣又は総合通

信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) 

記載事項等変更届出書 

年  月  日 

 総務大臣 殿(注1) 

 □電波法施行規則第43条第1項、第2項又は第3項の規定により、記載事項を変更したので、

別紙の書類を添えて下記のとおり届け出ます。 

 □電波法施行規則第43条第4項の規定により、定款又は理事に関し変更するので、別紙の

書類を添えて下記のとおり届け出ます。 

  (注2) 

記 

 1 届出者(注3) 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔              〕 

〒(  ―  ) 

氏名又は名称及び代

表者氏名 
フリガナ 

  

法人番号  

 2 免許を受けた無線局に関する事項(注4) 

① 無線局の種別及び局数   

② 識別信号   

③ 免許の番号   

 3 届出の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

注1 第51条の15第1項第1号に掲げる無線局に係る場合は、同条に規定する所轄総合通信局

長に宛てること。 

 2 該当する□にレ印を付けること。 

 3 1の欄は、次によること。 

  (1) 住所の欄は、日本産業規格JIS X0401及びX0402に規定する都道府県コード及び市

区町村コード(以下この別表において「都道府県コード」という。)、郵便番号並び

に住所(届出者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地)を記載す

ること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しない。
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また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しない。 

  (2) 届出者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を

記載すること。 

  (3) 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載

すること。ただし、届出者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立され

た法人及び特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の氏名の記載

を要しない。 

  (4) 代理人による届出の場合は、届出者に関する必要事項を記載するほか、これに準

じて当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委

任状を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番

号を記載することとし、委任状の添付は要しない。 

  (5) 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号を記載す

ること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

 4 2の欄は、次によること。 

  (1) ①の欄は、免許規則第2条第1項に掲げる無線局の種別を記載し、免許規則第15

条の2の2第1項又は第2項の規定により一括して申請する場合は、無線局の種別ごと

の局数を併せて記載すること。 

  (2) ②の欄は、現に免許を受けている無線局(包括免許の場合を除く。)に指定されて

いる識別信号を①の欄の記載事項に対応して記載すること。 

  (3) ③の欄は、現に免許を受けている無線局の免許の番号を記載すること。 

 5 届出書の用紙は、日本産業規格A列4番とし、該当欄に全部を記載することができない

場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載

すること。 
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別表第五号の六　基幹放送局事業計画変更届出書の様式（第４３条の２第３項関係）（総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合
は、それによることができる。）

別表第五号の六 基幹放送局事業計画変更届出書の様式(第43条の2第3項関係)(総務大臣

がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) 

基幹放送局事業計画変更届出書 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

住所                 

氏名又は名称             

法人番号(注1)            

代表者氏名(注2)           

 電波法施行規則第43条の2第1項の規定により、事業計画を変更したので、下記のとおり

届け出ます。 

記 

 1 区分(注3)(注4)(注5) 

   □(1) 経営形態及び資本又は出資の額 

   □(2) 主たる出資者及びその議決権の数 

   □(3) 役員に関する事項 

   □(4) 基幹放送の業務又は放送法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務の

提供を行う事業と併せ行う事業及び当該事業の業務の概要 

   □(5) 10分の1を超える議決権を有する者に関する事項 

   □(6) 10分の1を超える議決権を有する他の地上基幹放送事業者(日本放送協会及

び放送大学学園を除く。)又は3分の1を超える議決権を有する他の衛星基幹放送

事業者若しくは他の移動受信用地上基幹放送事業者に関する事項 

   □(7) 週間放送番組の編集に関する事項 

   □(8) 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項 

   □(9) その他の事項 

 2 提出書類(注3)(注4) 

   □変更後の定款又は寄附行為〔上記1(1)関係〕 

   □免許規則第4条第2項に規定する無線局事項書の様式に変更後の現状を記載し、変

更箇所に※印を付し、備考欄又は余白に変更年月日を記載したもの〔上記1(2)～

(6)関係〕 

   □新たに選任された役員等の履歴書〔上記1(3)関係〕 

   □4月又は10月の週間番組表〔上記1(7)関係〕 

   □変更事項について新旧を対比したもの〔上記1(8)・(9)関係〕 

 注1 法人番号については、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号を記載す

ること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

  2 届出者の商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載すること。 

  3 該当する□にレ印を付けること。 

  4 免許規則別表第二号第1に定める基幹放送放送局の無線局事項書注23又は免許規則
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別表第二号第5に定める衛星基幹放送局の無線局事項書注38を参照のこと。 

  5 放送番組の編集の基準、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の審議機関

に関する事項については、放送法第175条の規定に基づき放送法施行令(昭和25年政令

第163号)第8条に定める事項として提出する場合は、本件事業計画の変更の届出とし

ての提出を要さない。 
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別表第五号の七　基幹放送局事業収支結果報告書の様式（第４３条の２第３項関係）（総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合
は、それによることができる。）

別表第五号の七 基幹放送局事業収支結果報告書の様式(第43条の2第3項関係)(総務大臣

がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) 

基幹放送局事業収支結果報告書 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

住所                 

氏名又は名称             

法人番号(注1)            

代表者氏名(注2)           

 電波法施行規則第43条の2第2項の規定により、(注3)の放送事業収支結果について、別紙

のとおり届け出ます。 

 別紙 事業収支結果報告書 

 注1 法人番号については、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号を記載す

ること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

  2 届出者の商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載すること。 

  3 「 年度(第 期)」又は「第 期( 年 月 日から 年 月 日まで)」のように

記載すること。 

139



別表第五号の八　非常局の無線設備の機能試験の免除申請書の様式（第４３条の３第１項関係）（総務大臣又は総合通信局長がこの様式に
代わるものとして認めた場合は、それによることができる。）

別表第五号の八 非常局の無線設備の機能試験の免除申請書の様式(第43条の3第1項関係)

(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによるこ

とができる。) 

非常局の無線設備の機能試験の免除申請書 

年  月  日 

 (何)総合通信局長 殿(注1) 

 無線局運用規則第9条ただし書の規定により、非常局の無線設備の機能試験の免除を求め

たいので、下記のとおり申請します。 

記 

 1 申請者(注2) 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔              〕 

〒(  ―  ) 

氏名又は名称及び代

表者氏名 
フリガナ 

  

法人番号  

 2 非常局の無線設備の機能試験の免除に関する事項(注3) 

① 識別信号   

② 免許の番号   

③ 免除を求める理由   

 3 申請の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

注1 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

 2 1の欄は、次によること。 

  (1) 住所の欄は、日本産業規格JIS X0401及びX0402に規定する都道府県コード及び市

区町村コード(以下この別表において「都道府県コード」という。)、郵便番号並び

に住所(申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地)を記載す

ること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しない。

また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しない。 

  (2) 申請者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を

記載すること。 

  (3) 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載
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すること。ただし、申請者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立され

た法人及び特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の氏名の記載

を要しない。 

  (4) 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準

じて当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委

任状を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番

号を記載することとし、委任状の添付は要しない。 

  (5) 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号を記載す

ること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

 3 2の欄は、次によること。 

  (1) ①の欄は、現に免許を受けている無線局に指定されている識別信号を記載するこ

と。 

  (2) ②の欄は、現に免許を受けている無線局の免許の番号を記載すること。 

  (3) ③の欄は、非常局の無線設備の機能試験の免除を求める理由を記載すること。 

 4 申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵

便番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手又は民間事業者による信書の送

達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しく

は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務に

関する料金の支払のために使用することができる証票を貼付した返信用封筒を申請書

に添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの(書類を折ら

ずに送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。 

 5 申請書の用紙は、日本産業規格A列4番とし、該当欄に全部を記載することができない

場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載

すること。 
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別表第五号の九　監視制御機能・保守運用体制確認申請書の様式（第４３条の６第２項関係）（総合通信局長がこの様式に代わるものとし
て認めた場合は、それによることができる。）

別表第五号の九 監視制御機能・保守運用体制確認申請書の様式(第43条の6第2項関係)(総

合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) 

長

辺 

監視制御機能・保守運用体制確認申請書 

年  月  日 

(何)総合通信局長殿(注1) 

申請者(注2)    郵便番号          

住 所          

氏名又は名称        

法人番号          

代表者氏名         

申請の内容に関する連絡先           

所属、氏名(フリガナ)    

電話番号          

電子メールアドレス     

 電波法施行規則第43条の6の規定に基づき、下記のとおり無線局運用規則 
第137条 

第137条 

の2第1項 

の2第2項において準用する同条第1項 
(注3)に規定する監視制御機能及び保守運用体 

制に係る対策を講じていることについて確認を求めます。 

記 

 1 対象の基地局(注4) 

 2 対策を講じていることを証する書類等 

  (1) 無線設備の動作状況を監視し、周波数及び空中線電力について無線設備規

則の許容偏差から外れるような故障の原因となる設備的な異常や環境の変化

等を速やかに検知し、通報する機能を設けていることを証する書類(注5、8) 

  (2) 無人施設の無線設備には、始動・停止等の遠隔操作機能を設けていること

を証する書類(注6、8) 

  (3) 無線設備に故障等の箇所を識別する機能を設けていることを証する書類(注

8) 

  (4) 無線設備が正常に動作するよう温湿度等を適切な範囲内に維持する機能を

設けるとともに、異常を検知したときには通報する機能を設けていることを証

する書類(注8) 

  (5) 無線局運用規則第137条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)

に規定する時間における保守運用体制に係る対策を講じていることを証する

書類(注7、8) 

  (6) 作業の分担、連絡体系、責任の範囲等の保守運用体制を明確にしているこ

とを証する書類(注8) 

  (7) 設備の動作状況を監視し、故障等を検知した場合は、必要に応じ、自動若

しくは遠隔操作による予備設備への切替え、遠隔操作による停止・始動又は現

地での修理を行うこと及びそれらの記録をとることを証する書類(注8) 

  (8) 定期的に保守点検を実施することを証する書類(注8) 

 短 辺 (日本産業規格A列4番) 

 注1 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

  2 申請者の欄の記載は、次によること。 

   (1) 代理人による申請の場合は、申請を行う表示者に関する必要事項を記載するほ

か、これに準じて当該代理人に関する必要事項を記載すること。 

142



   (2) 法人番号については、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号

を記載すること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

  3 確認を求める該当条項の不要の文字は削除すること。 

  4 運用規則第137条の2第1項又は第2項に規定する基地局のうち対象となる基地局を

「令和○年度に定期検査の指定を受けた無線設備規則第3条第4号の5に規定する通信

を行う基地局」のように記載すること。 

  5 通報を受ける場所を明示すること。 

  6 遠隔操作を行う場所を明示すること。 

  7 保守の委託を行う場合は、契約書等により保守作業の範囲及び責任の範囲を明確に

していることを証する書類を添付すること。 

  8 既に総合通信局長の確認を受けている場合であつて、当該確認に係る書類の内容に

変更がないときは、その旨を記載して、当該書類の添付を省略することができる。 
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別表第六号　許可を要しない高周波利用設備の変更の工事（第４５条の２関係）

第１　装置の全部について変更の工事をする場合

変更の工事のうち軽微なものとするもの 適用の条件

１　通信設備の変更の工事のうち次に掲げ

るもの

　

（１）　送信装置の変更の工事 当該部分の全部について撤去する場合に限る。

（２）　電源
ろ

濾波器（装置の
きよう

筐 体内に収めら

れているものを除く。）の変更の工事

当該部分の全部について取り替える場合（電気的特性を低下させることとなる場合を除く。）又

は増設する場合（新たに附設する場合を含む。）に限る。

（３）　高周波
そく

塞流線輪（装置の
きよう

筐 体内に収

められているものを除く。）の変更の工事

当該部分の全部について取り替える場合（電気的特性を低下させることとなる場合を除く。）又

は増設する場合（新たに附設する場合を含む。）に限る。

２　通信設備以外の設備の変更の工事のう

ち次に掲げるもの

　

（１）　高周波発生装置の変更の工事 当該部分の全部について撤去する場合、又は当該部分の全部の取替えであつて次に掲げる条件

に適合する場合に限る。

１　無線設備規則第６５条第１項第１号から第４号までに該当するものであること。

２　使用周波数又は発振の方式に変更をきたすこととならない場合であること。

３　占有周波数帯幅又は周波数変動幅が拡大することとならない場合であること。

４　高周波出力が増加することとならない場合であること。

５　当該部分の性能を低下させない場合であること。

（２）　電源
ろ

濾波器（装置の
きよう

筐 体内に収めら

れているものを除く。）の変更の工事

当該部分の全部について取り替える場合（電気的特性を低下させることとなる場合を除く。）又

は増設する場合（新たに附設する場合を含む。）に限る。

（３）　
しやへい

遮蔽室の変更の工事 当該部分の全部について撤去する場合又は取り替える場合（いずれも
しやへい

遮蔽効果を低下させるこ

ととなる場合を除く。）若しくは増設する場合（新たに附設する場合を含み，
しやへい

遮蔽効果を低下さ

せることとなる場合を除く。）に限る。

第２　装置の一部分について変更の工事をする場合

変更の工事のうち軽微なものとするもの 適用の条件

第１の１の項及び２の項に掲げる装置の部品の変更の

工事

次に掲げる条件に適合する場合に限る。

１　使用周波数又は発振の方式に変更をきたすこととならない場合であること。

２　占有周波数帯幅又は周波数変動幅が拡大することとならない場合であること。

３　高周波出力が増加することとならない場合であること。

４　当該部品の属する装置の性能を低下させない場合であること。
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別表第七号（第４６条の４関係）

別表第七号(第46条の4関係) 

 

注 

1 形状は図1に示すものとし,大きさは長径が2センチメートル以上とすること。ただ

し,図1による表示が困難なときは,形状は図2に示すものとし,大きさは長辺が5ミリ

メートル以上とすること。この場合において,図2による表示と併せて「総務省指定」

及び「第 ※ 号」のように記載すること。 

2 材料は，容易にき損しないものであること(電磁的方法によつて表示を付す場合を

除く。)。 

3 色彩は，適宜とする。ただし，「総務省指定」及び「MIC／KS」の文字並びに指定番

号を容易に識別することができるものであること。 

4 ※印は，指定番号とすること。 
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別表第八号　型式確認に係る試験方法（第４６条の７関係）

第１　電子レンジ

１　試験条件

（ １ ）　

測 定

場 所

の 温

度 及

び 湿

度

ア　温度　摂氏５度から摂氏３５度までの範囲

イ　相対湿度　４５パーセントから８５パーセントまでの範囲

（ ２ ）　

電 子

レ ン

ジ の

設 置

の 方

法

ア　磁界強度又は電界強度以外の項目の測定の場合

平たんな非金属性の台の上に通常の使用状態で置く。

イ　磁界強度又は電界強度の測定の場合

水平面上にある回転する非金属性の支持台の上に置き、底面が地表又は床面から８０センチメートルの高さになるように

する。この場合において、電源電線が支持台の中心から垂直に降ろして余分があるときは、その部分を束ねておく。

（ ３ ）　

電 源

周 波

数

５０Ｈｚ又は６０Ｈｚ

（ ４ ）　

出 力

切 換

え

出力切換えのある場合は、高周波出力の定格値が 大となる位置とする。

（ ５ ）　

負 荷

の 方

法

ア　高周波出力又は漏えい電波の電力束密度以外の項目の測定の場合

（ア）　負荷　摂氏１５度から摂氏２５度までの範囲の水を用いる。

（イ）　容器　外径１９０ミリメートル±５ミリメートル、高さ９０ミリメートル±５ミリメートルの低損失ビーカーを１

個使用する。

（ウ）　負荷量　１，０００ミリリットルの水を用いる。

（エ）　位置　加熱室の中心部に次の図に示すように置く。

イ　高周波出力の測定の場合

（ア）　負荷　摂氏８度から摂氏１２度までの範囲の水を用いる。

（イ）　容器　容量１，０００ミリリットルの低損失ビーカーを２個使用する。ただし、これを入れることができない場合

は、容量５００ミリリットルの低損失ビーカーを４個使用することができる。

（ウ）　負荷量　２，０００ミリリットルの水を各ビーカーに等分する。

（エ）　位置　加熱室の中心部に次の図に示すような状態で互いにビーカーが接するように並べる。

１，０００ミリリットルのビーカー２個を使用した場合 ５００ミリリットルのビーカー４個を使用した場合

ウ　漏えい電波の電力束密度の測定の場合

（ア）　負荷　摂氏１８度から摂氏２２度までの範囲の水を用いる。

（イ）　容器　容量５００ミリリットルの低損失ビーカーを１個使用する。

（ウ）　負荷量　２６０ミリリットルから２９０ミリリットルまでの範囲の水を用いる。

（エ）　位置　加熱室の中心部に次の図に示すように置く。

２　測定等

（１）　占有周

波数帯幅に

含まれる周

波数の範囲

５分間以上動作させた後、負荷を取り替え、負荷が沸騰点に達するまでの発振周波数の変化を周波数測定装置によ

り測定する。その後、スペクトラムアナライザーによる占有周波数帯幅（スペクトル分布の波形の 高値から２

６デシベル低下したレベルにおける周波数帯幅とする。）を測定する。
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（２）　高周波

出力

次の手順により測定及び算定を行う。

ア　３０分間以上動作させた後、負荷を取り替え、温度が約１０度上昇する時間（ｔ）を求める。

イ　再度負荷を取り替え、ｔ時間加熱して各ビーカーの水温上昇値の平均を求める。

ウ　イの動作を５回繰り返し、各回の温度上昇値を平均して、平均温度上昇値（ Ｔ）を求める。

エ　ア及びウの値に基づき次の式により高周波出力（Ｐ）を求める。

ただし、本手順により難い場合は、電源端子における消費電力の測定により代えることができる。

（３）　電源端

子における

妨害波電圧

電子レンジを高さ４０センチメートルの台の上に置き、８０センチメートル離した位置に擬似電源回路網を設置

し、擬似電源回路網の電源出力端子に電子レンジの電源入力端子を接続し、電子レンジを動作させ、１０秒以上

経過後に測定する。

（４）　不要発

射による磁

界強度

直径０．６メートルのループアンテナを接続した校正済みの磁界強度測定器により、支持台を回転させ、電子レン

ジから３メートルの距離における 大値を測定する。

ループアンテナの下端の地上高は１メートルとする。

動作を開始してから１０秒以上経過後に測定する。

（５）　不要発

射による電

界強度

空中線系を含め校正済みの電界強度測定装置により周波数ごとに、偏波面及び空中線の高さを変化させるとともに

支持台を回転させ、１，０００ＭＨｚ以下の周波数範囲においては電子レンジから１０メートルの距離における

大値を測定する。ただし、ケーブルを含めて直径１．２メートル、床から１．５メートルの円柱形の体積内に

収まる設備に限り、３メートルの距離において測定することができる。

１，０００ＭＨｚを超える周波数範囲においては３メートルの距離における 大値を測定する。

動作を開始してから１０秒以上経過後に測定する。

測定装置の分解能帯域幅を１ＭＨｚ、ビデオ帯域幅を１ＭＨｚ以上に設定する。

（６）　電界強

度の重み付

け測定

測定装置の分解能帯域幅を１ＭＨｚ、ビデオ帯域幅を１０Ｈｚに設定し、対数値モードで測定する。

尖頭値が も高い妨害波の周波数を中心として、少なくとも掃引５回の間の 大値保持モードで測定した結果を用

いる。

（７）　漏えい

電波の電力

束密度

耐久試験（扉を十万回開閉する。）後起動させ、次の各状態における電子レンジの表面から５センチメートル離れ

た全ての場所における電力束密度を測定する。

ア　扉を閉めた状態

イ　発振管の発振停止装置が動作する直前の位置まで扉を開いて固定した状態

ウ　ラッチなどの固定装置を有するものは、通常扉を開く力の２倍の力で扉の取手の任意の箇所を引いた状態

（８）　安全性 一般的な妥当性を有する方法により次の事項を確認する。

ア　絶縁抵抗値その他きよう体の絶縁状況

イ　高圧電気により充電される器具及び電線の収容状況

第２　電磁誘導加熱式調理器

１　試験条件

（１）　測定場所の

温度及び湿度

ア　温度　摂氏５度から摂氏３５度までの範囲

イ　相対湿度　４５パーセントから８５パーセントまでの範囲

（２）　電磁誘導加

熱式調理器の設

置の方法

ア　磁界強度又は電界強度以外の項目の測定の場合

平たんな非金属性の台の上に通常の使用状態で置く。

イ　磁界強度又は電界強度の測定の場合

水平面上にある回転する非金属性の支持台の上に置き、底面が地表又は床面から８０センチメートルの高さにな

るようにする。この場合において、電源電線は支持台の中心から垂直に降ろす。

ただし、当該設備の対角線の寸法が１．６メートルを超えるときは、地表又は床面に薄い絶縁体を敷き、その上

に置く。

（３）　電源周波数 ５０Ｈｚ又は６０Ｈｚ

（４）　負荷の方法 ア　負荷　摂氏１８度から摂氏２２度までの範囲の水を用いる。

イ　容器　接触面の寸法が、１１０、１４５、１８０、２１０又は３００ミリメートルのうち、仕様の範囲内で

も小さいほうろう鉄製容器。ただし、平らな容器で使用することを想定していない加熱領域を持つものにつ

いては、附属された容器又は仕様で推奨された容器

ウ　負荷量　容器の定格容量の８０％以上の水

エ　位置　加熱部の中心に置く。

オ　アからエまでにかかわらず、 大出力に設定する場合は、この限りではない。

２　測定等

（１）　利

用周波

数

電源を投入し起動させてから１５分経過後の周波数を測定する。周波数の切換えが可能な機器にあつてはそれぞれの周波

数を、周波数が連続して可変なものにあつてはその 低周波数及び 高周波数を測定する。
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（２）　周

波数変

動幅

電源を投入し起動させてから１５分経過するまでの間、（１）の利用周波数に対応する周波数について 低値と 高値を

測定する。

（３）　高

周波出

力

次の手順により測定及び算出を行う。

ア　 大の高周波出力で加熱し、消費電力量が１２０ワットに達したときは、装置の電源を切断し、負荷の水を十分かく

はんした後、その温度を測定し、次の式から熱効率 η を求める。

なお、 Ｖ：なべ等の中の水の重量（ｇ）

Ｃ：試験に用いたなべ等の比熱（ｃａｌ／ｄｅｇ）

Ｗ：試験に用いたなべ等の重量（ｇ）

Ｔ：加熱後の水の温度（℃）

Ｔｏ：加熱前の水の温度（℃）

Ｅ：加熱に要した消費電力量（Ｗｈ）

イ　次の式から高周波出力Ｐを求める。

Ｐ＝ η×ｐ

なお、 ｐ：定格消費電力（Ｗ）

ウ　高周波出力の測定値は、少なくとも３回以上行う。

ただし、本手順により難い場合は、電源端子における消費電力の測定により代えることができる。

（４）　電

源端子

におけ

る妨害

波電圧

電磁誘導加熱式調理器を高さ４０センチメートルの台の上に置き、８０センチメートル離した位置に擬似電源回路網を設

置し、擬似電源回路網の電源出力端子に電磁誘導加熱式調理器の電源入力端子を接続し、電磁誘導加熱式調理器を動作

させ、１０秒以上経過後に測定する。

加熱領域を複数持つ場合は、順番に単独で動作させて測定する（（５）から（７）までにおいても適用する。）。

１つの加熱領域に複数の誘導コイルを持つ場合は、 初に領域内の も小さいコイルを作動させて測定し、次に領域内の

全てのコイルを作動させて測定する（（５）から（７）までにおいても適用する。）。

（５）　直

径２メ

ートル

のルー

プアン

テナに

よる電

流の測

定

次の図のとおり装置を設置し、電源を投入し起動させてから５分経過後に測定する。

電流プローブを用いて三方向のループアンテナのそれぞれについて行う。

ケーブル類は次の図のとおり一緒にして引き回し、直径２メートルのループアンテナが占める同一の八分儀区画から引き

出し、どのループアンテナに対しても０．４メートル以内に近づかないように配置する。

（６）　３

メート

ル離れ

た地点

での磁

界強度

直径０．６メートルのループアンテナを接続した校正済みの磁界強度測定器により、次の手順により測定を行う。

ア　電源を投入し起動させてから５分経過後に 大の高周波出力で漏えい磁界強度を測定する。

イ　漏えい電波を受信したときは支持台及び受信アンテナを回転し、 大の測定値を求め、これをもつてその周波数の測

定値とする。

（７）　不

要発射

による

電界強

度

空中線系を含め校正済みの電界強度測定装置により、次の手順により測定を行う。

ア　電源を投入し起動させてから５分経過後に、 大の高周波出力で電界強度を測定する。

イ　漏えい電波を受信したときは周波数ごとに、偏波面及び空中線の高さを変化させるとともに支持台を回転させ、電磁

誘導加熱式調理器から１０メートルの距離における 大値を測定する。

ただし、ケーブルを含めて直径１．２メートル、床から１．５メートルの円柱形の体積内に収まる設備に限り、３メート

ルの距離において測定することができる。

（８）　安

全性

一般的な妥当性を有する方法により次の事項を確認する。

ア　絶縁抵抗値その他きよう体の絶縁状況

イ　電線の収容状況
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別表第九号　試験成績書の様式（第４６条の８関係）

別表第九号 試験成績書の様式(第46条の8関係) 

第1 電子レンジ 

試 験 成 績 書 

確認番号   

型 式 名   

1 
(1) 発 振 周 波 数 

測 定 値 測

定

条

件

等 

  

の
範
囲 

れ
る
周
波
数 

帯
幅
に
含
ま 

占
有
周
波
数 

  

(2) 占有周波数帯幅 
測 定 値 

  

2 高 周 波 出 力 
測 定 値 条

件
等 

測

定 

  

  

3 測 定 値 

測

定

条

件

等 

  

波
電
圧 

電
源
端
子
に
お
け
る
妨
害 

周波数範囲 準尖頭値 平均値 

(1) 150kHz以上500kHz
未満 

    

(2) 500kHz以上5MHz以
下 

    

(3) 5MHzを超え30MHz
以下 

    

4 不 要 発 射 に よ る 磁 界 強 度 
測 定 値 条

件
等 

測

定 

  

  

５ 

不
要
発
射
に
よ
る
電
界
強
度 

測 定 値 

測

定

条

件

等 

  

周波数範囲 準尖頭値 平均値 

(1) 30MHzを超え80.872MHz以
下 

    

(2) 80.872MHzを超え81.88MHz
未満 

    

(3) 81.88MHz以上134.786MHz
以下 

    

(4) 134.786MHzを超え136.414
MHz未満 

    

(5) 136.414MHz以上230MHz以
下 

    

(6) 230MHzを超え1,000MHz以
下 
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  周 波 数 範 囲 尖頭値 

測

定

条

件

等 

  

(7) 1GHzを超え2.3GHz以下   

(8) 2.3GHzを超え2.4GHz未満   

(9) 2.5GHzを超え5.725GHz未満   

(10) 5.875GHzを超え11.7GHz未満   

(11) 11.7GHz以上12.7GHz以下   

(12) 12.7GHzを超え18GHz以下   

6 測 定 値 測

定

条

件

等 

  

定 重
み
付
け
測 

周 波 数 範 囲 尖頭値 

(1) 1,005MHzから2,395MHz   

(2) 2,505MHzから17,995MHz   

7 測 定 値 

測

定

条

件

等 

  

力
束
密
度 

漏
え
い
電
波
の
電 

(1) 扉を閉めた状態   

(2) 発振停止の直前の位置ま
で扉を開いた状態 

  

(3) 2倍の力で取手を引いた
状態 

  

８ 
安
全
性 

(1) 絶縁抵抗値その他きよう
体の絶縁状況 

  測
定
条
件
等 

  

(2) 高圧電気により充電され
る器具及び電線の収容状況 

  

 注1 測定条件等の欄には、測定年月日、使用測定器名(形式、購入年及び製造者名)その

他参考となる事項を記入すること。 

  2 5の欄の「測定条件等」には、設備からの距離を記載すること。 

  3 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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第2 電磁誘導加熱式調理器 

試 験 成 績 書 

確認番号   

型 式 名   

1 利 用 周 波 数 
測 定 値 条

件
等 

測

定 
  

  

2 周 波 数 変 動 幅 
測 定 値 条

件
等 

測

定 

  

  

3 高 周 波 出 力 
測 定 値 条

件
等 

測

定 

  

  

4 測 定 値 

測

定

条

件

等 

  

電
源
端
子
に
お
け
る
妨
害
波
電
圧 

周波数範囲 準尖頭値 平均値 

(1) 10kHz以上50kHz未
満 

    

(2) 50kHz以上148.5kH
z未満 

    

(3) 148.5kHz以上500k
Hz未満 

    

(4) 500kHz以上5MHz以
下 

    

(5) 5MHzを超え30MHz
以下 

    

5 測 定 値 

測

定

条

件

等 

  

測
定
し
た
電
流 

直
径
２
メ
ー
ト
ル
の
ル
ー
プ
ア
ン
テ
ナ
に
よ
り 

周波数範囲 
準尖頭値 

水平成分 垂直成分 

(1) 10kHz以上70kHz未
満 

    

(2) 70kHz以上148.5kH
z未満 

    

(3) 148.5kHz以上526.5
kHz未満 

    

(4) 526.5kHz 以 上
1,606.5kHz以下 

    

(5) 1,606.5kHzを超え
30MHz以下 
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６ 

３
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
地
点
で
の
磁
界
強
度 

測 定 値 

測

定

条

件

等 

  

周波数範囲 準尖頭値 

(1) 10kHz以上70kHz未
満 

  

(2) 70kHz以上148.5kH
z未満 

  

(3) 148.5kHz以上526.5
kHz未満 

  

(4) 526.5kHz以上912k
Hz以下 

  

(5) 912kHzを超え4MHz
未満 

  

(6) 4MHz以上30MHz以
下 

  

７ 

不
要
発
射
に
よ
る
電
界
強
度 

測 定 値 

測

定

条

件

等 

  

周波数範囲 準尖頭値 

(1) 30MHzを超え80.872
MHz以下 

  

(2) 80.872MHzを超え
81.88MHz未満 

  

(3) 81.88MHz 以 上
134.786MHz以下 

  

(4) 134.786MHzを超え
136.414MHz未満 

  

(5) 136.414MHz以上230
MHz以下 

  

(6) 230MHzを超え1,000
MHz以下 

  

8 安 全 性 

(1) 絶縁抵抗値そ

の他きよう体の

絶縁状況 

  
測
定
条
件
等 

  

(2) 電線の収容状

況 

  

注1 測定条件等の欄には、測定年月日及び使用測定器名(形式、購入年及び製造者名)その

他参考となる事項を記入すること。 

 2 7の欄の「測定条件等」には、設備からの距離を記載すること。 

 3 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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別表第十号（第４６条の８関係）

別表第十号(第46条の8関係) 

 

注 

1 形状は図1に示すものとし,大きさは長径が2センチメートル以上とすること。ただ

し,図1による表示が困難なときは,形状は図2に示すものとし,大きさは長辺が5ミリ

メートル以上とすること。この場合において,図2による表示と併せて「総務省基準

適合」及び「型式確認第 ※1 号」のように記載し,並びに製造者の氏名又は名称

を記載すること。 

2 材料は，容易にき損しないものであること(電磁的方法によつて表示を付す場合を

除く。)。 

3 色彩は，適宜とする。ただし，「総務省基準適合」及び「MIC／KK」の文字並びに確

認番号を容易に識別することができるものであること。 

4 ※印1は，確認番号とすること。 

5 ※印2は，製造業者等の氏名又は名称とすること。 
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別表第十一号（第５１条の１０関係）（総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。）

別表第十一号(第51条の10関係) (総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場

合は、それによることができる。) 

長

辺 

開 設 無 線 局 数 届 出 書 

 

年  月  日   

  (何)総合通信局長 殿(注1) 

 

届出者(注2)郵便番号           

住 所           

氏名又は名称         

法人番号           

 

 

 

 

         (注3) 

 下記のとおり、電波法 
第103条の2第5項 

第103条の2第6項 
の規定により  年  月末現在の開設無 

線局数を届け出ます。 

 

 

記 

 

 

1 包 括 免 許 の 番 号 

2 包括免許の年月日 

3 包括免許の有効期間 

4 特定無線局の種別 

5 開 設 無 線 局 数         (              )(注4) 

  短 辺                       (日本産業規格A列4番) 

 注1 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

  2 届出者の欄の記載は、次によること。 

   (1) 代理人による届出の場合は、届出を行う包括免許人に関する必要事項を記載す

るほか、これに準じて当該代理人に関する必要事項を記載すること。 

   (2) 法人番号については、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号

を記載すること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

  3 不要の文字を抹消すること。 

  4 法第103条の2第6項の規定に基づき届け出る場合は、当月末における開設無線局数

のほか、かつこ内に前回の届出時以後の増加局数を記載すること。 

  5 第51条の10第2項の規定により、この届出書に同項各号に掲げる事項を付記しなけ

ればならない場合において、当該付記に係る他の包括免許が二以上あるときは、当該

他の包括免許ごとに記載すること。 
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別表第十一号の二（第５１条の１０の２の４、第５１条の１０の２の８関係）（総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、
それによることができる。）

別表第十一号の二(第51条の10の2の4、第51条の10の2の8関係)(総合通信局長がこの様式に

代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) 

長

辺 

開 設 特 定 無 線 局 数 届 出 書 

新 規 (既 存) 免 許 開 設 局 届 出 書 

年  月  日  

 (何)総合通信局長 殿(注1) 

届出者(注2)郵便番号             

住 所             

氏名又は名称           

法人番号             

  下記のとおり、電波法 
第103条の2第7項 

第103条の2第8項 
の規定により   年   月末現在の 

  
開 設 特 定 無 線 局 数 

新規(既存)免許開設局の数 
を届け出ます。 

記 

 1 同等特定無線局区分          ( )(注3) 

 2 包 括 免 許 の 番 号 

 3 最初の包括免許の年月日 

 4 包 括 免 許 の 年 月 日 

 5 包括免許の有効期間 

 6 開 設 無 線 局 数         局( )(注4) 

 7 総 合 計         局( )(注5) 

  短 辺                       (日本産業規格A列4番) 

  注1 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

   2 届出者の欄の記載は、次によること。 

    (1) 代理人による届出の場合は、届出を行う包括免許人に関する必要事項を記載

するほか、これに準じて当該代理人に関する必要事項を記載すること。 

    (2) 法人番号については、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人

番号を記載すること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

   3 第51条の10の2の3の該当する区分を記載すること。なお、法第103条の2第8項の

規定に基づき届け出る場合は、括弧内に新規免許開設局又は既存免許開設局を記載

すること。 

   4 法第103条の2第8項の規定に基づき届け出る場合は、当月末における開設無線局

数のほか、括弧内に直近の届出時以後の増減数を記載すること。 

   5 1の欄に記載した同等特定無線局区分に係る包括免許の当月末における開設無線

局数の合計局数を記載すること。なお、法第103条の2第8項の規定に基づき届け出

る場合は、括弧内の区分に係る直近の届出時の合計数からの増加数を記載するこ

と。 

   6 不要の文字を抹消すること。 

   7 1の欄に記載した同等特定無線局区分に包括免許が二以上あるときは、包括免許

ごとに2の欄から6の欄までを記載すること。 

   8 1の欄に記載する同等特定無線局区分が二以上あるときは、同等特定無線局区分

ごとに1の欄から7の欄までを記載すること。 

   9 全てを記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、こ

の様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。 
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別表第十一号の三（第５１条の１０の３関係）（総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。）

別表第十一号の三(第51条の10の3関係) (総合通信局長がこの様式に代わるものとして認

めた場合は、それによることができる。) 

長

辺 

開 設 特 定 免 許 等 不 要 局 数 届 出 書 

 

年  月  日   

  (何)総合通信局長 殿(注1) 

 

届出者(注2)郵便番号           

住 所           

氏名又は名称         

法人番号           

代表者氏名          

 

 下記のとおり、電波法第103条の2第12項の規定により  年  月  日現在の開

設特定免許等不要局数を届け出ます。 

 

記 

 

1 無 線 局 の 区 分 

2 周 波 数 

3 無線局の有する機能 

4 開設特定免許等不要局数 

  短 辺                       (日本産業規格A列4番) 

 注1 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

  2 届出者の欄の記載は、次によること。 

   (1) 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記

載すること。 

   (2) 代理人による届出の場合は、届出を行う特定免許等不要局を開設した者に関す

る必要事項を記載するほか、これに準じて当該代理人に関する必要事項を記載す

ること。 

   (3) 法人番号については、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号

を記載すること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 
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別表第十一号の四（第５１条の１０の４関係）（総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。）

別表第十一号の四(第51条の10の4関係) (総合通信局長がこの様式に代わるものとして認

めた場合は、それによることができる。) 

長

辺 

特定免許等不要局表示無線設備届出書 

 

年  月  日   

  (何)総合通信局長 殿(注1) 

 

届出者(注2)郵便番号           

住 所           

氏名又は名称         

法人番号           

代表者氏名          

 

 下記のとおり、電波法第103条の2第13項の規定により  年  月  日から  

年  月  日までの期間に表示を付した無線設備の数その他総務省令で定める事項

を届け出ます。 

 

記 

 

1 特 定 無 線 設 備 の 種 別 

2 周 波 数 

3 無 線 局 の 有 す る 機 能 

4 表示を付した無線設備の数 

  短 辺                       (日本産業規格A列4番) 

 注1 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

  2 届出者の欄の記載は、次によること。 

   (1) 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記

載すること。 

   (2) 代理人による届出の場合は、届出を行う表示者に関する必要事項を記載するほ

か、これに準じて当該代理人に関する必要事項を記載すること。 

   (3) 法人番号については、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号

を記載すること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 
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別表第十二号（第５１条の１１関係）（総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。）

別表第十二号(第51条の11関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、そ

れによることができる。) 

還 付 請 求 書 

年  月  日  

   (何)総合通信局長(注1) 殿 

請求者(注2) 郵便番号           

住 所           

氏名又は名称         

法人番号           

 下記のとおり、電波法第103条の2第18項の規定により電波利用料の還付を請求します。 

記 

  

還付の請求

に係る無線

局に関する

事項 

免 許 等 の 年 月 日   

  

免 許 等 の 番 号 
(整 理 番 号) 

  

免許人等の氏名又は名称   

免 許 人 等 の 住 所   

無 線 局 の 種 別   

還付の請求

に係る期間 
年   月   日から     年   月   日まで 

還付金の払

渡しを受け

る方法及び

払渡しを希

望する機関 

口座振込 

(注3) 

金融機関名 銀行・金庫   本店・支店 

口座の種別 普通預金・当座預金・   預金 

口座番号   

窓口支払 

銀行・金庫      本店・支店  

郵 便 局  

  
(何)総合通信局総務

部財務課(注4) 

還付金額 円  

  

(日本産業規格A列4番)  

 注1 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

  2 請求者の欄の記載は、次によること。 

   (1) 代理人による還付請求書の提出の場合は、請求者に関する必要事項を記載する

ほか、これに準じて当該代理人に関する必要事項を記載すること。 

   (2) 法人番号については、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号

を記載すること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

  3 口座振込欄は、銀行又は金庫に預金口座がある者であってその口座振込の方法で電

波利用料の還付の払渡しを希望する者が記載すること。この場合において、振込みを

希望する銀行又は金庫の名称、口座の種別及び口座番号を正確に記載し、その口座の

種別が普通預金又は当座預金であるときは該当するものを○で囲むこと。 

  4 信越、北陸及び四国総合通信局長あてのものにあっては、(何)総合通信局総務部財

務室とし、沖縄総合通信事務所長あてのものにあっては、沖縄総合通信事務所総務課

とする。 
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別表第十二号の二（第５１条の１１の２関係）（総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。）

別表第十二号の二(第51条の11の2関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認め

た場合は、それによることができる。) 

長

辺 

電 波 利 用 料 延 納 申 請 書 

年  月  日  

 (何)総合通信局長 殿(注1) 

申請者(注2)郵便番号             

住 所             

氏名又は名称           

法人番号             

 

 

  下記のとおり、電波法第103条の2第19項の規定により、電波利用料の延納を申請

します。 

記 

 納付すべき電波利用料の期間    年10月1日から始まる1年の期間 

  短 辺                       (日本産業規格A列4番) 

  注1 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

   2 申請者の欄の記載は、次によること。 

    (1) 代理人による提出の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これ

に準じて当該代理人に関する必要事項を記載すること。 

    (2) 法人番号については、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人

番号を記載すること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

159



別表第十二号の三（第５１条の１１の２の８関係）（総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。）

別表第十二号の三(第51条の11の2の8関係) (総合通信局長がこの様式に代わるものとし

て認めた場合は、それによることができる。) 

長

辺 

表 示 数 届 出 書 

 

年  月  日   

  (何)総合通信局長 殿(注1) 

 

届出者(注2)郵便番号           

住 所           

氏名又は名称         

法人番号           

 

 

 

 

 

 下記のとおり、電波法第103条の2第21項の規定により、予納期間において表示を付

した同条第13項の無線設備の数を届け出ます。 

記 

 

1 特定無線設備の種別 

2 周 波 数 

3 毎年の満了日に応当

する日前一年間に表

示を付した無線設備

の数 

  

  

満了日に応当する日 無線局の有する機能 
前一年間に表示を付した無線

設備の数 

  

年  月  日   
  

年  月  日   
  

年  月  日   
  

年  月  日   
  

  

  短 辺                       (日本産業規格A列4番) 

 注1 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

  2 届出者の欄の記載は、次によること。 

   (1) 代理人による届出の場合は、届出を行う表示者に関する必要事項を記載するほ

か、これに準じて当該代理人に関する必要事項を記載すること。 

   (2) 法人番号については、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号

を記載すること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 
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別表第十二号の四（第５１条の１１の２の９関係）（総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。）

別表第十二号の四(第51条の11の2の9関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認め

た場合は、それによることができる。) 

還 付 請 求 書 

年  月  日   

   (何)総合通信局長(注1) 殿 

請求者(注2) 郵便番号           

住 所           

氏名又は名称         

法人番号           

 下記のとおり、電波法第103条の2第22項の規定により電波利用料の還付を請求します。 

記 

  

還付の請求に係

る無線局に関す

る事項 

予 納 期 間 
年   月   日から   
年   月   日まで   

  

表示者の氏名又は名称   

表 示 者 の 住 所   

特 定 無 線 設 備 の 種 別   

周 波 数   

無 線 局 の 有 す る 機 能   

還付金の払渡し

を受ける方法及

び払渡しを希望

する機関 

口座振込 

(注3) 

金融機関名 銀行・金庫     本店・支店 

口座の種別 普通預金・当座預金・   預金 

口 座 番 号   

窓口支払 

銀行・金庫       本店・支店 

郵 便 局 

(何)総合通信局 

総務部財務課(注4) 

還 付 金 額 円  

  

(日本産業規格A列4番)   

 注1 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

  2 請求者の欄の記載は、次によること。 

   (1) 代理人による還付請求書の提出の場合は、請求者に関する必要事項を記載する

ほか、これに準じて当該代理人に関する必要事項を記載すること。 

   (2) 法人番号については、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号

を記載すること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

  3 口座振込欄は、銀行又は金庫に預金口座がある者であってその口座振込の方法で電

波利用料の還付の払渡しを希望する者が記載すること。この場合において、振込を希

望する銀行又は金庫の名称、口座の種別及び口座番号を正確に記載し、その口座の種

別が普通預金又は当座預金であるときは該当するものを○で囲むこと。 

  4 信越、北陸及び四国総合通信局長あてのものにあっては、(何)総合通信局総務部財

務室とし、沖縄総合通信事務所長あてのものにあっては、沖縄総合通信事務所総務課

とする。 
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別表第十三号（第５１条の１１の２の１０第１項関係）（総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。）

別表第十三号(第51条の11の2の10第1項関係) (総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) 

電波利用料口座振替納付申出書(既設局用) 
    

    

 総 合 通 信 局 長 

 沖縄総合通信事務所長 殿 

    

年   月   日     

 私は、下記2に記載する無線局に係る電波利用料を口座振替により納付したいので

電波法第103条の2第23項の規定により申し出ます。 

 承認されたときは、納入告知書は、下記1の金融機関宛て送付してください。 

記 

1 金融機関名及び口座番号 

  (注：申出人(免許人等)御本人の口座を指定してください。) 

  

2 口座振替による納付を希望する無線局の免許等の番号及

び申出局数 

  

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
以
外
の

金

融

機

関 

  
銀 行 

(   ) 

本 店 

支 店 

(  ) 

  

  

第        号 第        号 

  

  

銀行コード 支店コード 
預金

口座 

① 普 通 ② 当 座 
第        号 第        号                             

      
                            

第        号 第        号 ゆ
う
ち
ょ
銀
行 

種目コード 
契約種別
コード 

通 帳 記 号 
通帳番号(右詰めで記入してくだ
さい。) 

1 6 6 3 0 1       0 

の 

                第        号 第        号 

  
第        号 第        号 

  

フ リ ガ ナ   

  

住 所 
〒   ― 

第        号 第        号 

フ リ ガ ナ   届出印 
第        号 第        号 18.6cm 

口 座

名 義 人 
  印 

第        号 第        号 

    

電 話 番 号  (      ―      ―         ) 

第        号 第        号 

  

第        号 第        号 

第        号 第        号 

第        号 第        号 

第        号 第        号 

第        号 第        号 

  合 計        局 

 ※ 以下の欄は記入しないこと 

  

総 合 通 信 局 等 使 用 欄 

  受 付 免許等の番号確認 シ ス テ ム 登 記 照 合 

        

  

  
17.6cm 

  

  
    

 注1 1の欄は、ゆうちょ銀行以外の金融機関欄又はゆうちょ銀行欄のどちらかに記載すること。 

  2 2の欄には、免許人等所属の無線局のうち口座振替による電波利用料の納付を希望する無線局の免許等の番号及びその局数を記載すること(免許人等所属の

すべての無線局に係る電波利用料について口座振替による納付を希望する場合も当該免許等の番号を記載すること。)。局数が多い場合は、適宜別紙を作成

し免許等の番号を記載すること。 

    なお、再免許又は再登録を受けようとする場合であって、再免許又は再登録を受けた場合における当該無線局に係る電波利用料の口座振替による納付を

希望するときは、当該無線局の現在の免許等の番号を記入すること。 
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別表第十三号の二（第５１条の１１の２の１０第１項及び第２項関係）（総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによ
ることができる。）

別表第十三号の二(第51条の11の2の10第1項及び第2項関係) (総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができ

る。) 

電波利用料口座振替納付申出書(広域使用電波用) 
  

2 口座振替による納付を希望する広域

使用電波の使用区域 

    

 総合通信局長 

 沖縄総合通信事務所長 殿 

  

年   月   日   

 私は、下記2に記載する使用区域において使用する広域使用電波に係る電波利用料を口

座振替により納付したいので電波法第103条の2第23項の規定により申し出ます。 

 承認されたときは、納入告知書は、下記1の金融機関宛て送付してください。 

記 

1 金融機関名及び口座番号 

  (注：申出人(免許人)御本人の口座を指定してください。) 

  

  

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

以
外
の
金
融
機

関 

  
銀 行 

(   ) 

本 店 
支 店 
(  ) 

  

電波法別表第7 の項に掲げる区域 

  

  

  

銀行コード 支店コード 
預金

口座 

① 普 通 ② 当 座 
                            
      
                            

ゆ
う
ち
ょ
銀
行 

種 目

コ ー ド 

契約種

別コー

ド 

通 帳 記 号 
通 帳 番 号 

(右詰めで記入してください。) 

1 6 6 3 0 1       0 
の 

                

  

  

フ リ ガ ナ   

  

住 所 
〒   ― 

18.6cm 
フ リ ガ ナ   届出印 

口 座

名 義 人 
  印 

    

電 話 番 号  (      ―      ―         ) 

  

 ※ 以下の欄は記入しないこと 

  

総 合 通 信 局 等 使 用 欄 

  
受 付 免許等の番号確認 シ ス テ ム 登 記 照 合 

        

  

  
  

17.6cm 

 注1 1の欄は、ゆうちょ銀行以外の金融機関欄又はゆうちょ銀行欄のどちらかに記載すること。 

  2 2の欄には、口座振替による電波利用料の納付を希望する法別表第7に定める広域使用電波の使用区域を記載すること。 
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別表第十四号（第５１条の１１の２の１０第２項関係）（総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。）

別表第十四号(第51条の11の2の10第2項関係) (総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) 

電波利用料口座振替納付申出書(新設局用) 

    

  総合通信局長 

  沖縄総合通信事務所長 殿 

  

  年  月  日 

  

申

出

人 

フリガナ 

   〒   ― 

住所 

フリガナ 

氏名 

電 話 番 号 (      ―     ―            ) 

上 記 以 外 の 連 絡 先 電話番号(     ―     ―            ) 

   私は、今回本申出書提出と同時に無線局免許等申請を行った無線局に係る電波利用料を口座振替により納付したいので、電波法第103条の

2第23項の規定により申し出ます。 

   承認された場合には、納入告知書は、下記の金融機関宛て送付してください。 

記 

    金融機関名及び口座番号 

    (注：申出人(免許人等)御本人の口座を指定してください。) 

  

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
以
外
の
金
融
機
関 

  
銀 行 

(   ) 

本 店 
支 店 
(  ) 

  

ゆ

う

ち

ょ

銀

行 

種目コード 
契約種別
コ ー ド 

フリガナ   

  

1 6 6 3 0 
口 座

名 義 人 
  

21.0cm 

  

銀行コード 支店コード 預金

口座 

① 普 通 ② 当 座 

    

                            通 帳 記 号 通帳番号(右詰めで記入してください。)                                   
フ リ ガ ナ   

1       0 

の 

                
  

口 座

名 義 人 
  

   ※ 以下の欄は記入しないこと 

 

  

総 合 通 信 局 等 使 用 欄 

受 付 整 理 番 号 及 び 無 線 局 数 

受 付

整 理 番 号 
  合 計           局 

  

  

受 付 免許等の番号等確認 シ ス テ ム 登 記 照 合 

  
        

  

  
19.8cm 

  

  
    

 

 注 ゆうちょ銀行以外の金融機関欄又はゆうちょ銀行欄のどちらかに記載すること。 
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別表第十四号の二（第５１条の１１の２の１０第３項関係）（総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることがで
きる。）

別表第十四号の二(第51条の11の2の10第3項関係) (総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) 

電波利用料口座振替納付申出書(特定免許等不要局用) 
  

2 口座振替による納付を希望する特定無線設備の種別、

周波数及び無線局の有する機能 

    

総合通信局長 

沖縄総合通信事務所長 殿 

  

年   月   日   

 私は、下記2に記載する無線局に係る電波利用料を口座振替により納付したいので電

波法第103条の2第23項の規定により申し出ます。 

 承認されたときは、納入告知書は、下記1の金融機関宛て送付してください。 

記 

1 金融機関名及び口座番号 

 (注：申出人(特定免許等不要局を開設した者又は表示者)御本人の口座を指定してく

ださい。) 

  

  

ゆ

う

ち

ょ

銀

行

以
外
の
金
融
機
関 

銀 行 

(   ) 

本 店 
支 店 
(  ) 

  

特定無線設備の

種別 
周波数 

無線局の有する

機能 

  

      銀 行 コ ー ド 支 店 コ ー ド 
預金

口座 

① 普 通 ② 当 座 
                            
      

                                  

ゆ
う
ち
ょ
銀
行 

種目コード 
契約種別
コ ー ド 

通 帳 記 号 通帳番号(右詰めで記入してください。) 

      

1 6 6 3 0 1       0 
の 

                

      
  

  

フ リ ガ ナ   
      

住 所 

〒   ― 

      18.6cm 
フ リ ガ ナ   届出印 

口 座

名 義 人 
  印       

    

      電 話 番 号  (      ―      ―         ) 

 ※ 以下の欄は記入しないこと 

  

総 合 通 信 局 等 使 用 欄 

  
受 付 確 認 シ ス テ ム 登 記 照 合 

        

  

  
17.6cm 

  

  
    

 注1 1の欄は、ゆうちょ銀行以外の金融機関欄又はゆうちょ銀行欄のどちらかに記載すること。 

  2 2の欄には、特定免許等不要局の開設者又は表示者所属の無線局のうち口座振替による電波利用料の納付を希望する無線局について記載すること。局数が

多い場合は、適宜別紙を作成し併せて提出すること。 

165



別表第十五号（第５１条の１２関係）（総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。）

別表第十五号(第51条の12関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとし

て認めた場合は、それによることができる。) 

 第  号 

 

督 促 状 

 

 

 住所 

 氏名又は名称        殿 

  

年度 (部) (款) (項) (目) 

  

金 額 円   

納 付 目 的   

指 定 期 限 年  月  日 

納 付 場 所 日本銀行本店、支店、代理店又は歳入代理店 

 

 さきに、あなたに対して納入の告知をした上記の金額は、納付期限(    年  月

  日)までに完納されておりませんので至急納付してください。指定期限を過ぎても完

納されないときは、財産差押処分をします。 

 ※なお、納入告知書に記載したところにより計算した延滞金を併せて納付してくださ

い。 

    年   月   日 

 

   (歳入徴収官) 

 

    (官職)         (氏名) 

(日本産業規格A列4番)  

 注 ※は、第51条の14各号に該当するものについては記載しない。 
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別表第十六号（第５１条の１３第２項関係）

別表第十六号(第51条の13第2項関係) 

(表面)   

第   号 

電 波 利 用 料 徴 収 職 員 証 明 書 

 

 

 所 属 

 氏 名 

 交 付   年  月  日 

 有 効 期 限   年  月  日 

    

5.5cm 

    

  
総合通信局長又は

沖縄総合通信事務所長 印   

  
9.1cm 

  
  

    

 

(裏面) 

 この証明書を携帯する職員は、電波法(昭和25年法律第131号)第103条の2第25

項の規定による督促に係る電波利用料及び同条第27項の規定による延滞金を国

税滞納処分の例により処分する権限を有する。 

電波法抜粋 

第103条の2第26項 総務大臣は、前項の規定による督促を受けた者がその指定の

期限までにその督促に係る電波利用料及び次項の規定による延滞金を納めな

いときは、国税滞納処分の例により、これを処分する。(以下略) 
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別図第一号（第３６条の２第１項第１号関係）

別図第一号(第36条の2第1項第1号関係) 

1 遭難警報 

同期符号 呼出しの

種類 

(注1) 

自局の

識別信号 

遭難の

種類 

遭難の

位置 

遭難の

時刻 

テレ

コマンド 

(注2) 

終了符号 誤り検定

符号 

 注1 コード番号「112」であること。 

 注2 引き続いて行う通報の型式をコード化したものであること。 

2 遭難警報の中継 

同期符号 呼出しの

種類 

(注1) 

相手局の

識別表示 

(注2) 

優先順位 

 

(注3) 

自局の

識別信号 

テレ

コマンド 

(注4) 

遭難船舶

局の識別

信号 

遭難の

種類 

遭難の

位置 

遭難の

時刻 

テレ

コマンド 

(注5) 

 

終了符号 誤り検定

符号 

 注1 コード番号「112」は用いないこと。 

 注2 呼出しの種類をコード番号「116」としたときは省略すること。 

 注3 できる限りコード番号「112」であること。 

 注4 コード番号「112」であること。 

 注5 引き続いて行う通報の型式をコード化したものであること。 
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3 遭難警報に対する応答 

同期符号 呼出しの

種類 

(注1) 

優先順位 

 

(注2) 

自局の

識別信号 

テレ

コマンド 

(注3) 

遭難船舶

局の識別

符号 

遭難の

種類 

遭難の

位置 

遭難の

時刻 

テレ

コマンド 

(注4) 

終了符号 

 

誤り検定

符号 

 注1 コード番号「116」であること。 

 注2 できる限りコード番号「112」であること。 

 注3 コード番号「110」であること。 

 注4 引き続いて行う通報の型式をコード化したものであること。 

4 その他 

同期符号 呼出しの

種類 

相手局の

識別表示 

(注1) 

優先順位 

 

(注2) 

自局の

識別信号 

テレ

コマンド 

(注3) 

通報に係

る事項 

(注4) 

終了符号 誤り検定

符号 

 注1 呼出しの種類にコード番号「116」としたときは省略すること。 

 注2 コード番号「112」であること。 

 注3 引き続いて行う通報の型式をコード化したものであること。 

 注4 引き続いて行う通報の周波数等をコード化したものであること。 
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別図第二号（第３６条の２第１項第２号関係）

別図第二号(第36条の2第1項第2号関係) 

1 インマルサットC型を使用するもの 

呼出しの

種類 

(注1) 

自局の

識別表示 

相手局の

識別表示 

遭難の位

置及び時

刻 

遭難の

種類 

通報に係

る事項 

(注2) 

誤り検定

符号 

 注1 「10100011」(最後に送るものにあつては「10100001」)であること。 

 注2 船舶の進路等をコード化したものであること。 

 

2 インマルサットF型を使用するもの 

同期符号 呼出しの種

類(注1) 

自局の識別

表示 

相手局の識

別表示 

通報の型式 

(注2) 

遭難の位置 

(注3) 

誤り検定符号 

 注1 「11100011」であること。 

 注2 引き続いて行う通報の型式等をコード化したものであること。 

 注3 船舶の位置をコード化したものであること。 

 

3 第12条第6項第2号に規定する船舶地球局の無線設備を使用するもの 

ポ ート

の バー

ジヨン 

遭 難の

種別 

固 定 時

間 

通 報の

型式 

遭 難 の

位置 

通 報に

係 る事

項 

(注1) 

識 別表

示 

遭 難 の

時間 

信 頼性

に 関す

る符号 

誤 り 検

定符号 

 注1 船舶の進路等をコード化したものであること。 
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別図第三号（第３６条の２第１項第３号関係）

別図第三号(第36条の2第1項第3号関係) 

通報の

種類 

(注1) 

通報の

順位 

(注2) 

通報に係

る事項 

(注3) 

自局の

識別表示 

グループ

呼出しに

係る事項 

誤り検定

符号 

通報 

 注1 「00101000」であること。 

 注2 繰り返された回数に「111」(最後に送るものにあつては「110」)を続けたものであること。 

 注3 通報の印字形式をコード化したものであること。 
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別図第四号（第３６条の２第１項第４号関係）

別図第四号(第36条の2第1項第4号関係) 

1 F1B電波424kHzを使用するもの 

同 期 符 号 
自局の識別

表 示 

通報の種類 

(注1) 

通報の番号 

(注2) 

復 帰 改 行

信 号 
通 報 終 了 符 号 

 注1 第1バイト「YYBBBYBYBB」及び第2バイト「BBYBBBYYBY」であること。 

 注2 第1バイト「YYBBBYBYBB」及び第2バイト「BBBBYYBYBY」の組合せを3回繰り返すものであること。 

 

2 F1B電波518kHzを使用するもの 

同 期 符 号 
自局の識別

表 示 

通報の種類 

(注1) 

通報の番号 

(注2) 

キャリッジ

復 帰 信 号 
改 行 信 号 通 報 終 了 符 号 

 注1 「BBYYBYB」であること。 

 注2 「BYBBYBY」を2回繰り返すものであること。 
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別図第五号（第３６条の２第１項第５号及び第６号関係）
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別図第六号（第３６条の２第１項第６号及び第８号関係）

別図第六号(第36条の2第1項第6号及び第8号関係) 

通報の種

類 (注 1 ) 
反復送信

回数(注2) 

装置の識

別 信 号

(注3) 

航行状態

(注4) 
対地速度 位置精度 経度 緯度 対地針路 測位時刻 通信状態 

  注1 コード番号「1」であること。 

  注2 コード番号「0」であること。 

  注3 捜索救助用位置指示送信装置においては、「970X1X2Y1Y2Y3Y4」の9桁の数字であること(X1、X2、Y1、Y2、Y3及びY4は0から9までの数字と

する。以下この注において同じ。)。 

    衛星非常用位置指示無線標識及び衛星位置指示無線標識であつて、航海情報記録装置又は簡易型航海情報記録装置を備えるものにお

いては、「974X1X2Y1Y2Y3Y4」の9桁の数字であること。 

  注4 コード番号「14」であること。 
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別図第七号（第３６条の２第２項第１号関係）

別図第七号(第36条の2第2項第1号関係) 

同期符号 呼出しの

種類 

相手局の

識別表示 

(注1) 

優先順位 

 

(注2) 

自局の

識別信号 

テレ

コマンド 

(注3) 

通報に係

る事項 

(注4) 

終了符号 誤り検定

符号 

 注1 呼出しの種類をコード番号「116」としたときは省略すること。 

 注2 コード番号「110」であること。 

 注3 引き続いて行う通報の型式をコード化したものであること。 

 注4 引き続いて行う通報の周波数等をコード化したものであること。 
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別図第八号（第３６条の２第２項第２号関係）

別図第八号(第36条の2第2項第2号関係) 

 1 インマルサットF型を使用するもの 

同期符号 呼出しの

種類 

(注1) 

自局の識

別表示 

相手局の

識別表示 

通報の型

式 

(注2) 

通報の優

先度 

(注3) 

自局の位

置 

(注4) 

誤り検定

符号 

  注1 「01100011」であること。 

  注2 引き続いて行う通報の型式等をコード化したものであること。 

  注3 「01」であること。 

  注4 船舶の位置をコード化したものであること。 

 2 第12条第6項第2号に規定する船舶地球局の無線設備を使用するもの 

サ ー ビ ス

コード 

(注1) 

識別表示 

(注2) 

通 信 先 の

値 

(注3) 

優 先 度 コ

ード 

(注4) 

通 報 の 本

文 

(注5) 

停止符号 誤 り 検 定

符号 

  注1 安全通報のクラスを内容とすること。 

  注2 海上移動業務別コードであること。 

  注3 救助調整本部のシヨートコードであること。 

  注4 緊急通信である旨を内容とすること。 

  注5 通報の内容を含むこと。 
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別図第九号（第３６条の２第２項第３号関係）

別図第九号(第36条の2第2項第3号関係) 

通報の

種類 

(注1) 

通報の

順位 

(注2) 

通報に係

る事項 

(注3) 

自局の

識別表示 

グループ

呼出しに

係る事項 

誤り検定

符号 

通報 

 注1 「00101000」以外のものであること。 

 注2 繰り返された回数に「011」(最後に送るものにあつては「010」)を続けたものであること。 

 注3 通報の印字形式をコード化したものであること。 
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別図第十号（第３６条の２第３項第１号関係）

別図第十号(第36条の2第3項第1号関係) 

同期符号 呼出しの種

類 

相手局の

識別表示 

(注1) 

優先順位 

 

(注2) 

自局の

識別信号 

テレ

コマンド 

(注3) 

通報に係

る事項 

(注4) 

終了符号 誤り検定

符号 

 注1 呼出しの種類をコード番号「116」としたときは省略すること。 

 注2 コード番号「108」又は「102」であること。 

 注3 引き続いて行う通報の型式をコード化したものであること。 

 注4 引き続いて行う通報の周波数等をコード化したものであること。 
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別図第十一号（第３６条の２第３項第２号関係）

別図第十一号(第36条の2第3項第2号関係) 

通報の

種類 

(注1) 

通報の

順位 

(注2) 

通報に係

る事項 

(注3) 

自局の

識別表示 

グループ

呼出しに

係る事項 

誤り検定

符号 

通報 

 注1 「00101000」以外のものであること。 

 注2 繰り返された回数に「101」(最後に送るものにあつては「100」)を続けたものであること。 

 注3 通報の印字形式をコード化したものであること。 
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別図第十二号（第３６条の２第３項第３号関係）

別図第十二号(第36条の2第3項第3号関係) 

1 F1B電波424kHzを使用するもの 

同 期 符 号 
自局の識別

表 示 

通報の種類 

(注) 
通報の番号 

復 帰 改 行

信 号 
通 報 終 了 符 号 

 注 次のいずれかの組合せであること。 

  (1) 第1バイト「YYBBBYBYBB」及び第2バイト「YBBBBBYYBY」 

  (2) 第1バイト「YYBBBYBYBB」及び第2バイト「BYBBBBYYBY」 

  (3) 第1バイト「YYBBBYBYBB」及び第2バイト「BBYYBBYYBB」 

2 F1B電波518kHzを使用するもの 

同 期 符 号 
自局の識別

表 示 

通報の種類 

(注) 
通報の番号 キャリッジ

復 帰 信 号 
改 行 信 号 通 報 終 了 符 号 

 注 「BBBYYYB」、「YBYYBBB」又は「BYBYYBB」のいずれかであること。 
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